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は
じ
め
に

延の
べ

為
替
貸
付
と
は
、
概
ね
、
公
金
為
替
に
擬
制
し
た
利
息
付
き
金
銭
貸
付
と
表
現
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
公
金
為
替
業
務
を
請
け
負
っ
た

三
井
大
坂
両
替
店
を
事
例
に
、
近
世
大
坂
の
法
制
の
発
達
、
大
坂
町
奉
行
所
の
公
金
照
合
作
業
の
疎
略
化
が
延
為
替
貸
付
の
拡
大
に
寄
与
し

た
こ
と
を
解
明
し
、
法
制
の
変
化
が
延
為
替
貸
付
の
利
子
率
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

こ
れ
ま
で
、
近
世
日
本
の
市
場
取
引
を
支
え
る
制
度
と
し
て
、
公
的
秩
序
（「
司
法
」）
と
私
的
秩
序
（
契
約
不
履
行
時
の
「
し
っ
ぺ
返

し
」）
が
注
目
さ
れ
て
き
た
（

）
1

。
し
か
し
、
法
制
史
と
経
済
史
の
接
合
は
い
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。
大
坂
町
奉
行
所
裁
判
管
轄
下
（

）
2

の
場
合
、
債

権
保
護
の
強
い
大
坂
法
が
適
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
近
世
に
お
い
て
は
珍
し
く
出
入
筋
（
お
も
に
民
事
訴
訟
に
相
当
）
に
お
い
て
も
判
例
法

が
発
達
し
、
先
例
主
義
に
よ
り
判
例
に
基
づ
く
裁
判
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（

）
3

。
し
か
も
大
坂
法
に
お
い
て
は
、
江
戸
法

と
は
異
な
る
形
で
、
書
入
か
質
入
か
に
よ
っ
て
債
権
保
護
に
違
い
が
あ
っ
た
（

）
4

。
三
井
ら
商
家
の
関
心
が
自
ら
の
債
権
保
護
に
あ
っ
た
と
す
る

と
、
彼
ら
の
経
営
的
な
選
択
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
法
制
史
研
究
の
知
見
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
（

）
5

。

三
井
大
坂
両
替
店
の
延
為
替
貸
付
に
つ
い
て
は
、
お
も
に
中
井
信
彦
（

）
6

が
公
金
為
替
へ
の
擬
制
と
商
業
金
融
上
の
機
能
を
、
賀
川
隆
行
（

）
7

が
量

的
推
移
と
裁
判
上
の
特
権
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
と
く
に
賀
川
の
研
究
史
的
貢
献
は
大
き
い
。
し
か
し
、
次
第
に
幕
府
か
ら
の
公
金
預
か

り
額
が
減
少
し
て
い
っ
た
な
か
で
、
な
ぜ
大
坂
両
替
店
が
延
為
替
貸
付
を
拡
大
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
説
明
が
な
く
、
大
坂
法

の
発
達
や
変
化
と
関
連
づ
け
て
追
究
す
る
作
業
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
ま
ず
大
坂
か
ら
江
戸
に
仕
向
け
る
為
替
の
仕
組

み
を
再
検
討
し
た
あ
と
、
三
井
大
坂
両
替
店
が
ど
の
よ
う
に
延
為
替
貸
付
を
公
金
為
替
に
擬
制
し
、
な
ぜ
大
坂
町
奉
行
所
か
ら
糺
問
を
受
け

ず
に
拡
大
で
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、
大
坂
法
の
発
達
（
整
備
、
判
例
の
蓄
積
）、
あ
る
い
は
変
化
（
訴
訟
手
続
の
変
化
）
を
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解
明
し
、
最
後
に
上
記
と
関
連
づ
け
る
形
で
延
為
替
貸
付
の
利
子
率
の
変
化
を
指
摘
す
る
。

な
お
、
本
稿
で
引
用
す
る
史
料
は
、
断
り
が
な
い
限
り
す
べ
て
三
井
文
庫
所
蔵
の
「
三
井
家
記
録
文
書
」
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
煩
雑
さ

を
避
け
る
た
め
に
、
三
井
京
都
両
替
店
、
三
井
江
戸
両
替
店
、
三
井
大
坂
両
替
店
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
原
則
と
し
て
京
都
両
替
店
、
江

戸
両
替
店
、
大
坂
両
替
店
と
略
記
し
、
三
井
京
都
呉
服
店
、
三
井
江
戸
呉
服
店
、
三
井
大
坂
呉
服
店
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
原
則
と
し
て

京
都
呉
服
店
、
江
戸
呉
服
店
、
大
坂
呉
服
店
と
略
記
す
る
（

）
8

。

（
1
）　
岡
崎
哲
二
『
江
戸
の
市
場
経
済
―
歴
史
制
度
分
析
か
ら
み
た
株
仲
間
―
』（
講
談
社
、
一
九
九
九
年
）、
岡
崎
哲
二
「
近
世
日
本
の
経
済
発
展

と
株
仲
間
―
歴
史
制
度
分
析
―
」（
岡
崎
哲
二
編
『
取
引
制
度
の
経
済
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
一
五
～
四
一
頁
）、
高
槻
泰
郎

『
近
世
米
市
場
の
形
成
と
展
開
―
幕
府
司
法
と
堂
島
米
会
所
の
発
展
―
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）、
高
槻
泰
郎
「
近
世
期
市
場

経
済
に
お
け
る
商
秩
序
」（『
法
制
史
研
究
』
第
七
〇
号
、
二
〇
二
一
年
、
一
一
五
～
一
二
一
頁
）、
中
林
真
幸
「
取
引
の
統
治
と
諸
市
場
の
逐

次
的
な
拡
大
」（
中
林
真
幸
編
『
日
本
経
済
の
長
い
近
代
化
―
統
治
と
市
場
、
そ
し
て
組
織
　
一
六
〇
〇
～
一
九
七
〇
―
』
名
古
屋
大
学
出
版

会
、
二
〇
一
三
年
、
一
～
四
三
頁
）、
中
林
真
幸
「
近
世
国
家
の
危
機
対
応
―
適
応
と
管
理
、
自
然
と
制
度
―
」（
東
大
社
研
・
玄
田
有
史
・
飯

田
高
編
『
危
機
対
応
の
社
会
科
学
　
下
　
未
来
へ
の
手
応
え
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
、
一
一
五
～
一
三
七
頁
）、
小
林
延
人
「
国

家
に
よ
る
債
権
の
認
定
―
藩
債
処
分
と
大
坂
両
替
商
・
加
島
屋
久
右
衛
門
家
―
」（
小
林
延
人
編
『
財
産
権
の
経
済
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
二
〇
年
、
七
七
～
一
一
〇
頁
）
な
ど
。

（
2
）　
近
世
日
本
の
場
合
、
京
都
、
大
坂
町
奉
行
所
を
は
じ
め
と
す
る
遠
国
奉
行
所
の
裁
判
管
轄
下
に
お
い
て
は
、
幕
府
中
央
法
で
あ
る
江
戸
の
法

制
と
は
異
な
る
法
制
の
運
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
神
保
文
夫
に
よ
る
と
、「
大
坂
町
奉
行
所
に
お
け
る
民
事
訴
訟
法
な
い
し
私
法
法
制
（
以

下
、「
大
坂
法
」
と
い
う
）
は
、
商
業
取
引
の
発
達
、
町
人
社
会
の
隆
盛
を
背
景
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
、
江
戸
の
法
制
と
は
異
な
る
独

自
の
、
先
進
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」。
と
く
に
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
の
「
国
分
け
」
令
以
降
に
は
、
大
坂
町
奉
行
所
は
、
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大
坂
三
郷
町
中
だ
け
で
な
く
、
支
配
国
（
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
播
磨
）
の
公
事
訴
訟
一
般
も
管
轄
し
た
（
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究

　
上
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
、
一
六
九
～
二
一
一
頁
、
引
用
部
分
は
一
六
九
頁
）。
な
お
、
畿
内
は
、
概
ね
中
小
藩
領
と
幕
領
な
ど
が
入

り
交
じ
っ
た
支
配
錯
綜
地
帯
で
あ
っ
た
か
ら
、
支
配
国
内
で
原
告
と
被
告
の
領
主
が
異
な
る
場
合
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
そ
の
場
合
に
大
坂
町

奉
行
所
が
公
事
訴
訟
を
管
轄
し
た
（
小
倉
宗
『
江
戸
幕
府
上
方
支
配
機
構
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
二
二
三
～
二
二
五
頁
な
ど
）。

（
3
）　
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
）、
三
一
三
～
三
三
七
頁
、
五
〇
三
～
五
四
七
頁
。

（
4
）　
小
早
川
欣
吾
「
近
世
に
於
け
る
身
代
限
り
及
分
散
に
つ
い
て
」（『
法
学
論
叢
』
第
四
三
巻
第
五
号
、
一
九
四
〇
年
、
二
六
二
～
二
九
二
頁
）、

二
八
六
～
二
九
〇
頁
、
小
早
川
欣
吾
「
近
世
に
於
け
る
身
代
限
り
及
分
散
続
考
（
二
）」（『
法
学
論
叢
』
第
四
四
巻
第
二
号
、
一
九
四
一
年
、

二
九
九
～
三
三
一
頁
）、
三
一
一
～
三
一
三
頁
、
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
）、
三
五
一
～
三
五
八

頁
。

（
5
）　
法
制
史
研
究
の
知
見
を
十
分
に
取
り
入
れ
ず
に
分
析
を
進
め
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
危
険
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
吉
元
加
奈
美
は
、
御
池
通
五

丁
目
の
家
質
証
文
の
控
え
帳
面
か
ら
「
切
替
」（
証
文
の
再
作
成
に
よ
る
契
約
更
新
）
を
分
析
し
、「
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
切

替
」
が
、
最
初
の
家
質
契
約
か
ら
一
〇
年
も
経
っ
た
後
に
行
わ
れ
た
点
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ
の
例
を
見
る
と
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
九

月
に
最
初
の
家
質
契
約
が
結
ば
れ
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
八
月
に
再
び
家
質
契
約
が
結
び
直
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
吉
元
加
奈
美

「
近
世
大
坂
に
お
け
る
都
市
社
会
構
造
―
御
池
通
五
丁
目
の
家
質
の
分
析
―
」『
部
落
問
題
研
究
』
第
二
二
六
号
、
二
〇
一
八
年
、
四
〇
～
六
九

頁
、
引
用
部
分
は
四
三
～
四
四
頁
）。
こ
れ
を
吉
元
は
「
注
目
す
べ
き
」
こ
と
と
し
て
強
調
す
る
が
、
そ
も
そ
も
、
大
坂
法
の
場
合
、
契
約
後

一
〇
年
以
上
を
経
過
し
た
家
質
契
約
の
給
付
訴
訟
に
つ
い
て
は
大
坂
町
奉
行
所
は
受
理
し
な
い
と
い
う
制
定
条
文
が
あ
り
（
石
井
良
助
『
近
世

取
引
法
史
』
創
文
社
、
一
九
八
二
年
、
一
九
一
頁
）、
こ
れ
に
対
す
る
対
策
と
し
て
再
契
約
が
結
ば
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
法
制
史
研
究
の
知
見

を
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
、
当
事
者
の
選
択
を
十
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
6
）　
中
井
信
彦
『
幕
藩
社
会
と
商
品
流
通
』（
塙
書
房
、
一
九
六
一
年
）、
一
八
五
～
一
九
七
頁
、
中
井
信
彦
『
転
換
期
幕
藩
制
の
研
究
―
宝
暦
・

天
明
期
の
経
済
政
策
と
商
品
流
通
―
』（
塙
書
房
、
一
九
七
一
年
）、
三
四
一
～
三
四
九
頁
。

（
7
）　
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
三
二
～
八
二
頁
、
一
一
四
～
一
五
六
頁
、
一
七
一
～
二
三
〇
頁
。
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（
8
）　
な
お
、
用
字
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
使
用
し
、
異
体
字
な
ど
は
常
用
漢
字
に
あ
ら
た
め
た
。
引
用
史
料
の
変
体
仮
名
に
つ

い
て
は
、
原
則
と
し
て
平
仮
名
に
あ
ら
た
め
た
。
た
だ
し
、
助
詞
の
「
者
」（
は
）、「
而
」（
て
）、「
江
」（
え
）、「
与
」（
と
）、「
茂
」（
も
）

は
原
史
料
の
ま
ま
と
し
、
活
字
を
落
と
し
て
記
し
た
。
合
字
の
「
ゟ
」（
よ
り
）
は
、
原
史
料
の
ま
ま
と
し
た
。
敬
意
表
現
の
闕
字
は
一
字
あ

け
と
し
た
。
引
用
者
の
判
断
に
よ
り
、
引
用
史
料
に
お
い
て
は
必
要
に
応
じ
て
読
点
を
打
ち
、
丸
括
弧
内
に
補
足
説
明
を
記
し
た
。

一
　
御
為
替
御
用
と
延
為
替
貸
付

1　

江
戸
為
替

各
地
に
点
在
し
た
幕
府
領
の
う
ち
、
西
国
の
年
貢
米
の
多
く
が
大
坂
に
廻
送
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
概
ね
一
六
八
〇
年
代

ま
で
に
お
い
て
は
、
幕
府
は
西
国
年
貢
米
を
大
坂
で
換
金
し
、
随
時
、
江
戸
に
陸
路
（「
御お

伝て
ん

馬ま

」）
で
送
金
し
て
い
た
（

）
1

。
こ
れ
は
江
戸
で
の

支
出
に
あ
て
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
幕
府
の
公
用
陸
上
輸
送
は
宿
駅
に
多
大
な
負
担
を
与
え
た
（

）
2

。
そ
こ
で
採
用
さ
れ
た
の
が
為
替
に
よ
る
送

金
で
あ
る
。
幸
い
、
当
時
に
お
い
て
は
、
京
都
・
大
坂
か
ら
大
量
の
商
品
が
江
戸
に
輸
送
、
売
却
さ
れ
て
お
り
、
商
品
代
金
の
支
払
い
の
た

め
に
江
戸
か
ら
京
都
・
大
坂
へ
多
く
送
金
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
幕
府
は
、
大
坂
に
店
舗
を
構
え
る
江
戸
の
両
替
屋
に
江
戸
へ
の
公

金
為
替
を
請
け
負
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
（

）
3

。
京
都
・
大
坂
か
ら
江
戸
に
送
金
す
る
流
れ
と
、
江
戸
か
ら
京
都
・
大
坂
に
送
金
す
る
流
れ
と
に
よ

っ
て
相
殺
し
、
現
金
を
輸
送
す
る
こ
と
な
く
、
西
国
年
貢
米
の
売
却
金
を
江
戸
御
金
蔵
に
納
め
ら
れ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
六
月
、
江
戸
町
奉
行
所
は
、
両
替
町
・
駿
河
町
（
現
東
京
都
中
央
区
）
の
両
替
屋
た
ち
に
対
し
て
、
大
坂
御
金

蔵
御
為
替
（
江
戸
へ
の
公
金
為
替
）
御
用
務
め
の
希
望
者
を
募
集
す
る
こ
と
を
申
し
渡
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
二
名
が
当
該
御
用
務
め
を

希
望
し
、
そ
の
う
ち
三
井
か
ら
は
、
駿
河
町
の
三
井
八
郎
右
衛
門
（
室
町
家
初
代
高た
か

伴と
も

、
の
ち
三
井
次
郎
右
衛
門
名
前
）
と
本ほ
ん

銀
し
ろ
が
ね

町
二
丁
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目
（
現
東
京
都
中
央
区
）
の
越
後
屋
八
郎
兵
衛
（
北
家
二
代
高た
か

平ひ
ら

、
の
ち
三
井
元
之
助
名
前
）
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
三
井
八
郎

右
衛
門
名
前
の
江
戸
両
替
店
は
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
本
両
替
仲
間
に
加
入
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
越
後
屋
八
郎
兵
衛
は
幕
府
の
呉
服

調
達
御
用
を
務
め
る
店
名
前
で
あ
っ
た
（

）
4

。
こ
の
よ
う
に
、
新
規
加
入
の
三
井
両
替
店
、
両
替
屋
で
も
な
い
三
井
呉
服
御
用
店
が
御
為
替
御
用

を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
要
因
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
綱
吉
政
権
の
側
用
人
牧
野
成な
り

貞さ
だ

と
の
特
別
な
縁
故
が
あ
っ
た
と
す
る
説
が
あ
る
（

）
5

。

実
際
、
三
井
は
明
ら
か
に
特
別
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
。
御
用
務
め
の
条
件
で
あ
っ
た
大
坂
で
の
両
替
屋
営
業
に
つ
い
て
い
う
と
、
三
井
は

出
願
当
初
の
元
禄
三
年
に
は
開
業
し
て
お
ら
ず
、
御
為
替
御
用
を
引
き
受
け
る
元
禄
四
年
に
至
っ
て
大
坂
高
麗
橋
一
丁
目
に
両
替
店
を
開
設

し
た
（

）
6

。
こ
の
よ
う
に
、
両
替
屋
と
し
て
は
新
興
の
三
井
が
御
為
替
御
用
を
引
き
受
け
ら
れ
た
こ
と
自
体
、
三
井
は
幕
閣
か
ら
特
別
視
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
ほ
か
の
両
替
屋
の
大
半
は
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
以
前
か
ら
の
本
両
替
で
あ
っ
た
（

）
7

。

御
為
替
御
用
を
引
き
受
け
た
一
二
名
（
御
為
替
組
）
の
う
ち
、
三
井
の
二
名
は
二
人
組
を
称
し
、
元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）
正
月
に
は

越
後
屋
八
郎
兵
衛
に
代
わ
っ
て
三
井
元
之
助
（
北
家
三
代
高た
か

房ふ
さ

、
大
坂
両
替
店
名
前
）
が
御
為
替
組
に
加
入
し
た
。
宝
永
四
年
（
一
七
〇

七
）
一
一
月
に
至
る
と
、
二
人
組
に
三
井
三
郎
助
（
新
町
家
初
代
高た
か

治は
る

、
京
都
両
替
店
名
前
）
と
菱
屋
岩
之
助
が
加
入
し
四
人
組
を
称
し
た

が
、
や
が
て
三
井
の
要
望
に
よ
り
三
井
同
苗
だ
け
で
三
人
組
を
組
織
し
、
御
為
替
三
井
組
を
称
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（

）
8

。
ほ
か
の
一
〇
名
は
当

初
、
御
為
替
十
人
組
と
一
括
り
に
称
し
た
点
も
、
三
井
が
別
格
の
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
（

）
9

。

元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
二
月
に
は
、
三
井
は
御
為
替
御
用
を
引
き
受
け
る
に
あ
た
っ
て
、
幕
府
に
対
し
金
八
四
〇
〇
両
分
の
江
戸
家
屋

敷
を
家
質
と
し
て
差
し
入
れ
た
。
こ
れ
は
、
三
井
が
幕
府
公
金
の
銀
五
〇
〇
貫
目
（
仮
に
金
一
両
を
銀
六
〇
匁
と
す
る
と
金
八
三
三
三
両

余
）
を
預
か
る
た
め
の
物
的
保
証
（
い
わ
ゆ
る
担
保
）
で
あ
り
、
万
が
一
に
も
御
為
替
金
銀
の
江
戸
上
納
が
遅
滞
し
た
場
合
に
は
、
物
的
保

証
の
家
屋
敷
が
幕
府
に
差
し
押
さ
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（

）
10

。
当
該
家
屋
敷
の
取
り
扱
い
は
契
約
上
は
家
質
で
あ
っ
た
が
、
実
態
と
し
て
は

三
井
が
占
有
を
維
持
す
る
非
占
有
担
保
で
あ
っ
た
か
ら
、
現
行
法
の
用
語
で
い
う
と
幕
府
へ
の
抵
当
（
非
占
有
担
保
）
で
あ
る
（

）
11

。
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こ
う
し
て
三
井
は
御
為
替
御
用
を
引
き
受
け
る
に
至
っ
た
。
御
為
替
御
用
の
最
大
の
利
点
は
、
大
坂
御
金
蔵
か
ら
の
公
金
の
受
け
取
り
か

ら
江
戸
御
金
蔵
へ
の
上
納
ま
で
、
期
限
が
長
く
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
期
間
、
三
井
は
幕
府
か
ら
無
利
息
で
巨
額
の
公
金
を

預
か
り
、
運
用
し
、
利
息
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
元
禄
四
年
二
月
時
点
で
は
上
納
期
限
は
六
〇
日
で
あ
っ
た
が
、
元
禄
五
～

九
年
（
一
六
九
二
～
一
六
九
六
）
の
間
に
三
井
は
五
口
に
わ
け
て
幕
府
へ
の
抵
当
家
屋
敷
（
金
二
万
二
三
〇
〇
両
分
）
を
増
や
し
、
そ
の
金

高
に
応
じ
て
預
か
る
公
金
に
つ
い
て
は
上
納
期
限
が
九
〇
日
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
最
初
の
一
口
（
金
八
四
〇
〇
両
分
）
だ
け
上
納
期
限
が

六
〇
日
で
あ
る
の
は
紛
ら
わ
し
い
と
し
て
、
上
納
期
限
は
す
べ
て
九
〇
日
に
定
め
ら
れ
た
。
三
井
は
、
九
〇
日
の
上
納
期
限
さ
え
守
れ
ば
、

自
ら
の
裁
量
で
京
都
・
大
坂
の
町
人
ら
に
幕
府
公
金
を
融
資
し
、
運
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
（

）
12

。

で
は
、
こ
の
御
為
替
御
用
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
江
戸
仕
向
け
の
為
替
（
以
下
、
江
戸
為
替
）
の
方

法
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
江
戸
為
替
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
示
す
る
十
人
両
替
（

）
13

の
回
答
書
が
参
考
に
な
る
。
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
七

月
、
江
戸
為
替
が
不
渡
り
に
な
り
訴
訟
が
起
き
た
の
で
、
大
坂
町
奉
行
所
の
川
奉
行
（

）
14

（
与
力
・
同
心
か
ら
成
る
川
方
部
局
）
が
十
人
両
替
に

江
戸
為
替
（
と
く
に
後
述
の
脇
出
為
替
）
の
取
り
組
み
方
法
を
尋
ね
た
。
こ
れ
に
対
す
る
十
人
両
替
の
回
答
書
が
次
の
史
料
で
あ
る
。
当
該

史
料
は
、
大
坂
両
替
店
の
訴
訟
記
録
で
あ
る
「
御
用
帳
」
に
記
さ
れ
た
写
し
で
あ
り
、
三
井
の
手
代
が
写
し
取
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（

）
15

。

〔
史
料
1
〕
享
保
八
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
二
）、
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
七
月
一
七
日
条
。

　
　
　
十
人
両
替
ゟ
差
上
候
書
付
之
写
左
之
通

去
ル
朔
日
川
方
御
奉
行
中
を
以
江
戸
為
替
金
銀
之
掛
り
合
ニ
付
、
是
迄
惣
体
為
替
取
組
申
儀
い
ヶ
様
ニ
申
合
候
哉
と
被
為
成
御
尋
候
付
、

書
付
を
以
奉
申
上
候

一
、
江①

戸
為
替
之
儀
、
私
共
取
組
申
儀
ハ
、
都
而
御
大
名
様
方
御
下
之
銀
ヲ
引
請
、
仲
間
之
両
替
ニ
而
も
渕
（
淵
）底

存
候
者
と
相
対
仕
、
外

商
人
之
手
形
又
ハ
為
替
取
方
之
両
替
直
手
形
ニ
而
も
、
右
之
手
形
と
外
ニ
、
於
江
戸
相
渡
不
申
候
ハ
ヽ
於
当
地
可
相
渡
文
言
之
置
手
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形
壱
通
、
都
合
弐
通
請
取
、
銀
子
と
引
替
、
右②

下
り
手
形
江
戸
江
差
下
、
於③

江
戸
相
定
候
日
限
手
形
名
宛
先
ゟ
銀
子
相
調
さ
セ
、
其

手
形
ニ
請
取
之
裏
書
為
取
登
、
右
之
置
手
形
と
引
替
、
相
済
之
事
ニ
御
坐
候

一
、
右④

下
り
手
形
江
戸
ニ
而
差
支
、
相
納
り
不
申
候
ヘ
ハ
、
江
戸
ゟ
手
形
為
差
登
申
候
、
其
節
右
之
置
手
形
主
と
相
対
仕
銀
子
取
戻
シ
、

相
済
之
事
ニ
御
座
候

一
、
為⑤

替
取
組
銀
子
相
渡
置
候
以
後
、
其
取
方
之
者
身
上
差
支
候
事
も
御
座
候
、
是
ハ
江
戸
表
ニ
銀
子
之
心
当
無
之
候
而
も
爰
元
ニ
而

銀
子
取
込
之
為
ニ
仕
候
義
も
御
座
候
故
、
是
以
手
形
為
登
候
ヘ
ハ
差
支
候
而
も
右
置
手
形
主
ニ
候
故
、
相
対
仕
、
右
之
銀
子
相
渡
シ

不
申
候
ヘ
ハ
無
是
非
御
願
申
上
、
御
下
知
請
申
儀
ニ
御
坐
候

一
、
仲⑥

間
両
替
為
替
取
組
候
而
、
或
ハ
油
問
屋
・
綿
問
屋
等
之
江
戸
荷
物
差
下
候
諸
商
売
人
之
手
形
ニ
而
取
組
候
を
脇
出
為
替
と
申
候
、

置
手
形
主
差
支
候
而
も
、
右
脇
出
之
手
形
ハ
於
江
戸
相
渡
り
候
筈
ニ
御
坐
候
へ
共
、
外
商
売
之
者
と
置
手
形
主
と
内
証
之
銀
子
出
入

御
座
候
得
ハ
、
於
江
戸
銀
子
渡
り
先
キ
を
差
留
メ
申
儀
ニ
御
坐
候
故
、
是
以
手
形
差
（
為
脱
ヵ
）

登
申
儀
ニ
御
坐
候
、
併
脇
出
之
手
形
主
と
仕
、

最
初
ゟ
相
対
も
不
仕
儀
故
、
掛
り
合
申
儀
無
御
坐
候
様
ニ
奉
存
候

右
之
通
為
替
取
組
之
義
存
寄
奉
申
上
候
、
以
上

　
子
（
享
保
一
七
年
）

七
月
十
二
日�

泉
屋
新
右
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　

�

油
屋
彦
三
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

天
王
寺
や
六
右
衛
門
　
　
　
　
　
　

�

平
野
や
宗
右
衛
門
　
　
　
　
　
　
　

�

鴻
池
善
右
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　

�

平
野
や
五
兵
衛
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御
奉
行
様

こ
れ
に
よ
る
と
、
江
戸
為
替
を
十
人
両
替
が
（
掛
屋
（

）
16

と
し
て
）
取
り
組
む
場
合
は
、
す
べ
て
諸
大
名
か
ら
貸
し
下
げ
ら
れ
る
公
金
を
受
け

取
り
、
本
両
替
仲
間
の
な
か
で
も
よ
く
熟
知
し
て
い
る
本
両
替
を
取
引
相
手
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
本
両
替
以
外
の
商
人
（
江
戸
商
人

に
売
掛
債
権
が
あ
る
大
坂
商
人
）
が
振
り
出
す
手
形
（
江
戸
商
人
を
支
払
人
と
す
る
取
立
為
替
手
形
、
後
述
の
脇
出
手
形
）、
ま
た
は
為
替

本
両
替
仲
間
（
本
両
替
の
な
か
で
も
、
為
替
業
を
専
業
と
す
る
当
該
本
両
替
（

）
17

）
が
振
り
出
す
手
形
（
為
替
専
業
の
江
戸
の
相
場
立
会
仲
間
、

も
し
く
は
そ
れ
に
相
当
す
る
江
戸
の
両
替
屋
を
支
払
人
と
す
る
取
立
為
替
手
形
）
を
公
金
で
買
い
取
る
方
法
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
方
法
に

お
い
て
も
、
右
の
手
形
の
ほ
か
に
、
江
戸
で
不
渡
り
に
な
っ
た
と
き
に
は
大
坂
で
返
済
す
る
と
い
う
文
言
の
置
手
形
を
一
通
用
意
さ
せ
る
。

合
計
で
二
通
を
十
人
両
替
が
受
け
取
り
、
こ
の
二
通
と
引
き
替
え
に
手
形
額
面
金
額
に
相
当
す
る
貨
幣
（
公
金
）
を
渡
す
（

）
18

（
①
）。
こ
の
う

ち
、
十
人
両
替
が
手
形
を
江
戸
両
替
屋
（
多
く
の
場
合
、
御
用
達
）
に
送
り
（
②
）、
当
該
江
戸
両
替
屋
は
、
前
も
っ
て
江
戸
で
定
め
ら
れ

た
日
限
に
手
形
名
宛
人
（
支
払
人
）
か
ら
手
形
額
面
金
額
に
相
当
す
る
貨
幣
を
回
収
し
、
江
戸
藩
邸
に
貨
幣
を
納
め
る
。
そ
し
て
、
手
形
に

受
領
の
裏
書
を
付
し
、
そ
れ
を
大
坂
に
返
送
さ
せ
、
十
人
両
替
が
保
管
し
て
い
た
置
手
形
と
交
換
し
て
取
引
完
了
と
な
る
（
③
）。

仮
に
手
形
が
江
戸
で
不
渡
り
に
な
り
、
江
戸
両
替
屋
が
手
形
額
面
金
額
に
相
当
す
る
貨
幣
を
回
収
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
十
人
両
替
は
江

戸
か
ら
手
形
を
返
送
さ
せ
、
置
手
形
の
差
出
人
と
対
談
し
、（
大
坂
で
置
手
形
の
差
出
人
か
ら
）
手
形
額
面
金
額
に
相
当
す
る
貨
幣
を
回
収

し
て
取
引
完
了
と
な
る
（
④
）。
江
戸
為
替
を
取
り
組
み
、
貨
幣
を
渡
し
た
あ
と
、
貨
幣
受
取
人
の
身
上
に
支
障
が
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ

れ
に
は
、（
た
と
え
ば
江
戸
に
商
品
を
送
っ
て
お
ら
ず
）
将
来
的
に
江
戸
で
貨
幣
が
手
に
入
る
見
当
も
な
く
と
も
、
大
坂
で
貨
幣
を
取
得
す

る
た
め
に
手
形
を
売
却
す
る
者
が
該
当
す
る
（

）
19

。
こ
の
場
合
、
手
形
を
江
戸
に
送
付
す
る
と
、
回
収
に
支
障
を
き
た
す
（
江
戸
両
替
屋
が
手
形

額
面
金
額
に
相
当
す
る
貨
幣
を
回
収
で
き
な
い
）
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
貨
幣
受
取
人
は
置
手
形
の
差
出
人
で
も
あ
る
の
で
、
こ
の
者
と
対

談
す
る
（
置
手
形
の
差
出
人
に
請
求
す
る
）。
大
坂
で
手
形
額
面
金
額
に
相
当
す
る
貨
幣
を
回
収
で
き
な
い
と
き
に
は
、
し
か
た
な
く
大
坂
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町
奉
行
所
に
訴
訟
を
起
こ
し
、
裁
許
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
（

）
20

（
⑤
）。

十
人
両
替
が
本
両
替
仲
間
の
本
両
替
と
江
戸
為
替
を
取
り
組
む
と
き
、
一
方
で
は
油
問
屋
や
綿
問
屋
な
ど
の
江
戸
に
商
品
を
送
付
す
る

（
す
な
わ
ち
江
戸
商
人
に
売
掛
債
権
が
あ
る
）
商
人
が
振
り
出
し
た
手
形
で
取
り
組
む
（
買
い
取
る
）
こ
と
を
脇
出
為
替
と
い
う
（

）
21

。
仮
に
置

手
形
の
差
出
人
（
本
両
替
（

）
22

）
に
支
障
が
起
き
て
も
、
右
の
脇
出
手
形
は
（
商
品
送
付
の
事
実
が
あ
る
の
で
）
江
戸
両
替
屋
が
手
形
額
面
金
額

に
相
当
す
る
貨
幣
を
回
収
で
き
る
は
ず
で
あ
る
（

）
23

。
し
か
し
、
脇
出
手
形
の
振
出
人
（
売
掛
債
権
が
あ
る
商
人
）
と
置
手
形
の
差
出
人
（
本
両

替
）
と
の
間
で
十
人
両
替
が
関
知
し
て
い
な
か
っ
た
金
銀
出
入
（
金
銭
債
権
給
付
を
め
ぐ
る
揉
め
ご
と
）
が
起
き
た
場
合
に
は
、（
十
人
両

替
が
）
江
戸
両
替
屋
に
対
し
江
戸
藩
邸
へ
の
支
払
い
（
支
払
人
か
ら
の
回
収
）
を
停
止
さ
せ
る
の
で
、
脇
出
手
形
は
江
戸
か
ら
返
送
さ
れ
る
（

）
24

。

た
だ
し
、
十
人
両
替
と
し
て
は
、
脇
出
手
形
の
振
出
人
（
売
掛
債
権
が
あ
る
商
人
）
と
は
最
初
か
ら
契
約
関
係
に
も
な
い
の
で
、（
振
出
人

の
商
人
と
置
手
形
の
差
出
人
と
が
揉
め
ご
と
を
起
こ
し
た
と
し
て
も
）
直
接
関
与
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
（
⑥
）。

後
述
す
る
よ
う
に
、
史
料
1
の
提
出
は
、
と
く
に
脇
出
手
形
の
振
出
人
と
置
手
形
の
差
出
人
が
異
な
る
脇
出
為
替
に
つ
い
て
大
坂
奉
行
所

が
問
い
た
だ
し
た
こ
と
を
発
端
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
史
料
1
に
は
不
要
な
情
報
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
十
人
両
替
が
懇
意
の

本
両
替
を
通
さ
ず
に
、
江
戸
商
人
に
売
掛
債
権
が
あ
る
大
坂
商
人
か
ら
手
形
を
直
接
買
い
取
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（

）
25

。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
十
人
両
替
が
江
戸
為
替
を
取
り
組
む
場
合
に
は
、
大
別
し
て
次
の
三
種
類
の
方
法
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑴
十
人
両
替
が
江
戸
商
人
に
売
掛
債
権
が
あ
る
商
人
か
ら
手
形
を
買
い
取
り
、
置
手
形
を
受
け
取
る
方
法
（
手
形
振
出
人
・
置
手
形
差
出

人
・
貨
幣
受
取
人
は
大
坂
商
人
、
支
払
人
は
江
戸
商
人
）、
⑵
十
人
両
替
が
為
替
本
両
替
仲
間
か
ら
手
形
を
買
い
取
り
、
置
手
形
を
受
け
取

る
方
法
（
手
形
振
出
人
・
貨
幣
受
取
人
・
置
手
形
差
出
人
は
為
替
本
両
替
仲
間
、
支
払
人
は
江
戸
の
相
場
立
会
仲
間
）、
⑶
十
人
両
替
が
本

両
替
か
ら
脇
出
手
形
を
買
い
取
り
、
置
手
形
を
受
け
取
る
方
法
（
手
形
振
出
人
は
江
戸
商
人
に
売
掛
債
権
が
あ
る
商
人
、
置
手
形
差
出
人
は

本
両
替
、
貨
幣
受
取
人
は
本
両
替
→
大
坂
商
人
、
支
払
人
は
江
戸
商
人
）
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
江
戸
為
替
の
取
り
組
み
方
法
の
う
ち
、
⑴
と
⑵
は
理
解
し
や
す
い
の
で
、
先
に
第
1
図
と
第
2
図
で
示
し
て
お
く
。
こ
れ
ま

で
の
研
究
に
お
い
て
は
⑴
（
第
1
図
）
が
著
名
な
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
き
た
（

）
26

。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
⑵
（
第
2
図
）
の
方

法
で
あ
る
。
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
の
三
月
か
ら
九
月
、「
大
阪
昔
時
の
信
用
制
度
講
話
会
」
と
称
し
て
、
旧
両
替
屋
の
関
係
者
か
ら

の
聞
き
取
り
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
大
坂
蔵
屋
敷
か
ら
江
戸
藩
邸
へ
の
大
名
送
金
を
担
う
大
坂
の
両
替
屋
（
掛
屋
）
の
場

合
、
江
戸
為
替
は
以
下
の
手
順
を
と
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
大
坂
の
両
替
屋
は
、
北
浜
金
相
場
会
所
に
お
い
て
「
仲
間
の
店
」
を
廻
り
、
送
金

目
標
額
に
達
す
る
ま
で
手
形
（
江
戸
商
人
を
支
払
人
と
す
る
取
立
為
替
手
形
）
を
買
い
集
め
、
江
戸
の
両
替
屋
に
送
付
し
た
。
そ
し
て
、
こ

の
江
戸
の
両
替
屋
が
江
戸
商
人
か
ら
手
形
額
面
金
額
に
相
当
す
る
貨
幣
を
回
収
し
、
江
戸
藩
邸
へ
の
上
納
を
完
了
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
（

）
27

。

と
く
に
掛
屋
を
兼
ね
る
両
替
屋
は
、
江
戸
へ
の
送
金
が
必
要
に
な
れ
ば
、
そ
の
都
度
、
為
替
市
場
で
あ
る
北
浜
金
相
場
会
所
に
手
形
を
買
い

集
め
に
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
北
浜
金
相
場
会
所
は
、
享
保
一
〇
年
（
一
七
二
五
）
に
高
麗
橋
筋
に
設
置
さ
れ
、
寛
保
三
年
（
一
七
四

三
）
に
北
浜
一
丁
目
に
移
さ
れ
た
。
金
相
場
会
所
の
お
も
な
役
割
は
、
金
銀
を
売
買
す
る
た
め
に
交
換
比
率
を
決
定
す
る
こ
と
に
あ
り
、
本

両
替
た
ち
が
金
相
場
会
所
で
金
銀
を
売
買
し
、
金
銀
相
場
を
立
て
て
い
た
（

）
28

。

従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
大
坂
の
両
替
屋
が
江
戸
為
替
を
取
り
組
む
際
に
は
銀
建
て
か
ら
金
建
て
に
換
算
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
、

掛
屋
た
ち
は
金
相
場
会
所
で
為
替
を
売
買
し
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
（

）
29

。
こ
う
し
た
側
面
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
相
場
自
体
は
場
内
に
掲
示

さ
れ
た
か
ら
（

）
30

、
会
所
内
で
の
み
公
認
さ
れ
た
金
銀
売
買
（
正
金
取
引
）
と
違
っ
て
、
会
所
外
で
も
為
替
手
形
は
売
買
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

両
替
屋
が
金
相
場
会
所
を
利
用
し
た
の
は
、
会
所
内
の
「
仲
間
の
店
」
か
ら
手
形
を
買
い
集
め
ら
れ
る
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
仮
に
、
第

2
図
で
い
う
為
替
本
両
替
仲
間
が
金
相
場
会
所
の
「
仲
間
の
店
」
に
相
当
し
た
と
し
よ
う
（

）
31

。
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
大
坂
の
両
替
屋
が
江
戸

0

0

商
人
を

0

0

0

支
払
人
と
す
る
取
立
為
替
手
形
（
振
出
人
は
大
坂
商
人
）
を
会
所
で
買
い
集
め
た
と
い
う
が
、
実
際
に
は
、
江
戸
の
相
場
立
会
仲
間

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を0

支
払
人
と
す
る
取
立
為
替
手
形
（
振
出
人
は
為
替
本
両
替
）
を
買
い
集
め
た
と
仮
定
す
る
（

）
32

。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
為
替
本
両
替
た
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第 1図　江戸為替（1）の概略図

大坂蔵屋敷

御用達
（両替屋）

江戸商人

貨幣 貨幣

手形

江戸藩邸

大坂商人

手形
（振出人大坂商人）
置手形

掛屋
（十人両替）

貨幣 手形 貨幣

第 2図　江戸為替（2）の概略図

大坂蔵屋敷

御用達
（江戸両替屋）

相場立会仲間
（江戸両替屋）

貨幣

貨幣

貨幣

手形

手形
（振出人大坂商人，近郊・以遠商人）

江戸藩邸

為替本両替仲間
（大坂両替屋）

手形
（振出人為替本両替）
置手形

掛屋
（十人両替）

大坂商人または
近郊・以遠商人

貨幣

江戸商人

手形

手形

手形

貨幣

貨幣
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ち
が
不
断
に
大
坂
、
ま
た
は
大
坂
近
郊
・
以
遠
の
商
人
か
ら
江
戸
商
人
を
支
払
人
と
す
る
取
立
為
替
手
形
を
買
い
集
め
、
一
方
で
、
買
い
集

め
に
来
る
掛
屋
た
ち
に
対
し
、
江
戸
の
相
場
立
会
仲
間
を
支
払
人
と
す
る
取
立
為
替
手
形
を
適
宜
売
却
し
た
こ
と
に
な
る
。

一
見
す
る
と
、
為
替
本
両
替
仲
間
が
間
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
煩
雑
化
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
掛
屋
に
と
っ
て
は
、
万
が
一
に

も
不
渡
り
に
な
っ
た
場
合
、
顔
を
よ
く
知
る
為
替
本
両
替
（
置
手
形
差
出
人
）
に
債
権
を
請
求
す
れ
ば
よ
い
の
で
、
安
心
し
て
買
い
集
め
る

こ
と
が
で
き
た
。
為
替
本
両
替
が
間
に
お
ら
ず
、
不
特
定
多
数
の
大
坂
商
人
ら
か
ら
手
形
を
買
い
集
め
る
と
な
る
と
、
い
ち
い
ち
当
該
者
の

身
上
を
調
査
す
る
費
用
が
と
も
な
う
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
為
替
本
両
替
は
、
不
特
定
多
数
の
大
坂
商
人
ら
か
ら
手
形
を
購
入
す
る
際
に
置

手
形
も
預
り
、
い
く
ら
か
の
手
数
料
を
得
た
と
思
わ
れ
る
。
聞
き
取
り
調
査
を
鵜
呑
み
に
す
る
と
、
掛
屋
が
不
特
定
多
数
の
者
か
ら
手
形
を

買
い
集
め
、
送
金
為
替
業
務
を
担
っ
て
い
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
持
つ
が
、「
仲
間
の
店
」
を
為
替
本
両
替
仲
間
と
仮
定
し
た
場
合
、
少
な

く
と
も
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
時
点
に
お
い
て
は
、
掛
屋
は
あ
く
ま
で
顔
の
見
え
る
関
係
で
（
万
が
一
の
と
き
の
確
実
な
債
権
回
収
を

念
頭
に
置
い
て
）
江
戸
為
替
を
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
不
特
定
多
数
と
の
信
用
関
係
で
江
戸
為
替
取
引
が
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
（

）
33

。
不
特
定
多
数
の
信
用
を
保
証
す
る
集
団
が
為
替
本
両
替
仲
間
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
（

）
34

。
江
戸
に
売
掛
債
権
が
あ
る

と
す
る
不
特
定
多
数
の
身
上
を
為
替
本
両
替
仲
間
が
調
査
し
、
そ
の
費
用
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
為
替
本
両
替
仲
間
（
ま
た
は

連
携
す
る
相
場
立
会
仲
間
）
が
間
に
存
在
し
た
の
で
、
早
く
支
払
い
を
受
け
た
い
不
特
定
多
数
の
大
坂
商
人
ら
が
手
形
を
売
却
す
る
こ
と
が

で
き
、
一
方
で
送
金
の
た
め
に
手
形
を
買
い
集
め
た
い
掛
屋
の
需
要
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
見
通
し
を
立
て
て
お
く
。
し
か
も
、

為
替
本
両
替
仲
間
と
相
場
立
会
仲
間
が
存
在
し
た
こ
と
に
よ
り
、
掛
屋
が
手
形
を
買
い
取
り
御
用
達
が
回
収
す
る
流
れ
と
、
為
替
本
両
替
仲

間
が
手
形
を
買
い
取
り
相
場
立
会
仲
間
が
回
収
す
る
流
れ
と
は
必
ず
し
も
同
時
期
で
あ
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
、
掛
屋
は
蔵
屋
敷
の
要
請

に
応
じ
て
い
つ
で
も
為
替
本
両
替
か
ら
手
形
を
買
い
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
仕
組
み
は
、
粕
谷
誠
が
示
し
た
モ
デ
ル
に
近
い
（

）
35

。

さ
て
次
に
、
や
や
複
雑
な
⑶
に
注
目
す
る
。
そ
も
そ
も
、
史
料
1
の
発
端
は
⑶
に
起
因
し
て
い
た
。
十
人
両
替
と
思
わ
れ
る
助
松
屋
太
郎
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三
郎
が
常
陸
国
笠
間
藩
の
公
金
で
本
両
替
の
天
王
寺
屋
庄
兵
衛
か
ら
脇
出
手
形
を
買
い
取
っ
た
が
、
当
該
手
形
は
不
渡
り
と
な
り
、
享
保
一

七
年
二
月
朔
日
頃
、
笠
間
藩
蔵
屋
敷
が
金
銭
債
権
給
付
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
助
松
屋
太
郎
三
郎
が
取
り
組
ん

だ
江
戸
為
替
に
つ
い
て
、
脇
出
手
形
の
振
出
人
と
置
手
形
の
差
出
人
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
大
坂
町
奉
行
所
は
、
ど
ち
ら
に
債
務

履
行
を
命
じ
る
べ
き
か
の
判
断
に
迷
っ
た
の
で
、
ま
ず
は
御
為
替
組
、
次
に
十
人
両
替
に
下
問
し
た
（

）
36

。
後
者
の
回
答
が
史
料
1
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
便
宜
上
、
説
明
が
詳
細
な
史
料
1
を
掲
示
し
た
が
、
前
者
の
御
為
替
組
の
回
答
も
史
料
1
と
ほ
ぼ
同
じ
の
趣
旨
で
あ
る
。
た
だ
し
、

脇
出
手
形
に
つ
い
て
は
御
為
替
組
の
回
答
の
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
の
で
、
一
部
を
次
に
掲
示
す
る
。

〔
史
料
2
〕
享
保
八
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
二
）、
享
保
一
七
年
七
月
五
日
条
。

一
、
御①

当
地
ニ
而
両
替
屋
共
江
為
替
取
組
申
儀
、
脇
出
之
為
替
と
申
候
而
、
下
り
手
形
ハ
外
之
印
形
人
ニ
而
、
置
手
形
ハ
両
替
屋
仕
儀

ニ
御
座
候
、
強
テ
下
り
手
形
之
印
形
人
を
目
当
ニ
仕
、
取
組
申
儀
ニ
而
ハ
無
御
座
候
、
唯
其
両
替
屋
之
身
上
相
応
之
金
高
取
組
仕
儀

ニ
御
座
候

一
、
右②

下
り
手
形
印
形
人
之
儀
ハ
、
御
当
地
不
限
町
人
ニ
、
近
在
・
近
国
之
諸
商
人
為
替
取
組
申
儀
ニ
而
御
座
候
故
、
遠
所
之
者
身
上

之
程
不
相
知
候
付
、
毎
度
致
馴
候
両
替
屋
之
身
上
を
目
当
ニ
仕
、
取
組
申
儀
ニ
御
座
候
、
依
之
為
替
滞
之
儀
ハ
都
而
置
手
形
を
以
御

訴
詔
（
訟
）奉

申
上
候
御
事

一
、
右
之
通
脇
出
之
為
替
相
滞
候
而
、
御
裁
許
被
　
仰
付
候
御
例
相
覚
候
ハ
ヽ
、
可
申
上
旨
被
　
仰
渡
候
得
共
、
か
様
之
儀
曽
而
承
伝

候
儀
無
御
座
候

一
、
脇③

出
印
形
人
ハ
身
上
宜
、
置
手
形
仕
候
両
替
屋
ハ
身
上
薄
相
見
得
候
時
ハ
、
置
手
形
ニ
脇
出
人
を
も
連
判
致
さ
セ
可
申
儀
ニ
奉
存

候
、
惣
而
置
手
形
之
儀
ハ
於
江
戸
相
滞
候
時
、
於
当
地
可
相
渡
と
の
儀
ニ
御
座
候
得
ハ
、
置
手
形
ニ
脇
出
人
印
形
無
御
座
候
上
ハ
不

相
対
之
筋
故
、
脇
出
人
江
被
　
仰
付
候
ハ
ヽ
、
難
渋
も
可
仕
哉
ニ
奉
存
候
御
事
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一
、
脇④

出
之
為
替
於
江
戸
相
滞
、
於
御
当
地
願
上
候
時
、
置
手
形
仕
候
両
替
屋
へ
御
日
切
被
　
仰
付
候
ニ
付
、
又
者
両
替
屋
ゟ
下
り
手

形
之
判
人
を
相
手
ニ
仕
、
願
上
申
儀
御
座
候
ハ
ヽ
、
是
又
置
手
形
之
者
江
被
仰
付
候
御
日
切
之
通
、
厳
敷
被
　
仰
付
候
ハ
ヽ
、
為
替

通
用
宜
可
有
御
座
哉
と
奉
存
候

こ
れ
に
よ
る
と
、
大
坂
で
御
為
替
組
が
（
幕
府
公
金
で
）
両
替
屋
と
取
り
組
む
江
戸
為
替
は
、
脇
出
為
替
と
呼
ん
で
い
る
。
江
戸
に
送
付

す
る
脇
出
手
形
の
振
出
人
は
当
該
両
替
屋
以
外
の
者
で
あ
り
、
置
手
形
の
差
出
人
は
当
該
両
替
屋
で
あ
る
（
①
）。
右
の
脇
出
手
形
の
振
出

人
は
大
坂
町
人
に
限
ら
ず
、
近
在
・
近
国
の
諸
商
人
の
場
合
も
あ
り
、（
後
者
の
よ
う
に
振
出
人
が
）
遠
所
の
者
で
あ
れ
ば
そ
の
身
上
の
程

度
を
（
御
為
替
組
が
）
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
つ
も
常
連
の
両
替
屋
の
身
上
を
引
当
に
し
（
常
連
の
両
替
屋
か
ら
置
手

形
を
受
け
取
り
）、
脇
出
為
替
を
取
り
組
ん
で
い
る
（
脇
出
手
形
を
買
い
取
っ
て
い
る
）。
こ
れ
に
よ
り
、
為
替
手
形
が
不
渡
り
に
な
っ
た
と

き
に
は
、
す
べ
て
置
手
形
の
差
出
人
を
相
手
取
っ
て
金
銭
債
権
給
付
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
（
②
）。

仮
に
脇
出
手
形
の
振
出
人
の
身
上
が
よ
く
、
置
手
形
の
差
入
人
で
あ
る
両
替
屋
の
身
上
が
よ
く
な
い
場
合
に
は
、
置
手
形
に
脇
出
手
形
の

振
出
人
も
差
出
人
と
し
て
押
印
さ
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
総
じ
て
置
手
形
の
文
言
は
、
江
戸
両
替
屋
が
回
収
で
き
な
い
と
き
に
大
坂
で
差
出
人

が
返
済
す
る
と
の
内
容
で
あ
り
、
置
手
形
に
脇
出
手
形
の
振
出
人
の
印
形
が
な
い
以
上
は
（
御
為
替
組
と
脇
出
手
形
の
振
出
人
と
は
）
契
約

関
係
に
な
い
の
で
、
脇
出
手
形
の
振
出
人
に
債
務
履
行
を
命
じ
る
の
は
（
振
出
人
に
と
っ
て
）
難
渋
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
（
③
）。

脇
出
手
形
が
江
戸
で
不
渡
り
に
な
り
、
大
坂
で
御
為
替
組
が
訴
訟
を
起
こ
し
た
場
合
、（
大
坂
町
奉
行
所
は
）
置
手
形
の
差
出
人
で
あ
る
両

替
屋
に
返
済
日
限
を
命
じ
る
の
で
、
あ
る
い
は
両
替
屋
が
（
脇
出
手
形
の
不
渡
り
の
責
任
を
追
及
し
）
脇
出
手
形
の
振
出
人
を
相
手
取
っ
て

金
銭
債
権
給
付
訴
訟
を
起
こ
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
た
（
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
）
置
手
形
の
差
出
人
に
命
じ
る
返
済
日
限
の
通
り
（

）
37

、（
脇
出

手
形
の
振
出
人
に
）
厳
し
く
債
務
弁
済
命
令
を
命
じ
れ
ば
、
為
替
の
通
用
も
よ
ろ
し
く
な
る
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
（
④
）。
こ
こ
で
記
さ

れ
る
通
り
、
最
終
的
に
は
大
坂
町
奉
行
所
が
手
形
の
債
権
を
強
く
保
護
し
た
こ
と
が
江
戸
為
替
取
引
の
安
定
性
に
つ
な
が
っ
た
（

）
38

。
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こ
の
よ
う
に
、
御
為
替
組
が
両
替
屋
と
江
戸
為
替
を
取
り
組
む
場
合
に
は
、
先
述
の
⑶
と
同
様
、
本
両
替
か
ら
脇
出
手
形
を
買
い
取
り
、

置
手
形
を
受
け
取
る
方
法
（
手
形
振
出
人
は
江
戸
商
人
に
売
掛
債
権
が
あ
る
大
坂
近
郊
・
以
遠
商
人
、
置
手
形
差
出
人
は
本
両
替
、
貨
幣
受

取
人
は
本
両
替
→
大
坂
商
人
、
支
払
人
は
江
戸
商
人
）
を
と
っ
た
。
江
戸
商
人
に
売
掛
債
権
が
あ
り
、
大
坂
で
手
形
を
振
り
出
し
て
代
金
の

先
払
い
を
受
け
た
い
商
人
に
は
、
大
坂
近
郊
・
以
遠
の
者
も
多
く
存
在
し
た
。
し
か
し
、
御
為
替
組
に
と
っ
て
は
、
当
該
者
の
身
上
を
判
断

す
る
こ
と
が
難
し
く
、
江
戸
で
不
渡
り
に
な
っ
た
場
合
、
大
坂
で
当
該
者
か
ら
回
収
で
き
な
い
事
態
も
想
定
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
大
坂
近

郊
・
以
遠
の
者
が
手
形
を
振
り
出
す
と
き
に
は
、
そ
れ
を
ま
ず
両
替
屋
に
売
却
し
、
次
い
で
両
替
屋
は
、
自
ら
が
弁
済
責
任
を
負
う
置
手
形

を
添
え
て
、
逆
為
替
手
形
を
御
為
替
組
に
売
却
す
る
、
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
御
為
替
組
は
大
坂
で
回
収
で
き
な
い
リ
ス

ク
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
当
然
、
間
に
入
っ
た
大
坂
両
替
屋
は
、
手
数
料
を
割
り
引
い
て
買
い
取
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

史
料
2
は
御
為
替
組
に
よ
る
説
明
だ
が
、
史
料
1
で
掛
屋
（
十
人
両
替
）
も
脇
出
手
形
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
た
よ
う
に
、
上
記
の
御
為

替
組
を
掛
屋
（
十
人
両
替
）
に
置
き
換
え
て
も
問
題
な
い
。
⑵
と
の
違
い
は
、
掛
屋
が
買
い
取
る
手
形
の
振
出
人
が
両
替
屋
で
は
な
く
大
坂

近
郊
・
以
遠
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
御
為
替
組
（
ま
た
は
掛
屋
）
が
⑶
で
取
り
組
む
場
合
、
買
掛
債
権
の
あ
る
江
戸
商
人

の
支
払
期
限
は
、
江
戸
の
御
金
蔵
（
ま
た
は
藩
邸
）
へ
の
上
納
期
限
ま
で
に
設
定
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
制
約
は
⑴
も
同
様
だ
が
、

大
坂
本
両
替
が
最
終
的
な
弁
済
責
任
を
負
っ
た
点
に
⑶
の
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
⑶
よ
り
も
⑵
の
ほ
う
が
効
率
的
で
あ
っ

た
気
が
す
る
が
、
⑵
が
ま
だ
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
一
八
世
紀
初
頭
時
点
（

）
39

で
は
、
御
為
替
組
（
掛
屋
）
と
大
坂
本
両
替
、

大
坂
本
両
替
と
大
坂
近
郊
・
以
遠
商
人
と
い
う
顔
の
見
え
る
関
係
同
士
で
成
り
立
つ
⑶
が
多
く
用
い
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

御
為
替
組
の
回
答
を
ふ
ま
え
る
と
、
十
人
両
替
に
よ
る
江
戸
為
替
の
方
法
⑶
は
、
第
3
図
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
概
説
書
や
研
究

書
に
お
い
て
は
、
江
戸
為
替
の
方
法
と
し
て
概
ね
第
1
図
か
第
2
図
が
紹
介
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
江
戸
為
替
に
は
、
少
な
く

と
も
第
1
～
3
図
の
よ
う
に
三
つ
の
方
法
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
く
。
幕
府
公
金
を
扱
う
御
為
替
御
用
に
つ
い
て
も
、
名
目
上
で
は
、
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第
1
～
3
図
の
大
坂
蔵
屋
敷
を
大
坂
御
金
蔵
に
、
掛
屋
を
三
井
大

坂
両
替
店
に
、
江
戸
藩
邸
を
江
戸
御
金
蔵
に
、
御
用
達
を
三
井
江

戸
両
替
店
に
置
き
換
え
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
第
1
～
3
図
が
御
為
替

の
仕
組
み
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
名
目
上
と
限
定
を
付
し
た

よ
う
に
、
三
井
の
御
為
替
御
用
の
大
部
分
は
第
1
～
3
図
の
よ
う

な
仕
組
み
を
と
ら
な
か
っ
た
。
次
節
で
そ
れ
を
説
明
す
る
。

2　

御
為
替

☆

―
―

☆

近ち
か

為
替
と
延
為
替

本
来
、
大
坂
か
ら
江
戸
仕
向
け
の
御
為
替
（
公
金
為
替
）
と
は
、

以
下
の
手
順
を
ふ
む
。
①
御
為
替
組
の
大
坂
店
が
幕
府
の
大
坂
御

金
蔵
か
ら
西
国
年
貢
米
の
売
却
金
で
あ
る
公
金
を
預
り
、
江
戸
商

人
に
売
掛
債
権
の
あ
る
大
坂
商
人
か
ら
当
該
公
金
で
手
形
（
江
戸

商
人
を
支
払
人
と
す
る
取
立
為
替
手
形
）
を
買
い
取
る
。
こ
の
際
、

②
大
坂
店
は
こ
の
手
形
を
江
戸
店
に
送
る
。
③
江
戸
店
が
支
払
人

の
江
戸
商
人
か
ら
手
形
額
面
金
額
に
相
当
す
る
貨
幣
を
回
収
し
、

江
戸
御
金
蔵
に
上
納
す
る
、
と
い
う
形
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
①
の

御
為
替
に
は
、
支
払
期
限
が
短
い
近
為
替
と
、
支
払
期
限
が
長
い

延
為
替
が
あ
っ
た
（

）
40

。
為
替
の
取
り
組
み
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
為

第 3図　江戸為替（3）の概略図

大坂蔵屋敷

御用達
（江戸両替屋）

江戸商人

貨幣

貨幣

貨幣

貨幣

脇出手形

脇出手形

手形
（振出人大坂近郊・以遠商人）

江戸藩邸

大坂本両替

脇出手形
（振出人大坂近郊・以遠商人）
置手形（差出人大坂本両替）

掛屋
（十人両替）

大坂
近郊・以遠商人

貨幣
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替
打
銀
と
い
う
金
銭
の
授
受
を
と
も
な
っ
た
。
為
替
打
銀
に
は
、
商
人
が
両
替
屋
に
支
払
う
本
打
、
商
人
が
両
替
屋
か
ら
受
け
取
る
逆
打
、

打
銀
の
授
受
を
と
も
わ
な
い
無
打
が
あ
っ
た
（

）
41

。
賀
川
隆
行
に
よ
る
と
、
と
く
に
大
坂
で
金
相
場
が
高
く
、
江
戸
で
低
い
場
合
に
お
い
て
は
、

銀
建
て
か
ら
金
建
て
に
両
替
す
る
関
係
で
、
為
替
取
り
組
み
の
際
に
は
両
替
屋
が
損
失
を
補
填
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
逆
打
で
あ
る

が
、
こ
の
逆
打
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
は
近
為
替
で
あ
っ
た
。
近
為
替
は
江
戸
へ
の
到
着
期
間
が
一
〇
日
前
後
、
回
収
ま
で
の
期

間
が
約
三
〇
日
と
短
か
っ
た
か
ら
、
為
替
の
打
銀
は
大
坂
―
江
戸
間
の
需
給
関
係
と
金
銀
相
場
の
変
動
の
影
響
を
受
け
や
す
か
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
、
延
為
替
は
回
収
ま
で
の
期
間
が
長
か
っ
た
の
で
、
そ
の
期
間
に
商
人
が
支
払
う
べ
き
金
利
が
累
積
し
、
需
給
関
係
や
金
銀
相
場
の

影
響
に
よ
る
損
失
（
両
替
屋
の
支
払
い
分
）
よ
り
も
金
利
（
商
人
の
支
払
い
分
）
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
高
い
。
し
た
が
っ
て
、
延
為
替
取
り

組
み
の
場
合
に
は
本
打
が
基
本
で
あ
り
、
そ
れ
を
賀
川
は
、
打
銀
が
利
子
と
し
て
の
性
格
を
強
め
た
と
表
現
し
て
い
る
（

）
42

。

賀
川
が
指
摘
し
た
通
り
、
た
し
か
に
大
坂
両
替
店
は
、
為
替
本
両
替
か
ら
幕
府
公
金
で
手
形
（
支
払
人
は
江
戸
の
相
場
立
会
仲
間
）
を
買

い
取
り
、
江
戸
両
替
店
に
手
形
を
送
付
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
（

）
43

。
こ
の
方
法
は
第
2
図
と
同
じ
仕
組
み
で
あ
り
、
名
目
と
実
態
が
一
致
し
て
い

た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
取
り
組
み
は
概
ね
近
為
替
で
あ
っ
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
大
坂
両
替
店
の
御
為
替
取
り
組
み
の

利
益
の
大
部
分
は
延
為
替
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
延
為
替
の
取
り
組
み
は
、
第
1
～
3
図
の
よ
う
な
仕
組
み
を
と
ら
ず
、
単
な

る
金
銭
貸
借
契
約
を
実
態
と
し
た
。
と
い
う
の
も
、
基
本
的
に
大
坂
両
替
店
は
、
名
目
上
で
は
公
金
為
替
と
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
不
動
産

な
ど
を
抵
当
に
取
っ
て
大
坂
商
人
に
金
銭
を
貸
与
し
、
当
該
町
人
か
ら
大
坂
で

0

0

0

元
金
の
返
済
と
利
息
の
支
払
い
を
受
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
延
為
替
取
り
組
み
は
公
金
為
替
の
名
を
借
り
た
名
目
金
貸
付
で
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
（

）
44

。

で
は
、
実
際
に
延
為
替
は
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ
た
の
か
。
三
井
の
史
料
に
即
し
て
、
あ
ら
た
め
て
検
証
す
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て

は
、
大
坂
両
替
店
が
幕
府
公
金
で
江
戸
為
替
を
取
り
組
む
際
、
本
手
形
、
置
手
形
、
添
証
文
（
添
手
形
）
を
作
成
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
き
た
（

）
45

。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
文
言
か
ら
確
認
し
て
お
く
。
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
の
「
案
文
帳
」（
別
一
一
七
八
）
に
は
、
種
々
の
証
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文
の
草
案
や
文
例
が
記
載
さ
れ
、
御
為
替
の
取
り
組
み
に
必
要
な
証
文
の
文
例
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
案
文
帳
」
に
よ
る
と
、
本
手
形
、

置
手
形
、
添
証
文
に
つ
い
て
は
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
か
ら
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
頃
に
か
け
て
数
回
の
改
訂
が
な
さ
れ
て
お
り
、

少
な
く
と
も
本
手
形
と
置
手
形
の
場
合
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
頃
に
改
訂
さ
れ
た
巻
末
の
例
文
が
長
く
例
文
と
し
て
参
照
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
巻
末
の
例
文
の
文
言
と
享
保
九
年
以
降
の
本
手
形
・
置
手
形
（
写
し
）
の
文
言
と
が
概
ね
一
致

す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
巻
末
の
例
文
を
次
に
掲
示
す
る
。

〔
史
料
3
〕
正
徳
六
年
「
案
文
帳
」（
別
一
一
七
八
）。

　
　
　
請
取
申
為
御
替
銀
之
事

　
　
合
銀

右①

者
大
坂
御
金
蔵
為
御
替
銀
三
井
治
郎
右
衛
門
殿
・
三
井
三
郎
助
殿
・
三
井
元
之
助
殿
御
請
取
之
内
、
於
御
当
地
致
為
替
、
書
面
之
御

銀
高
則
右
三
人
衆
名
代
中
ゟ
慥
請
取
申
所
実
正
也
、
右②

代
り
銀
来
ル
何
月
幾
日
切
江
戸
表
駿
河
町
三
井
治
郎
右
衛
門
殿
ゟ
此
手
形
を
以

而
請
取
可
被
成
候
条
、
日
限
無
相
違
□
（
急
ヵ
）度

御
渡
可
被
成
候
、
為
後
日
為
御
替
証
文
依
如
件

�

大
坂
何
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
年
号
月
日�

何
屋
誰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

同
手
代
誰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
江
戸
何
町
何
屋
誰
殿

〔
史
料
4
〕
正
徳
六
年
「
案
文
帳
」（
別
一
一
七
八
）。

　
　
　
請
取
申
為
御
替
銀
置
手
形
之
事

　
　
合
銀
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右③

是
者
大
坂
為
御
替
銀
三
井
治
郎
右
衛
門
殿
・
三
井
三
郎
助
殿
・
三
井
元
之
助
殿
御
請
取
之
内
、
致
為
替
、
書
面
之
御
銀
高
於
而
当
地

各
ゟ
慥
請
取
申
所
実
正
也
、
則
右
代
り
銀
来
ル
何
月
幾
日
限
江
戸
表
何
町
何
屋
誰
方
ゟ
同
駿
河
町
三
井
治
郎
右
衛
門
殿
へ
御
請
取
可
被

成
筈
之
我
々
別
紙
証
文
壱
通
相
渡
置
申
候
、
万④

一
於
江
戸
相
滞
儀
在
之
候
ハ
ヽ
、
於
而
御
当
地
我
々
方
ゟ
何
時
茂
無
遅
滞
急
度
相
渡
可

申
候
、
為
後
日
為
御
替
銀
置
手
形
仍
如
件

　
　
年
号
月
日�

何
屋
誰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

同
手
代
誰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
名
代
三
人

〔
史
料
5
〕
正
徳
六
年
「
案
文
帳
」（
別
一
一
七
八
）。

　
　
　
証
文
之
事

一
、
御⑤

金
蔵
為
御
替
銀
三
井
組
御
請
取
之
内
、
我
々
方
へ
為
御
替
取
組
別
紙
証
文
を
以
御
銀
請
取
申
ニ
付
、
為
此
引
当
誰
所
持
所
家
屋

敷
左
之
通
書
入
置
申
候
事

　
　
一
、
何
町
誰
家
屋
敷
表
口
何
間
、
裏
行
何
間

　
　
　
　
　
但
、
何
軒
役
、
土
蔵
何
ヶ
所

右
家
屋
敷
此
証
文
を
以
書
入
置
申
候
、
為⑥

御
替
銀
取
組
罷
有
候
内
、
万
一
不
慮
之
差
支
在
之
、
為
御
替
銀
相
滞
儀
在
之
候
ハ
ヽ
、
右

家
屋
敷
売
払
、
御
銀
高
無
相
違
相
済
可
申
候
、
勿⑦

論
為
御
替
請
取
罷
有
候
内
者
、
右
家
屋
敷
売
払
候
儀
者
不
及
申
、
家
質
・
諸
請
負

事
之
書
入
等
ニ
も
堅
ク
差
入
申
間
敷
候
、
尤
為
御
替
銀
請
取
罷
有
候
内
ハ
、
此
証
文
い
つ
迄
茂
御
用
ひ
可
被
成
候
、
為
後
日
仍
如
件

�

何
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
年
号
月�

何
屋
誰
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�

同
手
代
誰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
三
井
組
名
代

　
　
　
　
　
　
　
　
中
（
大
坂
両
替
店
、支
配
）

井
喜
七
郎
殿

前
書
之
通
慥
承
届
申
候
、
為
御
替
銀
取
組
在
之
内
者
、
右⑧

家
屋
敷
売
払
申
儀
者
不
及
申
、
家
質
等
ニ
も
差
入
さ
セ
申
間
敷
候
、
万⑨

一

為
御
替
銀
相
滞
儀
在
之
候
ハ
ヽ
、
右
家
屋
敷
売
払
せ
相
済
さ
セ
可
申
候
、
為
其
奥
印
仍
如
件

�

年
寄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
年
号
月�

何
屋
誰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
三
井
組
名
代

　
　
　
　
　
　
　
　
中
（
大
坂
両
替
店
、支
配
）

井
喜
七
郎
殿

以
上
の
通
り
、
史
料
3
が
本
手
形
、
史
料
4
が
置
手
形
、
史
料
5
が
添
証
文
に
該
当
す
る
。
史
料
3
に
は
、
大
坂
の
Ａ
（
お
よ
び
Ａ
の
手

代
）
が
三
井
組
と
御
為
替
を
取
り
組
み
（
本
手
形
を
売
却
し
）、
三
井
組
か
ら
銀
○
○
貫
目
の
貨
幣
（
幕
府
公
金
）
を
受
け
取
っ
た
こ
と

（
①
）、
×
月
△
日
の
日
限
に
江
戸
駿
河
町
の
三
井
次
郎
右
衛
門
（
江
戸
両
替
店
名
前
）
が
江
戸
の
Ｂ
へ
こ
の
手
形
を
持
参
し
代
銀
に
相
当
す

る
貨
幣
を
回
収
す
る
の
で
、
江
戸
の
Ｂ
か
ら
日
限
に
間
違
い
な
く
三
井
次
郎
右
衛
門
に
支
払
っ
て
ほ
し
い
こ
と
（
②
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
史
料
3
の
本
手
形
は
、
第
1
～
3
図
で
い
う
と
こ
ろ
の
手
形
に
相
当
す
る
。
こ
の
文
言
通
り
で
あ
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
手
形
振
出
人
・
貨
幣

受
取
人
は
大
坂
の
Ａ
、
支
払
人
は
江
戸
の
Ｂ
で
あ
り
、
大
坂
両
替
店
が
こ
の
本
手
形
を
公
金
で
Ａ
か
ら
買
い
取
り
、
江
戸
両
替
店
に
送
付
す

る
。
そ
し
て
、
江
戸
両
替
店
が
江
戸
の
Ｂ
に
本
手
形
を
提
示
し
、
Ｂ
か
ら
手
形
額
面
金
額
に
相
当
す
る
貨
幣
を
回
収
す
る
形
を
と
る
。

史
料
4
に
は
、
①
と
②
の
内
容
を
記
し
た
本
手
形
を
大
坂
の
Ａ
（
お
よ
び
Ａ
の
手
代
）
を
大
坂
両
替
店
に
売
却
し
た
こ
と
（
③
）、
万
が

一
に
も
江
戸
か
ら
回
収
で
き
な
い
場
合
に
は
、
大
坂
の
Ａ
か
ら
い
つ
で
も
遅
滞
な
く
返
済
す
る
こ
と
（
④
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
置
手
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形
は
、
第
1
～
3
図
で
い
う
と
こ
ろ
の
置
手
形
に
相
当
す
る
。
差
出
人
は
大
坂
の
Ａ
で
あ
り
、
こ
の
文
言
通
り
で
あ
れ
ば
、
史
料
1
の
記
述

の
よ
う
に
、
本
手
形
の
額
面
金
額
に
相
当
す
る
貨
幣
が
回
収
で
き
た
と
き
に
置
手
形
が
Ａ
に
返
還
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

史
料
5
に
は
、
大
坂
の
Ａ
（
お
よ
び
Ａ
の
手
代
）
が
三
井
組
と
御
為
替
（
本
手
形
）
を
取
り
組
み
（
本
手
形
を
売
却
し
）、
貨
幣
を
受
け

取
っ
た
の
で
、
こ
の
引
当
と
し
て
Ａ
所
有
の
家
屋
敷
を
大
坂
両
替
店
に
書
入
（
非
占
有
担
保
）
と
し
て
差
し
入
れ
て
お
く
こ
と
（
⑤
）、
御

為
替
を
取
り
組
ん
だ
者
（
貨
幣
を
受
け
取
っ
た
Ａ
お
よ
び
Ａ
の
手
代
）
の
う
ち
、
万
が
一
に
も
不
慮
の
支
障
を
来
た
し
、（
置
手
形
の
文
言

通
り
大
坂
に
お
い
て
も
）
貨
幣
を
返
済
で
き
な
い
場
合
に
は
、
書
入
に
差
し
入
れ
た
家
屋
敷
を
売
り
払
い
、
受
け
取
っ
た
貨
幣
を
間
違
い
な

く
返
済
す
る
こ
と
（
⑥
）、
御
為
替
の
貨
幣
を
受
け
取
っ
て
い
る
間
（
三
井
組
が
回
収
す
る
ま
で
の
間
）
は
、
書
入
と
し
て
差
し
入
れ
た
家

屋
敷
を
他
者
に
売
却
す
る
行
為
は
も
と
よ
り
、
家
質
や
、
事
業
を
請
け
負
う
と
き
に
（
金
銭
を
預
か
る
と
き
の
物
的
保
証
の
た
め
）
書
入
に

差
し
入
れ
る
行
為
は
し
な
い
こ
と
（
⑦
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
奥
書
に
は
、
Ａ
の
人
別
が
登
録
さ
れ
て
い
る
町
の
年
寄
が
、
Ａ
の
書
入
家
屋

敷
を
他
者
に
売
却
す
る
行
為
は
も
と
よ
り
、
家
質
な
ど
に
も
差
し
入
れ
る
行
為
は
さ
せ
な
い
こ
と
（
⑧
）、
万
が
一
に
も
御
為
替
の
貨
幣
を

返
済
で
き
な
い
場
合
に
は
、
書
入
家
屋
敷
を
売
却
さ
せ
、（
そ
の
売
却
金
で
）
返
済
さ
せ
る
こ
と
（
⑨
）
を
約
束
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
御
為
替
の
取
り
組
み
方
法
は
、
三
井
組
に
対
し
て
抵
当
権
を
設
定
し
た
添
証
文
以
外
に
お
い
て
は
、
概
ね
第
1
～
3
図
の
手

形
と
置
手
形
と
同
じ
で
あ
り
、「
案
文
帳
」
の
例
文
通
り
に
読
む
と
、
第
1
～
3
図
の
江
戸
為
替
と
同
じ
仕
組
み
を
と
っ
て
い
た
よ
う
に
思

え
る
。
し
か
し
、
実
際
に
作
成
さ
れ
た
本
手
形
を
見
る
と
、
大
坂
両
替
店
は
江
戸
両
替
店
に
本
手
形
を
送
っ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な

る
。
次
に
掲
示
す
る
の
は
、
三
井
文
庫
で
現
存
す
る
最
も
古
い
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
三
月
の
本
手
形
で
あ
る
。

〔
史
料
6
〕
享
保
九
年
「
請
取
申
為
御
替
銀
之
事
」（
続
五
七
―
二
―
一
）。

　
　
　
請
取
申
為
御
替
銀
之
事

　
合
新
銀
拾
貫
目
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右
是
者
大
坂
　
御
金
蔵
為
御
替
銀
三
井
治
郎
右
衛
門
殿
・
三
井
三
郎
助
殿
・
三
井
元
之
助
殿
御
請
取
之
内
、
於
御
当
地
致
為
替
、
書
面

之
御
銀
高
則
右
三
人
衆
名
代
中
ゟ
慥
請
取
申
所
実
正
也
、
右
代
り
銀
来
ル
五
月
廿
日
切
江
戸
表
駿
河
町
三
井
治
郎
右
衛
門
殿
ゟ
以
此
手

形
御
請
取
可
被
成
候
条
、
日
限
無
相
違
急
度
御
渡
シ
可
被
成
候
、
為
後
日
為
御
替
証
文
依
而
如
件

　
享
保
九
年
辰
三
月�

大
坂
上
博
労
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

柏
屋
与
市
郎
（
印
） 

　
　
　
　
　
　

�

同
手
代
義
兵
衛
（
印
） 

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
江
戸
本
芝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
田
喜
兵
衛
殿

右
之
通
相
認
候
得
と
も
、
来
ル
五
月
廿
五
日
切
於
当
地
相
渡
シ
可
申
候
、
以
上

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
案
文
帳
」
の
例
文
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
末
文
で
あ
る
。
末
文
に
は
、
日
限
の
五
月
二
〇
日
に
江
戸
の
三
井

次
郎
右
衛
門
が
銀
一
〇
貫
目
に
相
当
す
る
貨
幣
を
回
収
す
る
と
記
し
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
日
限
の
五
月
二
五
日
に
与
市
郎
（
お
よ
び
手
代
義

兵
衛
）
が
大
坂
で
返
済
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。
本
文
に
あ
る
「
於
御
当
地
致
為
替
」
の
「
当
地
」
は
大
坂
で
あ
る
か
ら
、
末
文
の

「
当
地
」
も
当
然
、
大
坂
で
あ
る
。
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
史
料
6
は
公
金
為
替
の
体
裁
を
と
り
な
が
ら
、
内
実
は
大
坂
で

融
資
し
大
坂
で
回
収
す
る
と
い
う
単
純
な
金
銭
貸
借
証
文
で
あ
る
。
次
に
置
手
形
も
掲
示
し
て
お
く
。

〔
史
料
7
〕
享
保
九
年
「
請
取
申
為
御
替
置
手
形
之
事
」（
続
五
七
―
三
―
一
）。

　
　
請
取
申
為
御
替
置
手
形
之
事
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合
新
銀
拾
貫
目

（
貼
り
紙
）　

閏（四
脱
）
月
十
二
日

　
銀
拾
貫
目
　
　
　
柏
屋
与
市（
マ
マ
）

　
　
　
五
月
廿
日
切
　
為
御
替

　
　
五
月
廿
五
日
切
　
　
　
使
（
手
代
）義
兵
衛

右
是
者
大
坂
　
為
御
替
銀
三
井
治
郎
右
衛
門
殿
・
三
井
三
郎
助
殿
・
三
井
元
之
助
殿
御
請
取
之
内
、
致
為
替
、
書
面
之
御
銀
高
於
当
地

各
ゟ
慥
請
取
申
所
実
正
也
、
則
右
代
り
銀
来
ル
五
月
廿
日
切
於
江
戸
本
芝
野
田
喜
兵
衛
方
ゟ
同
駿
河
町
三
井
治
郎
右
衛
門
殿
江
御
受
取

可
被
成
筈
之
我
等
別
紙
手
形
壱
通
相
渡
シ
申
候
、
万
一
於
江
戸
相
滞
儀
在
之
候
者
、
於
当
地
我
等
方
ゟ
片
時
茂
無
遅
々
急
度
相
渡
シ
可

申
候
、
為
後
日
為
御
替
銀
置
手
形
仍
而
如
件

　
享
保
九
年
辰
三
月�

柏
屋
与
市
郎
（
印
） 

　
　
　
　
　
　

�

同
手
代
義
兵
衛
（
印
） 

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
秋
（
大
坂
両
替
店
、元
方
掛
名
代
見
習
）

田
清
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
　
丸
（
大
坂
両
替
店
、支
配
）

山
与
助
殿

　
　
　
　
　
　
　
中
（
大
坂
両
替
店
、支
配
）

西
助
四
郎
殿

史
料
7
の
置
手
形
に
は
史
料
6
の
本
手
形
の
本
文
に

0

0

0

準
拠
し
た
内
容
が
記
さ
れ
、
日
限
の
五
月
二
〇
日
に
三
井
組
が
江
戸
で
回
収
で
き
な

か
っ
た
場
合
、
大
坂
の
与
市
郎
（
お
よ
び
手
代
義
兵
衛
）
か
ら
返
済
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。
史
料
6
の
本
文
と
史
料
7
に
は
回
収

日
限
が
五
月
二
〇
日
と
あ
り
、
史
料
6
の
末
文
に
は
返
済
日
限
が
五
月
二
五
日
と
あ
る
。
こ
の
五
日
間
の
隔
た
り
は
、
仮
に
与
市
郎
（
お
よ

び
手
代
義
兵
衛
）
が
大
坂
で
返
済
で
き
ず
、
大
坂
両
替
店
が
給
付
訴
訟
を
起
こ
し
た
際
に
、
公
金
為
替
取
引
の
必
要
書
類
で
あ
る
置
手
形
を
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証
拠
と
し
て
債
権
を
請
求
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
大
坂
両
替
店
は
こ
の
手
順
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
も
と
も
と
は
公
金
為
替
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

五
月
二

〇
日
に
江
戸
で
回
収
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
五
月
二
〇
日
の
日
限
に
江
戸
で
は
回
収
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
置
手
形
の
文
言
通
り
大
坂
で

返
済
を
受
け
た
い
と
い
う
主
張
を
通
り
や
す
く
し
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
公
金
為
替
の
債
権
保
護
は
強
力
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
坂
両
替
店
が

給
付
訴
訟
を
起
こ
し
た
場
合
、
あ
く
ま
で
大
坂
町
奉
行
所
に
は
公
金
為
替
の
給
付
訴
訟
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

取
り
扱
っ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
公
金
為
替
と
し
て
擬
制
す
る
た
め
の
三
井
の
用
意
周
到
さ
は
、
日
限
の
設
定
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
実
は
、
史
料
6
の
末
文
も
、
大

坂
両
替
店
が
給
付
訴
訟
を
起
こ
す
と
き
に
は
自
ら
切
り
離
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
は
末
文
が
な
い
状
態
、
す
な
わ
ち
純
然
な
公
金
為
替
と
し

て
本
手
形
を
提
出
し
て
い
た
。
こ
れ
も
、
給
付
訴
訟
を
有
利
に
進
め
る
た
め
の
工
作
で
あ
っ
た
。
な
お
、
史
料
7
の
貼
り
紙
に
よ
る
と
、
享

保
九
年
閏
四
月
一
二
日
に
与
市
郎
が
大
坂
両
替
店
に
銀
一
〇
貫
目
を
返
済
し
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
か
ら
三
井
組
は
、
幕
府
公
金
を
江
戸
仕
向
け
の
公
金
為
替
の
取
り
組
み
に
用
い
ず
、
一
般
的
な
公
金
貸
付
の
原
資
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

活
用
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
大
坂
両
替
店
は
あ
く
ま
で
公
金
為
替
と
し
て
の
体
裁
を
と
り
、
給
付
訴
訟
の
提
起
、
も
し
く
は
そ
れ
に
と

も
な
う
検
問
に
直
面
し
た
と
き
の
た
め
に
、
当
該
取
引
が
公
金
為
替
で
は
な
く
公
金
貸
付
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
よ
う
入
念
に
工
作
を
施
し
た
。

も
と
よ
り
こ
の
工
作
は
、
仮
に
御
為
替
御
用
の
監
査
が
入
っ
た
と
き
の
保
険
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
三
井
組
に
全
面

的
な
監
査
が
入
っ
た
こ
と
は
皆
無
で
あ
っ
た
の
で
、
実
際
に
は
、
強
力
な
債
権
保
護
を
得
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
本
稿

末
尾
の
付
表
1
に
は
、
史
料
6
の
よ
う
な
末
文
が
現
存
し
て
い
る
本
手
形
を
掲
示
し
た
。
付
表
1
に
よ
る
と
、
日
限
の
多
く
が
半
年
以
上
、

長
く
て
一
年
に
及
ぶ
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
江
戸
御
金
蔵
へ
の
上
納
期
限
九
〇
日
を
ま
っ
た
く
無
視
し
た
も
の
で
あ
り
、
日
数
か
ら
見
て

も
延
為
替
に
該
当
し
た
。
支
払
人
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
三
谷
勘
四
郎
、
播
磨
屋
（
中
井
）
新
右
衛
門
、
升
屋
源
四
郎
、
竹
原
文
右
衛

門
が
江
戸
の
相
場
立
会
仲
間
に
属
し
て
お
り
（

）
46

、
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
名
前
が
わ
か
る
限
り
に
お
い
て
は
、
支
払
人
の
大
部
分
は
相
場
立
会

仲
間
の
両
替
屋
で
あ
っ
た
。
末
文
に
大
坂
で
振
出
人
が
返
済
す
る
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
支
払
人
は
実
際
に
江
戸
で
支
払
う
こ
と
が
な
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い
虚
偽
の
名
目
で
あ
る
。
実
際
、
播
磨
屋
新
右
衛
門
や
竹
原
文
右
衛
門
な
ど
は
頻
繁
に
支
払
人
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
彼
ら
が
押
し
な
べ

て
異
な
る
振
出
人
の
商
品
を
購
入
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
三
井
組
は
自
ら
と
関
係
が
深
い
相
場
立
会
仲
間
（

）
47

の
名
を
借
り
て
、
公
金
為
替
に

擬
制
し
て
い
た
。
よ
っ
て
延
為
替
取
り
組
み
は
、
先
行
研
究
の
通
り
、
延
為
替
貸
付
と
呼
ん
だ
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
延
為
替

貸
付
は
抵
当
金
融
で
あ
っ
た
か
ら
、
基
本
的
に
は
利
子
を
付
帯
し
た
が
、
三
井
は
あ
く
ま
で
延
為
替
貸
付
を
公
金
為
替
に
擬
制
し
て
い
た
の

で
、
利
子
と
は
称
さ
ず
に
打
銀
（
本
打
）
と
称
し
た
。
延
為
替
の
利
子
の
支
払
い
方
法
に
は
、
大
別
し
て
、
元
金
を
返
済
す
る
際
に
利
子
を

支
払
う
方
法
と
、
前
も
っ
て
融
資
額
か
ら
借
入
期
間
分
の
利
子
を
天
引
き
す
る
方
法
が
あ
っ
た
（
付
表
1
）。

こ
の
よ
う
に
名
目
と
実
態
が
乖
離
し
た
延
為
替
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
送
金
し
江
戸
で
回
収
す
る
近
為
替
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
か
つ

て
賀
川
隆
行
は
、
大
坂
両
替
店
が
買
い
取
っ
て
い
た
近
為
替
の
手
形
に
は
、
振
出
人
が
大
坂
の
為
替
本
両
替
、
支
払
人
が
江
戸
の
相
場
立
会

仲
間
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
三
井
両
替
店
は
江
戸
、
大
坂
の
問
屋
商
人
間
の
商
品
代
価
決
済
の
た
め
の
逆
為
替
を
直
接
に
取
り
組
ん
で
は
い

な
」
か
っ
た
と
指
摘
し
た
（

）
48

。
こ
れ
は
、
近
為
替
に
お
い
て
も
、
三
井
組
の
御
為
替
取
り
組
み
が
当
初
想
定
さ
れ
た
御
為
替
取
り
組
み
（
江
戸

で
商
品
代
価
決
済
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

支
払
い
を
受
け
る
為
替
取
引
）
か
ら
乖
離
し
て
い
た
こ
と
を
解
明
し
た
点
で
画
期
的
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
取
り
組
み
時
期
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
賀
川
は
、
元
禄
期
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
の
「
定
書
」
に
は
御
為
替
組

に
よ
る
下
為
替
（
江
戸
で
商
品
代
価
決
済
と
し
て
支
払
い
を
受
け
る
為
替
）
取
り
組
み
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
宝
暦
期
（
一
七
五
一
～

一
七
六
四
）
か
ら
判
明
す
る
大
坂
両
替
店
の
近
為
替
取
り
組
み
先
の
名
前
は
す
で
に
為
替
本
両
替
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
一
八
世
紀
初

頭
に
お
い
て
は
、
大
坂
両
替
店
は
下
為
替
も
取
り
組
ん
で
お
り
、
一
八
世
紀
中
頃
に
至
っ
て
本
来
の
御
為
替
取
り
組
み
か
ら
の
乖
離
と
為
替

本
両
替
仲
間
の
成
立
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（

）
49

。
し
か
し
、
史
料
1
を
読
む
と
、
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
に
は
「
為
替
取
方

之
両
替
」
が
本
両
替
と
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
享
保
一
七
年
時
点
で
為
替
本
両
替
仲
間
と
い
う
名
称
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

こ
の
頃
か
ら
す
で
に
為
替
を
専
業
と
す
る
よ
う
な
両
替
屋
は
存
在
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
も
、
延
為
替
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
享
保
九
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年
（
一
七
二
四
）
時
点
で
本
来
の
御
為
替
取
り
組
み
か
ら
乖
離
し

た
取
引
（
史
料
6
）
も
見
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
遅
く
と
も
一
八
世
紀
初
頭
、
す
で
に
大
坂
両
替
店
は
、

①
近
為
替
の
場
合
に
は
為
替
本
両
替
仲
間
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
相

当
す
る
為
替
専
業
の
両
替
屋
）
か
ら
手
形
を
買
い
取
り
、
江
戸
両

替
店
に
送
付
す
る
こ
と
で
、
商
品
代
価
決
済
と
は
直
接
無
関
係
の

送
金
を
実
現
し
て
い
た
こ
と
、
②
延
為
替
の
場
合
に
も
商
品
代
価

決
済
と
は
無
関
係
の
公
金
貸
付
を
実
行
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（

）
50

。

こ
れ
を
図
示
す
る
と
、
第
4
図
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
大
坂
両
替
店

が
大
坂
商
人
な
ど
か
ら
回
収
す
る
貨
幣
の
額
、
時
期
と
、
為
替
本

両
替
か
ら
購
入
す
る
手
形
の
額
面
金
額
、
購
入
時
期
は
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
。
大
坂
両
替
店
は
、
資
金
需
要
に
応
じ
て
大
坂
商
人

ら
に
最
大
一
年
余
の
日
限
で
貨
幣
を
貸
与
し
、
一
方
で
、
御
為
替

御
用
の
上
納
期
限
九
〇
日
に
間
に
合
う
よ
う
に
適
宜
、
為
替
本
両

替
か
ら
手
形
を
購
入
し
、
江
戸
両
替
店
に
送
金
し
た
。
な
お
、
後

述
す
る
よ
う
に
勘
定
目
録
を
見
る
と
、
近
為
替
の
元
銀
は
延
為
替

の
そ
れ
に
比
べ
て
大
き
く
少
な
い
が
、
こ
れ
は
近
為
替
が
約
三
〇

日
間
で
決
済
さ
れ
た
の
で
、
半
季
ご
と
の
七
月
、
一
二
月
に
作
成

第 4図　三井大坂両替店による大坂御金蔵御為替御用の概略図

江戸
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（三井元之助）
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（江戸両替屋）

①貨幣 貨幣

②貨幣

貨幣

手形

手形

③本手形
　置手形
　添証文

④貨幣

為替本両替仲間
（大坂両替屋）

手形貨幣

大坂
御金蔵
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さ
れ
た
勘
定
目
録
に
は
あ
ら
わ
れ
に
く
い
だ
け
で
あ
る
。

3　

延
為
替
貸
付
の
拡
大
と
そ
の
要
因

☆

―
―

☆

大
坂
両
替
店
の
場
合

こ
れ
ま
で
大
坂
両
替
店
の
公
金
為
替
の
名
目
と
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
本
節
で
は
、
大
坂
両
替
店
の
純
利
益
金
、
貸
付
元
金
、
利

子
収
入
を
事
例
に
、
公
金
為
替
に
擬
制
し
た
延
為
替
貸
付
が
経
営
に
ど
の
程
度
貢
献
し
た
の
か
を
確
認
し
て
お
く
。
史
料
に
つ
い
て
は
、
両

替
店
の
純
利
益
金
を
示
す
場
合
に
は
、
両
替
店
一い
ち

巻ま
き

全
体

（

）
51

の
合
併
貸
借
対
照
表
と
合
併
損
益
計
算
書
か
ら
な
る
「
大
録
（

）
52

」、
ま
た
は
「
大

録
」
の
一
部
が
筆
写
さ
れ
た
「
目
録
寄
歩
廻
控
」
を
使
用
す
る
。
貸
付
元
金
と
利
子
収
入
を
示
す
場
合
に
は
、
大
坂
両
替
店
の
決
算
報
告
書

（
い
わ
ゆ
る
勘
定
目
録
）
が
筆
写
さ
れ
た
「
目
録
帳
」・「
目
録
控
」（
大
坂
両
替
店
作
成
）
と
「
大
坂
店
目
録
留
」（
京
都
両
替
店
作
成
）、
両

替
店
一
巻
の
各
営
業
店
の
収
支
が
書
き
抜
か
れ
た
「
京
江
戸
大
坂
利
足
入
払
留
」
を
使
用
し
、
こ
れ
ら
の
史
料
が
現
存
し
な
い
年
に
関
し
て

は
、
日
常
的
な
会
計
記
録
計
算
簿
で
あ
る
「
大
福
帳
」（
ほ
ぼ
総
勘
定
元
帳
に
相
当
）
を
使
用
す
る
（

）
53

。

ま
ず
、
京
都
、
江
戸
、
大
坂
両
替
店
の
延の
べ

銀ぎ
ん

を
比
較
す
る
。
延
銀
と
は
、
純
利
益
金
の
こ
と
で
あ
り
、
入
方
（
収
益
の
部
）
合
計
額
か
ら

払
方
（
費
用
の
部
）
合
計
額
を
差
し
引
き
、
江
戸
両
替
店
と
大
坂
両
替
店
の
場
合
に
は
、
そ
こ
か
ら
リ
ザ
ー
ブ
（
積
立
金
、
引
当
金
（

）
54

）
と

「
為の
ぼ
せ登

金
（

）
55

」
を
除
い
た
額
で
あ
る
。
京
都
両
替
店
の
場
合
に
は
、
払
方
の
一
部
に
リ
ザ
ー
ブ
が
含
ま
れ
て
い
た
。

第
5
図
は
、
寛
政
一
致
（

）
56

後
の
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
秋
季
を
一
〇
〇
と
し
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
か
ら
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

ま
で
の
一
五
〇
年
間
（
三
〇
〇
季
分
）
に
わ
た
っ
て
、
延
銀
の
変
遷
を
指
数
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
（

）
57

。
こ
れ
を
見
る
と
、
大
坂
両
替
店
の
延

銀
の
変
動
が
一
番
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。
と
く
に
一
八
世
紀
中
頃
に
お
い
て
は
、
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
の
貨
幣
改
鋳
に
よ
る
景
気
好

転
、
貸
付
額
拡
大
が
奏
功
し
、
大
坂
両
替
店
は
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
ま
で
好
成
績
を
続
け
た
（

）
58

。
し
か
し
、
翌
宝
暦
一
〇
年
以
降
、
延
銀

は
急
減
し
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
春
季
、
安
永
五
～
六
年
（
一
七
七
六
～
一
七
七
七
）、
安
永
七
年
（
一
七
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七
八
）
春
季
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）、
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
に
お
い

て
は
、
延
銀
な
し
（「
皆
無
」）
を
経
験
し
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
①
価
値
が
著

し
く
下
落
し
た
引
当
家
屋
敷
の
流
込
、
②
常
連
顧
客
の
経
営
難
と
高
額
の
藩
資

金
調
達
に
よ
る
大
口
良
質
債
権
と
利
子
収
入
の
減
少
、
③
大
口
債
権
の
不
良
債

権
化
、
④
火
災
被
害
に
よ
る
支
出
の
激
増
と
収
入
の
一
時
低
下
、
⑤
民
間
資
金

需
要
の
減
退
に
よ
る
貸
付
利
子
率
の
低
下
が
あ
っ
た
（

）
59

。
一
方
で
、
大
坂
両
替
店

が
一
八
世
紀
末
の
低
調
か
ら
次
第
に
延
銀
を
増
や
し
、
一
九
世
紀
中
頃
に
は
一

番
の
上
昇
率
を
見
せ
た
要
因
に
つ
い
て
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
の
目
的

は
、
こ
の
要
因
解
明
に
も
あ
る
。

次
に
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
秋
季
か
ら
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
ま
で

の
七
五
年
間
（
一
四
九
季
分
）
に
わ
た
っ
て
、
大
坂
両
替
店
の
貸
付
元
銀
を
第

6
図
と
付
表
2
に
、
利
子
（
打
銀
）
収
入
を
第
7
図
と
付
表
2
に
示
し
た
。
元

銀
は
七
月
、
一
二
月
の
決
算
ご
と
に
大
坂
両
替
店
が
有
す
る
債
権
元
金
を
指
し

て
い
る
。
家
質
と
は
、
融
資
の
引
当
（
物
的
保
証
）
と
し
て
の
家
屋
敷
で
あ
り
、

家
質
貸
と
は
、
債
務
者
が
債
権
者
に
対
し
家
屋
敷
の
占
有
移
転
を
し
な
い
ま
ま

で
「
家
質
」（「
質
入
」）
契
約
を
結
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
当
然
、
債
務
者
が
債
務

不
履
行
を
起
こ
す
と
、
引
当
家
屋
敷
の
所
有
権
が
債
権
者
に
移
転
（「
帳
切
」）

し
、
債
務
・
債
権
関
係
が
解
消
す
る
の
で
、
家
質
貸
元
金
は
所
有
権
移
転
前
、

第 5図　京都，江戸，大坂両替店の延銀　――　享保 7 年（1722）～明治 4 年（1871）
の場合，寛政 9 年秋季（1797）＝100

出典）　萬代悠「三井大坂両替店の都市不動産経営」（『三井文庫論叢』第53号，2019年，1-186頁），99-106頁。
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第 7図　大坂両替店の延為替打銀，近為替打銀，家質貸利子銀　――　寛政 9 年（1797）
秋季～明治 4 年（1871）の場合

出典）　付表 2と同じ。家質貸については，萬代悠「三井大坂両替店の都市不動産経営」（『三井文庫論叢』第
53号，2019年，1-186頁），126-132頁を参照。
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第 6図　大坂両替店の延為替元銀，近為替元銀，家質貸元銀，延為替滞納分　――　

寛政 9 年（1797）秋季～明治 4 年（1871）の場合
出典）　付表 2と同じ。家質貸については，萬代悠「三井大坂両替店の都市不動産経営」（『三井文庫論叢』第

53号，2019年，1-186頁），115-125頁を参照。
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引
当
家
屋
敷
差
出
人
に
対
す
る
大
坂
両
替
店
の
債
権
元
金
を
指
し
て
い
る
。
延
為
替
滞
納
分
と
は
、
債
務
者
か
ら
元
金
返
済
も
利
子
支
払
い

も
止
ま
っ
て
い
た
債
権
元
金
を
示
す
。
な
ぜ
検
討
期
間
が
寛
政
九
年
秋
季
以
降
か
と
い
う
と
、
三
井
両
替
店
の
な
か
で
大
坂
両
替
店
が
一
番

上
昇
率
を
見
せ
た
期
間
を
検
討
し
た
い
と
い
う
意
図
も
あ
る
が
、
寛
政
九
年
秋
季
以
降
の
史
料
で
し
か
利
子
収
入
の
内
訳
が
判
明
し
な
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
以
降
の
大
坂
両
替
店
の
立
て
直
し
（

）
60

を
遠
因
と
し
、
寛
政
九
年
の
寛
政
一
致
後
に
何
ら
か
の

意
思
決
定
が
働
き
、
手
代
が
詳
細
に
記
録
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
推
測
す
る
。

第
6
図
を
見
る
と
、
①
延
為
替
元
銀
が
一
番
多
く
、
順
調
に
増
加
し
た
こ
と
、
②
家
質
貸
元
銀
は
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
春
季
ま
で
緩

や
か
に
増
加
傾
向
を
示
し
た
が
、
同
年
秋
季
以
降
に
は
減
少
傾
向
を
示
し
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
至
る
と
銀
三
二
貫
目
に
ま
で
減
少

を
見
せ
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
は
皆
無
と
な
っ
た
こ
と
、
③
延
為
替
滞
納
分
は
一
八
世
紀
末
と
一
八
四
〇
年
代
に
多
い
が
、
概
ね
横

ば
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
7
図
の
利
子
収
入
を
見
て
も
、
延
為
替
貸
付
が
一
番
の
収
入
源
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
来
、
大
坂
両
替
店
は
、
幕
府
か
ら
預
か
っ
た
公
金
の
額
以
上
に
公
金
為
替
を
取
り
組
ん
で
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
換

言
す
る
と
、
大
坂
両
替
店
が
自
己
資
金
を
公
金
と
擬
制
し
て
延
為
替
貸
付
を
す
る
こ
と
は
不
法
行
為
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
次
の
史
料
が
参
考
に
な
る
。
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
一
〇
月
、
大
坂
町
奉
行
所
の
与
力
で
あ
る
由
比
助
大
夫
と
三
宅
三
郎
右
衛
門
が

加
役
（

）
61

と
し
て
御
為
替
方
（「
為
御
替
方
」）
に
就
任
し
た
こ
と
を
機
に
、
御
為
替
組
を
召
集
し
、
彼
ら
に
御
為
替
御
用
の
勤
務
内
容
を
尋
ね
た
。

こ
れ
に
対
し
、
三
井
組
の
名
代
と
菱
屋
岩
之
助
の
名
代
が
提
出
し
た
回
答
書
が
史
料
8
で
あ
る
。
史
料
8
は
、
大
坂
両
替
店
の
訴
訟
記
録
で

あ
る
「
御
用
帳
」
の
巻
頭
に
記
さ
れ
た
写
し
で
あ
り
、
歴
代
の
手
代
は
適
宜
こ
れ
を
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
。
長
文
だ
が
、
こ
れ
ま
で
全
文

は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
に
掲
載
す
る
。

〔
史
料
8
〕
享
保
八
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
二
）。

　
為
御
替
御
用
勤
方
一
件



32

　�

但
、
是
ハ
享
保
元
年
申
十
月
由
比
助
大
夫
殿
・
三
宅
三
郎
右
衛
門
殿
為
御
替
御
用
掛
り
ニ
就
被
仰
付
候
、
両
組
御
呼
出
、
於
東
御

番
所
御
尋
ニ
付
、
口
上
ニ
而
致
即
答
候
所
、
書
付
差
出
可
申
旨
ニ
付
、
如
此
認
出

　
　
　
為
御
替
御
用
筋
勤
様
一
巻
御
尋
被
仰
付
、
左
ニ
申
上
候
通
ニ
御
座
候

一
、
大
坂
御
金
蔵
御
金
銀
江
戸
江
御
取
下
被
為
成
候
付
、
前
々
者
大
番
衆
様
御
宰
領
御
伝
馬
ニ
而
御
直
下
シ
ニ
御
座
候
所
、
道
中
為
御

救
為
御
替
ニ
被
仰
付
候
由
、
元
禄
四
未
二
月
於
江
戸
御
勘
定
御
奉
行
様
御
立
合
ニ
而
被
仰
渡
、
右
御
用
筋
御
太
（
大
）切
ニ
可
相
勤
之
旨
、

尤
　
御
老
中
様
方
江
右
御
礼
奉
参
上
候
様
ニ
被
仰
渡
、
難
有
奉
存
、
則
其
砌
勤
方
之
次
第
も
奉
申
上
候
、
其
後
年
頭
八
朔
歳
暮
献
上

物
奉
差
上
、
勿
論
銀
座
格
式
　
御
目
見
被
為
　
仰
付
、
御
用
無
恙
奉
相
勤
難
有
奉
存
候
御
事

一
、
為
御
替
四
人
組
と
し
て
於
江
戸
家
質
奉
差
上
候
処
、
四
人
組
之
内
、
菱
屋
岩
之
助
手
組
別
段
ニ
奉
願
上
候
、
尤
家
質
金
高
ハ
別
通

書
付
之
通
ニ
御
座
候
御
事

一
、
月
々
御
銀
請
取
方
上
納
方
割
賦
書
仕
、
於
江
戸
奉
差
上
、
御
勘
定
御
奉
行
御
四
方
様
・
御
吟
味
方
御
二
方
様
御
連
名
之
御
添
御
状

被
下
置
、
其
書
面
之
御
割
付
高
之
通
御
銀
御
渡
し
被
下
候
御
事
、
則
御
添
御
状
御
割
付
之
写
別
紙
差
上
ケ
申
候

一
、
於①

御
当
地
御
銀
奉
請
取
候
度
毎
、
御
銀
高
　
御
番
所
御
帳
場
江
御
届
申
上
、
勿
論
下
タ
為
替
相
渡
候
節
ハ
訳
書
目
録
奉
指
上
候
、

江
戸
上
納
仕
候
御
日
限
ハ
御
銀
奉
請
取
候
日
ゟ
九
十
日
限
ニ
上
納
仕
候
御
事

一
、
於
御
当
地
御
銀
御
渡
被
下
候
節
、
三
井
組
三
人
者
連
判
証
文
、
菱
屋
岩
之
助
ハ
一
名
証
文
ヲ
以
奉
請
取
、
江
戸
上
納
仕
候
而
、
元

方
御
金
奉
行
中
様
御
請
取
之
御
証
文
申
請
、
為
取
登
度
々
ニ
両
御
奉
行
様
江
御
覧
ニ
差
入
、
御
金
日
ニ
御
月
番
之
御
金
奉
行
様
ゟ
先

達
而
奉
差
上
置
候
御
銀
請
取
之
証
文
与
御
引
替
被
下
候
御
事
、
則
御
納
札
并
請
取
手
形
之
写
迄
差
上
申
候

一
、
御
銀
御
渡
シ
方
之
儀
、
四
五
年
以
前
上
方
筋
御
入
用
多
御
座
候
由
ニ
而
、
御
渡
シ
方
暫
渡
弛
罷
在
候
処
、
去
ル
巳
（
正
徳
三
年
）

五
月
三
井
三
人
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組
江
両
度
ニ
銀
高
七
百
貫
目
奉
請
取
、
同
七
月
ゟ
三
井
組
ト
菱
屋
岩
之
助
分
月
次
御
渡
シ
方
之
御
添
御
状
被
下
置
、
御
勘
定
御
奉
行

様
ゟ
被
仰
渡
候
ハ
、
不
易
之
御
用
ニ
候
間
、
益
御
大
切
ニ
奉
相
勤
候
様
被
仰
付
、
難
有
奉
存
候
、
其
後
同
年
八
月
十
人
組
江
も
御
渡

シ
方
之
御
添
御
状
被
下
置
候
、
三
井
組
儀
者
大
坂
為
御
替
銀
御
渡
し
方
渡
弛
之
内
、
先
年
奉
差
上
置
候
家
質
を
以
、
臨
時
御
用
茂
奉

相
勤
、
且
又
於
江
戸
三
井
組
・
菱
屋
岩
之
助
方
ハ
就
御
用
先
納
金
差
上
、
右
之
代
り
金
於
大
坂
御
渡
シ
被
成
下
、
段
々
御
用
奉
相
勤

候
御
事

一
、
家
質
高
縦
ハ
壱
万
両
之
所
三
割
引
ニ
被
仰
付
、
七
千
両
之
積
六
拾
目
替
之
銀
子
ニ
而
四
百
弐
拾
貫
目
御
渡
し
被
下
候
、
此
高
三
ヶ

月
ニ
割
合
、
一
ヶ
月
ニ
銀
高
百
四
拾
貫
目
之
積
り
、
七
拾
貫
目
宛
両
度
ニ
請
取
申
割
合
ニ
御
座
候
ニ
付
、
最
初
請
取
申
候
月
ゟ
三
ヶ

月
目
ニ
家
質
高
之
銀
子
請
込
ニ
罷
成
申
候
、
又
四
ヶ
月
目
ゟ
最
初
請
取
始
之
御
銀
御
定
之
日
限
廻
り
申
候
ニ
付
、
於
江
戸
上
納
仕
候

御
事

一
、
先
年
大
坂
御
渡
し
方
御
添
御
状
之
表
之
通
相
渡
り
不
申
候
節
ハ
、
江
戸
上
納
方
も
日
延
奉
願
上
候
御
儀
も
御
座
候
、
去
年
四
月
以

来
御
渡
し
方
御
添
御
状
之
表
一
口
之
請
取
高
ヲ
何
ヶ
度
ニ
も
御
内
渡
ニ
御
割
渡
シ
被
下
候
ニ
付
、
唯
今
ニ
而
者
家
質
高
之
内
漸
二
三

歩
程
請
込
ニ
罷
成
居
申
候
、
十
人
組
も
同
前
之
儀
ニ
御
座
候
、
併
御
定
御
日
限
之
通
両
組
無
滞
江
戸
上
納
仕
候
御
事

一
、
下②

為
替
取
組
方
之
義
、
御
定
御
日
限
之
通
九
十
日
之
積
を
以
相
渡
シ
申
候
、
併
三
十
日
、
五
十
日
之
為
替
ニ
も
仕
候
、
又
御
定
御

日
限
ゟ
相
延
候
為
替
も
取
組
申
様
ニ
不
仕
候
而
者
、
御
銀
高
捌
兼
申
候
ニ
付
、
如
此
先
キ
方
之
者
自
由
能
様
ニ
取
組
申
儀
ニ
御
座
候

御
事

一
、
於
御
当
地
相
渡
し
候
下
為
替
之
内
、
滞
方
出
来
仕
候
節
も
無
構
、
於
江
戸
無
滞
上
納
仕
候
様
ニ
第
一
心
掛
罷
有
候
付
、
江
戸
上
納

何
月
幾
日
何
百
貫
目
御
座
候
得
者
、
為
念
右
之
引
当
ゟ
銀
高
余
慶
為
替
も
取
組
申
程
ニ
仕
候
、
時
節
ニ
寄
曽
而
為
替
捌
ケ
不
申
節
も

御
座
候
、
左
様
之
節
ハ
余
慶
為
替
之
儀
ハ
不
及
申
、
引
当
不
足
候
得
ハ
、
正
金
銀
ニ
而
差
下
申
御
儀
ニ
御
座
候
、
兎
角
江
戸
上
納
方
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御
大
切
ニ
奉
存
、
相
滞
不
申
様
ニ
仕
候
御
事

一
、
為
御
替
銀
於
御
当
地
町
人
江
下
為
替
ニ
相
渡
候
分
、
目
録
を
以
御
届
申
上
候
様
ニ
先
年
被
為
仰
付
、
其
以
後
唯
今
ニ
至
、
訳
書
目

録
差
上
申
候
、
尤
九
十
日
御
日
限
之
内
ニ
差
上
候
積
、
併
右
申
上
候
通
、
下
為
替
取
組
方
遅
滞
、
又
ハ
月
々
上
納
高
過
不
足
御
座
候

節
者
、
訳
書
目
録
差
上
申
儀
延
引
仕
儀
も
御
座
候
、
右
奉
申
上
候
通
、
下③

為
替
之
取
組
銀
高
江
戸
上
納
之
差
繰
工
面
ニ
寄
、
時
々
多

少
増
減
御
座
候
得
共
、
惣
辻
之
所
御
渡
し
銀
之
外
余
慶
下
為
替
出
シ
不
申
、
則
訳
書
目
録
勘
定
仕
、
差
上
申
通
ニ
御
座
候
御
事

　
右
之
通
ニ
御
座
候
、
以
上

�

為
御
替
御
用
達
　
　
　
　
　
　
　
　

�

江
戸
駿
河
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
享
保
元
年
申
十
月
十
日�

三
井
治
郎
右
衛
門
　
　
　
　
　

�

京
新
町
六
角
町
　
　
　
　
　
　
　
　

�

三
井
三
郎
助
　
　
　
　
　
　
　

�

江
戸
駿
河
町
（

）
62

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

三
井
元
之
助
　
　
　
　
　
　
　

�

名
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

板
倉
源
助
　
　
　
　
　
　

�

角
（
大
坂
両
替
店
、支
配
ヵ
）

田
多
助
　
　
　
　
　
　

�

江
戸
本
石
町
弐
丁
目
　
　
　
　
　
　

�

菱
屋
岩
之
助
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�

名
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

樋
口
喜
右
衛
門
　
　
　
　

�

加
藤
忠
七
郎
　
　
　
　
　

史
料
8
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
す
で
に
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
部
分
も
多
い
の
で
（

）
63

、
こ
こ
で
は
傍
線
部
に
着
目
す
る
。
傍
線

部
の
摘
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
御
為
替
組
は
、
大
坂
御
金
蔵
か
ら
公
金
を
預
か
る
た
び
に
、
大
坂
町
奉
行
所
に
対
し
受
領
書
を
提
出
す

る
。
も
と
よ
り
下
為
替
（
江
戸
で
商
品
代
価
決
済
と
し
て
支
払
い
を
受
け
る
為
替
）
を
取
り
組
み
（
江
戸
商
人
に
売
掛
債
権
が
あ
る
商
人
か

ら
手
形
を
買
い
取
り
）、
大
坂
商
人
に
公
金
を
渡
し
た
と
き
に
は
「
訳
書
目
録
」
を
（
大
坂
町
奉
行
所
の
帳
場
に
）
提
出
す
る
。
江
戸
御
金

蔵
へ
の
上
納
の
日
限
は
、
大
坂
御
金
蔵
か
ら
公
金
を
預
か
っ
て
か
ら
九
〇
日
間
で
あ
る
（
①
）。
下
為
替
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
定
め

の
日
限
の
通
り
、
御
為
替
組
が
支
払
日
限
を
九
〇
日
後
に
設
定
す
る
つ
も
り
で
公
金
を
渡
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
支
払
日
限
を
三
〇
日
後
、

六
〇
日
後
と
す
る
為
替
も
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
定
め
の
日
限
の
九
〇
日
間
よ
り
も
日
限
の
長
い
為
替
を
取
り
組
む
こ
と

も
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
公
金
為
替
の
取
り
組
み
先
を
確
保
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
に
取
り
組
み
先
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
（
日
限

を
臨
機
応
変
に
定
め
て
）
取
り
組
ん
で
い
る
（
②
）。
下
為
替
の
取
り
組
み
総
額
は
、
江
戸
御
金
蔵
へ
の
上
納
の
期
限
や
指
定
額
に
応
じ
て

や
り
く
り
す
る
の
で
、
と
き
ど
き
で
多
少
の
増
減
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
全
体
と
し
て
預
か
っ
た
公
金
以
上
に
余
計
な
下
為
替
を
取
り
組
む
こ

と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
「
訳
書
目
録
」
で
勘
定
し
、
提
出
し
た
通
り
で
あ
る
（
③
）。

こ
の
よ
う
に
、
為
替
取
り
組
み
の
日
限
の
長
短
は
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
御
為
替
組
が
自
己
資
金
を
加
え
て
公
金
為
替
を
取
り
組
む
こ
と

は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
大
坂
町
奉
行
所
が
「
訳
書
目
録
」
を
ど
こ
ま
で
監
査
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
享
保
期
（
一

七
一
六
～
一
七
三
六
）
の
場
合
、
御
為
替
組
は
、「
訳
書
目
録
」
に
公
金
為
替
の
取
り
組
み
金
額
を
取
り
組
み
先
ご
と
に
明
記
す
る
必
要
が

あ
っ
た
か
ら
（

）
64

、
仮
に
給
付
訴
訟
を
起
こ
し
て
「
訳
書
目
録
」
に
手
形
振
出
人
（
ま
た
は
置
手
形
差
出
人
）
の
名
前
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
あ
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る
い
は
取
り
組
み
額
な
ど
に
相
違
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
大
坂
町
奉
行
所
か
ら
叱
責
を
受
け
た
と
想
定
さ
れ
る
（

）
65

。

と
く
に
③
の
文
言
は
、
多
く
の
先
行
研
究
で
引
用
さ
れ
た
著
名
な
も
の
で
あ
る
（

）
66

。『
三
井
事
業
史
』
は
、
三
井
組
が
提
出
し
た
「
訳
書
目

録
」
と
大
坂
両
替
店
が
作
成
し
た
内
部
決
算
報
告
書
の
享
保
一
三
年
（
一
八
二
八
）
秋
季
分
を
そ
れ
ぞ
れ
分
析
、
比
較
し
た
。
そ
の
結
果
、

幕
府
公
金
預
か
り
金
額
（
大
坂
両
替
店
分
）
と
大
坂
両
替
店
の
延
為
替
貸
付
額
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
だ
け
で
な
く
、「
訳
書
目
録
」
に
記
さ
れ

る
取
り
組
み
先
（
大
坂
両
替
店
分
）
の
約
八
〇
％
が
内
部
決
算
報
告
書
に
あ
る
延
為
替
貸
付
先
と
一
致
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（

）
67

。
元
文

四
年
（
一
七
三
九
）
春
季
分
に
つ
い
て
も
、
享
保
一
三
年
秋
季
分
と
同
じ
傾
向
を
示
し
た
と
い
う
（

）
68

。
し
た
が
っ
て
一
八
世
紀
中
頃
ま
で
は
、

大
坂
両
替
店
は
概
ね
「
訳
書
目
録
」
の
通
り
に
延
為
替
貸
付
を
行
い
、
大
き
な
逸
脱
は
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
一
方
で
、『
三
井
事
業
史
』
は
、
大
坂
両
替
店
が
自
己
資
金
を
加
え
て
「
御
為
替
名
義
の
貸
付
け
を
行
う
よ
う
に
な
る
の
は
、
も

う
少
し
あ
と
の
時
期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
」
と
し
（

）
69

、
賀
川
隆
行
も
、「
自
己
の
資
金
で
も
っ
て
御
為
替
銀
貸
付
の
名
目
の
延
為
替
貸
付
を

行
な
う
こ
と
が
で
き
た
」
と
す
る
（

）
70

。
実
際
、
す
で
に
安
永
期
（
一
七
七
二
～
一
七
八
一
）
に
お
い
て
は
、
京
都
、
大
坂
両
替
店
の
決
算
報
告

書
類
と
照
合
す
る
と
、
幕
府
公
金
預
か
り
金
額
の
概
ね
二
倍
以
上
の
延
為
替
貸
付
額
が
記
録
さ
れ
て
い
た
（

）
71

。
一
七
八
〇
年
代
後
半
以
降
、
幕

府
公
金
預
か
り
金
額
は
減
少
し
、
概
ね
一
八
三
〇
年
代
後
半
以
降
に
は
年
間
銀
一
〇
〇
〇
貫
目
を
超
え
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
（

）
72

。

そ
れ
に
反
し
て
、
前
掲
の
第
6
図
で
見
た
よ
う
に
、
大
坂
両
替
店
の
延
為
替
貸
付
額
は
増
加
傾
向
を
示
し
た
。
も
と
よ
り
、
勘
定
目
録
に
記

載
さ
れ
る
延
為
替
債
権
元
金
は
、
必
ず
し
も
新
規
貸
付
と
は
限
ら
ず
、
元
金
据
え
置
き
で
利
息
払
い
だ
け
を
継
続
し
、
契
約
更
新
し
た
も
の

も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
前
年
度
で
返
済
日
限
前
の
も
の
が
繰
り
越
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
安
易
な
判
断
は
留
保
す
べ
き
で

あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
幕
府
公
金
預
か
り
金
額
に
比
べ
て
、
数
倍
に
も
相
当
す
る
延
為
替
債
権
元
金
が
記
録

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
大
坂
両
替
店
が
自
己
資
金
を
加
え
て
延
為
替
貸
付
を
展
開
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
（

）
73

。

そ
う
と
す
る
と
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
「
訳
書
目
録
」
と
の
乖
離
で
あ
る
。
結
論
を
先
に
い
う
と
、「
訳
書
目
録
」
の
記
載
方
法
は
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宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
分
か
ら
大
き
く
変
化
し
た
。
史
料
8
に
も
あ
る
よ
う
に
、
御
為
替
御
用
は
突
如
中
断
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

宝
暦
一
二
年
四
月
六
日
に
は
、
江
戸
の
勘
定
奉
行
が
大
坂
御
金
蔵
御
為
替
の
中
断
を
下
達
し
、
こ
れ
ま
で
と
は
逆
の
流
れ
で
あ
る
江
戸
か
ら

大
坂
へ
の
公
金
為
替
送
金
を
命
じ
た
。
幕
府
の
狙
い
は
、
西
国
筋
も
含
め
て
全
国
の
幕
府
の
年
貢
金
な
ど
を
一
旦
江
戸
の
御
金
蔵
に
集
め
た

う
え
で
、
上
方
（
京
都
・
大
坂
）
筋
で
必
要
な
公
金
を
大
坂
へ
為
替
送
金
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
。
御
為
替
組
は
そ
れ
を
引
き
受
け
た

が
、
結
局
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
六
月
八
日
に
江
戸
の
勘
定
所
か
ら
江
戸
か
ら
大
坂
へ
の
公
金
為
替
送
金
の
廃
止
と
大
坂
御
金
蔵
御
為

替
の
再
開
が
申
し
渡
さ
れ
た
（

）
74

。
そ
の
間
、
給
付
訴
訟
を
機
に
「
訳
書
目
録
」
の
是
非
が
問
題
と
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
経
緯
を
書
き
留
め
た

も
の
が
「
為
御
替
御
金
銀
請
払
之
留
」（
別
一
七
二
二
）
に
あ
る
。

当
該
帳
面
は
、
三
井
組
が
大
坂
町
奉
行
所
に
提
出
し
た
「
訳
書
目
録
」
の
控
え
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
大
坂
両
替
店
が
大
坂
御
金
蔵
か
ら
公

金
を
預
か
っ
た
日
時
と
額
、
個
々
の
商
人
ら
と
取
り
組
ん
だ
公
金
為
替
の
額
な
ど
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
三
井
文
庫
に
は
、
享
保
一
二
年

（
一
七
二
七
）
～
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
分
の
「（
為
御
替
御
金
銀
請
払
之
留
）」（
別
一
二
二
二
）、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
～
天
保
一

四
年
（
一
八
四
三
）
分
の
「
為
御
替
御
金
銀
請
払
之
留
」（
別
一
七
二
二
）、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
～
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
分
の

「
為
御
替
御
金
銀
請
払
留
」（
本
二
三
一
）
の
三
冊
が
現
存
し
て
お
り
、
先
述
の
『
三
井
事
業
史
』
が
照
合
し
た
の
は
一
冊
目
の
史
料
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
二
冊
目
の
史
料
か
ら
、「
訳
書
目
録
」
の
是
非
に
つ
い
て
の
記
事
を
抜
粋
し
、
掲
載
す
る
。

〔
史
料
9
〕
宝
暦
四
年
「
為
御
替
御
金
銀
請
払
之
留
」（
別
一
七
二
二
）。

一
、
御①

為
替
銀
請
取
元
并
下
為
替
取
組
候
訳
書
是
迄
差
上
来
り
候
処
、
四
年
以
前
午
（
宝
暦
一
二
年
）

年
四
月
ゟ
大
坂
ゟ
江
戸
江
之
御
為
替
相
止
ミ
、
江

戸
ゟ
大
坂
江
御
差
登
之
御
為
替
被
仰
付
、
右②

御
銀
大
坂
ニ
而
貸
付
之
儀
於
江
戸
御
勘
定
所
江
願
相
済
、
大
坂
町
御
奉
行
所
江
之
御
通

達
之
御
書
等
御
渡
被
下
、
則
御
届
申
上
、
其③

後
御
銀
之
貸
付
相
滞
候
節
ハ
、
訳
書
方
与
力
衆
へ
相
届
、
夫
ゟ
御
用
人
中
江
入
御
覧
、

其
後
目
安
方
江
差
出
候
、
御
定
法
之
通
御
取
計
御
日
限
被
仰
付
候
事
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一
、
右④

之
通
御
銀
貸
付
滞
候
節
、
前
々
之
通
御
裁
許
被
仰
付
候
得
共
、
訳
書
者
江
戸
ゟ
御
登
銀
ニ
相
成
候
事
ニ
付
、
四
年
以
来
（
前
ヵ
）訳

書
ハ

差
上
不
申
、
是
迄
御
尋
之
御
沙
汰
も
無
御
座
候
処
、
明⑤

和
二
年
酉
十
一
月
五
日
十
人
組
名
代
北
駒
茂
兵
衛
銀
高
拾
五
貫
目
之
滞
有
之
、

願
ニ
罷
出
、
例
之
通
訳
書
方
御
役
所
江
罷
出
、
御
与
力
牧
野
金
左
衛
門
殿
・
吉
田
兵
右
衛
門
殿
江
相
届
、
願
書
写
差
出
候
処
、
成
程

致
承
知
候
と
御
申
ニ
付
、
毎
（
マ
マ
）之

通
御
用
人
中
江
入
御
覧
、
目
安
方
へ
罷
出
、
既
ニ
御
定
例
之
通
目
安
方
ニ
而
可
被
仰
付
之
処
、
又
々

訳
書
方
へ
茂
兵
衛
御
呼
出
、
金⑥

左
衛
門
殿
被
仰
候
者
、
今
日
之
願
書
日
限
難
被
仰
付
候
、
其
趣
者
我
々
新
役
ニ
候
得
共
、
役
所
扣
書

等
相
改
候
処
、
前
々
者
御
為
替
請
取
元
并
貸
付
之
訳
書
上
り
有
之
候
、
近
年
其
沙
汰
相
見
得
不
申
候
ニ
付
、
其
趣
只
今
御
奉
行
江
申

上
候
処
、
相
糺
候
様
被
仰
付
候
、
勿
論
其
方
斗
ニ
而
も
無
之
候
間
、
外
組
江
も
申
達
候
様
ニ
与
御
申
ニ
付
、
彼
是
仲
間
及
相
談
、
牧

野
氏
江
も
内
々
承
合
候
而
、
左
之
通
訳
書
認
上
候

　
　
　
乍
恐
書
付
を
以
申
上
候

一
、
従
江
戸
表
当
地
江
御
為
登
銀
貸
付
相
滞
候
ニ
付
、
十
人
組
名
代
北
駒
茂
兵
衛
・
佐
藤
惣
兵
衛
儀
、
十
一
月
五
日
済
方
御
願
申
上
候

処
、
当
地
ゟ
江
戸
表
江
御
為
替
下
之
銀
貸
付
之
節
者
、
御
渡
高
并
貸
付
下
為
替
名
前
等
訳
書
目
録
帳
組
々
ゟ
差
上
来
り
候
処
、
此
儀

相
止
ミ
、
江
戸
表
ゟ
御
為
登
御
為
替
ニ
相
成
、
右
御
渡
高
貸
付
人
名
前
等
之
訳
書
目
録
差
上
不
申
候
ニ
付
、
御
引
合
之
御
改
難
被
成

趣
ニ
而
、
願
書
御
差
延
被
遊
、
猶
又
前
々
ゟ
之
儀
委
細
可
申
上
旨
被
仰
渡
奉
畏
候
、
此⑦

儀
御
下
之
為
替
之
節
者
、
例
年
極
月
迄
ニ
至
、

訳
書
目
録
御
役
所
江
差
上
、
勿
論
貸
付
銀
滞
候
節
者
、
御
月
番
之
御
用
人
様
并
御
役
所
江
願
書
差
上
申
候
処
、
早
速
御
日
限
を
以
済

方
被
仰
付
難
有
奉
存
候
、
右
御
下
之
御
為
替
之
儀
四
年
跡
（
前
ヵ
）御
差
止
被
遊
、
御
差
下
ニ
相
成
申
候
、
然
ル
処
江
戸
表
ゟ
御
登
御
為
替
被

仰
付
候
ニ
付
、
京
・
大
坂
ニ
お
ゐ
て
前
々
之
通
貸
付
申
度
旨
御
勘
定
御
奉
行
様
江
御
願
申
上
候
処
、
御
聞
届
被
成
下
、
則
其
砌
御
勘

定
御
奉
行
様
ゟ
之
御
添
状
御
役
所
江
差
上
申
、
尤⑧

貸
付
滞
銀
在
之
候
節
ハ
、
右
願
書
差
上
、
御
日
切
済
方
被
仰
付
候
処
、
御
用
人
様



三井大坂両替店の延為替貸付（萬代）

39

江
不
及
差
上
候
間
、
直
ニ
可
差
上
旨
目
安
方
御
役
所
ニ
而
先
達
而
被
仰
渡
候
、
依
之
御
掛
り
御
役
所
江
者
願
書
差
出
不
申
候
、
且
又

月
々
御
渡
銀
高
之
儀
ハ
其
度
々
御
帳
場
江
者
御
届
申
上
候
得
共
、
御
役
所
江
ハ
差
上
不
申
候
、
尤⑩

右
訳
書
目
録
も
差
上
不
申
、
御
尋

之
上
、
無
申
訳
不
念
之
至
、
恐
入
奉
存
候
、
以
来
ハ
前
々
之
通
御
為
替
御
用
被
仰
付
候
者
共
一
統
申
合
、
訳
書
目
録
并
御
渡
銀
高

月
々
御
役
所
江
御
届
申
上
候
様
仕
度
奉
存
候
、
近
来
之
儀
者
不
行
届
仕
方
迷
惑
仕
候
、
御
尋
ニ
付
、
此
段
申
上
候
、
以
上

　
　
明
和
二
乙
酉
年
十
一
月�

三
谷
与
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

宮
路
佐
市
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

日
下
部
孫
兵
衛
　
　
　
　
　
　
　
　

�

嶋
屋
八
郎
助
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

中
（
大
坂
両
替
店
、支
配
）

井
佐
平
次
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

竹
（
大
坂
両
替
店
、名
代
）

内
文
次
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

佐
藤
惣
兵
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

北
駒
茂
兵
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
御
役
所

右
之
通
相
認
、
同
十
一
月
廿
四
日
四
組
申
合
、
訳
書
方
与
力
衆
江
差
出
候
処
、
此
節
西
御
奉
行
様
未
相
極
り
不
申
候
ニ
付
、
東
西
与
力

衆
四
人
共
揃
被
居
申
、
披
見
之
上
、
成
程
書
付
之
通
可
申
上
間
、
今
日
ハ
差
置
帰
り
候
様
御
申
、
其
後
又
々
御
呼
出
ニ
付
、
則
四
組
共

罷
出
候
処
、
書
付
之
趣
御
聞
届
被
遊
候
間
、
向
後
心
得
違
無
之
様
可
仕
旨
被
仰
渡
、
扨⑪

又
訳
書
之
儀
午
（
宝
暦
一
二
年
～
明
和
元
年
）

未
申
三
ヶ
年
分
先
此
節
急
ニ
可

差
出
候
、
十
人
組
儀
者
差
掛
り
滞
願
も
差
向
有
之
事
ニ
候
間
、
当
酉
（
明
和
二
年
）

年
分
も
訳
書
差
出
候
様
御
申
ニ
付
、
同
十
二
月
十
七
中
旬日

申
合
、
午
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未
申
三
ヶ
年
分
三
冊
ニ
し
て
、
左
之
通
訳
書
相
認
、
四
組
共
差
出
候
事

史
料
9
の
摘
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
御
為
替
組
は
「
訳
書
目
録
」
を
（
大
坂
町
奉
行
所
の
帳
場
に
）
提
出
し
て
き
た
が
、

四
年
前
の
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
に
大
坂
御
金
蔵
御
為
替
の
停
止
、
江
戸
か
ら
大
坂
へ
の
公
金
為
替
送
金
を
命
じ
ら
れ
た
（
①
）。
御

為
替
組
が
大
坂
に
適
宜
送
金
し
た
公
金
に
つ
い
て
は
、
大
坂
御
金
蔵
に
上
納
す
る
ま
で
の
間
、
大
坂
で
（
公
金
貸
付
と
し
て
）
融
資
す
る
こ

と
を
江
戸
勘
定
所
か
ら
認
め
ら
れ
、
大
坂
町
奉
行
所
宛
て
の
認
可
通
知
書
を
受
け
取
り
、
す
ぐ
に
大
坂
町
奉
行
所
に
提
出
し
た
（
②
）。
こ

れ
以
降
、
公
金
貸
付
で
債
務
不
履
行
が
生
じ
た
場
合
、
訳
書
方
（

）
75

の
与
力
に
報
告
し
、
そ
れ
か
ら
御
用
人
中
（

）
76

に
一
覧
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
あ

と
目
安
方
（

）
77

の
与
力
に
訴
状
を
提
出
し
、
債
務
者
（
被
告
）
に
は
定
法
の
通
り
返
済
日
限
が
命
じ
ら
れ
た
（
③
）。

右
の
通
り
、
御
為
替
組
が
公
金
貸
付
で
給
付
訴
訟
を
起
こ
し
た
場
合
、「
訳
書
目
録
」
は
江
戸
か
ら
の
為
替
送
金
を
記
入
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
、
四
年
前
か
ら
は
「
訳
書
目
録
」
を
大
坂
町
奉
行
所
の
帳
場
に
対
し
提
出
す
る
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
こ
の
件
に
つ
い
て
下
問

は
な
か
っ
た
（
④
）。
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
一
一
月
五
日
、
十
人
組
名
代
の
北
駒
茂
兵
衛
が
銀
一
五
貫
目
の
給
付
訴
訟
を
起
こ
す
た
め
、

例
の
通
り
訳
書
方
部
局
に
出
頭
し
、
与
力
の
牧
野
金
左
衛
門
と
吉
田
兵
右
衛
門
に
訴
状
（
写
し
）
を
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
与
力
が
承
知

し
、
い
つ
も
の
通
り
御
用
人
中
に
訴
状
を
一
覧
し
て
も
ら
い
、
茂
兵
衛
は
目
安
方
部
局
に
出
頭
し
た
。
す
で
に
定
例
の
通
り
目
安
方
の
与
力

が
被
告
に
返
済
日
限
を
命
じ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
、
再
度
、
訳
書
方
部
局
に
茂
兵
衛
が
呼
び
出
さ
れ
た
（
⑤
）。
与
力
の
金
左
衛
門
は
、
次
の

よ
う
に
申
し
渡
し
た
。
今
日
の
訴
状
に
つ
い
て
は
返
済
日
限
を
命
じ
る
こ
と
が
難
し
い
。
我
々
（
金
左
衛
門
と
兵
右
衛
門
）
は
新
し
く
訳
書

方
に
就
任
し
た
ば
か
り
で
（
就
任
し
た
身
で
あ
る
け
れ
ど
も
）、
部
局
の
控
え
記
録
を
見
直
す
と
、
以
前
は
「
訳
書
目
録
」
が
提
出
さ
れ
て

い
た
。
近
年
は
そ
の
形
跡
が
見
え
な
い
の
で
、
そ
の
こ
と
を
い
ま
大
坂
町
奉
行
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
問
い
た
だ
す
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
も

と
よ
り
茂
兵
衛
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
い
の
で
、
ほ
か
の
御
為
替
組
に
も
伝
え
る
よ
う
に
と
金
左
衛
門
が
申
し
渡
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

色
々
と
御
為
替
組
が
相
談
し
、
金
左
衛
門
に
内
々
に
問
い
合
わ
せ
て
か
ら
、
次
の
回
答
書
を
訳
書
方
部
局
に
提
出
し
た
（
⑥
）。
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大
坂
御
金
蔵
御
為
替
（「
御
下
之
為
替
」）
の
と
き
は
、
例
年
一
二
月
ま
で
に
「
訳
書
目
録
」
を
訳
書
方
部
局
に
提
出
し
た
。
も
と
よ
り

「
貸
付
」（
公
金
為
替
）
で
債
務
不
履
行
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
月
番
の
御
用
人
と
訳
書
方
部
局
に
訴
状
を
提
出
し
、（
目
安
方
の
与
力
が
）

す
ぐ
に
被
告
に
返
済
日
限
を
命
じ
た
（
⑦
）。
四
年
前
か
ら
認
め
ら
れ
た
大
坂
で
の
公
金
貸
付
に
つ
い
て
も
、
債
務
不
履
行
が
生
じ
た
と
き

に
は
御
為
替
組
が
訴
状
を
提
出
し
、（
目
安
方
の
与
力
が
）
被
告
に
返
済
日
限
を
命
じ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
、
御
用
人
に
は
訴
状
を
提
出
す
る

必
要
は
な
い
の
で
、
直
接
目
安
方
部
局
に
提
出
す
る
よ
う
（
目
安
方
の
与
力
か
ら
）
先
日
命
じ
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
掛
り
（
個
々
の
訴

訟
案
件
担
当
（

）
78

）
の
与
力
に
は
訴
状
を
提
出
し
な
く
な
っ
た
（
⑧
）。
大
坂
御
金
蔵
へ
の
月
々
の
上
納
額
に
つ
い
て
は
、
御
為
替
組
が
そ
の
都

度
大
坂
町
奉
行
所
の
帳
場
に
報
告
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
訳
書
方
部
局
に
は
提
出
し
て
い
な
い
（
⑨
）。（
四
年
前
か
ら
）「
訳
書
目
録
」
も

提
出
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
糺
問
を
受
け
て
申
し
訳
な
く
不
念
の
至
り
、
恐
縮
に
存
じ
て
い
る
。
以
来
は
前
々
の
通
り
御
為
替
組
が
一
統

申
し
合
わ
せ
の
う
え
、「
訳
書
目
録
」
と
大
坂
御
金
蔵
へ
の
月
々
上
納
額
の
報
告
書
を
訳
書
方
部
局
に
提
出
し
た
い
（
⑩
）。

以
上
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
御
為
替
組
は
、
大
坂
御
金
蔵
御
為
替
の
場
合
、
毎
年
一
二
月
ま
で
に
貸
付
の
額
と
相

手
を
記
入
し
た
「
訳
書
目
録
」
を
大
坂
町
奉
行
所
に
提
出
し
、
給
付
訴
訟
時
に
は
与
力
が
訴
状
と
「
訳
書
目
録
」
を
照
合
し
て
い
た
。
こ
れ

に
対
し
、
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
に
大
坂
で
公
金
貸
付
を
認
め
ら
れ
て
か
ら
は
、「
訳
書
目
録
」
を
提
出
し
な
く
な
り
、
給
付
訴
訟
を

大
坂
町
奉
行
所
に
起
こ
し
て
も
、
と
く
に
提
出
を
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
七
月
五
日
に
十
人
組
名
代
が

給
付
訴
訟
を
起
こ
し
た
際
に
は
、
訳
書
方
の
与
力
二
名
が
新
任
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
ら
は
前
例
を
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
御
為
替
組
は
、

こ
れ
ま
で
等
閑
に
な
っ
て
い
た
「
訳
書
目
録
」
を
訳
書
方
部
局
に
提
出
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
末
文
の
傍
線
部
⑪
に
よ
る
と
、
与
力
は
過

去
三
年
分
の
「
訳
書
目
録
」
を
提
出
す
る
よ
う
御
為
替
組
に
命
じ
た
よ
う
で
あ
る
。「
為
御
替
御
金
銀
請
払
之
留
」（
別
一
七
二
二
）
を
見
る

と
、
実
際
に
過
去
三
年
分
が
提
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
実
は
、
宝
暦
一
二
年
分
の
前
後
で
「
訳
書
目
録
」
の
記
載
内
容
に
変
化

が
あ
る
こ
と
も
判
明
す
る
。
ま
ず
、
現
存
す
る
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
の
「
訳
書
目
録
」
の
写
し
（
一
部
）
を
掲
載
す
る
。
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〔
史
料
10
〕
宝
暦
四
年
「
為
御
替
御
金
銀
請
払
之
留
」（
別
一
七
二
二
）。

　
　
　
覚

一
、
銀
四
千
五
百
四
拾
貫
八
百
七
拾
八
匁
弐
分�

去
ル
丑
（
宝
暦
七
年
）

十
二
月
迄
請
取
高
残
銀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
金
千
四
百
七
拾
九
両�

寅
（
宝
暦
八
年
）

正
月
十
六
日
請
取
高
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
金
三
百
弐
拾
両
三
分�

同
正
月
廿
三
日
請
取
高
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
銀
六
拾
七
貫
目

　（
中
略
）

　
〆
金
壱
万
六
千
六
百
六
拾
七
両
弐
歩

　
　
代
銀
千
貫
五
拾
目

　
銀
九
千
弐
百
九
十
七
貫
六
百
九
拾
八
匁
七
分
五
厘

　
二
口
合
銀
壱
万
弐
百
九
拾
七
貫
七
百
四
拾
八
匁
七
分
五
厘

　
　
　
　
右
内
訳

　
　
銀
拾
六
貫
五
百
目�

高
間
伝
兵
衛
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

高
間
善
兵
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
高
家
守

木
三
郎
右
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
銀
弐
拾
貫
目�
右
両
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
銀
五
拾
五
貫
目�

矢
野
喜
右
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

同
手
代
六
右
衛
門
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�

矢
野
清
次
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

幼
少
ニ
付
代
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

矢
野
喜
右
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

布
屋
喜
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

箔
屋
藤
五
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
銀
三
貫
五
百
目�

右
六
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　（
中
略
）

　
〆
金
千
三
百
両

　
　
代
銀
七
拾
八
貫
目

　
銀
五
千
七
百
七
拾
六
貫
弐
百
目

　
二
口
合
銀
五
千
八
百
五
拾
四
貫
弐
百
目

　
差
引
残
銀
四
千
四
百
四
拾
三
貫
五
百
四
拾
八
匁
七
分
五
厘

　
　
内

　
　
　
　
銀
弐
千
五
百
貫
目�

京
都
江
差
登
申
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
銀
千
九
百
四
拾
三
貫
五
百
四
拾
八
匁
七
分
五
厘�

此
分
追
而
分
（
訳
）書
差
上
可
申
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
之
通
御
為
替
金
銀
之
内
、
御
当
地
町
人
江
相
渡
申
候
、
前
方
於
御
当
地
御
為
替
取
組
候
共
、
書
付
を
以
御
断
可
奉
申
上
旨
被
為
仰
付

候
ニ
付
、
乍
恐
御
断
奉
申
上
候
、
以
上

�

江
戸
駿
河
町
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宝
暦
九
年
卯
九
月
廿
八
日�

三
井
次
郎
右
衛
門
　
　
　
　
　

�

京
新
町
六
角
下
上
り
　
　
　
　
　
　

�

三
井
三
郎
助
　
　
　
　
　
　
　

�

江
戸
駿
河
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

三
井
元
之
助
　
　
　
　
　
　
　

�

名
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

竹
（
大
坂
両
替
店
、後
見
）

内
文
次
郎
　
　
　
　
　

�

浅
（
大
坂
両
替
店
、組
頭
）

尾
与
七
郎
　
　
　
　
　

御
奉
行
様

こ
の
よ
う
に
、
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
時
点
の
場
合
、
三
井
組
は
、
ま
ず
大
坂
御
金
蔵
か
ら
の
預
か
り
金
額
を
示
し
、
そ
の
あ
と
内
訳

と
し
て
公
金
為
替
の
取
り
組
み
額
、
取
り
組
み
先
（

）
79

を
列
挙
、
報
告
す
る
形
を
と
っ
た
。
次
に
、
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
の
「
訳
書
目

録
」
の
写
し
（
一
部
）
を
掲
載
す
る
。

〔
史
料
11
〕
宝
暦
四
年
「
為
御
替
御
金
銀
請
払
之
留
」（
別
一
七
二
二
）。

一
、
銀
六
百
貫
目�

午
（
宝
暦
一
二
年
）

四
月
十
八
日
渡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
銀
四
百
拾
九
貫
目�

午
閏
四
月
十
八
日
渡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
銀
三
百
拾
三
貫
五
百
目�
午
五
月
十
八
日
渡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　（
中
略
）

　
〆
金
弐
千
七
百
九
拾
両
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銀
三
千
九
百
七
拾
三
貫
目

　
　
　
内
　
金
弐
千
七
百
九
拾
両�

貸
付
金
銀
高
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
銀
三
千
七
百
七
拾
三
貫
目

右
者
当
午
四
月
十
八
日
ゟ
同
十
二
月
十
八
日
迄
於
江
戸
御
金
蔵
奉
請
取
候
、
尤
前
書
内
書
貸
付
銀
高
之
内
、
滞
銀
在
之
、
其
度
毎
御
願

申
上
、
御
切
（
日
切
）日

被
為
　
仰
付
、
無
滞
請
取
、
御
定
之
日
限
相
廻
り
候
分
上
納
相
済
申
候
、
以
上

�

三
井
組
名
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
宝
暦
十
二
壬
午
年
十
二
月�

竹
（
大
坂
両
替
店
、名
代
）

内
文
次
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

中
（
大
坂
両
替
店
、組
頭
）

井
佐
平
次
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
御
役
所

こ
れ
に
よ
る
と
、
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
時
点
の
場
合
、
三
井
組
は
、
ま
ず
江
戸
御
金
蔵
か
ら
預
か
っ
た
公
金
の
額
と
日
時
を
示
し
（

）
80

、

そ
の
あ
と
公
金
貸
付
の
金
額
を
報
告
す
る
形
を
と
っ
た
。
一
見
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
個
々
の
貸
付
の
額
と
相
手
は
列
挙
、
報
告
さ
れ

て
い
な
い
。
報
告
先
も
大
坂
町
奉
行
で
は
な
く
、
訳
書
方
部
局
（

）
81

に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
見
る
と
、
御
為
替
組
が
江
戸
か
ら
大
坂
へ
の
公

金
為
替
送
金
を
担
っ
た
宝
暦
一
二
年
か
ら
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
ま
で
の
特
例
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
次
に
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
の

「
訳
書
目
録
」
の
写
し
（
一
部
）
を
確
認
し
て
お
く
。

〔
史
料
12
〕
宝
暦
四
年
「
為
御
替
御
金
銀
請
払
之
留
」（
別
一
七
二
二
）。

一
、
銀
四
拾
八
貫
五
百
目�
亥
（
明
和
四
年
）

七
月
五
日
渡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
銀
四
拾
九
貫
目�

亥
七
月
十
二
日
渡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
銀
四
拾
八
貫
五
百
目�

亥
七
月
廿
三
日
渡
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　（
中
略
）

〆
金
千
四
百
八
拾
壱
両

　
銀
弐
千
三
百
弐
拾
九
拾
九
貫
六
百
四
拾
目

　
　
内
　
銀
弐
千
弐
百
八
拾
六
貫
四
百
目�

下
為
替
貸
付
高
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
金
千
四
百
八
拾
壱
両�

京
都
江
差
登
申
候
　�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
銀
四
拾
三
貫
弐
百
四
拾
目

右
者
去
亥
七
月
五
日
ゟ
同
十
二
月
廿
三
日
迄
大
坂
於
御
金
蔵
奉
請
取
候
、
尤
前
書
内
書
下
為
替
貸
付
高
無
滞
取
立
、
御
定
之
日
限
相
廻

り
候
分
上
納
者
相
済
申
候
、
右
内
書
貸
付
之
内
、
未
相
済
不
申
候
分
銀
高
三
百
弐
拾
貫
目
も
有
之
候
共
、
相
対
を
以
日
限
相
延
遣
置
申

候
、
以
上

�

三
井
組
名
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
明
和
五
子
年
三
月�

竹
（
大
坂
両
替
店
、勘
定
名
代
）

内
文
次
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

中
（
大
坂
両
替
店
、支
配
）

井
佐
平
次
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
所

こ
の
よ
う
に
、
大
坂
御
金
蔵
御
為
替
御
用
が
再
開
さ
れ
た
直
後
に
お
い
て
も
、
三
井
組
は
個
々
の
公
金
為
替
の
取
り
組
み
額
と
取
り
組
み

相
手
を
訳
書
方
部
局
に
報
告
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
坂
町
奉
行
所
か
ら
す
れ
ば
、
取
り
組
み
先
の
情
報
は
完
全
に
非
公
開
と

化
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
史
料
11
と
異
な
る
の
は
三
井
組
が
公
金
為
替
（
内
実
の
大
部
分
は
延
為
替
）
債
権
の
未
回
収
分
を
報
告
し
た

点
で
あ
り
、
こ
の
と
き
は
銀
三
二
〇
貫
目
を
未
回
収
分
と
し
て
報
告
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
給
付
訴
訟
を
提
起
せ
ず
に
当
事
者
間
で
解
決
す

る
と
し
て
い
る
。
次
に
掲
載
す
る
の
は
、
給
付
訴
訟
を
提
起
し
た
と
き
の
「
訳
書
目
録
」
の
写
し
（
一
部
）
で
あ
る
。
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〔
史
料
13
〕
宝
暦
四
年
「
為
御
替
御
金
銀
請
払
之
留
」（
別
一
七
二
二
）。

　
一
、
銀
百
九
拾
五
貫
目�

卯
（
明
和
八
年
）

正
月
十
六
日
渡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
一
、
銀
百
九
拾
四
貫
五
百
目�

卯
正
月
廿
三
日
渡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
一
、
銀
百
九
拾
四
貫
五
百
目�

卯
二
月
五
日
渡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　（
中
略
）

　
〆
銀
五
千
四
拾
弐
貫
目

　
　
　
内

　
　
三
千
八
百
三
拾
五
貫
目�

下
為
替
貸
銀
高
　
下
札
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

銀

（
下
札
）高

百
拾
貫
目
船
町
堺
屋
笑
疑
・
堺
屋
吉
右
衛
門
・
同
手
代
安
五
郎
江
相
渡
置

候
所
、
相
滞
候
ニ
付
、
当
二
月
十
二
日
願
上
、
則
御
日
限
被
為
　
仰
付
被
下
候

　
　
千
弐
百
七
貫
目�

京
都
江
為
登
申
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
者
去
卯
正
月
十
六
日
ゟ
同
十
二
月
廿
三
日
迄
於
大
坂
御
金
蔵
奉
請
取
候
、
尤
前
書
貸
付
銀
高
之
内
、
滞
銀
有
之
、
御
願
申
上
、
御
日

限
被
為
　
仰
付
、
則
下
ケ
札
ニ
相
記
置
申
候
、
右
之
外
御
定
之
日
限
相
廻
り
候
分
不
残
上
納
者
相
済
申
候
、
右
内
書
貸
附
之
内
、
未
相

済
不
申
分
銀
高
六
百
五
拾
三
貫
目
有
之
候
得
共
、
相
対
を
以
日
限
相
延
遣
置
申
候
、
以
上

�

三
井
組
手
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
明
和
九
年
辰
三
月�

竹
（
大
坂
両
替
店
、元
方
掛
名
代
）

内
文
次
郎
印
　
　
　
　
　
　
　
　

�

同
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�

中
（
大
坂
両
替
店
、支
配
）

井
嘉
平
次
印
　
　
　
　
　
　
　
　

　
御
役
所

こ
れ
に
よ
る
と
、
三
井
組
が
給
付
訴
訟
を
起
こ
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
被
告
（
債
務
者
）
の
名
前
と
債
務
額
を
下
札
に
記
し
、
訳
書
方
部

局
に
報
告
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
下
札
に
よ
る
と
、
す
で
に
被
告
に
は
返
済
日
限
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
報
告
は
事
後
で
あ

り
、
大
坂
町
奉
行
所
は
「
訳
書
目
録
」
と
訴
状
を
照
合
す
る
作
業
さ
え
も
し
な
く
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
（

）
82

。
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
先
の
情

報
の
外
部
非
公
開
化
は
、
少
な
く
と
も
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
分
ま
で
続
い
た
（

）
83

。
な
お
、
史
料
13
の
続
き
に
よ
る
と
、
寛
政
元
年
（
一
七

八
九
）
分
以
降
に
は
、
取
り
組
み
の
総
額
さ
え
も
、
大
坂
両
替
店
は
大
坂
町
奉
行
所
に
報
告
し
な
く
な
っ
た
。

御
為
替
組
は
、
大
坂
御
金
蔵
御
為
替
御
用
の
停
止
に
よ
る
「
訳
書
目
録
」
の
未
提
出
、
詳
細
を
知
ら
な
い
与
力
の
着
任
と
い
う
混
乱
に
乗

じ
て
、
個
々
の
公
金
為
替
の
取
り
組
み
額
と
取
り
組
み
相
手
を
示
し
て
い
た
従
来
の
報
告
書
か
ら
、
公
金
為
替
取
り
組
み
の
総
額
の
み
を
示

す
新
た
な
報
告
書
に
切
り
替
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
を
大
坂
町
奉
行
所
が
前
例
と
勘
違
い
し
た
の
か
、
切
り
替
え
を
知
っ
て
い
て
黙

認
し
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
三
井
組
が
提
出
し
た
過
去
三
年
分
、
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
分
に
つ
い
て
は
大
坂
町
奉

行
所
か
ら
再
提
出
を
求
め
ら
れ
た
形
跡
は
な
い
。
こ
れ
以
降
、
御
為
替
組
は
も
ち
ろ
ん
、
大
坂
両
替
店
に
と
っ
て
は
、
自
己
資
金
（
正
確
に

は
非
公
金
）
の
貸
付
を
公
金
為
替
に
擬
制
し
て
も
糺
問
さ
れ
る
心
配
が
な
く
な
り
、
自
己
資
金
を
延
為
替
貸
付
に
運
用
す
る
こ
と
が
容
易
と

な
っ
た
。
不
景
気
や
御
用
金
上
納
、
大
口
債
権
の
凍
結
の
影
響
を
受
け
た
一
七
七
〇
～
一
七
八
〇
年
代
を
除
く
と
（

）
84

、
一
八
世
紀
後
半
以
降
に

大
坂
両
替
店
の
延
為
替
貸
付
が
拡
大
し
た
要
因
の
一
つ
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
訳
書
目
録
」
の
形
骸
化
に
求
め
ら
れ
る
。

実
際
、
次
の
史
料
か
ら
も
そ
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
一
一
月
、
江
戸
勘
定
所
は
三
井
組
に
金
一

万
両
の
御
貸
付
金
御
用
を
担
う
よ
う
命
じ
た
（

）
85

。
こ
れ
は
寛
政
改
革
の
一
環
で
行
わ
れ
た
公
金
貸
付
政
策
で
あ
り
、
金
利
は
年
六
％
、
元
金
は

当
面
回
収
な
し
（
据
え
置
き
）
と
い
う
条
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
幕
府
は
三
井
組
か
ら
年
に
金
六
〇
〇
ず
つ
の
利
子
を
受
け
取
る
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こ
と
が
で
き
た
。
三
井
組
は
京
都
両
替
店
に
金
四
〇
〇
〇
両
、
江
戸
両
替
店
に
金
三
〇
〇
〇
両
、
大
坂
両
替
店
に
金
三
〇
〇
〇
両
を
分
配
す

る
方
法
を
と
り
、
各
店
は
そ
れ
を
公
金
貸
付
と
し
て
町
人
ら
に
融
資
し
た
（

）
86

。
実
は
、
三
井
組
が
こ
れ
を
引
き
受
け
る
に
あ
た
り
、
仮
に
債
務

不
履
行
が
生
じ
た
場
合
に
は
御
為
替
（
延
為
替
）
と
同
等
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
次
ぐ
取
り
扱
い
を
望
ん
で
い
た
。
次
章
で
詳
述
す
る
よ
う

に
、
幕
府
は
御
為
替
債
権
を
強
く
保
護
し
、
種
々
の
面
で
優
遇
し
た
か
ら
で
あ
る
。
三
井
組
を
構
成
す
る
京
都
、
江
戸
、
大
坂
両
替
店
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
で
公
金
貸
付
を
行
う
わ
け
だ
が
、
当
然
、
給
付
訴
訟
時
の
裁
判
管
轄
下
は
京
都
町
奉
行
所
、
江
戸
町
奉
行
所
、
大
坂
町
奉

行
所
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
で
、
各
店
は
各
奉
行
所
に
対
し
公
金
貸
付
の
債
権
を
強
く
保
護
す
る
よ
う
求
め
た
。
次
に
掲
載
す
る
も
の
は
、

大
坂
両
替
店
が
御
用
関
係
書
類
を
書
き
写
し
た
「
御
用
留
」
に
あ
る
写
し
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
大
坂
両
替
店
の
求
め
に
対
す
る
大
坂
町
奉
行

所
の
返
答
（

）
87

、
そ
れ
へ
の
大
坂
両
替
店
の
返
答
、
要
望
が
記
さ
れ
て
い
る
。

〔
史
料
14
〕
寛
政
元
年
「
御
用
留
」（
本
二
六
〇
）。

　
寛
政
五
年
丑
三
月
四
日

一
、
御
貸
附
金
之
儀
ニ
付
、
西
目
安
方
ゟ
御
呼
出
ニ
付
、
庄
（
大
坂
両
替
店
、支
配
）

次
郎
出
勤
候
所
、
永
（
与
力
）田
記
十
郎
殿
御
申
聞
候
者
、
旧
冬
相
願
候
下
貸
付
之

儀
ニ
付
差
出
候
書
付
之
趣
、
御
評
儀
（
議
）在
之
候
所
、
右
下
貸
付
相
滞
候
節
ハ
諸
事
御
為
替
通
り
之
御
取
計
ニ
相
成
候
ヘ
ハ
宜
候
哉
と
御

尋
ニ
付
、
右
之
通
ニ
御
座
候
段
申
上
候
処
、
左
候
ハ
ヽ
其
趣
願
書
差
出
可
申
候
、
旧
冬
之
書
付
ハ
品
々
申
立
在
之
、
不
宜
候
付
、
追

而
右
書
付
ハ
可
差
返
旨
被
仰
聞
候

一
、
右
之
節
御
申
候
者
、
早
春
ニ
も
相
尋
候
下
貸
附
金
、
京
・
江
戸
・
大
坂
ニ
而
何
程
ツ
ヽ
割
合
貸
付
候
哉
、
此
儀
何
分
不
申
出
候
ハ

而
者
相
成
不
申
段
御
申
二
付
、
前
文
京
都
ゟ
申
来
候
趣
尚
又
申
上
候
処
、
左
候
而
ハ
た
と
ひ
御
為
替
同
様
ニ
可
被
仰
付
儀
ニ
而
も
御

聞
済
無
之
様
可
相
成
候
間
、
勘
弁
之
上
、
可
申
出
候
、
且
又
右①

御
貸
付
金
下
貸
付
い
た
し
候
節
、
金
高
名
前
等
相
届
候
様
被
仰
聞
候

付
、
何
分
京
・
江
戸
へ
も
申
達
候
上
、
御
返
答
可
申
上
候
旨
申
上
、
引
取
申
候



50

一
、
右
之
趣
ニ
付
、
何
れ
三
ヶ
所
割
合
高
不
申
上
候
ハ
而
者
難
相
済
相
聞
得
、
且
又
下②

貸
附
名
前
書
出
し
候
儀
も
意
却
成
儀
ニ
付
、
此

儀
者
金
高
斗
書
上
候
様
ニ
も
可
申
上
、
尚
又
京
都
へ
も
及
相
談
候
所
、
御
為
替
同
様
ニ
相
願
候
義
、
尤
ニ
候
得
共
、
於
江
戸
御
為
替

之
通
ニ
被
仰
付
被
下
候
様
御
願
被
遊
候
処
、
御
為
替
者
格
別
之
儀
ニ
候
間
、
其
通
り
ニ
者
難
被
仰
付
旨
御
沙
汰
も
御
座
候
由
ニ
候
ヘ

ハ
、
御
為
替
ニ
引
続
厳
敷
被
仰
付
被
下
候
様
程
克
相
願
可
申
旨
申
来
り
候
、
将
又
貸
付
名
前
書
出
し
候
義
者
年
中
貸
居
置
候
儀
ニ
而

も
無
之
、
向
々
入
用
之
節
切
短
ニ
も
貸
付
候
趣
申
双
、
名
前
書
出
し
不
申
様
精
々
願
込
可
申
旨
申
来
り
候
付
、
則
左
之
通

　
　
　
乍
恐
書
付
を
以
奉
申
上
候

一
、
此
度
於
江
戸
表
御
金
壱
万
両
御
貸
附
被
為
　
仰
付
、
年
六
分
之
利
足
年
々
上
納
可
仕
旨
被
仰
渡
候
付
、
右
御
金
高
迄
者
京
・
江

戸
・
大
坂
ニ
而
下
貸
附
仕
度
段
於
江
戸
奉
願
上
候
処
、
御
聞
済
被
成
下
難
有
奉
存
候
、
右
ニ
付
於
当
地
下
貸
付
仕
候
節
□
（
抹
消
）、
右
借
り

請
候
者
万
一
身
上
不
如
意
相
成
、
済
方
相
滞
候
節
、
早
速
御
願
可
奉
申
上
候
、　
御
公
儀
　
御
用
金
之
儀
ニ
御
座
候
間
、
諸
事
御
為

替
金
銀
引
続
候
御
裁
許
被
為
　
仰
付
被
下
候
様
奉
願
上
候

　
　
　
　
　
　
一
、
御
金
高
壱
万
両

　
　
　
　
　�

右
者
京
・
江
戸
・
大
坂
三
ヶ
所
三
割
合
之
積
を
以
下
貸
附
仕
候
儀
ニ
御
座
候
得
共
、
譬
者
京
・
江
戸
ニ
借
請
人
無
之
節

者
京
・
江
戸
割
合
高
之
内
を
も
取
下
、
大
坂
割
合
高
之
上
ニ
も
於
当
地
下
貸
附
仕
、
又
大
坂
ニ
借
請
人
無
之
節
者
京
・

江
戸
へ
も
御
金
相
廻
、
下
貸
附
仕
度
奉
存
候
、
右
奉
申
上
候
趣
御
座
候
付
、
御
金
高
取
極
候
儀
者
難
申
上
奉
存
候
、
尤

右
之
通
差
繰
仕
候
節
者
其
度
毎
御
届
可
奉
申
上
候

右
之
通
御
聞
済
被
成
下
候
様
乍
恐
此
段
書
付
を
以
奉
願
上
候
、
以
上

�

三
井
組
名
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
寛
政
五
年
丑
三
月
八
日�

矢
（
大
坂
両
替
店
、支
配
）

野
庄
次
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　



三井大坂両替店の延為替貸付（萬代）

51

御
右
之
通
願
書
差
出
置
候
処
、
四
月
廿
日
西
目
安
方
ゟ
御
呼
出
ニ
付
、
庄
次
郎
出
勤
い
た
し
候
処
、
永
田
記
十
郎
殿
被
仰
聞
候
者
、
先③

達

而
相
願
候
御
貸
附
金
御
裁
許
之
儀
御
評
議
之
上
、
諸
事
御
為
替
同
様
之
御
取
計
可
被
成
下
段
被
仰
渡
候
間
、
此
段
相
心
得
可
申
候
、
尤

右
之
通
御
為
替
同
様
被
仰
付
候
儀
ニ
付
、
右
割
合
高
迄
ハ
貸
附
候
度
毎
相
届
候
ニ
不
及
、
毎
歳
正
月
ニ
一
度
相
届
可
申
候
、
乍
然
割
合

高
ゟ
貸
附
相
増
候
節
者
、
臨
時
ニ
も
相
届
可
申
段
被
仰
聞
候
事
、
則
届
書
雛
形
左
之
通

大
坂
両
替
店
は
、
大
坂
町
奉
行
所
に
対
し
、
公
金
貸
付
の
債
権
保
護
を
御
為
替
と
同
等
に
す
る
よ
う
求
め
た
よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
傍
線

部
に
注
目
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
摘
要
に
な
る
。
大
坂
町
奉
行
所
与
力
の
永
田
記
十
郎
は
、
大
坂
両
替
店
が
大
坂
町
人
ら
に
公
金
貸
付
を
し

た
と
き
に
は
個
々
の
貸
付
の
額
と
相
手
を
報
告
す
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
大
坂
両
替
店
の
手
代
庄
次
郎
は
、
京
都
、
江
戸
両
替
店

と
も
相
談
し
て
か
ら
返
答
す
る
こ
と
を
上
申
し
た
（
①
）。
大
坂
両
替
店
と
し
て
は
、
公
金
貸
付
の
個
々
の
相
手
を
報
告
す
る
こ
と
は
不
都

合
な
の
で
、
貸
付
の
総
額
（

）
88

の
み
報
告
す
る
よ
う
に
返
答
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
京
都
両
替
店
か
ら
は
、
次
の
返
答
が
来
た
。
公
金
貸
付
の

債
権
保
護
を
御
為
替
の
そ
れ
と
同
様
に
す
る
よ
う
求
め
る
の
は
当
然
に
思
う
が
、
江
戸
に
お
い
て
も
主
人
ら
（
三
井
同
苗
）
が
同
様
の
要
望

を
し
た
と
こ
ろ
、
御
為
替
は
格
別
の
待
遇
で
あ
る
か
ら
同
等
に
保
護
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
（
江
戸
勘
定
所
か
ら
）
回
答
が
あ
り
、
御
為
替

に
次
ぐ
債
権
保
護
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
貸
付
相
手
を
報
告
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
年
中
元
金
を
貸
し
置
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

需
要
に
応
じ
て
短
期
的
に
融
資
し
、
元
金
を
短
期
で
回
収
す
る
こ
と
（
個
々
の
貸
付
相
手
を
報
告
す
る
の
は
煩
雑
で
あ
る
こ
と
）
を
申
し
添

え
て
、
貸
付
相
手
の
名
前
を
報
告
し
な
い
よ
う
要
望
す
べ
き
で
あ
る
と
の
返
答
が
あ
っ
た
（
②
）。
結
局
、
最
終
的
に
大
坂
町
奉
行
所
は
、

給
付
訴
訟
時
に
お
い
て
は
公
金
貸
付
の
債
権
保
護
を
御
為
替
の
そ
れ
と
同
等
に
す
る
こ
と
、
公
金
貸
付
を
御
為
替
同
様
に
取
り
扱
う
よ
う
に

し
た
の
で
、
貸
付
相
手
ご
と
の
報
告
は
し
な
く
て
よ
い
こ
と
を
命
じ
た
（
③
）。

こ
の
よ
う
に
大
坂
両
替
店
は
、
御
為
替
と
同
等
の
取
り
扱
い
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
文
脈
で
、
大
坂
町
奉
行
所
に
公
金
貸
付
の
個
々
の
相
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手
を
報
告
す
る
こ
と
に
強
い
拒
否
感
を
示
し
て
い
た
。
実
際
、
大
坂
町
奉
行
所
が
公
金
貸
付
を
御
為
替
同
様
に
取
り
扱
う
か
ら
、
個
々
の
貸

付
の
相
手
（
お
よ
び
額
）
の
報
告
を
求
め
な
い
と
し
た
こ
と
は
、
御
為
替
貸
付
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
ら
の
報
告
を
求
め
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
や
は
り
史
料
11
～
13
が
示
し
た
よ
う
に
、
大
坂
御
金
蔵
御
為
替
に
つ
い
て
は
、
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
分
以
降
、

公
金
為
替
の
取
り
組
み
先
（
延
為
替
の
貸
付
先
）
は
外
部
非
公
開
と
化
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

（
1
）　
松
好
貞
夫
『
日
本
両
替
金
融
史
論
　
復
刻
版
』（
柏
書
房
、
一
九
六
五
年
、
初
版
一
九
三
二
年
）、
二
三
〇
～
二
三
三
頁
。

（
2
）　
児
玉
幸
多
『
近
世
宿
駅
制
度
の
研
究
　
増
訂
版
―
中
山
道
追
分
宿
を
中
心
と
し
て
―
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
、
初
版
一
九
五
七
年
）、

二
三
六
～
二
九
二
頁
。

（
3
）　
作
道
洋
太
郎
『
近
世
日
本
貨
幣
史
』（
弘
文
堂
、
一
九
五
八
年
）、
三
八
～
三
九
頁
、
作
道
洋
太
郎
『
日
本
貨
幣
金
融
史
の
研
究
―
封
建
社
会

の
信
用
通
貨
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
―
』（
未
来
社
、
一
九
六
一
年
）、
三
〇
三
～
三
〇
七
頁
、
大
野
瑞
男
『
江
戸
幕
府
財
政
史
論
』（
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
六
年
）、
二
三
七
～
二
三
九
頁
。

（
4
）　
中
田
易
直
『
三
井
高
利
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
）、
一
六
三
頁
、
一
六
七
～
一
六
九
頁
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
一

巻
』（
三
井
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）、
四
〇
～
四
一
頁
、
日
本
経
営
史
研
究
所
編
『
三
井
両
替
店
』（
三
井
銀
行
・『
三
井
両
替
店
』
編
纂
委
員
会
、

一
九
八
三
年
）、
二
九
頁
、
四
三
～
四
四
頁
。

（
5
）　
中
田
易
直
『
三
井
高
利
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
）、
一
六
五
～
一
六
九
頁
、
日
本
経
営
史
研
究
所
編
『
三
井
両
替
店
』（
三
井
銀

行
・『
三
井
両
替
店
』
編
纂
委
員
会
、
一
九
八
三
年
）、
四
三
～
四
四
頁
。
三
井
と
牧
野
成
貞
の
縁
故
は
、
三
井
が
牧
野
家
の
呉
服
調
達
御
用
を

務
め
た
こ
と
を
発
端
と
す
る
と
い
う
（
中
田
易
直
『
三
井
高
利
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
、
一
三
五
～
一
三
六
頁
）。

（
6
）　
三
井
銀
行
八
十
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
三
井
銀
行
八
十
年
史
』（
三
井
銀
行
、
一
九
五
七
年
）、
一
一
頁
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
　
資

料
篇
一
』（
三
井
文
庫
、
一
九
七
三
年
）、
七
六
六
頁
。

（
7
）　
松
尾
涼
「
江
戸
幕
府
大
坂
御
為
替
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
第
二
八
三
号
、
一
九
七
一
年
、
五
八
～
八
四
頁
）、
六
二
頁
。
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（
8
）　
松
尾
涼
「
江
戸
幕
府
大
坂
御
為
替
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
第
二
八
三
号
、
一
九
七
一
年
、
五
八
～
八
四
頁
）、
七
四
～
七
八
頁
。

（
9
）　
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
一
巻
』（
三
井
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）、
四
一
頁
。

（
10
）　
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
一
巻
』（
三
井
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）、
四
一
頁
、
日
本
経
営
史
研
究
所
編
『
三
井
両
替
店
』（
三
井

銀
行
・『
三
井
両
替
店
』
編
纂
委
員
会
、
一
九
八
三
年
）、
四
五
頁
。

（
11
）　
現
行
法
で
い
う
「
質
」
と
は
、
契
約
期
間
中
、
質
物
の
占
有
を
債
務
者
か
ら
債
権
者
に
移
転
す
る
こ
と
を
指
す
が
、
近
世
の
家
質
と
は
、
契

約
期
間
中
も
債
務
者
が
質
物
の
占
有
を
継
続
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
家
質
契
約
は
、
法
の
定
め
た
形
式
的
要
件
を
完
備
す
る
証
文
を
作
成
し
た
場

合
に
の
み
家
質
と
み
な
さ
れ
た
（
小
早
川
欣
吾
『
日
本
担
保
法
史
序
説
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
九
年
、
三
一
二
頁
）。
次
章
で
詳
述
す

る
よ
う
に
、
町
年
寄
の
奥
印
な
ど
、
家
質
証
文
の
形
式
を
備
え
た
証
文
を
取
り
交
わ
し
た
と
き
の
み
、
当
該
契
約
は
町
奉
行
所
か
ら
家
質
と
判

断
さ
れ
、
相
応
の
債
権
保
護
を
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
く
に
江
戸
の
場
合
に
は
、
家
質
契
約
は
当
事
者
間
の
解
決
を
促
し
た
相
対
済
令

の
適
用
外
（
い
わ
ゆ
る
本
公
事
扱
い
）
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
質
権
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
（
あ
る
い
は
証
文
の
不
備
で
質
権
の
設
定
が
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
）
金
銭
貸
借
契
約
よ
り
も
、
債
権
保
護
が
強
か
っ
た
（
石
井
良
助
『
近
世
取
引
法
史
』
創
文
社
、
一
九
八
二
年
、
三
一
九
頁
）。

（
12
）　
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
一
巻
』（
三
井
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）、
四
一
～
四
二
頁
、
日
本
経
営
史
研
究
所
編
『
三
井
両
替
店
』

（
三
井
銀
行
・『
三
井
両
替
店
』
編
纂
委
員
会
、
一
九
八
三
年
）、
四
五
～
五
一
頁
。
な
お
、
三
井
組
の
御
用
関
係
史
料
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
村

和
明
の
解
説
が
有
益
で
あ
る
（
村
和
明
「
御
為
替
三
井
組
の
御
用
関
係
帳
簿
類
に
つ
い
て
―
寛
政
四
・
五
年
の
京
・
大
坂
両
替
店
史
料
を
例
に

―
」『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
四
四
号
、
二
〇
一
〇
年
、
三
三
～
七
〇
頁
、
村
和
明
「
御
為
替
三
井
組
の
御
用
関
係
帳
簿
類
に
つ
い
て
（
二
）
―

訂
正
・
注
記
か
ら
考
え
る
―
」『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
四
五
号
、
二
〇
一
一
年
、
六
五
～
九
二
頁
、
村
和
明
「
御
為
替
三
井
組
の
御
用
関
係
帳

簿
類
に
つ
い
て
（
三
）
―
十
人
組
作
成
の
帳
簿
・
失
わ
れ
た
記
録
―
」『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
四
六
号
、
二
〇
一
二
年
、
一
五
五
～
一
九
二
頁
）。

（
13
）　
十
人
両
替
と
は
、
幕
府
の
御
用
両
替
と
し
て
、
本
両
替
仲
間
の
統
轄
や
公
金
の
出
納
、
毎
日
の
金
銀
相
場
の
書
き
上
げ
、
新
旧
貨
幣
の
引
替
、

金
銀
市
価
の
調
節
、
米
価
調
節
の
た
め
の
米
の
買
い
上
げ
、
献
金
や
御
用
金
の
調
達
な
ど
を
務
め
た
両
替
屋
で
あ
る
。
寛
文
二
年
（
一
六
六

二
）
の
三
人
両
替
の
成
立
を
端
緒
に
、
六
人
両
替
を
経
て
寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）
に
十
人
両
替
が
正
式
に
発
足
し
た
（
関
山
直
太
郎
『
日

本
貨
幣
金
融
史
研
究
』
新
経
済
社
、
一
九
四
三
年
、
三
～
二
六
頁
、
作
道
洋
太
郎
『
近
世
封
建
社
会
の
貨
幣
金
融
構
造
』
塙
書
房
、
一
九
七
一
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年
、
一
一
〇
～
一
二
二
頁
）。

（
14
）　
村
田
路
人
『
近
世
広
域
支
配
の
研
究
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）、
一
九
三
～
一
九
五
頁
。

（
15
）　
賀
川
隆
行
も
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
が
、
第
二
条
目
が
脱
漏
し
て
い
る
（
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九

八
五
年
、
六
八
～
六
九
頁
）。
谷
啓
輔
も
同
様
で
あ
る
（
谷
啓
輔
『
金
融
約
定
成
立
史
の
研
究
―
上
方
で
の
両
替
取
引
に
探
る
―
』
経
済
法
令

研
究
会
、
一
九
九
四
年
、
二
五
〇
～
二
五
二
頁
）。

（
16
）　
こ
こ
で
い
う
掛
屋
と
は
、
諸
大
名
の
大
坂
蔵
屋
敷
に
出
入
り
し
、
蔵
物
販
売
代
金
の
出
納
や
国
元
・
江
戸
へ
の
送
金
を
担
当
し
た
御
用
商
人

で
あ
る
。
彼
ら
の
多
く
は
両
替
屋
で
あ
り
、
と
く
に
十
人
両
替
を
は
じ
め
と
す
る
有
力
な
両
替
屋
は
掛
屋
を
務
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（
森
泰

博
『
大
名
金
融
史
論
』
大
原
新
生
社
、
一
九
七
〇
年
、
九
一
～
九
九
頁
）。

（
17
）　
為
替
本
両
替
仲
間
は
、
本
両
替
為
替
仲
間
と
も
い
う
。
た
だ
し
、
注
39
に
お
い
て
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
為
替
本
両
替
仲
間
と
い
う
名
称
が

生
ま
れ
た
の
は
一
八
世
紀
中
頃
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
場
合
、「
為
替
取
方
（
取
扱
方
）
之
両
替
」
は
為
替
本
両
替
仲
間
の
前
身
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
江
戸
の
立
会
相
場
仲
間
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
18
）　
あ
と
で
詳
述
す
る
が
、
こ
の
と
き
、
打
銀
が
授
受
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
大
坂
商
人
、
ま
た
は
為
替
本
両
替
が
振
り
出
す
逆

為
替
を
十
人
両
替
が
購
入
し
た
場
合
、
振
出
人
が
十
人
両
替
に
打
銀
を
支
払
う
本
打
、
振
出
人
が
十
人
両
替
か
ら
打
銀
を
受
け
取
る
逆
打
、
打

銀
の
授
受
が
な
い
無
打
が
あ
り
、
打
銀
相
場
は
大
坂
―
江
戸
で
の
為
替
需
給
、
金
銀
相
場
に
よ
っ
て
変
動
し
た
。
た
だ
し
、
打
銀
に
は
両
替
屋

が
貨
幣
を
回
収
す
る
ま
で
の
金
利
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
、
日
限
が
長
く
な
る
ほ
ど
利
子
と
し
て
の
性
格
が
強
く
な
り
、
本
打
が
生
じ
る
場
合

が
多
く
な
っ
た
。
逆
に
、
日
限
が
短
い
と
、
為
替
需
給
と
金
銀
相
場
の
影
響
を
受
け
や
す
く
な
り
、
逆
打
も
生
じ
や
す
く
な
っ
た
（
賀
川
隆
行

『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
七
一
～
七
九
頁
）。

（
19
）　
こ
れ
は
、
江
戸
で
支
払
え
る
見
当
が
最
初
か
ら
な
く
と
も
当
座
の
資
金
を
調
達
し
、
手
形
が
送
付
さ
れ
返
送
さ
れ
る
概
ね
往
復
二
〇
日
間
の

間
に
、
金
銭
を
工
面
し
よ
う
と
す
る
大
坂
町
人
が
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
20
）　
念
の
た
め
付
言
し
て
お
く
と
、
傍
線
部
④
は
江
戸
側
の
落
ち
度
や
違
反
行
為
、
傍
線
部
⑤
は
大
坂
側
の
そ
れ
で
あ
る
。

（
21
）　「
仲
間
両
替
為
替
取
組
候
而
、
或
ハ
油
問
屋
・
綿
問
屋
等
之
江
戸
荷
物
差
下
候
諸
商
人
之
手
形
ニ
而
取
組
候
を
脇
出
為
替
と
申
候
」
の
解
釈
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は
と
り
に
く
い
が
、
後
掲
の
史
料
２
に
は
「
御
当
地
ニ
而
両
替
屋
共
江
為
替
取
組
申
儀
、
脇
出
之
為
替
と
申
候
」
と
あ
り
、「
或
ハ
」
は
「
一

方
で
は
」
の
意
味
で
と
っ
た
。

（
22
）　
こ
こ
で
差
出
人
を
本
両
替
と
し
た
理
由
は
、
後
掲
の
史
料
２
に
「
御
当
地
ニ
而
両
替
屋
共
江
為
替
取
組
申
儀
、
脇
出
之
為
替
と
申
候
而
、
下

り
手
形
ハ
外
之
印
形
人
ニ
而
、
置
手
形
ハ
両
替
屋
仕
儀
ニ
御
座
候
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
23
）　
置
手
形
差
入
人
で
あ
る
本
両
替
に
支
障
が
起
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
一
文
で
十
人
両
替
が
主
張
し
た
い
こ
と
は
、
仮
に
置
手
形

差
入
人
の
本
両
替
が
債
務
弁
済
能
力
を
失
っ
た
と
し
て
も
、
脇
出
手
形
に
は
商
売
取
引
の
裏
づ
け
が
あ
り
、
江
戸
で
は
確
実
に
回
収
で
き
る
の

で
、
そ
も
そ
も
本
両
替
に
債
務
弁
済
を
求
め
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
24
）　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
江
戸
両
替
屋
が
十
人
両
替
か
ら
手
形
を
受
け
取
り
、
江
戸
で
支
払
人
か
ら
回
収
し
江
戸
藩
邸
に
対
し
支
払
う
前
に
、

十
人
両
替
が
江
戸
両
替
屋
の
回
収
を
停
止
、
あ
る
い
は
江
戸
藩
邸
へ
の
支
払
い
を
停
止
（
こ
の
場
合
、
支
払
人
に
返
金
し
手
形
を
回
収
）
す
る

こ
と
が
で
き
た
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
置
手
形
差
出
人
が
手
形
振
出
人
に
対
し
金
銭
債
権
給
付
訴
訟
を
起
こ
し
た
場
合
、
手
形
振
出
人
に
債

務
弁
済
命
令
が
下
る
。
そ
う
す
る
と
、
置
手
形
差
出
人
に
手
形
振
出
人
の
財
産
が
移
転
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
十
人
両
替
は
早
々
に
江
戸

か
ら
手
形
の
返
送
を
受
け
、
手
形
を
手
形
振
出
人
に
戻
し
、
手
形
代
金
の
返
還
を
求
め
た
と
思
わ
れ
る
。

（
25
）　
も
と
よ
り
、
亨
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
時
点
で
は
当
該
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
後
掲
の
史
料
2
に
は
大

坂
近
郊
・
以
遠
の
商
人
か
ら
手
形
を
買
い
取
る
場
合
に
は
脇
出
為
替
の
方
法
を
と
っ
た
と
あ
る
の
で
、
十
人
両
替
が
大
坂
商
人
か
ら
直
接
手
形

を
買
い
取
る
と
き
も
あ
っ
た
と
考
え
て
お
く
。
実
際
、
こ
の
方
法
は
、
従
来
の
研
究
で
提
示
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
（
新
保
博
『
近
世
の
物

価
と
経
済
発
展
―
前
工
業
化
社
会
へ
の
数
量
的
接
近
―
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
八
年
、
二
一
五
頁
）。

（
26
）　
新
保
博
『
近
世
の
物
価
と
経
済
発
展
―
前
工
業
化
社
会
へ
の
数
量
的
接
近
―
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
八
年
）、
二
一
五
頁
な
ど
。

（
27
）　
黒
羽
兵
治
郎
編
『
大
阪
商
業
史
料
集
成
　
第
四
輯
　
復
刻
版
』（
清
文
堂
出
版
、
一
九
八
四
年
、
初
版
一
九
三
八
年
）、
二
七
頁
。

（
28
）　
松
好
貞
夫
『
日
本
両
替
金
融
史
論
　
復
刻
版
』（
柏
書
房
、
一
九
六
五
年
、
初
版
一
九
三
二
年
）、
三
三
三
～
三
四
二
頁
。

（
29
）　
作
道
洋
太
郎
『
日
本
貨
幣
金
融
史
の
研
究
―
封
建
社
会
の
信
用
通
貨
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
―
』（
未
来
社
、
一
九
六
一
年
）、
三
一
八
頁
。

（
30
）　
松
好
貞
夫
『
日
本
両
替
金
融
史
論
　
復
刻
版
』（
柏
書
房
、
一
九
六
五
年
、
初
版
一
九
三
二
年
）、
三
四
〇
頁
。
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（
31
）　
為
替
本
両
替
た
ち
が
利
便
性
の
た
め
「
仲
間
の
店
」
と
し
て
会
所
に
集
合
し
て
い
た
と
い
う
想
定
で
あ
る
。
聞
き
取
り
調
査
で
示
さ
れ
た
江

戸
為
替
の
取
り
組
み
方
は
、
い
つ
の
時
期
の
こ
と
か
不
明
で
あ
る
の
で
単
純
な
置
き
換
え
に
は
注
意
が
必
要
だ
が
、
こ
れ
ま
で
史
料
か
ら
実
証

さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
大
坂
の
両
替
屋
が
江
戸
為
替
を
取
り
組
み
、
江
戸
に
送
付
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
案
内
状
を
添
付
し
た
と
い
う

が
（
黒
羽
兵
治
郎
編
『
大
阪
商
業
史
料
集
成
　
第
四
輯
　
復
刻
版
』（
清
文
堂
出
版
、
一
九
八
四
年
、
初
版
一
九
三
八
年
、
二
〇
頁
）、
史
料
１
、

後
述
の
史
料
２
か
ら
は
そ
の
様
子
は
う
か
が
え
な
い
。
あ
く
ま
で
史
料
１
と
後
述
の
史
料
２
は
、
享
保
一
七
（
一
七
三
二
）
時
点
の
も
の
で
あ

り
、
後
年
に
な
っ
て
聞
き
取
り
調
査
で
示
さ
れ
た
江
戸
為
替
の
取
り
組
み
方
が
採
用
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
取
り
組
み

方
自
体
が
述
懐
で
あ
っ
た
こ
と
を
割
り
引
く
と
、
筆
者
の
仮
定
が
成
り
立
つ
余
地
は
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
32
）　
事
実
、
聞
き
取
り
調
査
に
お
い
て
も
、
大
坂
蔵
屋
敷
か
ら
江
戸
藩
邸
へ
の
江
戸
為
替
の
場
合
、「
江
戸
に
三
谷
善
（
三
）九
郎
な
る
者
あ
り
て
、
諸

藩
の
代
理
人
を
為
し
居
り
を
以
て
、
之
を
振
宛
つ
る
者
多
か
り
き
」
と
あ
り
（
黒
羽
兵
治
郎
編
『
大
阪
商
業
史
料
集
成
　
第
四
輯
　
復
刻
版
』

清
文
堂
出
版
、
一
九
八
四
年
、
初
版
一
九
三
八
年
、
二
〇
頁
）、
支
払
人
と
し
て
よ
く
登
場
し
た
と
い
う
三
谷
三
九
郎
は
相
場
立
会
仲
間
で
あ

っ
た
（
安
政
七
年
「
諸
事
控
」
本
三
六
九
）。

（
33
）　
後
述
す
る
よ
う
に
、
大
坂
町
奉
行
所
が
手
形
の
債
権
を
強
く
保
護
し
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

（
34
）　
こ
れ
以
外
に
も
、
為
替
本
両
替
仲
間
の
両
替
屋
同
士
で
手
形
を
融
通
し
合
う
場
合
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
35
）　
粕
谷
誠
『
戦
前
日
本
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
バ
ン
ク
―
財
閥
系
銀
行
と
金
融
市
場
―
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）、
三
八
～
四
二
頁
。

（
36
）　「
於
公
事
場
川
方
永
（
与
力
）田
官
兵
衛
殿
・
小
（
与
力
）泉
伊
左
衛
門
殿
・
大
（
与
力
）森
与
右
衛
門
殿
・
工
（
与
力
）藤
七
郎
左
衛
門
殿
立
合
ニ
而
、
助
松
屋
太
郎
三
郎
ゟ
天
王

寺（屋
脱
ヵ
）

庄
兵
衛
江
相
渡
候
為
替
、
脇
出
之
為
替
ニ
而
置
手
形
と
下
り
手
形
と
印
形
人
違
候
付
、
何
れ
へ
可
被
仰
付
筋
と
申
儀
、
其
方
共
致
来
候
仕
癖

も
可
有
之
間
、
無
遠
慮
存
知
寄
可
申
上
旨
、
則
右
為
替
証
文
之
写
四
通
御
渡
、
相
考
候
上
、
書
付
を
以
可
申
上
旨
御
申
渡
奉
畏
候
段
、
御
請
い

た
し
罷
立
候
事
」（
享
保
八
年
「
御
用
帳
」
本
三
四
二
、
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
七
月
朔
日
条
）。

（
37
）　
こ
の
「
通
」
の
部
分
は
、
前
文
の
「
置
手
形
仕
候
両
替
屋
へ
御
日
切
被
　
仰
付
候
」
を
指
し
て
い
る
。

（
38
）　
と
く
に
大
坂
町
奉
行
所
は
、
手
形
に
関
す
る
給
付
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
一
般
的
な
給
付
訴
訟
（
金
銀
出
入
）
よ
り
も
約
二
〇
日
間
も

早
く
一
度
目
の
対
決
（
返
済
日
限
）
を
命
じ
た
。
こ
れ
を
中
抜
裁
判
と
い
う
。
し
か
も
、
不
渡
り
手
形
に
関
す
る
訴
訟
は
吟
味
物
（
刑
事
事
件
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に
相
当
）
に
も
な
り
う
る
場
合
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
手
形
債
権
は
通
常
の
金
銭
債
権
よ
り
も
強
い
保
護
を
受
け
て
い
た
が
、
中
抜
裁
判
は
手

形
に
関
す
る
給
付
訴
訟
だ
け
に
適
用
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
大
坂
町
奉
行
所
に
お
い
て
は
中
抜
裁
判
以
上
に
迅
速
な
召
喚
手
続
も
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
（
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
、
一
五
〇
～
一
六
八
頁
）。
と
は
い
っ
て

も
、
手
形
の
債
権
保
護
を
大
坂
町
奉
行
所
が
強
く
保
護
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
、
江
戸
為
替
取
引
が
円
滑
に
機
能
し
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
商
人
間
の
信
用
だ
け
が
江
戸
為
替
取
引
を
支
え
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
39
）　
賀
川
隆
行
は
、
専
業
の
為
替
取
引
業
者
で
あ
る
為
替
本
両
替
の
成
立
時
期
を
宝
暦
～
明
和
期
（
一
七
五
一
～
一
七
七
二
）
と
し
て
い
る
が
、

史
料
１
の
「
為
替
取
方
之
両
替
」
を
為
替
本
両
替
と
す
る
と
、
そ
の
成
立
は
も
っ
と
早
か
っ
た
こ
と
に
な
る
（
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史

の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
七
〇
～
七
一
頁
）。
た
だ
し
、
為
替
本
両
替
仲
間
と
い
う
名
称
が
生
ま
れ
た
の
は
一
八
世
紀
中
頃
か

も
し
れ
ず
、
そ
の
場
合
、「
為
替
取
方
之
両
替
」
は
為
替
本
両
替
仲
間
の
前
身
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
40
）　
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
三
二
～
八
二
頁
。

（
41
）　
新
保
博
『
近
世
の
物
価
と
経
済
発
展
―
前
工
業
化
社
会
へ
の
数
量
的
接
近
―
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
八
年
）、
二
一
六
頁
。

（
42
）　
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
七
一
～
八
二
頁
。

（
43
）　
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
五
四
～
五
五
頁
、
七
六
～
七
九
頁
。

（
44
）　
中
井
信
彦
『
幕
藩
社
会
と
商
品
流
通
』（
塙
書
房
、
一
九
六
一
年
）、
一
九
一
頁
。

（
45
）　
中
井
信
彦
『
幕
藩
社
会
の
商
品
流
通
』（
塙
書
房
、
一
九
六
一
年
）、
一
九
一
～
一
九
三
頁
、
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
七
一
～
七
二
頁
。

（
46
）　
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
五
三
～
六
四
頁
。

（
47
）　
後
述
す
る
近
為
替
の
場
合
、
大
坂
両
替
店
は
為
替
本
両
替
か
ら
手
形
を
購
入
し
、
江
戸
両
替
店
が
当
該
手
形
で
相
場
立
会
仲
間
か
ら
回
収
し

た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
三
井
組
は
相
場
立
会
仲
間
と
日
頃
か
ら
取
引
関
係
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
48
）　
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
五
五
頁
。

（
49
）　
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
七
〇
～
七
一
頁
。
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（
50
）　
な
お
、
京
都
両
替
店
は
、
も
と
も
と
京
都
呉
服
店
の
越
後
屋
か
ら
の
江
戸
為
替
（
近
為
替
）
も
引
き
受
け
て
お
り
、
享
保
期
（
一
七
一
六
～

一
七
三
六
）
か
ら
京
都
呉
服
店
が
独
自
に
江
戸
為
替
を
取
り
組
み
は
じ
め
て
い
っ
た
と
い
う
（
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
七
〇
頁
）。
よ
っ
て
、
一
八
世
紀
初
頭
、
大
坂
両
替
店
が
商
品
取
引
の
裏
づ
け
が
あ
る
近
為
替
を
取
り
組
ん
で
い
な

か
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
51
）　
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
に
は
、
三
井
の
営
業
店
は
本
店
（
呉
服
）、
綿
店
（
関
東
物
）、
両
替
店
に
分
立
し
た
。
こ
の
な
か
で
呉
服
店
諸
店

は
、
同
じ
年
に
本
店
一
巻
と
し
て
集
団
化
し
た
（
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
一
巻
』
三
井
文
庫
、
一
九
八
〇
年
、
八
〇
～
八
一

頁
）。
両
替
店
諸
店
が
両
替
店
一
巻
と
し
て
集
団
化
し
た
の
は
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
両
替
店
一
巻
に
は
、
享

保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
時
点
で
京
両
替
店
、
江
戸
両
替
店
、
大
坂
両
替
店
、
糸
店
が
所
属
し
、
翌
享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
に
間あ

い

之の

町
店

が
加
わ
っ
た
（
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
　
資
料
篇
一
』
三
井
文
庫
、
一
九
七
三
年
、
七
五
九
～
七
六
〇
頁
、
七
八
九
頁
）。

（
52
）　
西
川
登
『
三
井
家
勘
定
管
見
―
江
戸
時
代
の
三
井
家
に
お
け
る
内
部
会
計
報
告
制
度
お
よ
び
会
計
処
理
技
法
の
研
究
―
』（
白
桃
書
房
、
一

九
九
三
年
）、
一
七
五
～
一
七
六
頁
。

（
53
）　「
目
録
帳
」・「
目
録
控
」
と
「
大
坂
店
目
録
留
」、
お
よ
び
「
大
福
帳
」
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
西
川
登
『
三
井
家
勘
定
管
見
―
江
戸
時
代
の

三
井
家
に
お
け
る
内
部
会
計
報
告
制
度
お
よ
び
会
計
処
理
技
法
の
研
究
―
』（
白
桃
書
房
、
一
九
九
三
年
）、
一
五
八
～
一
六
〇
頁
、
三
〇
四
～

三
〇
九
頁
に
よ
る
。
な
お
、
詳
し
い
史
料
名
な
ど
に
つ
い
て
は
、
萬
代
悠
「
三
井
大
坂
両
替
店
の
都
市
不
動
産
経
営
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
第

五
三
号
、
二
〇
一
九
年
、
一
～
一
八
六
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
54
）　
具
体
的
に
は
、「
要
金
積
」
や
「
店
普
請
金
積
」
を
指
す
（
西
川
登
『
三
井
家
勘
定
管
見
―
江
戸
時
代
の
三
井
家
に
お
け
る
内
部
会
計
報
告

制
度
お
よ
び
会
計
処
理
技
法
の
研
究
―
』
白
桃
書
房
、
一
九
九
三
年
、
一
六
三
頁
）。

（
55
）　
名
目
上
は
京
都
両
替
店
へ
の
送
金
で
、
そ
の
実
態
は
京
都
両
替
店
の
リ
ザ
ー
ブ
で
あ
る
（
西
川
登
『
三
井
家
勘
定
管
見
―
江
戸
時
代
の
三
井

家
に
お
け
る
内
部
会
計
報
告
制
度
お
よ
び
会
計
処
理
技
法
の
研
究
―
』
白
桃
書
房
、
一
九
九
三
年
、
一
六
五
頁
）。

（
56
）　
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
に
お
い
て
は
、
三
井
同
族
と
各
営
業
店
を
統
轄
す
る
大
元
方
が
京
都
に
新
設
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
家
産
共
有
制
に

基
づ
く
統
轄
機
関
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
大
元
方
は
、
各
営
業
店
へ
の
資
本
金
出
資
（
定
額
投
資
）
と
資
金
需
要
に
対
す
る
有
利
子
融
資
、
奉
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公
人
の
規
制
、
三
井
各
家
の
賄
料
支
出
な
ど
を
担
当
し
た
。
大
元
方
の
運
営
は
、
①
各
営
業
店
か
ら
の
功
納
金
（
投
資
額
に
応
じ
た
毎
季
定
額

配
当
）
収
入
、
②
三
年
留
保
残
余
利
益
｛
収
益
―
（
諸
経
費
＋
積
立
金
）｝
の
大
部
分
の
取
得
、
③
大
元
方
所
有
の
不
動
産
純
利
益
か
ら
成
り

立
っ
て
い
た
。
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
は
、
三
井
同
苗
間
の
対
立
や
借
財
の
偏
在
に
よ
り
、
事
業
部
門
は
本
店
一
巻
（
北
家
、
新
町
家
、

長
井
家
、
家
原
家
）、
両
替
店
一
巻
（
伊
皿
子
家
、
室
町
家
、
南
家
、
小
石
川
家
）、
松
坂
店
（
小
野
田
家
、
松
坂
家
、
永
坂
町
家
）
に
分
割
さ

れ
た
（「
安
永
の
持
分
け
」）。
こ
れ
に
よ
り
、
各
営
業
店
が
大
元
方
か
ら
独
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
大
元
方
は
、
営
業
店
へ
の
投
融
資
を
停
止

し
、
統
轄
機
能
を
喪
失
し
た
。
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
至
る
と
、
家
産
共
有
制
と
大
元
方
に
よ
る
統
轄
機
能
が
復
活
し
た
（「
寛
政
一

致
」）。
分
割
さ
れ
て
い
た
資
産
も
、
ほ
ぼ
大
元
方
持
に
戻
っ
た
。
た
だ
し
、
三
年
留
保
残
余
利
益
の
取
得
は
復
活
せ
ず
、
大
元
方
へ
の
上
納
金

は
増
額
の
う
え
で
定
額
化
し
た
（
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
一
巻
』
三
井
文
庫
、
一
九
八
〇
年
、
九
六
～
一
〇
〇
頁
、
三
二
八
～

三
三
二
頁
、
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
一
二
～
一
四
頁
、
二
三
頁
、
西
川
登
『
三
井
家
勘
定
管

見
―
江
戸
時
代
の
三
井
家
に
お
け
る
内
部
会
計
報
告
制
度
お
よ
び
会
計
処
理
技
法
の
研
究
―
』
白
桃
書
房
、
一
九
九
三
年
、
一
一
九
～
一
二
二

頁
、
一
七
九
～
一
九
二
頁
、
二
三
一
～
二
三
八
頁
）。
以
上
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
萬
代
悠
「
三
井
大
坂
両
替
店
の
都
市
不
動
産
経
営
」（『
三

井
文
庫
論
叢
』
第
五
三
号
、
二
〇
一
九
年
、
一
～
一
八
六
頁
）、
八
～
九
頁
も
参
照
。

（
57
）　
実
際
の
数
値
に
つ
い
て
は
、
萬
代
悠
「
三
井
大
坂
両
替
店
の
都
市
不
動
産
経
営
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
五
三
号
、
二
〇
一
九
年
、
一
～
一

八
六
頁
）、
九
九
～
一
〇
六
頁
を
参
照
。
な
お
、
享
保
四
年
「
目
録
寄
歩
廻
控
」（
続
二
七
一
四
）
に
よ
る
と
享
保
四
年
～
六
年
（
一
七
一
九
～

一
七
二
一
）
の
延
銀
も
判
明
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
新
金
」
と
「
新
銀
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
以
降
の
延

銀
と
単
純
に
比
較
で
き
な
い
の
で
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
省
い
た
。

（
58
）　
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
一
巻
』（
三
井
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）、
二
三
六
～
二
三
七
頁
、
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研

究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
一
七
一
～
一
七
五
頁
。

（
59
）　
萬
代
悠
「
三
井
大
坂
両
替
店
の
都
市
不
動
産
経
営
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
五
三
号
、
二
〇
一
九
年
、
一
～
一
八
六
頁
）、
二
四
頁
。

（
60
）　
樋
口
知
子
「
深
井
孫
七
郎
『
大
坂
店
勤
番
日
記
』
一
―
天
明
六
・
七
年
の
大
坂
両
替
店
―
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
二
一
号
、
一
九
八
七
年
、

三
五
五
～
四
二
五
頁
）、
樋
口
知
子
「
深
井
孫
七
郎
『
大
坂
店
勤
番
日
記
』
二
―
天
明
六
・
七
年
の
大
坂
両
替
店
―
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
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二
二
号
、
一
九
八
八
年
、
九
七
～
一
五
六
頁
）。

（
61
）　
加
役
と
は
、
本
役
に
対
す
る
語
で
あ
り
、
本
役
以
外
に
さ
ら
に
付
加
的
に
任
じ
ら
れ
る
職
務
で
あ
っ
た
（
曽
根
ひ
ろ
み
「「
与
力
・
同
心
」

論
―
一
八
世
紀
後
半
の
大
坂
町
奉
行
所
を
中
心
に
―
」『
神
戸
大
学
教
養
部
紀
要
　
論
集
』
第
四
〇
号
、
一
九
八
七
年
、
五
一
～
八
〇
頁
、
引

用
部
分
は
五
六
～
五
八
頁
、
六
三
頁
）。

（
62
）　
大
坂
両
替
店
は
江
戸
両
替
店
の
出
店
と
い
う
建
前
で
あ
っ
た
か
ら
、
三
井
元
之
助
名
前
の
所
在
地
は
江
戸
駿
河
町
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
（
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
　
資
料
篇
一
』
三
井
文
庫
、
一
九
七
三
年
、
七
六
六
頁
）。

（
63
）　
松
尾
涼
「
江
戸
幕
府
大
坂
御
為
替
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
第
二
八
三
号
、
一
九
七
一
年
、
五
八
～
八
四
頁
）。

（
64
）　
後
述
す
る
よ
う
に
、
享
保
一
三
年
（
一
七
二
八
）
時
点
の
「
訳
書
目
録
」
に
は
、
取
り
組
み
先
ご
と
に
取
り
組
み
金
額
が
記
録
さ
れ
て
い
た

（
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
一
巻
』
三
井
文
庫
、
一
九
八
〇
年
、
二
七
九
～
二
八
〇
頁
）。

（
65
）　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
当
然
、「
訳
書
目
録
」
に
は
公
金
為
替
に
擬
制
し
た
延
為
替
貸
付
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、「
訳
書
目
録
」
に
は
取
り

組
み
先
（
貸
付
先
）
と
取
り
組
み
額
（
貸
付
額
）
し
か
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
給
付
訴
訟
時
に
は
大
坂
両
替
店
が
手
形
の
末
文
を
切
り
離
す
の

で
、
大
坂
町
奉
行
所
か
ら
糺
問
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

（
66
）　
松
尾
涼
「
江
戸
幕
府
大
坂
御
為
替
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
第
二
八
三
号
、
一
九
七
一
年
、
五
八
～
八
四
頁
）、
七
〇
頁
、
日
本
経
営
史

研
究
所
編
『
三
井
両
替
店
』（
三
井
銀
行
・『
三
井
両
替
店
』
編
纂
委
員
会
、
一
九
八
三
年
）、
五
三
頁
、
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
　
本
篇

第
一
巻
』（
三
井
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）、
二
七
九
～
二
八
〇
頁
。

（
67
）　
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
一
巻
』（
三
井
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）、
二
七
九
～
二
八
〇
頁
。

（
68
）　
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
一
巻
』（
三
井
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）、
二
八
〇
頁
。

（
69
）　
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
一
巻
』（
三
井
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）、
二
八
〇
頁
。
た
だ
し
、
す
で
に
享
保
一
三
年
（
一
七
二
八
）

か
ら
、
京
都
、
大
坂
両
替
店
が
自
己
資
金
を
加
え
て
延
為
替
貸
付
を
し
て
い
た
と
す
る
主
張
も
あ
る
（
中
田
易
直
『
三
井
高
利
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
五
九
年
、
一
七
六
頁
）。

（
70
）　
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
七
一
頁
。
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（
71
）　
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
四
五
頁
、
一
九
四
頁
、
一
九
八
頁
、
二
〇
〇
～
二
〇
一
頁
、

（
72
）　
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
四
八
～
五
一
頁
。

（
73
）　
な
お
、
賀
川
が
提
示
し
た
幕
府
公
金
預
か
り
金
額
は
三
井
組
が
預
か
っ
た
金
額
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
京
都
、
大
坂
両
替
店
に
分
配
さ

れ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
（
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
三
七
～
三
九
頁
）、
本
文
の
通
り
留
保

は
必
要
だ
が
、
預
か
り
金
額
と
延
為
替
貸
付
額
の
乖
離
は
よ
り
大
き
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
三
井
組
は
大
坂
御
金
蔵
御
為
替
御
用

の
ほ
か
に
京
都
や
大
津
の
御
為
替
御
用
を
担
っ
て
い
た
が
、
そ
の
預
り
金
額
を
加
味
し
て
も
乖
離
の
傾
向
は
変
わ
ら
な
い
（
賀
川
隆
行
『
近
世

三
井
経
営
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
四
四
～
五
一
頁
）。

（
74
）　
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
四
〇
～
四
一
頁
。
こ
れ
ら
は
、
幕
府
の
貨
幣
政
策
の
一
環
で
あ

っ
た
（
中
井
信
彦
『
転
換
期
幕
藩
制
の
研
究
―
宝
暦
・
天
明
期
の
経
済
政
策
と
商
品
流
通
―
』
塙
書
房
、
一
九
七
一
年
、
七
二
～
八
〇
頁
）。

（
75
）　
訳
書
方
は
加
役
（
ま
た
は
部
局
）
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

（
76
）　
大
坂
町
奉
行
と
与
力
を
公
私
に
わ
た
っ
て
仲
介
し
た
の
が
大
坂
町
奉
行
の
家
老
と
御
用
人
・
御
取
次
で
あ
り
、
彼
ら
は
大
坂
町
奉
行
（
旗

本
）
か
ら
直
接
召
し
抱
え
ら
れ
た
家
臣
で
あ
っ
た
（
渡
邊
忠
司
「
大
坂
町
奉
行
と
与
力
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
」
大
阪
市
史
編
纂
所
編
『
大

阪
市
史
史
料
　
第
二
三
輯
　
大
坂
東
町
奉
行
所
与
力
公
務
日
記
―
明
和
五
年
正
月
ヨ
リ
七
月
迄
―
』
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
八
八
年
、
一
三

五
～
一
五
七
頁
）、
一
四
五
頁
。

（
77
）　
目
安
役
（
目
安
方
）
は
、
加
役
の
一
つ
で
あ
り
、
訴
訟
・
裁
判
に
直
接
か
か
わ
る
役
職
で
あ
っ
た
。
目
安
役
が
創
設
さ
れ
た
の
は
宝
永
～
延

享
期
（
一
七
〇
四
～
一
七
四
四
）
の
こ
と
で
あ
る
。
一
八
世
紀
後
半
に
入
る
と
、
目
安
役
の
権
限
は
拡
大
し
て
い
き
、
目
安
役
は
公
事
出
入

（
お
も
に
民
事
訴
訟
に
相
当
）
と
吟
味
筋
（
刑
事
事
件
に
相
当
）
に
関
す
る
す
べ
て
の
種
類
の
取
り
調
べ
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
天
明

七
年
（
一
七
八
七
）
に
は
、
従
来
の
目
安
役
の
役
割
を
吸
収
、
統
轄
す
る
吟
味
役
が
新
規
に
創
設
さ
れ
た
（
曽
根
ひ
ろ
み
「「
与
力
・
同
心
」

論
―
一
八
世
紀
後
半
の
大
坂
町
奉
行
所
を
中
心
に
―
」『
神
戸
大
学
教
養
部
紀
要
　
論
集
』
第
四
〇
号
、
一
九
八
七
年
、
五
一
～
八
〇
頁
、
引

用
部
分
は
七
三
～
七
四
頁
）。

（
78
）　
曽
根
ひ
ろ
み
「「
与
力
・
同
心
」
論
―
一
八
世
紀
後
半
の
大
坂
町
奉
行
所
を
中
心
に
―
」（『
神
戸
大
学
教
養
部
紀
要
　
論
集
』
第
四
〇
号
、
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一
九
八
七
年
、
五
一
～
八
〇
頁
）、
七
四
頁
。

（
79
）　
も
と
よ
り
、
こ
れ
は
擬
制
で
あ
っ
て
、
内
実
の
大
部
分
は
延
為
替
の
貸
付
額
と
貸
付
先
で
あ
る
。

（
80
）　
史
料
10
で
は
「
請
取
」、
史
料
11
で
は
「
渡
」
と
な
っ
て
お
り
、
や
や
混
乱
す
る
が
、
史
料
11
の
冒
頭
に
は
「
午
（
宝
暦
一
二
年
）

四
月
十
八
日
渡
」
と
あ
り
、

後
文
で
「
当
午
四
月
十
八
日
ゟ
同
十
二
月
十
八
日
迄
於
江
戸
御
金
蔵
奉
請
取
候
」
と
あ
る
の
で
、「
渡
」
は
受
け
取
り
（
預
か
り
）
の
意
味
で

あ
ろ
う
。
ほ
か
の
年
で
は
「
渡
り
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
正
確
に
は
「
向
こ
う
か
ら
渡
っ
て
来
た
」
と
い
う
意
味
と
な
る
。

（
81
）　
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
四
月
の
「
訳
書
目
録
」
の
写
し
に
よ
る
と
、
同
年
に
は
、
三
井
組
は
目
安
方
部
局
と
訳
書
方
部
局
そ
れ
ぞ
れ
に
提

出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
宝
暦
四
年
「
為
御
替
御
金
銀
請
払
之
留
」
別
一
七
二
二
）。

（
82
）　
も
と
よ
り
、
大
坂
町
奉
行
所
は
三
井
組
に
被
告
と
取
り
組
ん
だ
本
手
形
や
置
手
形
を
提
出
さ
せ
て
い
た
の
で
、
訴
状
だ
け
で
返
済
命
令
が
出

た
わ
け
で
は
決
し
て
な
く
、「
訳
書
目
録
」
と
照
合
す
る
と
い
う
手
順
が
省
か
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。

（
83
）　
天
保
一
三
年
「
為
御
替
御
金
銀
請
払
留
」（
本
二
三
一
）。

（
84
）　
実
際
、
一
七
七
〇
～
一
七
八
〇
年
代
に
お
い
て
は
延
為
替
貸
付
の
元
金
は
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
。
当
時
の
大
坂
両
替
店
に
は
、
延
為
替
貸
付

に
資
金
を
回
す
余
裕
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
萬
代
悠
「
三
井
大
坂
両
替
店
の
都
市
不
動
産
経
営
」『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
五
三
号
、

二
〇
一
九
年
、
一
～
一
八
六
頁
、
引
用
部
分
は
一
八
頁
）。
た
だ
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
頃
に
は
、
京
都
、
大
坂
両
替
店
の
決
算
報
告

書
類
と
照
合
す
る
と
、
幕
府
公
金
預
か
り
金
額
の
概
ね
二
倍
以
上
の
延
為
替
貸
付
額
が
記
録
さ
れ
て
い
た
。

（
85
）　
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
一
一
月
二
四
日
条
に
は
、「
此
度
被
仰
付
候
御
貸
付
金
壱
万
両
、
今
日
元
方
御
金
蔵
ゟ
首
尾
能
請
取
難
有
奉
存

候
」
と
あ
り
、
ま
ず
江
戸
両
替
店
が
江
戸
の
蓮
池
御
金
蔵
か
ら
金
一
万
両
を
受
け
取
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
寛
政
四
年
「
御
貸
附
金
御
用
一
巻
并

御
扶
持
方
一
巻
・
御
苗
字
一
巻
」
本
三
九
四
）。

（
86
）　
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
　
本
篇
第
一
巻
』（
三
井
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）、
四
八
七
～
四
八
八
頁
。
同
書
に
よ
る
と
、
三
井
組
は
文
化
九

年
（
一
八
一
二
）
に
元
金
の
金
六
〇
〇
〇
両
の
返
納
を
命
じ
ら
れ
、
翌
年
に
返
納
し
た
と
い
う
。

（
87
）　
大
坂
町
奉
行
所
が
大
坂
両
替
店
の
願
書
提
出
の
四
か
月
後
に
返
答
し
た
の
は
（
史
料
14
に
は
「
旧
冬
」
に
願
書
提
出
と
あ
る
）、
債
権
の
取

り
扱
い
に
つ
い
て
評
議
に
時
間
を
要
し
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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（
88
）　
当
該
文
言
を
素
直
に
読
む
と
、
公
金
貸
付
の
個
々
の
額
は
報
告
し
て
も
よ
い
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
大
坂
両
替
店
が
個
々

の
貸
付
相
手
の
み
を
明
記
し
て
そ
の
貸
付
額
を
併
記
し
な
い
の
は
考
え
に
く
い
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
こ
こ
で
は
総
額
と
解
釈
し
た
。

二
　
債
権
保
護
を
め
ぐ
る
大
坂
法

1　

大
坂
法
の
特
徴

☆

―
―

☆

寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
の
相あ
い

対た
い

済
す
ま
し

令れ
い

か
ら

寛
政
九
年
相
対
済
令
（
九
月
一
二
日
公
布
）
の
概
要
　
幕
府
は
、
江
戸
町
奉
行
所
裁
判
管
轄
下
に
対
し
て
、
当
該
法
令
発
令
時
ま
で
の
金か
ね

公く

事じ

（
お
も
に
利
息
付
き
無
担
保
金
融
債
権
の
給
付
訴
訟
（

）
1

）
を
受
理
す
る
こ
と
を
停
止
し
、
当
該
訴
訟
に
関
し
て
は
町
奉
行
所
が
関
与
せ
ず

当
事
者
間
で
解
決
す
べ
き
こ
と
を
公
布
し
た
（

）
2

。
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
令
と
同
様
、
こ
の
相
対
済
令
は
江
戸
町
奉
行
所
裁
判
管
轄
下
の
み

有
効
で
あ
り
、
京
都
、
大
坂
町
奉
行
所
裁
判
管
轄
下
に
お
い
て
は
、
適
用
外
で
あ
る
こ
と
が
公
布
さ
れ
た
（

）
3

。

江
戸
呉
服
店
の
動
揺
　
江
戸
呉
服
店
（
本
店
、
向
店
、
芝
口
店
）
の
手
代
が
京
都
呉
服
店
の
手
代
に
対
し
、
寛
政
九
年
令
公
布
の
影
響
を

送
達
し
た
。
公
布
を
知
ら
せ
た
第
一
報
は
九
月
一
二
日
作
成
で
あ
り
（

）
4

、
下
記
の
詳
細
に
つ
い
て
は
九
月
二
七
日
作
成
で
あ
る
。

〔
史
料
15
〕
寛
政
九
年
「
証
無
番
」（
本
一
四
五
四
─
四
）。

　
　
　
　
　
証
無
番

　
　
一
筆
致
啓
上
候

一
、
当
月
十
二
日
、
十
四
日
御
触
之
趣
十
四
日
早
便
を
以
得
御
意
候
処
、
右
書
状
十
八
日
ニ
者
着
い
た
し
候
由
、
本
状
追
書
ゟ
被
仰
聞
、

致
承
知
候

一
、
右
御
触
後
、
諸
所
様
子
聞
繕
候
得
共
、
何
方
迚
も
右
之
通
御
触
出
し
有
之
候
上
者
、
如
何
と
も
可
致
義
も
無
之
、
只
世
間
之
様
子



64

ヲ
互
ニ
聞
合
見
合
居
候
斗
ニ
御
座
候

一
、
五①

拾
弐
年
已
前
延
享
三
子
年
、
当
年
之
通
之
御
触
御
座
候
所
、
其
節
ハ
延
享
元
子
年
ゟ
之
分
者
御
取
上
ケ
御
裁
許
可
被
下
と
の
御

触
ニ
御
座
候
、
此
度
者
当
八
月
晦
日
迄
之
分
御
取
上
ケ
無
御
座
と
の
義
ニ
御
座
候
故
、
余
り
際
と
き
御
触
ニ
在
之
候
ニ
付
、
世
上
一

統
大
難
渋
之
由
ニ
相
聞
へ
申
候
、
仍②

而
本
町
筋
薬
種
問
屋
、
伝
馬
町
問
屋
向
、
其
外
諸
商
売
問
屋
中
之
義
ハ
、
御
当
地
者
不
及
申
、

関
東
奥
筋
諸
商
人
中
へ
皆
々
貸
込
置
候
ニ
付
、
先
々
此
上
之
所
済
方
如
何
可
在
之
哉
と
大
屈
宅
（
託
）之

趣
ニ
御
座
候
、
右
之
儀
ニ
付
、
十

仲
間
中
先
日
ゟ
度
々
寄
合
相
付
、
種
々
相
談
等
有
之
、
延
享
度
之
如
く
及
至
三
年
五
年
已
前
ゟ
之
分
ハ
借
り
貸
出
入
御
取
上
ケ
も
被

成
下
候
様
と
の
御
願
も
上
ケ
申
度
と
の
趣
ニ
相
聞
へ
候
得
共
、
未
何
事
も
取
極
り
之
相
談
も
決
着
不
致
候

一
、
是③

迄
貸
金
銀
御
公
訴
ニ
罷
成
、
月
賦
限
金
ニ
被
仰
付
在
之
分
、
御
裏
判
之
証
文
当
廿
五
日
持
参
仕
候
様
、
先
一
番
組
・
二
番
組
名

主
中
へ
当
廿
四
日
被
仰
付
候
、
然
ニ
手
前
方
本
店
ニ
三
口
、
向
店
ニ
二
口
在
之
候
ニ
付
、
一
昨
廿
五
日
北
御
番
所
へ
持
参
仕
候
、
尤

右
二
組
ニ
而
凡
三
千
人
余
も
罷
出
候
義
ニ
有
之
候
、
夜④

ニ
入
御
呼
込
、　
御
奉
行
様
ゟ
先
日
御
触
之
趣
被
被〻
仰
渡
、
借
り
方
之
者
共

へ
此
末
実
意
を
以
返
済
可
仕
之
段
、
貸
方
者
相
対
を
以
受
取
可
申
旨
被
仰
付
、
右
之
段
承
知
之
印
形
明
日
差
上
可
申
段
被
仰
付
、
一

同
引
取
、
昨
廿
六
日
御
請
印
差
上
候
処
、
御
裏
判
之
証
文
之
義
者
来
月
廿
三
日
差
上
可
申
旨
被
仰
付
、
引
取
申
候

一
、
来
月
廿
三
日
証
文
差
上
申
候
上
者
、
右
限
金
之
分
者
御
取
上
ケ
不
被
遊
候
義
、
仮
令
実
意
を
以
返
済
可
仕
旨
被
仰
付
候
御
儀
ニ
者

候
得
共
、
中
々
済
方
之
処
無
覚
束
も
の
と
奉
存
候
、
右
限
銀
ニ
相
成
在
之
分
、
両
御
番
所
ニ
凡
一
万
口
余
も
可
在
之
と
の
様
子
ニ
相

聞
得
申
候
、
名
主
組
々
廿
六
七
番
組
迄
も
在
之
趣
ニ
候
得
者
、
日
々
御
呼
出
人
数
広
太
（
大
）成
義
、
右
御
調
旁
斗
も
御
大
造
成
御
事
と
奉

存
候

一
、
右⑤

ニ
付
手
前
三
店
売
込
残
銀
之
分
、
是
迄
平
日
成
丈
為
相
願
、
猶
又
五
節
句
両
際
者
別
段
ニ
掛
り
役
等
申
付
、
無
抜
目
催
促
方
懸

引
罷
在
候
得
共
、
兎
角
年
立
（
経
）候

ニ
随
ひ
古
掛
ニ
相
成
、
済
方
難
渋
千
万
奉
存
候
、
別
而
去
暮
当
分
已
前
滞
銀
も
彼
是
大
銀
ニ
御
座
候
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故
、
願
方
催
促
之
仕
方
種
々
手
段
為
致
罷
在
御
事
ニ
御
座
候
、
然⑥

る
ニ
此
度
右
之
御
触
ニ
而
先
々
様
思
召
入
如
何
ニ
可
有
御
座
哉
、

此
所
屈
宅
（
託
）成

も
の
ニ
御
座
候
ニ
付
、
彼
是
談
し
合
見
候
処
、
左
候
得
者
迚
、
只
今
格
別
ニ
相
願
候
而
者
却
而
先
々
様
へ
御
気
を
持
セ

候
様
成
義
ニ
も
相
成
候
而
者
不
可
然
奉
存
候
、
畢
竟
手
前
御
督
（
得
）意

様
方
者
御
懇
意
合
を
以
売
上
候
義
故
、
此
上
如
何
様
ニ
も
先
々
様

ニ
応
し
願
方
勘
弁
ヲ
以
幾
重
ニ
も
不
相
替
御
懇
意
ヲ
相
願
、
御
用
向
も
被
仰
下
、
残
銀
之
儀
此
上
者
只
々
御
憐
愍
御
実
意
を
以
御
渡

済
被
成
下
候
様
懸
引
可
仕
積
ニ
御
座
候
、
先
差
当
り
当
蛭
子
講
前
取
入
方
等
之
様
子
相
考
、
猶
々
尽
手
段
、
取
納
候
様
可
致
候

一
、
右
ニ
付
而
も
昨
日
出
証
無
番
状
ゟ
及
御
報
候
通
、
見
印
商
内
者
極
々
大
切
、
既
ニ
不
存
寄
右
体
之
御
触
等
も
御
座
候
得
者
、
都
而

貸
し
方
ハ
大
難
渋
可
申
積
も
無
御
座
候
、
仍
之
三
店
共
重
々
及
示
談
合
、
前
印
商
相
励
出
し
候
ゟ
外
無
御
座
候
ニ
付
、
此
度
三
店
共

支
配
人
始
、
頭
役
中
極
真
ニ
能
呑
込
、
前
印
商
好
ニ
相
成
候
積
ニ
仕
（
し
お
う
）
裸
申
度
、
此
度
重
々
示
合
罷
在
候
御
事
ニ
御
座
候

一
、
此⑦

度
江
戸
表
御
触
之
義
、
京
都
・
大
坂
表
者
如
何
ニ
御
坐
候
哉
、
未
何
方
ゟ
も
何
之
噂
も
無
御
座
候
、
有
無
之
義
可
被
仰
聞
候
、

右
得
御
意
度
三
店
連
名
を
以
如
此
御
座
候
、
已
上

�

同
（
本
店
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
九
月
廿
七
日�

善
（
江
戸
本
店
、元
〆
）

兵
衛
（
印
） 

　
　
　
　
　
　
　
　

�

藤
（
江
戸
本
店
、加
判
名
代
）

右
衛
門
（
印
） 

　
　
　
　
　
　
　

�

小
（
江
戸
本
店
、元
方
掛
名
代
）

右
衛
門
（
印
） 

　
　
　
　
　
　
　

�

利
（
江
戸
本
店
、勘
定
名
代
）

助
（
印
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

向
店
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

善
（
江
戸
向
店
、加
判
名
代
）

右
衛
門
（
印
） 

　
　
　
　
　
　
　

�

幸
（
江
戸
向
店
、加
判
名
代
）

七
（
印
） 
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�

芝
口
店
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

長
（
江
戸
芝
口
店
、元
〆
）

右
衛
門
（
印
） 

　
　
　
　
　
　
　

�

六
（
江
戸
芝
口
店
、元
方
掛
名
代
）

兵
衛
（
印
） 

　
　
　
　
　
　
　
　

�

安
（
江
戸
芝
口
店
、後
見
）

右
衛
門
（
印
） 

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
三
井

　
　
　
　
　
　
吉
（
京
本
店
、元
〆
）

郎
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
七
（
京
本
店
、加
判
名
代
）

郎
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
徳
（
京
本
店
、元
方
掛
名
代
）

次
郎
殿

　
　
　
　
　
　
利
（
京
本
店
、勘
定
名
代
）

兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
藤
（
京
本
店
、後
見
）

吉
殿

傍
線
部
の
概
要
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
延
享
三
年
（
一
七
四
七
）
令
の
場
合
、
江
戸
町
奉
行
所
は
、
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
か
ら

の
金
公
事
に
つ
い
て
は
受
理
し
た
が
、
寛
政
九
年
令
の
場
合
、
同
年
八
月
晦
日
ま
で
の
金
公
事
の
受
理
を
停
止
し
た
（
①
）。
関
東
奥
筋
諸

商
人
へ
の
債
権
が
あ
る
江
戸
の
諸
問
屋
は
途
方
に
暮
れ
て
い
る
の
で
、
十
組
問
屋
中
が
延
享
三
年
令
と
同
じ
く
三
～
五
年
前
の
金
公
事
に
つ

い
て
も
受
理
す
る
よ
う
嘆
願
を
計
画
す
る
も
、
未
決
着
で
中
断
中
で
あ
る
（
②
）。
す
で
に
訴
訟
中
の
金
公
事
の
場
合
、
切き
り

金が
ね

（
長
期
分
割

返
済
）
を
命
じ
た
訴
訟
に
関
し
て
は
、
名
主
組
ご
と
に
裏
判
証
文
（
目
安
裏
書
、
受
理
済
の
署
名
）
を
持
参
す
る
よ
う
江
戸
町
奉
行
所
が
指

示
し
た
の
で
、
江
戸
呉
服
店
の
場
合
、
本
店
は
三
口
、
向
店
は
二
口
を
持
参
し
た
が
、
一
番
組
と
二
番
組
で
総
勢
三
〇
〇
〇
人
余
が
持
参
し

た
（
③
）。
江
戸
町
奉
行
所
は
持
参
者
に
対
し
当
事
者
間
で
解
決
す
る
こ
と
を
誓
約
さ
せ
、
承
知
の
印
形
を
と
っ
た
（
④
）。
江
戸
呉
服
店
に

お
い
て
は
売
掛
債
権
の
給
付
訴
訟
を
不
断
に
起
こ
し
、
五
節
句
の
時
期
に
は
特
定
の
手
代
に
債
権
の
催
促
と
回
収
を
特
命
し
て
き
た
が
、
と
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に
か
く
「
古
掛
」（
古
い
売
掛
金
）
に
な
り
、
今
回
の
相
対
済
令
で
途
方
に
暮
れ
て
い
る
（
⑤
）、
し
か
し
売
掛
債
権
に
つ
い
て
は
、
相
対
済

令
に
反
し
て
訴
訟
を
強
行
す
る
と
「
先
々
様
」
に
「
気
を
持
セ
」
る
の
で
、
幾
重
に
も
懇
意
を
求
め
「
御
用
向
」
も
下
さ
れ
る
よ
う
当
事
者

間
で
解
決
す
る
予
定
で
あ
る
（
⑥
）。
今
回
の
相
対
済
令
は
、
京
都
・
大
坂
に
お
い
て
も
効
力
を
発
揮
す
る
の
か
、
い
ま
だ
何
の
噂
も
な
い

の
で
、
そ
の
是
非
を
教
え
て
ほ
し
い
こ
と
を
送
達
し
た
（
⑦
）。

大
坂
呉
服
店
の
返
答
　
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
九
月
一
七
日
に
お
い
て
は
、
京
都
呉
服
店
が
大
坂
呉
服
店
、
両
替
店
に
対
し
江
戸
呉
服

店
か
ら
の
報
告
（
第
一
報
）
を
送
達
し
た
。
こ
れ
に
対
し
大
坂
呉
服
店
は
、
仮
に
大
坂
に
お
い
て
も
寛
政
九
年
令
が
発
令
さ
れ
る
と
、
当
店

の
売
掛
債
権
や
無
担
保
債
権
の
回
収
が
困
難
に
な
る
こ
と
、
騒
動
が
発
生
す
る
こ
と
を
九
月
一
八
日
に
送
達
し
（

）
5

、
九
月
二
五
日
に
は
、
寛
政

九
年
令
の
発
令
の
是
非
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
返
答
し
た
。

〔
史
料
16
〕
寛
政
九
年
「
証
無
番
」（
本
一
四
五
四
─
四
）。

　
　
　
証
無
番

一
筆
致
啓
上
候
、
是
間
証
無
番
を
以
御
報
得
御
意
候
、
江
戸
表
御
触
之
様
子
当
地
ゟ
彼
地
取
引
先
々
ゟ
取
々
申
来
、
於
当
地
も
い
ろ
〳

〵
噂
有
之
、
彼
地
嘸
々
混
雑
之
様
子
ニ
可
有
御
座
と
の
由
ニ
御
座
候
、
当①

地
之
処
尓
今
何
之
御
沙
汰
も
無
御
座
、
其
御
地
如
何
ニ
御
座

候
哉
、
然②

ル
ニ
店
表
懇
意
ニ
被
致
候
仁
之
内
、
当
地
御
奉
行
所
御
仕
送
御
用
筋
ニ
付
、
折
ニ
者
罷
被
出
、
尤③

右
仁
身
上
向
相
応
ニ
致
し

被
居
候
而
、
諸
屋
敷
方
少
々
宛
出
銀
抔
致
被
居
、
此
度
彼
地
御
触
之
様
子
被
及
聞
、
打
驚
、
早
束
（
速
）彼

地
御
触
之
写
持
参
、
御
役
処
へ

内
々
御
覧
ニ
被
入
、
相
伺
被
申
候
処
、
被
仰
次
第
左
之
通

　�

右④

彼
地
御
触
之
写
致
一
覧
候
処
、
御
尤
成
ル
被
仰
方
克
相
分
り
有
之
、
拙
者
共
江
戸
御
詰
中
右
体
之
義
噂
も
不
承
ニ
而
も
無
之
、

江⑤

戸
表
抔
者
証
文
取
引
五
十
年
余
迄
も
御
取
上
ケ
有
之
、
其
内
証
文
売
買
抔
致
候
趣
ニ
而
、
年
数
来
り
候
而
者
、
一
紙
之
証
文
売

買
ニ
而
二
紙
三
紙
ニ
も
相
成
候
事
共
も
有
之
、
近
年
願
人
数
多
ニ
相
成
候
由
及
承
り
、
又⑥

当
地
之
振
合
与
ハ
大
キ
ニ
違
、
右
体
之
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義
可
有
之
義
者
尤
ニ
存
候
、
然⑦

ル
迚
御
触
ニ
も
相
認
有
之
候
通
、
借
貸
証
文
限
月
被
仰
付
候
而
も
、
御
触
書
之
是
迄
之
証
文
反
古

ニ
可
相
成
筋
者
決
而
無
之
筈
、
先⑧

年
延
享
三
年
江
戸
表
御
触
有
之
候
節
者
、
三
ヶ
年
前
迄
之
証
文
出
入
出
訴
相
願
候
と
も
、
御
取

上
ケ
無
之
段
御
触
有
之
、
其
節
者
江
戸
表
斗
ニ
而
、
当
地
触
者
無
之
、
此
度
迚
も
同
様
之
事
と
被
存
、
尤
彼
地
御
勘
定
所
ゟ
十
二

日
、
十
三
日
出
之
御
状
到
着
有
之
候
へ
共
、
何
之
様
子
も
不
申
参
、
左
候
へ
者
、
彼
地
斗
之
事
と
存
候
、
猶
又
尓
今
申
来
り
候
ヘ

ハ
、
内
々
可
申
達
と
の
御
儀
ニ
御
座
候

右⑨

之
通
内
々
承
り
候
上
ハ
、
当
地
之
処
先
者
安
堵
之
気
味
ニ
御
座
候
へ
共
、
是
以
定
メ
か
た
く
、
且
江
戸
表
其
後
何
之
様
子
も
不
被
申

参
哉
、
然
ル
迚
当
地
江
戸
取
引
多
ク
有
之
候
へ
者
、
此
末
弥
不
景
気
ニ
も
可
相
成
哉
与
此
段
屈
詫
（
託
）千
万
苦
々
敷
奉
存
候
、
於
其
御
地
も

如
何
可
相
成
哉
与
御
心
痛
御
同
前
此
御
事
ニ
御
座
候
、
先
者
為
差
義
も
不
承
候
へ
共
、
右
之
段
可
得
御
意
如
此
御
座
候
、
以
上

�

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
九
月
廿
五
日�

覚
（
大
坂
本
店
、名
代
）

右
衛
門
（
印
） 

　
　
　
　
　
　
　

�

新
（
大
坂
本
店
、後
見
）

十
郎
（
印
） 

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
三
井

　
　
　
　
　
　
吉
（
京
本
店
、元
〆
）

郎
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
七
（
京
本
店
、加
判
名
代
）

郎
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
徳
（
京
本
店
、元
方
掛
名
代
）

次
郎
殿

　
　
　
　
　
　
利
（
京
本
店
、勘
定
名
代
）

兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
藤
（
京
本
店
、後
見
）

吉
殿

傍
線
部
の
概
要
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
大
坂
に
お
い
て
は
ま
だ
何
の
沙
汰
も
な
い
（
①
）。
大
坂
呉
服
店
と
懇
意
の
者
の
な
か
で
、
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大
坂
町
奉
行
所
の
江
戸
仕
送
り
御
用
を
務
め
る
者
が
い
る
（
②
）。
こ
の
者
は
諸
大
名
に
融
資
し
て
お
り
、
諸
大
名
を
通
じ
て
寛
政
九
年
令

の
発
令
を
知
っ
た
。
そ
し
て
、
大
坂
町
奉
行
所
の
与
力
に
内
々
に
寛
政
九
年
令
の
写
書
を
持
参
し
、
是
非
を
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ

う
な
回
答
が
あ
っ
た
（
③
）。
大
坂
町
奉
行
所
の
与
力
に
よ
る
と
、
江
戸
出
張
中
に
発
令
の
噂
を
聞
か
な
か
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
（
④
）。

江
戸
町
奉
行
所
は
「
証
文
取
引
」（
金
公
事
）
を
契
約
後
五
〇
年
経
っ
て
も
受
理
す
る
の
で
、
五
〇
年
の
間
に
当
該
証
文
自
体
が
売
買
さ
れ
、

取
引
一
口
で
「
一
紙
之
証
文
」
で
あ
っ
た
も
の
が
「
二
紙
三
紙
」
に
も
な
り
、
訴
訟
人
も
数
多
い
る
よ
う
聞
い
て
い
る
（
⑤
）。
大
坂
の
状

況
と
は
大
き
く
違
い
、（
五
〇
年
後
も
訴
訟
を
受
理
す
る
こ
と
が
あ
る
江
戸
に
お
い
て
は
）
発
令
も
当
然
で
あ
る
と
思
う
（
⑥
）。
た
だ
し
、

延
享
三
年
令
に
も
あ
る
よ
う
に
、
借
金
証
文
に
受
理
期
限
を
設
定
し
た
（
過
去
の
借
金
証
文
の
金
公
事
を
受
理
し
な
く
な
っ
た
）
と
し
て
も
、

そ
の
証
文
が
反
古
に
な
る
（
そ
の
証
文
の
債
務
・
債
権
関
係
が
消
滅
す
る
）
こ
と
は
決
し
て
な
い
は
ず
で
あ
る
（
⑦
）。
延
享
三
年
令
に
お

い
て
も
江
戸
ば
か
り
で
大
坂
に
は
発
令
が
な
く
、
江
戸
勘
定
所
か
ら
の
九
月
一
二
日
、
一
三
日
の
通
達
に
も
何
の
沙
汰
も
な
か
っ
た
の
で
、

寛
政
九
年
令
の
発
令
は
江
戸
の
み
で
あ
る
と
思
う
（
⑧
）。
右
の
通
り
懇
意
の
者
か
ら
内
々
に
聞
い
た
の
で
、
大
坂
は
ま
ず
「
安
堵
之
気

味
」
で
あ
る
が
、
ま
だ
正
式
な
発
表
が
な
い
と
安
心
で
き
な
い
こ
と
を
送
達
し
た
（
⑨
）。

大
坂
両
替
店
の
返
答
　
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
九
月
一
八
日
、
大
坂
両
替
店
は
京
都
呉
服
店
に
対
し
、
⑴
仮
に
大
坂
に
お
い
て
も
寛
政

九
年
令
が
発
令
さ
れ
る
と
、
延
為
替
貸
付
や
公
金
貸
付
は
当
該
令
の
「
列
（
例
）外
」
で
あ
ろ
う
こ
と
、
⑵
家
質
貸
と
質
物
貸
に
つ
い
て
は
「
御

法
」
が
あ
る
が
見
当
も
付
か
な
い
こ
と
、
⑶
大
坂
呉
服
店
も
当
店
も
当
面
意
見
も
な
い
の
で
、
情
報
が
入
り
次
第
連
絡
す
る
こ
と
を
返
答
し
（

）
6

、

九
月
二
〇
日
に
は
、
寛
政
九
年
令
の
是
非
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
返
答
し
た
。

〔
史
料
17
〕
寛
政
九
年
「
証
無
番
」（
本
一
四
五
四
─
四
）。

　
　
　
大
坂
両
替
店
ゟ
通
達
之
写

　
　
　
　
無
番
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一
筆
致
啓
上
、
然
者
一
昨
夕
及
御
報
候
江
戸
表
御
触
之
儀
、
爰
元
へ
も
追
々
早
状
入
候
而
、
専
風
説
い
た
し
金
相
場
追
々
高
直
、
弐

朱
判
継
賃
も
高
直
ニ
相
成
申
候
、
江
戸
取
引
之
商
売
体
ハ
一
統
心
痛
之
趣
ニ
相
聞
得
申
候
、
尤①

延
享
三
年
江
戸
表
ニ
お
ゐ
て
御
触
出

候
節
、
大
坂
表
も
御
触
有
之
候
由
、
右
写
外
方
ニ
在
之
候
ニ
付
、
写
取
、
今
夕
差
為
立
申
候
、
右
之
節
者
延
享
元
子
年
已
後
之
分
御

裁
許
御
座
候
趣
ニ
御
座
候
処
、
此
度
之
九
月
以
後
之
分
御
取
上
ケ
、
前
月
迄
之
分
御
裁
許
無
御
座
候
段
、
御
再
触
有
之
、
別
而
心
痛

成
義
ニ
御
座
候
、
併②

延
享
三
寅
年
大
坂
表
も
御
触
出
候
へ
と
も
、
江
戸
表
斗
右
之
通
御
裁
許
有
之
候
段
相
心
得
候
様
と
の
御
儀
ニ
御

座
候
由
、
元③

来
大
坂
表
之
法
、
証
文
出
入
年
数
十
ヶ
年
過
候
得
者
都
而
御
取
上
無
御
座
、
且
滞
銀
及
出
訴
候
時
者
、
其
品
ニ
応
、
御

定
法
之
日
限
済
方
被
仰
付
、
其
上
相
済
不
申
候
時
者
、
身
上
限
被
仰
付
候
之
事
ニ
御
座
候
、
江④

戸
表
者
金
銀
出
入
都
而
切
金
ニ
被
仰

付
、
平
町
人
ニ
而
も
身
上
限
と
申
儀
者
不
被
仰
付
候
由
、
依⑤

之
自
然
と
古
借
出
入
数
多
ニ
相
成
、
数
限
り
無
之
事
ニ
付
、
右
体
之
御

触
出
申
候
事
哉
、
大
坂
表
者
御
裁
許
是
迄
之
通
ニ
可
有
御
座
と
申
仁
も
在
之
候
、
若⑥

当
地
も
江
戸
表
同
様
ニ
被
仰
出
候
ハ
ヽ
、
大
騒

動
可
仕
と
噂
仕
候
事
ニ
御
座
候
、
何
卒
風
説
之
通
其
御
地
・
当
地
共
是
迄
ニ
相
替
儀
無
御
座
候
様
奉
祈
候
事
ニ
御
座
候

一
、
延
享
寅
年
之
御
触
其
御
地
者
如
何
御
座
候
哉
、
爰
元
心
得
ニ
承
り
度
候
間
、
其
節
之
様
子
御
聞
及
之
儀
も
候
ハ
ヽ
被
仰
聞
候
様
致

度
候
、
其
御
地
も
金
銀
出
入
ニ
而
身
上
限
と
申
儀
者
無
之
様
ニ
も
及
承
候
、
左
候
へ
者
、
猶
更
心
痛
成
儀
ニ
御
座
候
、
何
れ
当
地
御

触
出
不
申
候
半
而
ハ
難
相
分
御
座
候
得
共
、
前
書
之
趣
承
り
候
ニ
付
、
不
取
留
義
ニ
御
座
候
へ
共
、
先
右
之
段
得
御
意
度
如
此
御
座

候
、
以
上
（

）
7

　
　
九
月
廿
日

傍
線
部
の
概
要
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
延
享
三
年
令
が
江
戸
で
発
令
さ
れ
た
と
き
、
大
坂
に
お
い
て
も
通
達
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
な

の
で
、
大
坂
両
替
店
の
手
代
が
延
享
三
年
令
の
写
書
を
外
方
で
筆
写
し
、
今
夕
京
都
呉
服
店
に
送
達
し
た
（
①
）。
延
享
三
年
令
に
つ
い
て

は
大
坂
に
も
触
れ
出
さ
れ
た
が
、
江
戸
だ
け
の
発
令
で
あ
る
こ
と
を
心
得
る
よ
う
に
と
の
文
言
で
あ
っ
た
（
②
）。
大
坂
法
（「
大
坂
表
之
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法
」）
の
場
合
、
金
銀
出
入
（

）
8

に
つ
い
て
は
契
約
後
一
〇
年
経
っ
た
も
の
は
受
理
さ
れ
ず
、
出
訴
に
及
ん
だ
と
き
は
内
容
に
よ
っ
て
定
法
通
り

の
返
済
期
限
が
命
じ
ら
れ
、
そ
の
う
え
で
債
務
不
履
行
で
あ
れ
ば
身し
ん

代だ
い

限
り
（
債
務
弁
済
強
制
）
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

（
③
）。
江
戸
法
の
場
合
、
金
銀
出
入
（
金
公
事
に
相
当
）
に
つ
い
て
は
す
べ
て
切
金
に
命
じ
ら
れ
、
町
人
身
分
に
対
し
て
も
身
代
限
り
は
命

じ
ら
れ
な
い
と
の
こ
と
（
④
）。
こ
の
た
め
（
江
戸
に
お
い
て
は
）「
古
借
出
入
」
が
数
限
り
な
い
の
で
、
相
対
済
ま
し
令
が
発
令
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
、（「
古
借
出
入
」
が
少
な
く
身
代
限
り
が
原
則
の
）
大
坂
に
お
い
て
は
裁
許
は
こ
れ
ま
で
通
り
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
町
人
も

い
る
（
⑤
）。
も
し
大
坂
に
お
い
て
も
江
戸
と
同
様
に
（
相
対
済
令
が
）
発
令
さ
れ
た
な
ら
ば
、
大
騒
動
が
起
き
る
は
ず
と
い
う
噂
も
あ
る
。

何
と
し
て
で
も
風
説
の
通
り
、
京
都
・
大
坂
と
も
に
こ
れ
ま
で
と
同
様
（
相
対
済
令
の
適
用
外
）
に
な
る
よ
う
祈
念
し
て
い
る
（
⑥
）。

結
局
、
大
坂
に
お
い
て
は
九
月
二
二
日
に
「
右
者
江
戸
表
ニ
而
之
取
捌
相
改
候
儀
ニ
而
、
於
当
表
者
是
迄
ニ
相
替
候
儀
無
之
候
間
、
心
得

迄
ニ
触
知
ら
セ
置
候
、
右
之
通
三
郷
町
中
可
知
触
者
也
（

）
9

」、
京
都
に
お
い
て
は
一
〇
月
に
「
右
之
通
於
江
戸
表
者
取
捌
之
儀
御
改
有
之
候
間
、

心
得
迄
ニ
此
旨
山
城
国
中
江
可
相
触
者
也
（

）
10

」
と
い
う
奥
書
が
付
さ
れ
た
形
で
、
寛
政
九
年
令
の
全
文
が
触
れ
出
さ
れ
た
。
大
坂
両
替
店
の
場

合
、「
一
昨
夕
当
地
御
触
流
し
在
之
、
是
迄
ニ
相
替
儀
無
之
段
被
仰
出
、
先
以
致
安
心
候
、
則
御
触
書〻写
差
登
申
候
、
御
一
覧
可
被
成
候
、
此

間
ゟ
世
上
一
統
騒
々
敷
御
座
候
処
、
右
御
触
出
候
而
ゟ
、
穏
ニ
相
成
申
候
（

）
11

」
と
江
戸
両
替
店
に
報
告
し
た
。
延
享
三
年
令
と
同
様
、
寛
政
九

年
令
が
京
都
・
大
坂
に
お
い
て
は
適
用
外
で
あ
る
こ
と
が
公
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
大
坂
法
の
特
徴
を
整
理
す
る
。
大
坂
法
の
第
一
の
特
徴
は
、
大
坂
町
奉
行
所
が
契
約
後
一
〇
年
間
が
経
過
し
た
金
銀
出
入
を

受
理
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
対
し
て
江
戸
法
の
場
合
、
江
戸
町
奉
行
所
は
契
約
後
五
〇
年
が
経
過
し
て
も
金
銀
出
入
を
受
理
す
る
（

）
12

。
大
坂
町

奉
行
所
の
与
力
の
一
人
は
、
江
戸
法
に
お
い
て
は
相
対
済
令
が
当
然
と
考
え
、
契
約
後
一
〇
年
の
出
訴
制
限
が
あ
り
、
訴
訟
数
が
累
積
し
に

く
い
大
坂
法
に
お
い
て
は
相
対
済
令
は
不
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
こ
の
契
約
後
一
〇
年
が
経
過
し
た
金
銀
出
入
を
大
坂
町
奉
行
所
が

受
理
し
な
い
と
い
う
出
訴
期
限
は
、
従
来
の
法
制
史
研
究
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
が
（

）
13

、
大
坂
町
奉
行
所
だ
け
で
な
く
、
大
坂
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両
替
店
を
は
じ
め
と
す
る
大
坂
町
人
も
、
そ
の
出
訴
期
限
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

大
坂
法
の
第
二
の
特
徴
は
、
江
戸
で
は
金
公
事
に
分
類
さ
れ
る
金
銀
出
入
で
あ
っ
て
も
、
債
権
者
が
出
訴
し
、
大
坂
法
の
定
め
た
返
済
期

限
ま
で
に
債
務
者
が
債
務
を
履
行
で
き
か
っ
た
場
合
、
身
代
限
り
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
対
し
て
江
戸
法
は
、
長
期
化
す
る
分
割
返

済
を
命
じ
る
に
と
ど
ま
り
、
身
代
限
り
は
執
行
さ
れ
な
い
と
大
坂
両
替
店
か
ら
認
識

0

0

さ
れ
て
い
た
（

）
14

。
大
坂
町
人
の
一
人
（
お
よ
び
そ
の
主
張

を
採
用
し
た
大
坂
両
替
店
）
は
、
切
金
を
採
用
し
「
古
借
出
入
」
が
累
積
す
る
江
戸
法
だ
か
ら
こ
そ
相
対
済
令
が
発
令
さ
れ
た
と
考
え
、
切

金
を
原
則
採
用
せ
ず
「
古
借
出
入
」
が
累
積
し
な
い
大
坂
法
に
お
い
て
は
相
対
済
令
は
適
用
外
と
認
識
し
て
い
た
。

2　

大
坂
法
に
お
け
る
身
代
限
り
の
執
行
条
件
と
債
権
保
護
の
優
劣

☆

―
―

☆

法
令
や
問
答
集
か
ら

享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
令
　
金
銀
出
入
に
関
す
る
取
り
扱
い
を
体
系
的
に
定
め
た
法
令
と
し
て
は
、
享
保
五
年
令
が
著
名
で
あ
る
。
当

該
法
令
に
つ
い
て
は
、
大
坂
町
奉
行
が
大
坂
三
郷
町
中
に
対
し
享
保
五
年
一
〇
月
三
日
に
公
布
し
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
正
月
か
ら
施

行
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
（

）
15

。
享
保
六
年
正
月
一
一
日
に
は
、
大
坂
町
奉
行
が
与
力
・
同
心
に
享
保
六
年
令
の
補
足
（
組
触
）
を
伝
達
し
た
（

）
16

。

そ
し
て
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
一
一
月
に
至
る
と
、
同
心
支
配
に
対
し
、
享
保
五
年
令
の
改
正
内
容
を
ま
と
め
た
「
御
仕
置
覚
書
」
を

「
仲
ヶ
間
中
」
で
回
覧
す
る
よ
う
伝
達
し
た
（

）
17

。
こ
の
「
御
仕
置
覚
書
」
が
享
保
五
年
令
改
正
を
知
る
基
本
文
献
で
あ
る
。
こ
の
写
本
に
は
い

く
つ
か
の
類
書
が
存
在
す
る
が
（

）
18

、
ま
だ
本
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
三
井
文
庫
所
蔵
の
も
の
を
用
い
る
。

金
銀
出
入
に
関
す
る
訴
訟
手
続

☆

―
―

☆

享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
令
の
場
合
　
ま
ず
、
起
訴
後
の
日
限
返
済
命
令
、
身
代
限
り
に
至
る
ま
で

の
手
続
に
つ
い
て
確
認
し
、
あ
ら
た
め
て
出
訴
期
限
に
も
言
及
し
て
お
く
。

〔
史
料
18
〕「
大
阪
御
仕
置
録
　
上
」（
Ｈ
二
二
一
―
北
―
七
〇
）。

　
享
保
六
辛
丑
年
ゟ
大
坂
御
仕
置
覚
書
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東
御
番
所

　
　
　
金
銀
出
入
之
事

一
、
弐①

度
目
対
決
之
上
、
日
切
申
付
候
次
第

　
　
　
軽
キ
者
二
ヶ
月
　
　
六
拾
日

　
　
　
　
但
、
銀
高
拾
貫
目
已
下

　
　
　
中
分
五
ヶ
月
　
　
　
百
五
拾
日

　
　
　
　
但
、
銀
高
拾
貫
目
以
上
ゟ
五
拾
貫
目
迄

　
　
　
重
キ
者
十
二
ヶ
月
　
三
百
六
拾
日

　
　
　
　
但
、
銀
高
五
拾
貫
目
以
上

右②

日
切
之
上
ニ
而
茂
不
埒
之
者
ハ
手
鎖
を
掛
、
三③

十
日
過
候
者
身
体
限
り
可
申
付
候
、
右④

日
限
之
内
、
過
半
も
済
寄
候
者
、
又
始
之���

日
数
程
日
切
を
延
し
、
其
上
ニ
而
手
鎖
懸
ケ
可
申
事

大
坂
町
奉
行
所
は
、
債
権
者
（
原
告
）
か
ら
の
起
訴
行
為
完
了
を
認
め
た
訴
状
（
大
坂
町
奉
行
所
に
よ
る
裏
書
捺
印
済
み
の
訴
状
）
を
債

務
者
（
被
告
）
側
に
下
達
し
、
召
喚
し
た
あ
と
、
一
度
目
の
対
決
を
命
じ
る
（

）
19

。
そ
の
と
き
、
二
度
目
の
対
決
ま
で
に
返
済
す
べ
き
日
限
と
し

て
、
債
務
銀
高
一
〇
貫
目
ま
で
に
つ
い
て
は
六
〇
日
、
一
〇
貫
目
か
ら
五
〇
貫
目
ま
で
に
つ
い
て
は
一
五
〇
日
、
五
〇
貫
目
以
上
に
つ
い
て

は
三
六
〇
日
を
命
じ
る
（
①
）。
日
限
を
超
え
て
も
債
務
不
履
行
の
場
合
、
債
務
者
に
手
鎖
（
手
錠
）
を
掛
け
、
向
こ
う
三
〇
日
間
の
返
済

日
限
を
命
じ
る
（
②
）。
そ
れ
で
も
債
務
不
履
行
の
場
合
に
は
、
債
務
者
に
身
代
限
り
を
命
じ
る
（
③
）。
た
だ
し
、
②
の
日
限
中
に
債
務
者

が
債
務
元
金
の
過
半
を
返
済
す
れ
ば
、
も
う
一
度
②
の
手
順
を
ふ
ん
で
日
切
を
命
じ
る
（
④
）。

〔
史
料
19
〕「
大
阪
御
仕
置
録
　
上
」（
Ｈ
二
二
一
―
北
―
七
〇
）。
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一
、
金
銀
出
入
滞
拾
ヶ
年
之
内
訴
出
候
ハ
ヽ
裁
許
可
申
付
候
、
十
ヶ
年
過
訴
出
候
ハ
ヽ
奉
行
所
ニ
而
取
捌
不
申
、
相
対
次
第
可
申
渡
候

事

契
約
後
一
〇
年
が
経
過
し
た
金
銀
出
入
に
つ
い
て
は
、
大
坂
町
奉
行
所
は
受
理
せ
ず
、
当
事
者
間
で
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、

享
保
一
〇
年
（
一
七
二
五
）
に
は
、
家
質
に
つ
い
て
も
、
大
坂
町
奉
行
所
は
契
約
後
一
〇
年
が
経
過
し
た
訴
訟
を
受
理
し
な
く
な
っ
た
（

）
20

。

身
代
限
り
に
関
す
る
取
扱

☆

―
―

☆

享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
令
の
場
合
　
次
に
提
示
す
る
よ
う
に
、
身
代
限
り
の
執
行
に
つ
い
て
も
、
大
坂

町
奉
行
所
は
細
か
い
規
則
を
設
け
て
い
た
。

〔
史
料
20
〕「
大
阪
御
仕
置
録
　
上
」（
Ｈ
二
二
一
―
北
―
七
〇
）。

一
、
身
体
倒
家
財
不
残
負
セ
方
江
相
渡
シ
配
分
仕
度
与
願
出
候
共
、
相
対
者
格
別
、
奉
行
所
ニ
而
取
扱
不
申
事

身
代
限
り
の
執
行
に
よ
り
、
債
務
者
が
複
数
の
債
権
者
に
対
し
財
産
（
動
産
・
不
動
産
）
を
配
分
す
る
場
合
、
そ
の
配
分
方
法
に
つ
い
て

は
大
坂
町
奉
行
所
は
関
与
せ
ず
、
当
事
者
間
で
決
定
す
る
。

〔
史
料
21
〕「
大
阪
御
仕
置
録
　
上
」（
Ｈ
二
二
一
―
北
―
七
〇
）。

一
、
身①

体
限
り
渡
さ
セ
候
者
、
残
人
（
銀
）有

之
（

）
21

、
負
人
重
而
身
体
取
直
し
候
節
、
可
済
由
跡
手
形
取
置
、
重
而
訴
出
候
共
、
取
上
申
間
鋪
候

事　
　�

但②

、
金
銀
出
入
ニ
而
身
代
限
り
渡
さ
セ
候
時
、
諸
色
売
払
懸
ケ
目
安
之
者
請
取
之
残
銀
、
重
而
負
人
身
体
取
直
し
、
居
住
を
構

候
を
見
届
、
訴
出
候
者
、
又
定
式
之
通
可
申
付
候
、
尤
願
人
を
先
ニ
立
候
儀
ニ
而
ハ
無
之
、
何
れ
成
共
負
せ
銀
有
之
者
、
願
出

次
第
可
申
付
事

債
務
者
（
被
告
）
が
身
代
限
り
の
財
産
を
債
権
者
（
原
告
）
に
渡
し
て
も
債
務
が
残
っ
た
の
で
、
当
該
債
務
者
が
経
営
を
立
て
直
し
た
場

合
に
残
額
弁
済
す
る
と
い
う
手
形
を
当
事
者
間
で
取
り
交
わ
し
、
債
権
者
が
そ
れ
を
証
拠
に
出
訴
に
及
ん
だ
と
し
て
も
、
町
奉
行
所
は
当
該
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訴
訟
を
受
理
し
な
い
（
①
）。
た
だ
し
、
財
産
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
（
訴
訟
の
順
番
待
ち
状
態
で
あ
っ
た
）
債
権
者
が
、
経
営
を
立
て
直

し
た
債
務
者
に
対
し
金
銭
債
権
の
給
付
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
（
②
）。
こ
の
よ
う
に
、
身
代
限
り
の
財
産
を
渡
し
た
被
告
と

身
代
限
り
の
財
産
を
得
た
原
告
の
債
務
・
債
権
関
係
は
解
消
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
身
代
限
り
は
免
責
主
義
を
と
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（

）
22

。

〔
史
料
22
〕「
大
阪
御
仕
置
録
　
上
」（
Ｈ
二
二
一
―
北
―
七
〇
）。

一
、
身
体
限
り
相
渡
家
屋
敷
売
払
候
時
、
町
中
ニ
分
一
銀
取
不
申
様
ニ
可
申
付
事

身
代
限
り
に
よ
り
、
債
務
者
が
債
権
者
に
対
し
家
屋
敷
の
所
有
権
を
移
転
す
る
場
合
、
家
屋
敷
所
在
地
の
町
中
は
当
該
債
権
者
か
ら
歩
一

銀
（
台
帳
切
替
手
数
料
（

）
23

）
を
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。

〔
史
料
23
〕「
大
阪
御
仕
置
録
　
上
」（
Ｈ
二
二
一
―
北
―
七
〇
）。

一
、
身①

体
限
渡
さ
せ
候
時
、
願
人
武
家
并
寺
社
ニ
候
ハ
ヽ
、
惣
代
遣
シ
、
年
寄
・
丁
人
立
会
相
改
候
上
、
売
払
、
代
銀
丁
人
ゟ
為
相
渡

可
申
事

一
、
願②

人
丁
人
・
百
性
ニ
候
者
、
惣
代
遣
シ
、
年
寄
・
丁
人
立
会
、
諸
色
封
印
致
さ
セ
、
願
人
江
引
為
渡
可
申
事

身
代
限
り
の
財
産
を
受
け
取
る
債
権
者
が
武
家
か
寺
社
の
場
合
、
惣
代
（
大
坂
三
郷
惣
会
所
勤
務
の
町
人
）
が
派
遣
さ
れ
、
年
寄
・
町
人

が
財
産
を
点
検
し
た
う
え
で
売
却
し
、（
債
務
者
で
は
な
く
）
立
会
の
町
人
が
代
銀
を
債
権
者
に
渡
す
（
①
）。
債
権
者
が
町
人
・
百
姓
の
場

合
に
は
、
年
寄
・
町
人
が
財
産
を
点
検
し
た
う
え
で
封
印
し
、
債
権
者
に
引
き
渡
す
（
②
）。
よ
っ
て
、
大
坂
町
奉
行
所
が
身
代
限
り
の
執

行
に
人
員
を
割
く
こ
と
は
な
く
、
大
坂
で
の
身
代
限
り
は
大
坂
町
奉
行
所
に
と
っ
て
費
用
を
要
し
な
い
方
法
で
あ
っ
た
。

書
入
と
質
入
　
少
な
く
と
も
大
坂
町
奉
行
所
が
作
成
し
た
触
書
、
書
類
に
は
、
書
入
と
質
入
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
両
者
は
江
戸

で
い
う
金
公
事
か
本
公
事
か
で
は
な
く
、
身
代
限
り
の
際
に
優
先
弁
済
が
あ
る
か
否
か
で
明
確
な
差
異
が
あ
っ
た
。
換
言
す
る
と
、
身
代
限

り
の
財
産
に
質
入
債
権
（
質
権
）
が
設
定
さ
れ
て
い
た
場
合
、
複
数
の
債
権
者
が
い
た
と
し
て
も
、
質
入
主
は
当
該
財
産
に
よ
り
優
先
的
に
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弁
済
を
受
け
る
権
利
を
持
っ
た
（

）
24

。
こ
の
よ
う
に
質
入
質
権
は
優
先
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
備
え
て
い
た
が
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
原
告

が
金
銭
貸
借
契
約
を
質
入
債
権
と
し
て
大
坂
町
奉
行
所
に
認
め
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
法
に
準
拠
し
た
契
約
書
（
証
文
）
を
完
備
し
て
い
る

必
要
が
あ
っ
た
。
契
約
書
に
遺
漏
や
不
備
が
あ
る
と
質
入
債
権
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
場
合
に
は
書
入
債
権
と
し
て
処
理
さ
れ
た
。
こ
の

点
を
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
が
『
大
坂
堺
問
答
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）、
堺
奉
行
所
が
大
坂
町
奉
行
所
に

対
し
て
出
入
筋
全
般
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
を
し
、
そ
れ
を
受
け
た
大
坂
町
奉
行
所
が
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
回
答
し
た
問
答
集
で

あ
る
（

）
25

。
以
下
、
大
坂
町
奉
行
所
の
回
答
（「
此
儀
」
か
ら
は
じ
ま
る
部
分
）
も
引
用
し
、
質
入
債
権
の
性
格
を
確
認
し
て
お
く
。

〔
史
料
24
〕『
大
坂
堺
問
答
（

）
26

』。

一
、
家①

質
出
入
者
、
証
文
ニ
役
人
并
五
人
組
加
印
有
之
候
ハ
ヽ
、
銀
高
ニ
応
済
方
申
付
、
日
切
証
文
ニ
も
年
寄
・
五
人
組
加
印
可
申
付

候
、
日
切
過
出
入
不
済
候
ハ
ヽ
、
家
質
致
帳
切
、
相
渡
候
様
可
申
付
候

　
　�

但②

、
家
質
証
文
役
印
之
儀
、
在
方
者
庄
屋
・
年
寄
、
町
方
者
年
寄
・
五
人
組
〔
之
加
印
無
之
者
勿
論
、
年
寄
・
月
行
司
壱
人
之

加
印
又
者
五
人
組
（

）
27

〕
証
文
等
之
加
印
証
文
ニ
候
ハ
ヽ
、
質
物
ニ
不
相
立
、
書
入
〔
出
入
（

）
28

〕
ニ
可
取
捌
候
、
尤
家
質
主
年
寄
ニ
候

ハ
ヽ
、
月
行
司
・
五
人
組
、
在
方
者
庄
屋
・
年
寄
候
ハ
ヽ
、
頭
百
姓
或
惣
百
姓
代
等
之
加
印
有
之
候
ハ
ヽ
、
役
印
ニ
可
相
立
候

（
後
略
）

此
儀
、
当
表
（
大
坂
）
も
同
様
取
計
申
候
、
併
町
年
寄
之
儀
者
、
右
役
中
者
組
合
外
之
儀
ニ
付
、
家
屋
敷
質
物
ニ
差
入
候
而
も
、
両
隣

之
も
の
并
月
行
司
致
奥
印
候
、
町
年
寄
ニ
不
相
立
以
前
質
物
ニ
差
入
、
年
寄
・
五
人
組
連
判
ニ
候
共
、
当
時
年
寄
相
勤
居
候
ハ
ヽ
、
両

隣
・
月
行
司
為
相
手
取
候
、
依
之
年
寄
中
役
之
質
物
も
、
退
役
之
上
者
五
人
組
為
相
手
取
申
候

〔
史
料
25
〕『
大
坂
堺
問
答
（

）
29

』。

一
、
証③

文
家
質
之
文
言
ニ
而
、
役
印
無
之
分
ハ
質
物
難
相
立
、
書
入
証
文
ニ
而
借
金
銀
出
入
同
様
、
定
例
之
通
日
切
済
方
申
付
、
外
出
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入
有
之
候
ハ
ヽ
、
身
体
限
之
節
、
右
家
屋
敷
と
も
外
為
負
方
一
同
江
配
分
可
申
付
候

此
儀
、
於
当
表
（
大
坂
）
も
同
様
取
計
申
候

　�
但
、
外
出
入
有
之
候
ハ
ヽ
、
身
体
限
之
節
、
右
家
屋
敷
も
外
為
負
方
一
同
江
配
分
被
申
付
候
与
之
訳
者
、
本
文
書
入
証
文
之
出
入

与
同
日
願
之
類
、
一
同
日
切
御
申
付
置
候
時
者
、
身
体
限
之
節
、
配
分
被
御
申
付
候
与
之
儀
与
相
心
得
申
候

家
質
債
権
給
付
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
大
坂
町
奉
行
所
（

）
30

は
、
債
務
銀
高
に
応
じ
て
返
済
日
限
を
命
じ
、
日ひ

切ぎ
り

証
文
（

）
31

に
も
年
寄
・
五
人

組
の
加
印
を
申
し
付
け
る
。
日
限
を
過
ぎ
て
も
債
務
不
履
行
の
場
合
に
は
、
質
権
が
設
定
さ
れ
た
家
屋
敷
の
所
有
権
を
原
告
に
移
転
す
る
よ

う
命
じ
る
（
①
）。
た
だ
し
、
家
質
証
文
に
押
さ
れ
る
役
印
（

）
32

に
つ
い
て
は
、
在
方
（
村
方
）
は
庄
屋
・
年
寄
、
町
方
は
年
寄
・
五
人
組
の
加

印
が
な
い
証
文
は
も
と
よ
り
、
年
寄
か
月
行
司
が
一
人
の
み
加
印
、
ま
た
は
五
人
組
の
み
加
印
し
た
証
文
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
質
入
債
権

と
は
認
め
ず
、
書
入
債
権
と
し
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
（
②
）。
証
文
の
記
載
内
容
が
家
質
契
約
の
文
言
で
あ
っ
て
も
、
役
印
が
押
さ
れ
て

い
な
い
証
文
に
つ
い
て
は
質
入
債
権
と
し
て
認
め
が
た
く
、（
給
付
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
）
書
入
証
文
と
し
て
取
り
扱
い
、
通
常
の
金

銀
出
入
と
同
様
に
定
例
の
通
り
返
済
日
限
を
命
じ
る
。
仮
に
当
該
被
告
に
原
告
（
債
権
者
）
が
複
数
い
た
と
き
に
は
、
身
代
限
り
の
際
、
家

屋
敷
も
（
そ
の
売
却
金
を
も
っ
て
）
複
数
の
原
告
に
配
分
さ
せ
る
（
③
）。

こ
の
よ
う
に
証
文
に
役
印
が
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
役
印
と
し
て
不
備
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
契
約
当
初
に
当
事
者
間
の
合
意
で
物
的
保

証
（
動
産
・
不
動
産
）
に
質
権
を
設
定
し
た
と
し
て
も
、
訴
訟
時
に
は
質
入
債
権
と
し
て
大
坂
町
奉
行
所
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
場

合
、
当
該
契
約
は
書
入
債
権
と
し
て
処
理
さ
れ
、
以
下
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
優
先
弁
済
な
ど
の
質
入
債
権
の
効
力
を
発
揮
す
る
こ
と
な
く
、

複
数
の
債
権
者
が
い
た
と
き
に
は
物
的
保
証
の
配
分
が
な
さ
れ
た
。
契
約
自
体
が
証
文
の
文
言
、
加
印
の
有
無
な
ど
に
よ
っ
て
質
入
か
書
入

か
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
は
、
幕
府
農
地
法
の
質
地
契
約
に
も
見
ら
れ
る
（

）
33

。
し
か
し
、
こ
れ
は
本
公
事
か
金
公
事
か
の
違
い
で
あ
っ
た
。
債
権

が
本
公
事
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
、
相
対
済
令
の
対
象
に
な
ら
ず
、
切
金
弁
済
制
な
ど
を
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
で
本
公
事
は
債
権
保
護
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が
相
対
的
に
強
か
っ
た
（

）
34

。
本
公
事
か
金
公
事
の
区
別
が
な
い
と
い
わ
れ
る
大
坂
法
に
お
い
て
も
、
質
入
か
書
入
か
の
分
類
が
あ
り
、
質
入
は

次
に
述
べ
る
優
先
弁
済
、
他
者
と
の
訴
訟
中
の
債
権
保
留
な
ど
の
優
位
性
を
備
え
た
点
で
、
書
入
と
の
純
然
な
区
別
を
有
し
た
。

質
入
債
権
の
優
位
性
（
1
）

☆

―
―

☆

享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
令
の
場
合
　
身
代
限
り
の
際
に
、
質
入
債
権
が
備
え
た
優
先
弁
済
に
つ
い
て

確
認
し
て
お
く
。

〔
史
料
26
〕「
大
阪
御
仕
置
録
　
上
」（
Ｈ
二
二
一
―
北
―
七
〇
）。

一
、
身①

体
限
り
渡
さ
せ（
候
脱
ヵ
）

者
、
家
屋
敷
家
質
ニ
入
有
之
者
、
家
屋
鋪
売
払
、
家
質
本
銀
・
利
銀
共
質
取
主
方
江
請
取
、
売
へ
き
（
ら
）を

身
体
限

り
之
方
江
受
取
候
様
ニ
申
付
候
事

　
　
但②

、
家
屋
敷
ニ
而
質
取
主
江
受
取
候
者
、
利
銀
申
付
〔
間
敷
（

）
35

〕
候
事

債
権
者
Ａ
（
原
告
）
へ
の
債
務
不
履
行
を
起
こ
し
、
身
代
限
り
を
命
じ
ら
れ
た
債
務
者
（
被
告
）
が
債
権
者
Ｂ
に
対
し
家
屋
敷
を
家
質
に

入
れ
て
い
た
場
合
、
債
権
者
Ａ
は
当
該
家
屋
敷
を
売
却
し
、
そ
の
売
却
金
の
う
ち
、
家
質
債
権
の
元
利
金
を
債
権
者
Ｂ
に
渡
す
。
元
利
金
を

渡
し
た
あ
と
の
残
金
（
余
銀
、
売
片べ
ら

）
を
債
権
者
Ａ
が
受
け
取
る
（
①
）。
た
だ
し
、（
債
権
者
Ａ
は
家
屋
敷
自
体
を
債
権
者
Ｂ
に
引
き
渡
す

こ
と
も
で
き
）、
そ
の
際
に
は
債
権
者
Ｂ
は
債
権
者
Ａ
か
ら
利
銀
を
受
け
取
ら
な
い
（
②
）。

〔
史
料
27
〕「
大
阪
御
仕
置
録
　
上
」（
Ｈ
二
二
一
―
北
―
七
〇
）。

一
、
諸
船
并
酒
株
、
風
呂
株
、
茶
屋
株
、
煮
売
株
類
質
物
ニ
入
有
之
者
、
身
体
銀
之
時
者
、
年
寄
・
五
人
組
加
判
証
文
次
第
質
取
主
江

可
遣
事

債
権
者
Ａ
（
原
告
）
へ
の
債
務
不
履
行
を
起
こ
し
、
身
代
限
り
を
命
じ
ら
れ
た
債
務
者
（
被
告
）
が
債
権
者
Ｂ
に
対
し
株
類
を
質
物
に
入

れ
て
い
た
場
合
、
債
権
者
Ａ
は
債
権
者
Ｂ
に
当
該
株
類
を
渡
す
。

質
入
債
権
の
優
位
性
（
2
）

☆

―
―

☆

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
大
坂
町
奉
行
所
回
答
の
場
合
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〔
史
料
28
〕『
大
坂
堺
問
答
（

）
36

』。

一
、
金①

銀
出
入
、
手
鎖
又
者
押
込
中
、
不
相
済
旨
双
方
断
出
候
ハ
ヽ
、
相
手
身
体
限
り
申
付
、
請
取
渡
相
済
候
上
、
其
段
尚
又
可
断
出

旨
可
申
渡
候
、
相②

手
之
者
家
質
又
者
田
畑
等
質
物
ニ
取
置
候
旨
、
先
達
断
置
候
も
の
有
之
ハ
、
其
者
も
呼
出
、
請
取
渡
之
場
所
江
立

会
、
質
物
直
段
相
極
、
元
利
受
取
、
余
銀
有
之
者
願
人
江
可
相
渡
候
、
質③

物
直
段
余
銀
無
之
候
ハ
ヽ
、
相
対
次
第
質
物
可
請
取
旨
申

渡
、
請
取
渡
相
済
候
旨
、
一
同
断
出
候
ハ
ヽ
可
聞
届
候

此④

儀
、
於
当
表
（
大
坂
）
も
御
書
面
之
振
合
ニ
取
計
候
得
共
、
家
屋
敷
田
畑
等
質
物
ニ
取
置
候
旨
断
之
類
之
儀
者
、
身
体
限
り
申
渡
之

節
、
証
文
改
之
上
、
質
物
ニ
無
紛
ニ
を
ゐ
て
ハ
、
願
人
儀
質
物
望
ニ
候
へ
者
、
元
利
相
立
、
請
取
候
共
、
相
対
次
第
可
渡
旨
申
渡
候

債
務
者
（
被
告
）
が
債
権
者
Ａ
（
原
告
）
と
金
銀
出
入
に
な
り
、
手
鎖
、
押
込
を
経
て
も
債
務
不
履
行
で
あ
っ
た
場
合
、
堺
奉
行
所
は
債

務
者
に
身
代
限
り
を
命
じ
る
。
そ
し
て
、
財
産
の
引
き
渡
し
が
済
ん
だ
う
え
で
、
そ
の
こ
と
を
報
告
す
る
よ
う
申
し
渡
す
は
ず
で
あ
る

（
①
）。
仮
に
債
務
者
か
ら
財
産
を
質
に
取
っ
て
い
た
こ
と
を
前
も
っ
て
届
け
出
た
債
権
者
Ｂ
が
い
た
な
ら
ば
、
債
権
者
Ｂ
も
呼
び
出
し
、
財

産
の
引
き
渡
し
場
所
に
立
ち
会
わ
せ
る
。（
債
権
者
た
ち
は
）
質
権
が
設
定
さ
れ
た
財
産
の
売
却
金
額
（
ま
た
は
予
想
売
却
金
額
）
を
決
め
、

債
権
者
Ｂ
が
債
権
者
Ａ
か
ら
質
入
債
権
の
元
利
金
を
受
け
取
る
。
財
産
の
売
却
金
か
ら
元
利
金
を
渡
し
た
あ
と
、
な
お
も
残
金
が
あ
っ
た
と

き
に
は
債
権
者
Ａ
が
残
金
を
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
（
②
）。（
契
約
当
初
よ
り
も
価
値
が
低
落
し
）
質
権
が
設
定
さ
れ
た
財
産
の
売
却
金
額

か
ら
元
利
金
を
差
し
引
く
と
残
金
が
な
い
と
き
（
と
く
に
元
利
金
さ
え
も
充
当
で
き
な
い
と
き
）
に
は
、
債
権
者
Ａ
と
債
権
者
Ｂ
の
合
意
の

う
え
で
、
債
権
者
Ａ
か
ら
債
権
者
Ｂ
に
質
権
が
設
定
さ
れ
た
財
産
そ
の
も
の
を
引
き
渡
し
て
も
よ
い
こ
と
を
堺
奉
行
所
が
申
し
渡
し
、
引
き

渡
し
が
済
ん
だ
こ
と
を
当
事
者
一
同
か
ら
報
告
を
受
け
れ
ば
そ
れ
を
聞
き
届
け
る
（
③
）。

大
坂
町
奉
行
所
も
上
記
の
よ
う
な
取
り
扱
い
を
す
る
が
、（
債
権
者
Ａ
と
の
金
銀
出
入
中
に
）
身
代
限
り
の
財
産
に
質
権
が
設
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
債
権
者
Ｂ
が
届
け
出
た
場
合
、
身
代
限
り
を
命
じ
る
際
に
は
、
債
権
者
Ｂ
と
債
務
者
の
取
り
交
わ
し
た
証
文
を
点
検
す
る
。
そ
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れ
が
質
契
約
に
間
違
い
な
け
れ
ば
（
質
証
文
と
し
て
の
不
備
が
な
け
れ
ば
）、
債
権
者
Ａ
が
質
物
自
体
の
取
得
を
希
望
し
た
と
き
に
は
質
入

債
権
の
元
利
金
を
債
権
者
Ｂ
に
渡
し
、
質
物
自
体
を
受
け
取
っ
て
も
よ
い
し
、（
債
権
者
Ａ
が
質
物
自
体
の
取
得
を
希
望
し
な
い
と
き
に

は
）
債
権
者
Ｂ
と
の
合
意
の
う
え
で
質
物
自
体
を
債
権
者
Ｂ
に
引
き
渡
し
て
も
よ
い
こ
と
を
申
し
渡
す
（
④
）。
換
言
す
る
と
、
た
と
え
ば

債
権
者
Ｂ
に
対
し
債
務
者
が
家
屋
敷
を
家
質
に
入
れ
て
い
た
場
合
、
債
権
者
Ａ
は
家
屋
敷
を
債
権
者
Ｂ
に
引
き
渡
す
か
、
あ
る
い
は
家
屋
敷

自
体
を
取
得
し
た
い
と
き
に
は
家
質
債
権
の
元
利
金
を
債
権
者
Ｂ
に
渡
す
か
、
い
ず
れ
か
の
選
択
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
史
料
29
〕『
大
坂
堺
問
答
（

）
37

』。

此
儀
、
金①

銀
出
入
日
切
中
、
質
物
銀
願
出
候
ハ
ヽ
裏
書
差
遣
、
右
訴
状
中
先
訴
出
入
、
押
込
ニ
相
成
候
へ
者
質
物
訴
状
浮
置
、
追②

而
押

込
切
日
ニ
至
、
先
訴
身
体
限
申
付
候
時
ハ
、
定
式
之
通
質
物
之
儀
、
身
体
限
取
主
望
ニ
候
ハ
ヽ
、
質
銀
元
利
相
立
、（
質
物
を
）
請
取

候
共
、
又
ハ
質
取
主
江
（
質
物
を
）
相
渡
候
共
、
相
対
次
第
之
旨
申
渡
候
、
且③

又
質
物
出
入
日
切
中
、
預
金
銀
之
方
日
（
切
日
）切

早
ク
候
ハ
ヽ
、

質
物
出
入
切
日
迄
浮
置
、
質
物
出
入
切
日
之
節
、
帳
切
申
付
、
金
銀
出
入
之
方
定
式
之
通
申
付
候
、
尤
金
銀
出
入
日
切
申
付
置
候
者
相

手
取
、
奉
公
人
出
入
願
出
候
節
ハ
、
給
金
之
出
入
ニ
而
も
、
先
訴
無
構
裏
書
差
遣
、
給
金
出
入
者
日
切
之
上
、
先
訴
身
体
銀
之
節
、
配

分
申
付
候
、
金
銀
出
入
之
方
後
訴
ニ
而
奉
公
人
給
金
出
入
之
方
先
訴
ニ
候
ハ
ヽ
、
御
書
面
之
通
、
於
当
表
（
大
坂
）
も
同
様
取
計
申
候
、

勿
論
給
銀
ニ
不
拘
、
奉
公
人
出
入
ニ
候
ハ
ヽ
、
先
訴
後
訴
之
無
構
取
計
申
候

債
務
者
（
被
告
）
に
対
す
る
債
権
者
Ａ
（
原
告
）
の
書
入
債
権
給
付
訴
訟
（

）
38

（
先
訴
（

）
39

）
の
返
済
日
限
中
に
、
当
該
債
務
者
に
対
し
債
権
者
Ｂ

が
質
入
債
権
給
付
訴
訟
（
後
訴
）
を
起
こ
し
た
場
合
、
大
坂
町
奉
行
所
は
そ
れ
を
受
理
し
（

）
40

、
先
訴
で
債
務
者
が
手
錠
・
押
込
に
な
っ
た
と
き

に
は
後
訴
の
債
権
を
保
留
す
る
（
①
）。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
先
訴
で
身
代
限
り
に
至
っ
た
と
き
に
は
、
債
権
者
Ａ
が
質
物
を
債
権
者
Ｂ
に

引
き
渡
す
か
、
あ
る
い
は
質
入
債
権
の
元
利
金
を
債
権
者
Ｂ
に
渡
す
か
、
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
当
事
者
間
で
決
め
る
よ
う
に
申
し
渡
す

（
②
）。
一
方
、（
債
権
者
Ｃ
に
よ
る
書
入
債
権
給
付
訴
訟
と
債
権
者
Ｄ
に
よ
る
質
入
債
権
給
付
訴
訟
と
が
同
日
提
起
で
）
書
入
債
権
給
付
訴
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訟
の
返
済
日
限
の
ほ
う
が
早
い
場
合
、
書
入
債
権
給
付
訴
訟
の
返
済
日
限
は
質
入
債
権
給
付
訴
訟
の
返
済
日
限
ま
で
保
留
さ
れ
、
そ
の
日
限

に
な
っ
て
も
債
務
不
履
行
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、（
債
権
者
Ｃ
の
意
思
に
関
係
な
く
）
質
物
の
所
有
権
が
債
務
者
か
ら
債
権
者
Ｄ
に
移
転

す
る
（

）
41

（
③
）。
換
言
す
る
と
、
債
権
者
Ａ
ま
た
は
Ｃ
が
先
訴
で
な
い
場
合
、
債
権
者
Ａ
ま
た
は
Ｃ
に
選
択
権
は
な
い
。

家
質
債
権
の
特
徴

☆

―
―

☆

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
大
坂
町
奉
行
所
回
答
の
場
合
　
こ
れ
ま
で
お
も
に
家
質
債
権
が
備
え
た
優
先
弁
済
に
つ

い
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
家
質
債
権
は
一
般
的
な
書
入
債
権
と
は
異
な
る
特
徴
を
有
し
て
い
た
。

〔
史
料
30
〕『
大
坂
堺
問
答
（

）
42

』。

一
、
家
質
出
入
日
切
申
付
候
内
半
銀
相
済
、
双
方
日
延
願
聞
届
候
後
、
右
日
限
之
内
ニ
不
相
済
候
旨
訴
出
候
ハ
ヽ
、
初
相
済
候
半
銀
ヲ

家
質
置
主
江
為
差
戻
、
家
屋
敷
致
帳
切
相
渡
候
様
可
申
付
候

此
儀
、
当
表
（
大
坂
）
ニ
而
者
日
延
願
者
不
承
届
、
家
質
出
入
之
儀
者
過
半
済
も
不
承
届
候

家
質
債
権
給
付
訴
訟
の
場
合
、
債
務
者
（
被
告
）
が
所
定
の
日
限
ま
で
に
債
務
額
の
過
半
を
返
済
し
た
と
し
て
も
、
大
坂
町
奉
行
所
は
再

度
の
返
済
日
限
設
定
を
認
め
な
い
。
こ
れ
も
、
帳
切
（
強
制
執
行
）
ま
で
の
日
限
の
延
長
が
な
い
と
い
う
点
で
は
、
家
質
債
権
の
優
位
性
の

一
つ
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

〔
史
料
31
〕『
大
坂
堺
問
答
（

）
43

』。

一
、
家
質
銀
及
出
入
ニ
、
右
家
屋
敷
願
方
江
相
渡
度
旨
申
立
候
処
、
家
屋
敷
之
銀
高
不
引
足
候
故
抔
与
申
立
、
銀
子
ニ
而
請
取
度
旨
、

願
方
申
立
候
共
、
不
相
立
候
間
、
家
屋
敷
請
取
候
様
可
申
渡
候

此
儀
、
当
表
（
大
坂
）
ニ
お
ゐ
て
も
同
様
取
計
申
候

家
質
債
権
給
付
訴
訟
で
債
務
者
（
被
告
）
が
引
当
家
屋
敷
を
債
権
者
（
原
告
）
に
引
き
渡
す
際
、
引
当
家
屋
敷
の
売
却
見
込
額
が
債
務
残

高
に
足
り
な
い
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
債
権
者
が
貨
幣
で
返
済
を
受
け
た
い
と
申
し
立
て
て
も
、
大
坂
町
奉
行
所
は
債
権
者
に
対
し
家
屋
敷
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自
体
を
引
き
取
る
よ
う
指
示
す
る
。
換
言
す
る
と
、
家
質
契
約
の
場
合
、
債
権
者
が
給
付
訴
訟
を
起
こ
し
て
も
、
貨
幣
で
の
給
付
を
得
ら
れ

る
こ
と
は
な
い
。
先
述
し
た
通
り
、
ほ
か
に
債
権
者
が
い
た
と
き
に
は
、
そ
の
債
権
者
を
通
し
て
貨
幣
で
受
け
取
る
場
合
が
あ
る
。

御
為
替
貸
付
債
権
の
保
護
と
優
位
性
　
多
く
の
場
合
、
御
為
替
（
と
く
に
延
為
替
）
貸
付
の
契
約
文
言
は
書
入
（

）
44

に
相
当
し
た
が
、
通
常
の

書
入
債
権
よ
り
も
種
々
の
面
で
手
厚
く
保
護
さ
れ
た
。
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
優
位
性
は
、
優
先
裁
許
、
返
済
日
限
の
最
短
固
定
、

返
済
日
限
の
即
日
命
令
、
手
代
の
連
帯
責
任
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
（

）
45

。
な
お
、
こ
こ
で
は
新
た
に
「
評
儀
帳
」
の
各
項
目
、「
御
用

帳
」
に
記
さ
れ
た
大
坂
両
替
店
の
回
答
を
引
用
す
る
。
前
者
は
、
大
坂
町
奉
行
所
の
裁
判
記
録
で
あ
り
、
先
例
の
確
認
・
検
索
用
と
し
て
用

い
ら
れ
た
（

）
46

。
後
者
は
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
一
一
月
、
京
都
東
町
奉
行
所
か
ら
三
井
組
に
対
し
、
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
の
手
続
や
裁

許
の
前
例
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
大
坂
両
替
店
が
大
坂
で
の
前
例
を
京
都
両
替
店
に
回
答
し
た
書
状
の
写
し
で
あ
る
（

）
47

。

〔
史
料
32
〕「
大
阪
御
仕
置
録
　
上
」（
Ｈ
二
二
一
―
北
―
七
〇
）。

一
、
金
銀
出
入
候
者
、
日
切
申
付
置
候
者
江
為
御
替
金
銀
之
為
下
替
相
滞
候
段
訴
出
候
時
者
、
最
前
申
付
候
日
限
証
文
者
差
留
、
為
御

替
之
方
江
六
十
日
之
日
切
可
申
付
、
是
者
金
銀
高
ニ
よ
ら
す
右
之
通
申
付
候
事

〔
史
料
33
〕「
評
儀
帳
（

）
48

」、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
九
月
決
定
。

一
、
紀
州
為
替
日
切
申
付
有
之
者
江
、
為
御
替
滞
願

先
（
朱
書
）為
御
替
之
方
申
付
、
済
候
上
、
紀
州
之
方

　
但
、
御
城
代
伺

〔
史
料
34
〕「
御
用
帳
」、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
大
坂
両
替
店
回
答
。

一
、
寛
政
四
年
子
十
一
月
八
日
京
都
内
無
番
状
至
来
、
左
之
通

　
一�

、
当
地
北
印
ゟ
両
御
役
所
へ
御
印
其
外
諸
名
目
御
日
限
并
御
咎
等
之
儀
如
何
取
計
候
哉
、
夫
ニ
付
存
入
之
儀
被
申
出
候
様
被
仰
渡
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候
由
、
依
之
引
当
ニ
入
有
之
候
焼
地
面
ニ
而
も
貸
方
江
相
渡
、
済
切
ニ
い
た
し
候
様
被
仰
付
候
ハ
ヽ
、
融
通
可
宜
哉
之
旨
御
沙
汰

御
座
候
由
、
御
隠
蜜
（
密
）ニ
而
致
承
知
候
、
然
ル
処
東
公
事
方
よ
り
御
印
江
戸
・
大
坂
御
裁
許
之
儀
別
紙
之
通
御
尋
有
之
候
間
、
先
例

委
敷
可
被
仰
聞
候
、
縦
ひ
宜
敷
例
申
出
候
様
致
度
候
間
、
先
訴
引
戻
し
等
之
訳
御
吟
味
可
被
仰
聞
候
、
当
地
御
印
相
滞
之
節
、
御

咎
等
も
被
仰
付
、
厳
敷
御
座
候
処
、
弛
ミ
に
可
相
成
哉
と
急
度
心
痛
候
事
御
座
候

　
一�

、
右
之
儀
此
度
豆
州
様
御
上
京
ニ
付
、
御
沙
汰
可
被
遊
哉
之
様
ニ
も
相
心
得
申
候
、
御
印
障
り
に
不
相
成
候
様
希
候
事
御
座
候
、

以
上

　
　
　
　
十
一
月
七
日

　
　
　
　
　
追
啓

　
一
、
右
之
儀
十
人
組
へ
御
沙
汰
御
無
用
ニ
可
被
成
候
、
此
方
江
斗
内
々
御
尋
之
様
ニ
も
相
聞
得
申
候
、
已
上

　
　
　
　
　
　
別
紙

　�

江
戸
表
ニ
而
御
為
替
金
銀
滞
有
之
、
三
井
組
・
十
人
組
ゟ
御
取
立
相
願
候
節
、
日
限
并
御
咎
被
　
仰
付
候
儀
有
之
候
ハ
ヽ
、
承
度

候
事

一
、
大
坂
表
同
断
之
事

　　
　
　
　
　
大
坂
ゟ
返
答
書

　
一
、
御
印
相
滞
御
取
立
願
上
候
得
者
、
即
日
相
手
方
被
召
出
、
於
御
前
六
十
日
限
済
方
被
仰
付
候
事

　
　
　�

但
、
引
当
之
有
無
、
銀
高
多
少
ニ
不
抱
（
拘
）、
六
十
日
限
被
仰
付
候
、
且
諸
名
目
銀
其
外
諸
懸
り
先
訴
有
之
候
而
も
不
残
御
引
上

ニ
相
成
、
御
印
済
方
被
仰
渡
候
事
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一�

、
右
六
十
日
限
之
内
、
相
済
不
申
候
時
者
、
三
十
日
押
込
被
仰
付
、
右
押
込
中
ニ
も
相
済
不
申
候
時
者
、
身
上
限
此
方
へ
請
取
候

様
被
仰
渡
候
事

　
　
　
　�

但
、
右
六
十
日
限
之
内
、
本
銀
高
過
半
済
致
候
時
者
、
其
日
ゟ
又
々
六
十
日
限
被
仰
渡
候
、
残
銀
不
相
済
候
時
者
、
三
十
日

押
込
、
身
上
限
り
等
本
文
同
様
被
仰
渡
候
事

右
之
通
為
申
登
候
事

〔
史
料
35
〕「
評
儀
帳
（

）
49

」、
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
一
一
月
決
定
。

一
、
切
金
中
身
代
限
渡
度
申
も
の
、
家
屋
敷
引
当
ニ
而
為
御
替
銀
借
り
請
居
ル

　
為
（
朱
書
）御
替
名
代
江
引
当
受
取
候
哉
与
尋
候
所
、
銀
高
ニ
不
引
足
、
別
段
願
度
旨
申
之
願
付
候
付
、
申
立
ニ
抱
（
拘
）ら
ス
切
金
之
出
入
浮
置

〔
史
料
36
〕「
評
儀
帳
（

）
50

」、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
五
月
九
日
決
定
。

一
、
平
出
入
切
金
中
、
為
御
替
日
切
中
之
も
の
切
金
難
取
続
、
身
体
銀
渡
方

　
為
（
朱
書
）御
替
江
渡
、
切
金
之
出
入
引
上

第
一
に
、
優
先
裁
許
で
あ
る
。
以
上
の
史
料
か
ら
該
当
部
分
を
要
約
す
る
と
、
次
の
通
り
に
な
る
。
債
務
者
（
被
告
）
に
対
す
る
債
権
者

Ａ
（
原
告
）
の
書
入
債
権
給
付
訴
訟
（
先
訴
）
の
日
限
中
に
、
当
該
債
務
者
に
対
し
債
権
者
Ｂ
が
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
（
後
訴
）
を
起
こ

し
た
場
合
、
大
坂
町
奉
行
所
は
先
訴
を
不
受
理
（
順
番
待
ち
の
状
態
）
と
し
、
後
訴
の
債
務
を
履
行
す
る
よ
う
債
務
者
に
命
じ
る
。
換
言
す

る
と
、
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
は
常
に
先
訴
扱
い
と
な
る
。
な
お
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
改
正
よ
り
前
お
よ
び
天
明
八
年
（
一
七
八

八
）
改
正
以
降
の
場
合
、
債
権
保
護
が
優
遇
さ
れ
て
い
た
名
み
ょ
う

目も
く

金
債
権
給
付
訴
訟
（

）
51

が
先
訴
で
あ
っ
て
も
、
大
坂
町
奉
行
所
は
当
該
先
訴
を
不

受
理
と
し
、
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
の
債
務
を
履
行
す
る
よ
う
債
務
者
に
命
じ
る
（

）
52

。
例
外
と
し
て
、
債
権
者
Ａ
へ
の
切
金
を
履
行
し
続
け
る

債
務
者
（

）
53

に
対
し
、
債
権
者
Ｂ
が
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
を
起
こ
し
、
当
該
債
務
者
が
身
代
限
り
を
命
じ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
と
き
も
、
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大
坂
町
奉
行
所
は
債
権
者
Ａ
へ
の
切
金
を
不
受
理
と
し
、
先
に
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
の
債
務
を
履
行
す
る
よ
う
債
務
者
に
命
じ
る
。

第
二
に
、
返
済
日
限
の
最
短
固
定
で
あ
る
。
以
上
の
史
料
か
ら
該
当
部
分
を
要
約
す
る
と
、
次
の
通
り
に
な
る
。
債
務
銀
高
の
大
小
に
関

係
な
く
、
大
坂
町
奉
行
所
は
御
為
替
の
債
務
者
（
被
告
）
に
六
〇
日
の
返
済
日
限
を
命
じ
る
。
こ
れ
は
、
通
常
の
金
銀
出
入
に
お
け
る
返
済

期
限
の
最
短
（「
軽
キ
者
」、
六
〇
日
間
）
に
相
当
す
る
。
返
済
日
限
を
過
ぎ
て
も
債
務
不
履
行
の
場
合
、
大
坂
町
奉
行
所
は
通
常
の
金
銀
出

入
と
同
様
、
債
務
者
に
三
〇
日
間
の
手
錠
・
押
込
を
命
じ
、
そ
れ
で
も
債
務
不
履
行
の
と
き
に
は
身
代
限
り
を
命
じ
る
。

〔
史
料
37
〕「
評
儀
帳
」、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
六
月
一
九
日
決
定
（

）
54

。

一
、
為
御
替
相
手
呼
出
方

町
（
朱
書
）内
者
朝
五
ツ
半
迄
之
願
者
即
日
、
右
刻
限
過
候
ハ
ヽ
翌
日
、
併
当
日
間
ニ
合
候
所
者
即
日
ニ
而
も
、
在
方
ハ
近
廻
り
も
翌
日

第
三
に
、
返
済
日
限
の
即
日
命
令
で
あ
る
。
通
常
の
金
銀
出
入
の
場
合
、
大
坂
町
奉
行
所
は
出
訴
日
か
ら
三
〇
日
後
に
債
務
銀
高
に
応
じ

た
返
済
日
限
を
命
じ
る
が
（

）
55

、
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
の
場
合
、
原
則
と
し
て
出
訴
の
当
日
に
六
〇
日
の
返
済
日
限
を
命
じ
る
。

〔
史
料
38
〕「
評
儀
帳
」、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
一
〇
月
二
七
日
決
定
（

）
56

。

一
、
為
御
替
滞
、
相
手
主
人
与
店
手
代

為
（
朱
書
）御
替
之
儀
者
重
立
候
店
手
代
為
致
連
判
候
由
、
外
出
入
と
も
違
候
付
、
親
子
連
判
之
取
計
ニ
准
、
一
所
ニ
為
請
、
押
込
等
之
上
、

不
済
節
者
、
所
持
之
雑
物
為
渡
候
積

第
四
に
、
手
代
の
連
帯
責
任
で
あ
る
。
一
般
的
な
金
銀
出
入
と
違
い
、
御
為
替
借
入
証
文
に
連
判
し
た
主
人
と
手
代
は
親
子
連
判
と
同
様

で
あ
り
、
当
該
主
人
が
債
務
不
履
行
の
場
合
、
大
坂
町
奉
行
所
は
主
人
だ
け
で
な
く
手
代
に
も
押
込
や
身
代
限
り
を
命
じ
る
。
通
常
、
債
務

者
と
し
て
金
銭
貸
借
証
文
に
連
印
す
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
親
と
子
で
あ
り
、
主
人
と
手
代
が
連
印
す
る
こ
と
は
な
い
。

御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
に
よ
る
身
代
限
り
と
家
質
債
権
　
先
述
し
た
通
り
、
家
質
債
権
者
は
、
後
訴
で
あ
っ
て
も
、
身
代
限
り
の
際
に
は
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質
権
を
設
定
し
た
家
屋
敷
か
家
質
債
権
の
元
利
金
を
優
先
的
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
で
は
、
身
代
限
り
を
受
け
取
る
の
が
御
為
替
債

権
者
で
あ
り
、
当
該
債
務
者
が
別
の
債
権
者
に
家
質
を
入
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
家
質
債
権
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
。

〔
史
料
39
〕「
大
阪
御
仕
置
録
　
上
」（
Ｈ
二
二
一
―
北
―
七
〇
）。

一
、
為
御
替
之
下（為
脱
ヵ
）

替
滞
、
身
体
限
り
ニ
申
付
候
時
者
、
家
質
本
銀
・
利
銀
共
質
主
方
江
受
取
セ
申
候
事

債
権
者
Ａ
（
原
告
）
へ
の
御
為
替
債
務
不
履
行
を
起
こ
し
、
身
代
限
り
を
命
じ
ら
れ
た
債
務
者
（
被
告
）
が
債
権
者
Ｂ
に
対
し
家
屋
敷
を

家
質
に
入
れ
て
い
た
場
合
、
債
権
者
Ａ
は
家
質
債
権
の
元
利
金
を
債
権
者
Ｂ
に
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）

令
で
は
残
金
の
記
載
が
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
元
利
金
を
渡
し
た
あ
と
に
残
金
が
あ
れ
ば
債
権
者
Ａ
は
残
金
を
受
け

取
り
、
債
権
者
Ａ
の
希
望
次
第
で
は
質
権
が
設
定
さ
れ
た
家
屋
敷
を
債
権
者
Ｂ
に
引
き
渡
す
こ
と
も
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
最
大
級
の
債
権

保
護
を
受
け
た
御
為
替
債
権
で
あ
っ
て
も
、
質
入
債
権
の
優
先
弁
済
に
は
対
抗
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
、
基
本
的
に
大
坂
両
替
店
は
、
引
当
家
屋
敷
の
価
値
が
高
い
（
ま
た
は
高
く
な
る
）
と
判
断
し
た
場
合
に
は
家
質
貸
を
選
択

し
、
一
方
で
、
引
当
家
屋
敷
の
価
値
が
低
い
（
ま
た
は
低
く
な
る
）
と
の
判
断
で
あ
っ
て
も
、
債
務
者
の
所
有
財
産
が
多
い
と
判
断
し
た
場

合
に
は
御
為
替
貸
付
を
選
択
し
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
家
質
契
約
に
す
る
と
、
仮
に
相
手
が
多
重
債
務
者
で
あ
っ
て
も
、
最
低
限
、
家

屋
敷
自
体
の
優
先
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
た
と
え
ば
給
付
訴
訟
時
、
引
当
家
屋
敷
の
価
値
が
契
約
時

に
比
べ
て
大
幅
に
低
く
な
っ
て
い
た
場
合
、
家
屋
敷
自
体
を
受
け
取
っ
て
も
大
坂
両
替
店
は
大
き
な
損
失
を
計
上
す
る
こ
と
に
な
る
。

3　

御
為
替
債
権
を
め
ぐ
る
大
坂
町
奉
行
所
の
訴
訟
手
続
の
変
遷

☆

―
―

☆

大
坂
両
替
店
の
訴
訟
記
録
か
ら

完
済
か
取
下
か
身
代
限
り
か
　「
御
用
帳
」
に
記
載
の
あ
る
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
一
一
月
か
ら
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
三
月
ま
で

の
一
八
三
件
の
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
記
録
（

）
57

の
う
ち
、
出
訴
日
か
ら
解
決
日
ま
で
が
判
明
す
る
正
徳
五
年
二
月
か
ら
元
治
二
年
三
月
ま
で
の
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一
五
七
件
を
選
び
、
そ
れ
ら
の
解
決
日
数
を
図
示
し
た
も
の
が
第
8
図
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
完
済
（
債
務
残
高
を
貨
幣
か
抵
当
引
渡
で
返
済
し
た
場
合
）、
取

下
（
当
事
者
間
の
示
談
で
出
訴
を
取
り
下
げ
た
場
合
）、
身
代
限
り
（
財
産
差

し
押
さ
え
の
執
行
）
に
区
別
し
た
。
な
お
、
か
つ
て
賀
川
隆
行
（

）
58

も
、
大
坂
両
替

店
の
訴
訟
記
録
を
分
析
し
た
が
、
分
析
時
期
に
つ
い
て
は
明
和
二
年
（
一
七
六

五
）
か
ら
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
ま
で
で
あ
り
、
時
期
的
特
徴
に
十
分
に
目

配
り
し
て
い
な
い
の
で
、
以
下
で
詳
細
に
取
り
上
げ
て
お
く
。

解
決
日
数
　
解
決
平
均
日
数
は
八
六
・
九
二
日
（
一
五
七
件
）
で
あ
り
、
解

決
の
別
で
見
る
と
、
完
済
に
つ
い
て
は
八
八
・
四
日
（
一
一
〇
件
）、
取
下
に

つ
い
て
は
八
一
・
〇
日
（
四
一
件
）、
身
代
限
り
に
つ
い
て
は
一
〇
〇
・
三
日

（
六
件
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
時
期
的
な
特
徴
を
分
析
す
る
に
あ
た

っ
て
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
令
前
後
か
否
か
、
完
済
と
取
下
の
割
合
は
ど

う
か
と
い
う
点
に
着
目
し
て
お
き
た
い
。
と
く
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
概
ね
一

八
二
〇
年
代
以
降
、
取
下
の
割
合
が
激
増
し
、
身
代
限
り
の
執
行
も
文
化
五
年

（
一
八
〇
八
）
を
最
後
に
見
ら
れ
な
く
な
る
。
よ
っ
て
便
宜
的
に
、
Ⅰ
期
は
享

保
五
年
（
一
七
二
〇
）
ま
で
、
Ⅱ
期
は
享
保
六
年
か
ら
文
政
二
年
（
一
八
一

九
）
ま
で
、
Ⅲ
期
は
文
政
三
年
以
降
と
い
う
区
分
を
し
て
み
る
。

Ⅰ
期
の
解
決
平
均
日
数
は
一
二
五
・
一
日
（
六
件
）
で
あ
り
、
最
短
一
八
日
、

第 8図　三井大坂両替店の御為替債権給付訴訟の解決日数　――　正徳 5 年（1715）
11 月～元治 2 年（1864）3 月の場合

出典）　正徳 4 年「御用帳之控」（別1743-7），享保 8 年「御用帳」（本342），寛政 6 年「御用帳」（本343），
天保 6 年「御用帳」（本344）。
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最
長
四
五
七
日
で
あ
る
。
解
決
方
法
に
つ
い
て
は
、
身
代
限
り
は
見
ら
れ
ず
、
す
べ
て
完
済
で
あ
っ
た
。

Ⅱ
期
の
解
決
平
均
日
数
は
八
九
・
二
日
（
一
〇
一
件
）
で
あ
り
、
解
決
の
別
で
見
る
と
、
完
済
に
つ
い
て
は
八
五
・
九
日
（
八
八
件
）、

最
短
二
日
、
最
長
三
一
八
日
、
取
下
に
つ
い
て
は
一
二
二
・
六
日
（
七
件
）、
最
短
四
八
日
、
最
長
三
〇
九
日
、
身
代
限
り
に
つ
い
て
は
一

〇
〇
・
三
日
（
六
件
）、
最
短
三
〇
日
、
最
長
一
六
八
日
で
あ
る
。
巨
視
的
に
捉
え
る
と
、
概
ね
一
五
〇
日
前
後
ま
で
に
は
解
決
、
と
く
に

完
済
に
至
っ
て
お
り
、
①
六
〇
日
の
返
済
日
限
、
②
過
半
返
済
で
再
度
六
〇
日
の
返
済
日
限
、
③
手
錠
・
押
込
（
病
気
の
場
合
、
押
込
）
で

三
〇
日
の
返
済
日
限
と
い
う
最
大
一
五
〇
日
の
猶
予
の
間
に
解
決
に
至
っ
て
い
る
。

Ⅲ
期
の
解
決
平
均
日
数
は
七
七
・
七
日
（
五
〇
件
）
で
あ
り
、
解
決
の
別
で
見
る
と
、
完
済
に
つ
い
て
は
八
八
・
六
日
（
一
六
件
）、
最

短
一
七
日
、
最
長
三
〇
一
日
、
取
下
に
つ
い
て
は
七
二
・
五
日
（
三
四
件
）、
最
短
二
〇
日
、
最
長
一
六
四
日
で
あ
る
。
完
済
の
解
決
平
均

日
数
は
Ⅱ
期
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
が
、
取
下
の
解
決
平
均
日
数
は
Ⅱ
期
の
そ
れ
と
比
べ
て
大
き
く
減
少
し
て
い
る
。

訴
訟
手
続
　
Ⅰ
～
Ⅲ
期
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
な
事
例
を
提
示
し
、
手
続
の
違
い
を
見
る
。

〔
Ⅰ
期
Ａ
〕
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
七
月
二
六
日
出
訴
の
事
例
。

被
告
は
北
革
屋
町
二
丁
目
の
布
袋
屋
三
之
丞
（
代
判
又
兵
衛
）・
同
手
代
利
兵
衛
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
二
〇
貫
目
で
あ
っ
た
。
七
月

二
七
日
に
①
五
日
切
（
大
坂
町
奉
行
所
に
よ
る
五
日
の
返
済
日
限
命
令
）、
八
月
二
日
に
②
五
日
切
、
八
月
七
日
に
③
五
日
切
、
八
月
一
二

日
に
④
五
日
切
を
経
て
、
八
月
一
三
日
に
⑤
完
済
と
な
っ
た
。

〔
Ⅰ
期
Ｂ
〕
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
六
月
二
六
日
出
訴
の
事
例
。

被
告
は
大
川
町
の
錺し

万ま
か

津づ

屋
宗
左
衛
門
・
同
手
代
藤
兵
衛
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
三
〇
貫
目
で
あ
っ
た
。
六
月
二
六
日
に
①
五
日
切
、

七
月
一
日
～
八
月
一
八
日
②
五
日
切
の
連
続
（
六
回
程
度
）、
八
月
一
九
日
に
③
宗
左
衛
門
と
手
代
喜
兵
衛
・
藤
兵
衛
手
錠
（「
過
怠
手
錠
」）、

翌
年
一
〇
月
二
日
に
④
完
済
と
な
り
、
手
錠
（「
過
怠
」）
が
免
除
さ
れ
た
。
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Ⅰ
期
の
手
続
を
整
理
す
る
前
に
、
ま
ず
、
享
保
五
年
令
以
前
の
金
銀
出
入
に
関
す
る
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）、
老
中
の
諮
問
（
大
坂
法
を
江
戸
法
に
準
拠
す
る
こ
と
の
可
否
）
に
対
し
、
大
坂
町
奉
行
が
改
正
前
の
手

続
を
述
懐
し
た
記
述
か
ら
し
か
判
明
し
て
い
な
い
（

）
59

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
対
決
の
う
え
、
大
坂
町
奉
行
所
は
債
務
者
（
被
告
）
に
三
〇
日
の
返

済
日
限
を
命
じ
、
当
該
日
限
を
過
ぎ
て
も
債
務
不
履
行
の
場
合
、
二
〇
日
、
一
〇
日
、
五
日
と
日
限
を
短
縮
し
な
が
ら
一
二
～
一
三
回
も
返

済
日
限
を
命
じ
る
と
い
う
「
緩
慢
な
手
続
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
債
務
不
履
行
の
と
き
に
は
、
債
務
者
に
無
期
限
で
手
錠
を
掛
け
、
当
事

者
間
で
解
決
し
手
錠
を
免
除
す
る
か
、
被
告
人
が
「
身
体
倒
」
れ
る
ま
で
放
置
す
る
か
、
い
ず
れ
か
の
処
置
を
と
っ
た
と
い
う
（

）
60

。

こ
の
よ
う
な
金
銀
出
入
と
比
べ
る
と
、
Ⅰ
期
の
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
に
関
す
る
手
続
の
特
徴
は
、
最
初
か
ら
五
日
の
返
済
日
限
が
命
じ

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
Ａ
と
Ｂ
の
以
外
に
も
四
件
が
五
日
切
か
ら
命
じ
ら
れ
、
Ｂ
以
外
も
含
め
る
と
、
概
ね
五
～
七
回
程
度
で
手
錠
（「
過

怠
」）
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
享
保
五
年
令
前
に
お
い
て
も
、
書
入
債
権
よ
り
も
御
為
替
債
権
は
優
遇
さ
れ
て
い
た
と
い
っ

て
よ
い
。
ほ
ぼ
出
訴
の
当
日
か
翌
日
に
返
済
日
限
が
命
じ
ら
れ
た
点
も
、
そ
の
優
遇
の
一
環
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
御
為
替

債
権
給
付
訴
訟
で
あ
っ
て
も
、
身
代
限
り
は
命
じ
ら
れ
ず
、
史
料
文
言
を
素
直
に
受
け
取
る
と
債
務
者
が
一
年
間
も
手
錠
を
掛
け
ら
れ
た
例

も
あ
る
（
Ｂ
）。
し
た
が
っ
て
、
債
務
者
が
手
錠
を
受
け
入
れ
続
け
れ
ば
、
一
年
以
上
も
返
済
期
限
を
延
ば
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

〔
Ⅱ
期
Ａ
〕
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
一
二
月
一
一
日
出
訴
の
事
例
。

被
告
は
嶋
町
二
丁
目
の
灰
吹
屋
甚
兵
衛
・
同
甚
左
衛
門
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
六
貫
目
で
あ
っ
た
。
一
二
月
一
二
日
に
①
六
〇
日
切

（
大
坂
町
奉
行
所
に
よ
る
六
〇
日
の
返
済
日
限
命
令
）、
翌
二
月
一
二
日
ま
で
に
②
銀
三
貫
一
〇
〇
匁
返
済
、
二
月
一
二
日
に
③
過
半
返
済
の

た
め
六
〇
日
切
、
三
月
二
二
日
に
④
銀
二
貫
七
〇
〇
匁
返
済
、
四
月
一
一
日
に
⑤
残
銀
二
〇
〇
匁
返
済
で
完
済
と
な
っ
た
。

〔
Ⅱ
期
Ｂ
〕
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
九
月
一
〇
日
出
訴
の
事
例
。

被
告
は
材
木
町
の
河
内
屋
八
右
衛
門
・
大
塚
屋
八
郎
右
衛
門
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
一
〇
貫
目
で
あ
っ
た
。
九
月
一
〇
日
に
①
両
名
に
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別
の
出
入
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
を
大
坂
両
替
店
が
知
り
、
大
坂
町
奉
行
所
に
引
当
物
売
却
の
延
期
を
申
告
し
た
。
九
月
某
日
に
②
両
名
二
重

家
質
の
た
め
牢
舎
、
翌
年
三
月
二
三
日
に
③
八
右
衛
門
は
町
中
引
廻
し
磔
は
り
つ
け、
木
屋
武
兵
衛
（
印
鑑
・
証
文
偽
造
）
は
町
中
引
廻
し
磔
、
八
郎

兵
衛
は
磔
、
木
屋
武
兵
衛
親
武
兵
衛
（
印
鑑
管
理
不
十
分
）
は
諸
色
取
上
、
大
塚
屋
八
郎
右
衛
門
（
印
鑑
管
理
不
十
分
）
は
摂
州
所
払
い
、

河
内
屋
徳
右
衛
門
（
印
鑑
管
理
不
十
分
）
は
流
罪
、
播
磨
屋
九
郎
兵
衛
（
口
入
）・
筆
屋
伊
右
衛
門
（
口
入
）・
播
磨
屋
善
兵
衛
（
口
入
）
は

流
罪
と
な
り
、
五
月
一
五
日
頃
に
④
大
坂
町
奉
行
所
が
収
公
物
の
売
却
銀
か
ら
銀
二
〇
貫
目
を
大
坂
両
替
店
に
下
げ
渡
し
た
。

〔
Ⅱ
期
Ｃ
〕
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
八
月
一
〇
日
出
訴
の
事
例
。

被
告
は
百
ひ
ゃ
っ

間け
ん

町
の
志
布
子
屋
喜
兵
衛
・
同
別
家
手
代
志
布
子
屋
幸
七
で
あ
り
、
債
務
銀
高
は
銀
四
〇
貫
目
で
あ
っ
た
。
八
月
一
〇
日
に
①

六
〇
日
切
、
一
〇
月
一
一
日
に
②
三
〇
日
切
（
病
気
の
た
め
押
込
）、
一
一
月
一
二
日
に
③
身
代
限
り
命
令
と
な
り
、
同
日
に
④
家
屋
敷
三

か
所
と
家
財
二
〇
九
点
が
大
坂
両
替
店
に
引
き
渡
さ
れ
た
。

〔
Ⅱ
期
Ｄ
〕
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
四
月
一
五
日
出
訴
の
事
例
。

被
告
は
富と
ん

田だ

屋や

町
の
平
野
屋
又
兵
衛
・
同
手
代
九
兵
衛
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
四
一
八
貫
九
〇
〇
匁
で
あ
っ
た
。
四
月
二
一
日
に
①
六

〇
日
切
の
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
大
坂
両
替
店
は
、
両
名
に
は
別
の
金
銀
出
入
で
身
代
限
り
を
命
じ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
大
坂
町
奉
行
所

か
ら
伝
え
ら
れ
、
両
名
に
対
す
る
書
入
債
権
と
引
当
物
が
あ
る
こ
と
を
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
し
た
。
五
月
八
日
に
②
別
の
金
銀
出
入
で
身

代
限
り
命
令
と
な
り
、
五
月
一
四
日
に
③
家
屋
敷
、
秋
田
藩
、
佐
賀
藩
、
福
山
藩
の
借
状
、
家
財
七
一
点
が
大
坂
両
替
店
に
引
き
渡
さ
れ
た
。

〔
Ⅱ
期
Ｅ
〕
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
正
月
二
二
日
出
訴
の
事
例
。

被
告
は
道ど
し

修ょ
う

町
五
丁
目
の
天
王
寺
屋
喜
右
衛
門
・
同
家
新
次
郎
・
同
手
代
甚
助
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
六
〇
貫
目
で
あ
っ
た
。
一
〇
月

二
〇
日
に
①
両
名
に
別
の
金
銀
出
入
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
を
大
坂
両
替
店
が
知
り
、
両
名
に
対
す
る
書
入
債
権
と
引
当
物
が
あ
る
こ
と
を
大

坂
町
奉
行
所
に
申
告
し
た
。
翌
正
月
二
二
日
に
②
六
〇
日
切
、
三
月
二
四
日
に
③
三
〇
日
切
（
病
気
の
た
め
押
込
）、
四
月
二
四
日
に
④
訴
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訟
取
下
（
銀
一
七
貫
目
返
済
、
残
銀
四
三
貫
目
に
つ
い
て
は
大
坂
両
替
店
と
家
質
契
約
）
と
な
っ
た
。

〔
Ⅱ
期
Ｆ
〕
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
四
月
二
七
日
出
訴
の
事
例
。

被
告
は
土
佐
堀
二
丁
目
の
豊
後
屋
次
郎
兵
衛
・
同
手
代
喜
兵
衛
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
五
〇
貫
目
で
あ
っ
た
。
四
月
二
七
日
に
①
六
〇

日
切
、
六
月
二
九
日
に
②
三
〇
日
切
（
病
気
の
た
め
押
込
）、
八
月
一
六
日
に
③
身
代
限
り
命
令
の
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
大
坂
両
替
店
と
次

郎
兵
衛
側
の
双
方
が
八
月
一
七
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
八
月
一
七
日
に
④
双
方
が
八
月
二
四
日
ま
で

延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
八
月
二
四
日
に
⑤
双
方
が
八
月
二
六
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉

行
所
に
申
告
、
八
月
二
六
日
に
⑥
訴
訟
取
下
（
銀
一
〇
貫
目
返
済
、
残
銀
二
〇
貫
目
に
つ
い
て
は
大
坂
両
替
店
と
家
質
契
約
、
も
う
一
方
の

残
銀
二
〇
貫
目
に
つ
い
て
は
大
坂
両
替
店
と
再
び
延
為
替
契
約
で
合
意
）
と
な
っ
た
。

以
上
か
ら
、
Ⅱ
期
の
手
続
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
完
済
に
至
る
手
続
は
、
史
料
32
と
史
料
34
の
通
り
で
あ
る
。
大
坂
町
奉
行
所
は

被
告
に
ま
ず
六
〇
日
の
返
済
日
限
を
命
じ
、
日
限
ま
で
に
過
半
が
返
済
さ
れ
る
と
再
度
六
〇
日
の
日
限
を
命
じ
た
（
Ａ
）。
た
だ
し
、
被
告

が
吟
味
筋
（
刑
事
事
件
に
相
当
）
に
掛
か
る
と
、
そ
の
判
決
が
下
る
ま
で
出
入
筋
の
解
決
は
大
幅
に
遅
れ
た
（
Ｂ
）。

身
代
限
り
に
至
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
史
料
32
と
史
料
34
の
通
り
で
あ
る
。
初
回
の
六
〇
日
の
返
済
日
限
で
返
済
が
過
半
に
満
た

な
か
っ
た
場
合
、
大
坂
町
奉
行
所
は
被
告
に
手
錠
・
押
込
を
執
行
し
、
三
〇
日
の
返
済
日
限
を
命
じ
た
。
そ
れ
で
も
債
務
不
履
行
の
と
き
に

は
、
身
代
限
り
を
執
行
し
、
家
屋
敷
や
家
財
の
所
有
権
を
原
告
の
大
坂
両
替
店
に
移
転
さ
せ
た
（
Ｃ
）。
な
お
、
被
告
が
別
の
金
銀
出
入
で

身
代
限
り
を
命
じ
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
場
合
、
大
坂
町
奉
行
所
は
当
該
金
銀
出
入
の
日
限
で
身
代
限
り
を
執
行
し
、
大
坂
両
替
店
は
後
訴

で
あ
っ
て
も
被
告
か
ら
家
屋
敷
や
家
財
を
受
け
取
っ
た
（
Ｄ
）。

被
告
が
金
銭
な
ど
で
返
済
で
き
な
い
場
合
、
大
坂
両
替
店
と
の
合
意
の
う
え
で
示
談
（
訴
訟
取
下
）
が
成
立
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
示
談

の
条
件
と
し
て
は
、
⑴
債
務
の
一
部
を
返
済
し
、
残
額
に
つ
い
て
は
引
当
家
屋
敷
を
書
入
か
ら
家
質
に
書
き
換
え
て
家
質
契
約
を
結
ぶ
条
件
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（
Ｅ
）、
⑵
債
務
の
す
べ
て
に
つ
い
て
引
当
家
屋
敷
を
書
入
か
ら
家
質
に
書
き
換
え
て
家
質
契
約
を
結
ぶ
条
件
、
⑶
債
務
の
一
部
を
返
済
し
、

残
額
に
つ
い
て
は
引
当
を
書
入
か
ら
変
え
ず
に
延
為
替
契
約
を
結
び
直
す
条
件
、
⑷
債
務
の
一
部
を
返
済
し
、
残
額
の
一
方
に
つ
い
て
は
引

当
の
一
部
を
書
入
か
ら
家
質
に
書
き
換
え
て
家
質
契
約
を
結
び
、
残
額
の
も
う
一
方
に
つ
い
て
は
引
当
を
書
入
か
ら
変
え
ず
に
延
為
替
契
約

を
結
び
直
す
条
件
が
あ
っ
た
（
Ｆ
）。
⑴
と
⑵
に
つ
い
て
は
、
引
当
家
屋
敷
の
価
値
（
予
想
売
却
金
）
が
高
く
、
万
が
一
大
坂
両
替
店
が
引

当
家
屋
敷
自
体
を
受
け
取
っ
て
も
よ
い
と
判
断
し
た
際
に
示
談
に
合
意
し
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、「
居
宅
続
屋
敷
五
間
口
家

質（
セ二
シ十
〆貫
目ゝ
ニ）
引
直
呉
候
様
申
聞
候
得
共
、
家
質
望
無
之
間
、
外
方
へ
御
差
引〻
（
入
）、
正
銀
済
ニ
相
成
候
様
（

）
61

」
と
大
坂
両
替
店
が
断
っ
た
こ
と
も

あ
り
、「
此
方
（
大
坂
両
替
店
）
家
質
心
当
之
方
も
有
之
候
へ
者
、
一
応
掛
合
可
遣
旨
申
達
候
処
、
何
分
宜
奉
頼
候
段
申
聞
、
罷
帰
申
候
、

右
之
通
ニ
而
彼
方
ニ
而
家
質
建
替
出
来
不
申
、
又
々
日
延
相
願
候
儀
も
不
相
好
、
引
当
屋
敷
直
打
も
有
之
候
儀
ニ
付
、
相
談
之
上
、
阿
波
屋

伊
兵
衛
（
大
坂
両
替
店
持
家
屋
敷
の
名
前
人
（

）
62

）
呼
寄
、
右
之
趣
及
相
談
候
処
、
承
知
之
趣
申
聞
」
と
い
う
事
例
も
あ
る
（

）
63

。
⑶
と
⑷
の
場
合
、

延
為
替
契
約
を
結
び
直
す
に
あ
た
っ
て
は
、
引
当
物
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
か
一
部
で
、
債
務
者
の
印
形
人
を
増
や
す
こ
と
が
多
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
（

）
64

。

〔
Ⅲ
期
Ａ
〕
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
一
〇
月
一
九
日
出
訴
の
事
例
。

被
告
は
堂
嶋
新
地
中
三
丁
目
の
助
松
屋
伊
兵
衛
、
坂
本
町
の
麹
屋
八
郎
兵
衛
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
一
七
貫
目
で
あ
っ
た
。
一
〇
月
二

〇
日
に
①
六
〇
日
切
、
一
一
月
二
一
日
に
②
切
日
中
に
伊
兵
衛
が
南
都
に
出
向
い
た
の
で
手
鎖
と
な
っ
た
が
、
一
二
月
一
八
日
に
③
銀
一
三

貫
目
返
済
、
一
二
月
二
一
日
に
④
残
銀
四
貫
目
返
済
で
完
済
と
な
っ
た
。

〔
Ⅲ
期
Ｂ
〕
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
六
月
一
九
日
出
訴
の
事
例
。

被
告
は
浄
覚
町
の
神
崎
屋
直
蔵
・
同
町
の
炭
屋
又
左
衛
門
（
死
去
、
直
蔵
が
相
続
人
と
な
り
又
三
郎
に
改
名
）
で
あ
り
、
債
務
残
額
が
銀

二
〇
貫
目
で
あ
っ
た
。
六
月
二
〇
日
に
①
大
坂
町
奉
行
所
が
早
々
に
返
済
す
る
よ
う
又
三
郎
側
に
指
示
、
同
日
に
②
大
坂
両
替
店
と
又
三
郎
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側
の
双
方
が
六
月
二
九
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
六
月
晦
日
に
③
色
々
繰
り
合
わ
せ
を
し
た
が
調
達
で

き
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
、
双
方
が
七
月
四
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
六
月
五
日
に
④
銀
一
貫
目
を
返

済
し
た
あ
と
、
双
方
が
六
月
九
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
し
た
が
、
大
坂
町
奉
行
所
か
ら
却
下
、
同
日
に

⑤
町
内
か
ら
六
月
七
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
大
坂
町
奉
行
所
に
願
っ
た
と
こ
ろ
、
大
坂
町
奉
行
所
は
引
当
家
屋
敷
の
売
却
金
で
返
済
を
す

る
よ
う
又
三
郎
に
命
令
し
、
大
坂
両
替
店
は
銀
一
貫
目
を
又
三
郎
側
に
一
旦
返
却
、
六
月
八
日
に
⑥
銀
五
貫
目
返
済
を
条
件
に
双
方
が
六
月

一
七
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
し
た
が
、
一
七
日
の
期
限
ま
で
に
返
済
し
な
け
れ
ば
町
中
が
引
当
家
屋
敷

を
売
却
し
返
済
す
る
と
い
う
書
付
を
提
出
す
る
よ
う
大
坂
町
奉
行
所
が
指
示
、
同
日
に
⑦
そ
の
書
付
を
又
三
郎
・
町
年
寄
・
大
坂
両
替
店
が

大
坂
町
奉
行
所
に
提
出
、
七
月
一
八
日
に
⑧
完
済
と
な
っ
た
。

〔
Ⅲ
期
Ｃ
〕
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
二
月
一
一
日
出
訴
の
事
例
。

被
告
は
白し
ら

髪が

町
の
平
野
屋
清
左
衛
門
・
同
手
代
徳
兵
衛
、
南
堀
江
二
丁
目
の
平
野
屋
分
兵
衛
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
八
九
貫
目
で
あ
っ

た
。
二
月
一
二
日
に
①
大
坂
町
奉
行
所
が
引
当
家
屋
敷
を
早
々
に
売
り
払
う
よ
う
清
左
衛
門
側
に
指
示
、
二
月
一
三
日
に
②
大
坂
両
替
店
と

清
左
衛
門
側
の
双
方
が
二
月
二
七
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
二
月
二
八
日
に
③
双
方
が
三
月
七
日
ま
で

延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
三
月
八
日
に
④
双
方
が
三
月
一
四
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行

所
に
申
告
、
三
月
一
四
日
に
⑤
銀
六
五
貫
目
返
済
（
町
中
に
支
払
う
帳
切
入
用
に
つ
い
て
は
四
月
晦
日
ま
で
免
除
と
い
う
条
件
で
、
平
野
屋

分
兵
衛
抱
屋
敷
を
銀
六
五
貫
目
で
譲
渡
）、
三
月
一
五
日
に
⑥
双
方
が
四
月
五
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、

四
月
六
日
に
⑦
清
左
衛
門
側
が
四
月
一
〇
日
ま
で
の
延
期
を
大
坂
町
奉
行
所
に
願
う
が
、
大
坂
町
奉
行
所
は
一
〇
日
ま
で
に
返
済
で
き
な
け

れ
ば
身
代
限
り
を
命
じ
る
と
返
答
し
、
双
方
が
四
月
一
〇
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
、
四
月
一
一
日
に
⑧
身
代
限
り
命
令
の
は
ず
で
あ

っ
た
が
、
双
方
が
四
月
一
八
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
（
大
坂
町
奉
行
所
か
ら
は
叱
責
）、
四
月
二
一
日
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に
⑨
銀
四
貫
目
分
の
茶
道
具
九
点
を
大
坂
両
替
店
に
渡
し
た
あ
と
、
双
方
が
四
月
二
七
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所

に
申
告
、
五
月
一
〇
日
に
⑩
身
代
限
り
命
令
と
な
っ
た
が
、
五
月
二
六
日
に
⑪
材
木
問
屋
仲
間
一
同
が
清
左
衛
門
の
家
名
断
絶
を
嘆
き
、
大

坂
両
替
店
に
銀
一
貫
目
を
返
済
す
る
と
い
う
の
で
、
身
代
限
り
を
実
行
す
る
こ
と
な
く
訴
訟
取
下
（
富
田
屋
町
抱
屋
敷
の
売
却
金
を
家
質
主

の
元
利
返
済
に
、
そ
の
余
銀
二
貫
目
、
材
木
問
屋
仲
間
か
ら
の
銀
一
貫
目
、
証
文
銀
五
〇
〇
匁
を
大
坂
両
替
店
に
渡
し
、
残
銀
一
六
貫
五
〇

〇
匁
に
つ
い
て
は
文
政
八
年
か
ら
五
〇
年
賦
で
再
契
約
）
と
な
り
、
そ
の
旨
を
町
奉
行
所
に
申
告
し
た
。

〔
Ⅲ
期
Ｄ
〕
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
五
月
二
三
日
出
訴
の
事
例
。

被
告
は
鍛
冶
屋
町
二
丁
目
の
泉
屋
仁
右
衛
門
・
同
手
代
久
助
、
南
紺
屋
町
の
広
嶋
屋
清
兵
衛
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
一
七
貫
目
で
あ
っ

た
。
五
月
二
四
日
に
①
大
坂
町
奉
行
所
が
早
々
に
返
済
す
る
よ
う
仁
右
衛
門
側
に
指
示
、
同
日
に
②
大
坂
両
替
店
と
仁
右
衛
門
側
の
双
方
が

六
月
八
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
六
月
九
日
に
③
家
屋
敷
の
売
却
先
が
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

双
方
が
六
月
二
三
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
六
月
二
四
日
に
④
双
方
が
七
月
四
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と

を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
七
月
五
日
に
⑥
双
方
が
七
月
一
七
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
七

月
一
九
日
ま
で
に
⑦
銀
八
貫
七
〇
〇
匁
返
済
、
七
月
一
九
日
に
⑧
残
銀
八
貫
三
〇
〇
匁
を
調
達
中
と
い
う
こ
と
で
、
双
方
が
七
月
二
五
日
ま

で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
七
月
二
六
日
に
⑨
訴
訟
取
下
（
正
銀
二
貫
目
返
済
、
銀
二
貫
五
〇
〇
匁
に
つ
い
て

は
奈
良
屋
伊
兵
衛
名
義
で
大
坂
両
替
店
と
延
為
替
契
約
、
出
世
証
文
銀
三
貫
八
〇
〇
匁
を
大
坂
両
替
店
と
手
交
）
と
な
っ
た
。

〔
Ⅲ
期
Ｅ
〕
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
五
月
一
九
日
出
訴
の
事
例
。

被
告
は
櫂か
い

屋や

町
の
天
満
屋
平
右
衛
門
・
同
手
代
利
助
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
二
五
貫
目
で
あ
っ
た
。
五
月
二
〇
日
に
①
大
坂
町
奉
行
所

が
早
々
に
返
済
す
る
よ
う
平
右
衛
門
側
に
指
示
、
同
日
に
②
大
坂
両
替
店
と
平
右
衛
門
側
の
双
方
が
六
月
二
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意

し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
六
月
三
日
に
③
引
当
家
屋
敷
の
売
却
先
が
見
つ
か
ら
な
い
と
の
こ
と
で
、
双
方
が
六
月
一
〇
日
ま
で
延
期
す
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る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
六
月
一
一
日
に
④
引
当
家
屋
敷
の
売
却
が
困
難
で
調
達
先
を
探
し
て
い
る
と
の
こ
と
に
よ
り
、

双
方
が
六
月
一
八
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
六
月
一
九
日
に
⑤
親
類
か
ら
も
調
達
で
き
ず
、
引
当
家
屋

敷
の
売
却
も
困
難
で
ま
た
新
た
に
工
面
す
る
と
の
こ
と
に
よ
り
、
双
方
が
六
月
二
五
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に

申
告
、
六
月
二
六
日
に
⑥
町
中
か
ら
親
類
と
交
渉
し
た
が
難
航
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
双
方
が
七
月
二
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、

大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
七
月
三
日
に
⑦
引
当
家
屋
敷
を
受
け
取
っ
て
訴
訟
を
取
り
下
げ
て
ほ
し
い
と
町
年
寄
代
理
人
と
平
右
衛
門
側
が
大

坂
両
替
店
に
提
案
し
た
が
、
大
坂
両
替
店
は
受
け
取
り
を
拒
否
し
、
結
局
、
双
方
が
合
意
の
も
と
七
月
九
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
大
坂
町

奉
行
所
に
申
告
（
大
坂
町
奉
行
所
か
ら
早
々
に
引
当
家
屋
敷
を
売
却
す
る
よ
う
指
示
）、
七
月
一
〇
日
に
⑧
引
当
家
屋
敷
の
売
却
先
が
見
つ

か
ら
な
い
と
の
こ
と
で
、
双
方
が
七
月
一
八
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
七
月
一
九
日
に
⑨
引
当
家
屋
敷

の
売
却
先
が
見
つ
か
ら
ず
、
町
内
で
も
返
済
方
法
が
な
い
と
の
こ
と
で
、
双
方
が
そ
れ
を
大
坂
町
奉
行
所
に
上
申
し
た
と
こ
ろ
、
大
坂
町
奉

行
所
は
明
日
本
人
が
そ
の
旨
を
記
し
た
書
類
を
持
参
す
る
よ
う
指
示
、
七
月
二
〇
日
に
⑩
身
代
限
り
に
な
っ
て
は
大
坂
両
替
店
も
損
失
に
な

る
の
で
、
町
中
で
引
当
家
屋
敷
の
引
請
（
購
入
）
を
す
る
よ
う
大
坂
両
替
店
と
町
中
が
内
々
に
交
渉
し
、
そ
の
交
渉
の
た
め
、
七
月
二
四
日

ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
七
月
二
五
日
に
⑪
「
天
満
屋
方
」（
親
類
の
こ
と
か
）
に
町
中
引
請
が
露
見
す
る
と
具
合

が
悪
い
の
で
、
先
に
平
右
衛
門
を
退
居
さ
せ
る
手
続
き
を
と
る
こ
と
に
決
定
、
七
月
二
六
日
に
⑫
町
中
引
請
の
交
渉
が
成
功
し
た
の
で
、
取

引
の
た
め
、
双
方
が
八
月
一
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
八
月
二
日
に
⑬
帳
切
入
用
は
町
中
に
支
払
わ
な

い
と
い
う
条
件
で
、
大
坂
両
替
店
が
引
当
家
屋
敷
を
一
旦
受
け
取
り
、
そ
の
あ
と
町
中
が
受
け
取
る
こ
と
に
決
定
し
、
そ
の
帳
切
の
た
め
、

双
方
が
合
意
の
う
え
八
月
四
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
八
月
五
日
に
⑭
訴
訟
取
下
（
引
当
家
屋
敷
三
か
所
を
大
坂

両
替
店
に
銀
一
八
貫
目
で
帳
切
、
付
物
代
銀
二
貫
目
の
引
き
渡
し
、
出
世
証
文
銀
五
貫
目
の
手
交
と
い
う
条
件
で
合
意
）
と
な
っ
た
。

〔
Ⅲ
期
Ｆ
〕
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
一
一
月
一
七
日
出
訴
の
事
例
。
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被
告
は
高
間
町
の
亀
屋
孫
三
郎
・
右
孫
三
郎
方
同
家
亀
屋
孫
兵
衛
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
六
七
貫
目
で
あ
っ
た
。
一
一
月
一
八
日
に
①

大
坂
町
奉
行
所
が
早
々
に
返
済
す
る
よ
う
孫
三
郎
側
に
指
示
、
同
日
に
②
大
坂
両
替
店
と
孫
三
郎
側
の
双
方
が
一
一
月
二
七
日
ま
で
延
期
す

る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
一
一
月
二
八
日
に
③
交
渉
が
難
航
し
た
の
で
、
双
方
が
一
二
月
七
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を

合
意
し
、
大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
一
二
月
八
日
に
④
交
渉
が
難
航
し
た
の
で
、
双
方
が
一
二
月
一
五
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、

大
坂
町
奉
行
所
に
申
告
、
一
二
月
一
五
日
に
⑤
交
渉
が
難
航
し
た
の
で
、
双
方
が
一
二
月
一
八
日
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
合
意
し
、
大
坂
町

奉
行
所
に
申
告
（
大
坂
町
奉
行
所
か
ら
次
の
期
限
ま
で
に
必
ず
返
済
す
る
よ
う
指
示
）、
一
二
月
一
九
日
に
⑥
大
坂
町
奉
行
所
の
閉
業
時
間

ま
で
交
渉
が
難
航
、
一
二
月
二
〇
日
に
⑦
訴
訟
取
下
（
正
銀
五
五
貫
目
返
済
、
残
銀
一
二
貫
目
に
つ
い
て
は
滞
納
打
銀
三
貫
五
〇
〇
匁
を
加

え
て
銀
一
五
貫
五
〇
〇
匁
で
大
坂
両
替
店
と
延
為
替
契
約
）
と
な
っ
た
。

以
上
か
ら
、
Ⅲ
期
の
手
続
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
完
済
に
至
る
ま
で
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
大
坂
町
奉
行
所
は
文
政
四
年
（
一
八

二
一
）
出
訴
を
最
後
に
初
回
六
〇
日
の
返
済
日
限
を
命
じ
る
こ
と
を
止
め
（
Ａ
）、
と
く
に

0

0

0

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
以
降
、
早
々
に

0

0

0

返
済

す
る
よ
う
命
じ
た
（
た
だ
し
、
初
見
は
Ｃ
で
あ
る
）。
返
済
日
限
に
関
し
て
は
、
大
坂
両
替
店
と
被
告
が
相
談
の
う
え
で
決
定
、
申
告
し
た

が
、
大
坂
町
奉
行
所
の
承
認
を
必
要
と
し
た
。
初
回
は
概
ね
一
〇
～
一
五
日
だ
が
、
次
第
に
大
坂
町
奉
行
所
の
認
め
る
返
済
日
限
は
短
く
な

っ
て
い
き
、
や
が
て
五
～
七
日
と
な
り
、
延
期
を
重
ね
る
と
大
坂
町
奉
行
所
は
条
件
付
き
で
承
認
し
た
（
Ｂ
）。
大
坂
町
奉
行
所
が
頻
繁
に

出
頭
を
命
じ
、
後
述
す
る
よ
う
に
細
か
く
指
示
を
出
す
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

身
代
限
り
に
至
る
ま
で
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
Ⅲ
期
の
場
合
、
押
込
や
身
代
限
り
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
文
政
三
年
（
一
八

二
〇
）
出
訴
に
お
い
て
は
身
代
限
り
命
令
が
下
さ
れ
た
が
、
示
談
が
ま
と
ま
っ
た
の
で
実
際
に
は
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
（
Ｃ
）。
当
該
出
訴

は
Ⅱ
期
と
Ⅲ
期
の
過
渡
期
に
相
当
し
た
と
考
え
る
と
、
Ⅲ
期
で
は
押
込
や
身
代
限
り
の
執
行
が
皆
無
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

取
下
に
至
る
ま
で
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
Ⅲ
期
に
お
い
て
も
、
被
告
が
金
銭
で
返
済
で
き
な
い
場
合
、
大
坂
両
替
店
と
の
合
意
の
う
え
で
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示
談
が
成
立
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
示
談
の
条
件
と
し
て
は
、
Ⅱ
期
で
示
し
た
⑴
～
⑵
の
ほ
か
に
、
出
世
証
文
の
作
成
（

）
65

（
Ｄ
・
Ｅ
）、
家
屋

敷
・
付
物
の
引
き
渡
し
（
Ｅ
）、
滞
納
打
銀
を
元
金
に
組
み
込
ん
で
再
契
約
（
Ｆ
）
と
い
っ
た
多
種
多
様
な
条
件
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら

の
大
半
は
、
被
告
が
債
務
の
一
部
を
返
済
す
る
こ
と
に
よ
り
大
坂
両
替
店
が
合
意
し
た
も
の
で
あ
る
。

裁
判
上
の
特
権
　
前
節
で
提
示
し
た
史
料
32
、
34
な
ど
の
通
り
、
Ⅱ
期
と
Ⅲ
期
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
に
は
優

先
裁
許
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
以
下
、
そ
の
実
例
を
示
し
て
お
く
。

〔
史
料
40
〕
享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）
七
月
二
〇
日
出
訴
の
事
例
。
七
月
二
一
日
条
。

源
（
被
告
）右
衛
門
方
ニ
ハ
先
訴
有
之
、
先
訴
之
も
の
も
同
道
ニ
て
御
前
へ
罷
出
候
処
、
御
意
ニ
ハ
、
先
訴
い
か
程
有
之
候
て
も
、
為
御
替
之
義

格
別
之
義
ニ
候
へ
者
、
先
相
済
シ
、
重
而
願
可
出
旨
　
御
番
所
へ
相
廻
り
先
訴
之
目
安
可
差
上
旨
被
仰
付
、
則
手
前
六
十
日
之
内
急
度

可
相
済
旨
被
仰
付
、
御
日
切
手
形
被
下
候

被
告
は
平
野
町
二
丁
目
の
加
賀
屋
源
右
衛
門
、
淡
路
町
二
丁
目
の
加
賀
屋
甚
兵
衛
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
五
貫
目
で
あ
っ
た
。
大
坂
町

奉
行
所
は
、
先
訴
を
不
受
理
と
し
、
ま
ず
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
（
後
訴
）
の
債
務
を
履
行
す
べ
き
こ
と
、
先
訴
に
つ
い
て
は
当
該
後
訴
が

解
決
す
れ
ば
願
書
を
再
提
出
し
て
よ
い
こ
と
を
命
じ
た
。

〔
史
料
41
〕
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
閏
正
月
二
四
日
出
訴
の
事
例
。
閏
正
月
二
五
日
条
。

町
内
先
訴
之
者
（
先
訴
の
原
告
）
ゟ
目
安
差
上
候
ニ
付
、
森
（
与
力
）田
新
平
殿
御
誦
候
処
、
文①

言
之
内
ニ
私
共
先
訴
ニ
而
是
迄
五
度
願
上
候
処
、

御
裁
許
不
被
下
、
作（
被
告
）

兵
衛
儀
久
々
病
気
ニ
罷
有
候
所
、
漸
昨
日
三
井
多
（
大
坂
両
替
店
、支
配
）

助
ゟ
願
上
候
所
、
今
日
御
裁
許
請
候
義
粗
得
其
意
、
其②

上
内
渡

度
々
仕
代
物
迄
渡
置
候
義
紛
敷
儀
共
ニ
奉
存
、
第
一
御
為
替
銀
ニ
而
者
無
御
座
候
様
ニ
奉
存
候
、
御
吟
味
被
成
下
、
先
訴
之
儀
ニ
御
坐

候
間
、
今
日
之
御
裁
許
私
共
（
先
訴
の
原
告
）
へ
被
仰
付
被
下
候
様
奉
願
候
段
申
上
候
処
、
御③

両（
大
坂
東
西
町
奉
行
）

殿
様
と
も
御
笑
ひ
顔
ニ
而
、
御
為
替

ニ
而
無
之
と
申
事
訳
も
な
き
事
、
何
程
先
訴
在
之
候
而
も
御
構
無
之
候
間
、
急
度
六
十
日
之
内
可
相
済
、
先
訴
訴
状
と
も
皆
々
可
相
返
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旨
被
仰
付
、
御
為
替
相
済
候
上
、
可
訴
出
段
被
遊
御
意
候

被
告
は
呉
服
町
の
炭
屋
作
兵
衛
・
同
は
つ
（
代
判
次
郎
兵
衛
）
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
一
六
貫
目
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
先
訴
の
者
は

被
告
に
対
し
て
給
付
訴
訟
を
五
度
も
提
起
し
た
が
、
作
兵
衛
の
病
気
を
理
由
に
大
坂
町
奉
行
所
か
ら
指
令
（
返
済
日
限
命
令
）
を
得
ら
れ
な

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
昨
日
、
大
坂
両
替
店
が
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
を
提
起
し
、
今
日
、
大
坂
町
奉
行
所
か
ら
指
令
（
返
済
日
限
命
令
）
を

得
た
と
聞
い
た
（
①
）。
そ
の
う
え
大
坂
両
替
店
が
債
務
の
一
部
返
済
と
し
て
品
物
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
の
で
、
先
訴
の
者
が
不
審
に
思

い
、
当
該
債
権
は
御
為
替
債
権
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
ま
ず
我
々
の
先
訴
を
裁
許
す
る
よ
う
大
坂
町
奉
行
所
に
嘆
願
し
た
（
②
）。
こ
れ
に

対
し
大
坂
町
奉
行
所
は
、
当
該
債
権
は
御
為
替
債
権
に
間
違
い
な
く
、
ど
れ
ほ
ど
先
訴
が
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
（
御
為
替
債
権
を
優
先
す

る
）
の
で
、
ま
ず
は
後
訴
の
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
の
債
務
を
六
〇
日
の
間
に
履
行
さ
せ
る
よ
う
命
じ
た
（
③
）。

〔
史
料
42
〕
享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
一
一
月
二
六
日
出
訴
の
事
例
。
一
一
月
二
七
日
条
。

両
（
大
坂
東
西
町
奉
行
）

殿
様
御
立
会
之
上
、
例
格
之
通
御
日
切
被
仰
付
、
先
訴
被
召
上
、
為
御
替
相
済
候
上
、
願
可
成
旨
被
仰
渡

被
告
は
京
橋
六
丁
目
の
相
可
屋
徳
兵
衛
・
同
五
丁
目
の
相
可
屋
新
右
衛
門
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
一
八
貫
目
で
あ
っ
た
。
大
坂
町
奉
行

所
は
、（
御
為
替
債
権
に
つ
い
て
は
）
例
格
の
通
り
（
六
〇
日
の
）
返
済
日
限
を
命
じ
た
。
先
訴
に
つ
い
て
は
不
受
理
と
し
、
ま
ず
御
為
替

債
権
の
債
務
履
行
が
済
ん
で
か
ら
、
願
い
直
す
よ
う
（
先
訴
の
原
告
に
）
申
し
渡
し
た
。

〔
史
料
43
〕
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
一
〇
月
七
日
出
訴
（
内
う
か
が
い
は
九
月
一
五
日
）
の
事
例
。
一
〇
月
七
日
条
。

上
（
与
力
）原
氏
御
立
出
被
仰
聞
候
ハ
、
此
間
申
達
候
通
、　
紀
州
為
替
と
御
為
替
滞
突
合
候
事
前
規
無
之
旨
　
御
城
代
へ
伺
ニ
相
成
候
而
、
今

日
伺
書
御
下
ケ
被
成
候
処
、
御
為
替
銀
滞
ハ
格
別
之
事
ニ
候
間
、
先
日
限
申
付
、
相
済
候
上
、
紀
州
様
為
替
滞
日
限
申
付
候
様
被
仰
出

候
被
告
は
京
橋
六
丁
目
の
日
野
屋
庄
左
衛
門
・
同
庄
助
（
代
判
吉
兵
衛
）・
同
手
代
半
右
衛
門
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
七
〇
貫
目
で
あ
っ
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た
。
こ
の
事
例
の
場
合
、
大
坂
両
替
店
が
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
を
提
起
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
被
告
へ
の
先
訴
が
和
歌
山
藩
為
替
（
和
歌

山
藩
の
江
戸
為
替
）
債
権
の
給
付
訴
訟
で
あ
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
い
ま
ま
で
前
例
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
坂
町
奉
行
所
は

こ
の
取
り
扱
い
を
判
断
で
き
ず
、
大
坂
城
代
に
意
見
を
求
め
た
（

）
66

。
こ
れ
に
対
し
大
坂
城
代
は
、
御
為
替
債
権
の
滞
納
は
格
別
の
こ
と
で
あ
る

の
で
、
ま
ず
（
御
為
替
債
権
に
つ
い
て
）
返
済
日
限
を
命
じ
、
こ
れ
が
解
決
し
た
あ
と
で
和
歌
山
藩
為
替
債
権
に
つ
い
て
返
済
日
限
を
命
じ

る
こ
と
を
申
し
渡
し
た
。
換
言
す
る
と
、
大
坂
城
代
の
判
断
は
、
た
と
え
先
訴
が
和
歌
山
藩
為
替
債
権
の
給
付
訴
訟
で
あ
っ
て
も
、
当
該
先

訴
を
不
受
理
と
し
、
ま
ず
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
の
債
務
を
履
行
す
べ
き
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

〔
史
料
44
〕
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
一
〇
月
一
九
日
出
訴
の
事
例
。
一
〇
月
二
八
日
条
。

右
助
（
被
告
）松
屋
伊
兵
衛
外
ニ
両
人
光
雲
寺
并
御
橋
名
目
願
ニ
而
押
込
被
仰
付
有
之
、
右
名
目
之
類
御
引
上
ケ
ニ
相
成
候
儀
先
年
者
格
別
、
寛

政
後
ニ
有
之
候
哉
之
段
朝
（
与
力
）岡
助
之
丞
殿
御
尋
有
之
候
ニ
付
、
相
調
候
処
、
聢
与
扣
無
之
候
ニ
付
、
其
段
御
届
申
上
候
処
、
御
役
所
ニ
御

扣
有
之
、
右
両
名
目
共
御
引
上
ケ
相
成
候
段
右
御
同
人
ゟ
被
仰
渡
候
事

被
告
は
堂
嶋
新
地
中
三
丁
目
の
助
松
屋
伊
兵
衛
、
坂
本
町
の
麹
屋
八
郎
兵
衛
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
一
七
貫
目
で
あ
っ
た
。
大
坂
両
替

店
が
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
を
提
起
し
た
と
き
、
被
告
は
先
訴
の
名
目
金
債
権
給
付
訴
訟
に
よ
り
押
込
中
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
大
坂
町

奉
行
所
は
、
当
該
先
訴
を
不
受
理
と
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
名
目
金
債
権
給
付
訴
訟
が
先
訴
で
あ
っ
て
も
、
後
訴
の
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
の

解
決
が
優
先
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

〔
史
料
45
〕
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
一
一
月
一
六
日
出
訴
の
事
例
。
一
一
月
一
五
条
。

内
平
野
町
津
国
屋
重
（
十
）右
衛
門
取
組
銀
当
八
月
願
下
ケ
後
、
取
続
六
ヶ
敷
哉
、
此
頃
ニ
至
り
米
屋
多
兵
衛
方
（
先
訴
の
原
告
）
証
文
銀
願

有
之
、
限
日
前
ニ
津
（
津
国
屋
十
右
衛
門
）

重
ゟ
壱
人
参
り
申
聞
候
者
、
米
（
米
屋
多
兵
衛
）

太
願
限
日
ニ
ハ
至
り
御
座
候
得
共
、
下
ニ
而
対
談
仕
候
間
、
何
分
御
願
之
儀
見
合

呉
候
様
相
頼
候
付
、
任
其
意
候
処
、
十
一
月
十
五
日
夜
津
重
ゟ
壱
人
参
り
申
聞
候
ハ
、
米
多
方
対
談
行
届
不
申
候
付
、
身
体
限
被
仰
付
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候
様
子
ニ
而
、
名
目
筋
拝
借
等
ハ
無
之
候
哉
之
段
御
尋
ニ
付
、
御
為
替
銀
御
座
候
旨
申
上
候
処
、
左
候
ハ
ヽ
明
十
六
日
同
道
罷
出
候
様

被
仰
渡
候
段
申
聞
候
ニ
付
、
明
日
当
方
（
大
坂
両
替
店
の
手
代
）
ゟ
茂
願
上
候
積
り
致
置
候
事

〔
史
料
46
〕
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
一
一
月
一
六
日
出
訴
の
事
例
。
一
一
月
一
六
日
条
。

目
安
方
御
役
所
へ
罷
出
候
処
、
御
掛
（
与
力
）り
ゟ
被
仰
聞
候
者
、
津
（
被
告
）十
方
済
方
難
出
来
候
ニ
付
、
身
体
限
申
付
候
様
成
行
口
ニ
御
為
替
銀
右
取

組
打
押
候
ハ
如
何
ニ
候
哉
御
尋
ニ
付
、
申
上
候
者
、
此
頃
押
込
之
様
子
承
り
居
候
得
共
、
下
ニ
而
対
談
仕
候
間
、
御
願
之
儀
見
合
呉
候

様
申
聞
、
且
者
当
八
月
願
下
ケ
後
、
間
茂
無
御
座
ニ
付
、
差
扣
居
候
段
申
上
、
左
候
ハ
ヽ
直
様
御
願
申
上
候
段
申
上
置

〔
史
料
47
〕
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
一
一
月
一
六
日
出
訴
の
事
例
。
一
二
月
二
四
日
条
。

今
四
つ
時
頃
目
安
方
ゟ
只
今
罷
出
候
様
御
差
紙
ニ
付
、
下
宿
迄
罷
出
候
処
、
大
沢
町
斗
罷
出
居
候
付
、
当
方
（
大
坂
両
替
店
の
手
代
）

斗
御
役
所
罷
出
候
処
、
両
町
罷
越
候
上
、
同
道
罷
出
候
様
被
仰
渡
候
付
、
中
之
口
ニ
扣
居
候
処
、
町
内
茂
罷
越
候
付
、
罷
出
候
処
、
御

浮
置
ニ
相
成
候
外
願
人
米
屋
多
兵
衛
・
米
屋
喜
兵
衛
方
（
先
訴
の
原
告
）
茂
罷
出
居
、
右
両
人
へ
被
仰
渡
候
者
、
御
為
替
銀
滞
ニ
付
、

先
達
三
井
組
ゟ
願
出
候
付
、
右
済
方
中
其
方
共
之
分
浮
置
候
得
共
、
御
為
替
銀
出
入
不
相
済
候
付
、
改
而
引
上
ケ
候
間
、
此
段
相
心
得

候
様
被
仰
渡
、
御
為
替
銀
相
済
候
ハ
ヽ
致
願
直
シ
候
様
是
又
被
仰
渡
御
座
候
事

被
告
は
内
平
野
町
の
津
国
屋
十
右
衛
門
（
代
判
又
右
衛
門
）、
大
沢
町
の
嶋
屋
新
右
衛
門
、
大
沢
町
の
河
内
屋
喜
左
衛
門
、
北
革
屋
町
一

丁
目
の
紀
伊
国
屋
九
郎
兵
衛
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
一
三
九
貫
目
で
あ
っ
た
。
以
上
を
要
約
す
る
と
、
次
の
通
り
に
な
る
。
天
保
一
一
年

（
一
八
四
〇
）
七
月
一
一
日
、
大
坂
両
替
店
は
十
右
衛
門
ら
に
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
を
起
こ
し
た
が
（

）
67

、
当
面
の
返
済
困
難
を
理
由
に
同
年

八
月
に
訴
訟
取
下
に
至
っ
た
。
と
こ
ろ
が
翌
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
一
一
月
一
六
日
に
お
い
て
は
、
別
の
金
銀
出
入
で
十
右
衛
門
が
押

込
と
な
り
、
身
代
限
り
も
間
近
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、
大
坂
町
奉
行
所
か
ら
十
右
衛
門
へ
の
下
問
で
、
大
坂
両
替
店
に
対
す
る
未
解
決
の
御

為
替
債
権
が
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
た
（

）
68

。
大
坂
町
奉
行
所
は
大
坂
両
替
店
に
出
訴
の
意
思
を
問
い
合
わ
せ
る
ま
で
先
訴
に
よ
る
身
代
限
り
を
見
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合
わ
せ
て
い
た
が
、
大
坂
両
替
店
の
出
訴
を
受
け
て
、
先
訴
を
不
受
理
と
す
る
こ
と
を
先
訴
人
に
申
し
渡
し
た
。

御
為
替
債
権
と
家
質
債
権
の
競
合
　
こ
の
よ
う
に
裁
許
優
先
の
特
権
を
得
て
い
た
御
為
替
債
権
で
あ
っ
た
が
、
史
料
39
で
示
し
た
よ
う
に
、

御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
で
あ
っ
て
も
、
身
代
限
り
の
際
に
は
家
質
債
権
が
優
先
的
に
弁
済
さ
れ
た
。
以
下
、
実
例
を
示
し
て
お
く
。

〔
史
料
48
〕
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
一
二
月
一
日
出
訴
の
事
例
。
享
保
一
三
年
（
一
七
二
八
）
三
月
五
日
条
。

殿
（
大
坂
町
奉
行
）

様
御
窺
之
上
、
阿
（
与
力
）部

伊
右
衛
門
殿
御
申
渡
被
成
候
ハ
、
讃
（
被
告
）岐

や
七
右
衛
門
・
ち
（
被
告
）よ

家
材
（
財
）相

改
、
多
（
大
坂
両
替
店
、名
代
）

助
方
へ
請
取
候
段
御
聞
届
被
成
候
、

且
又
亀
（
七
右
衛
門
忰
）

太
郎
名
前
家
屋
敷
之
義
七
右
衛
門
実
子
幼
少
之
義
多
助
方
へ
可
相
渡
筈
之
事
ニ
候
、
尤
家
質
ニ
差
入
置
候
由
、
売
片
も
有
之
候

ハ
ヽ
町
人
立
会
家
質
主
之
相
対
致
し
、
売
片
多
助
方
へ
可
請
取
旨
被
遊
御
意
候
間
、
右
之
趣
可
相
心
得
旨
御
申
渡

被
告
は
富
田
屋
町
の
讃
岐
屋
七
右
衛
門
、
藤
右
衛
門
町
の
讃
岐
屋
半
兵
衛
跡
相
続
人
後
家
ち
よ
（
代
判
手
代
庄
兵
衛
）
で
あ
り
、
債
務
残

額
は
銀
五
貫
目
で
あ
っ
た
。
大
坂
町
奉
行
所
は
、
七
右
衛
門
の
引
当
家
屋
敷
に
は
質
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
な
の
で
、
町
人
立
会

の
も
と
で
そ
れ
を
売
却
し
（
家
質
債
権
の
元
利
金
を
家
質
主
に
渡
す
こ
と
）、
残
金
が
あ
れ
ば
大
坂
両
替
店
に
渡
す
こ
と
を
命
じ
た
。

〔
史
料
49
〕
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
七
月
二
日
出
訴
の
事
例
。
一
二
月
七
日
条
。

三
（
被
告
）人
共
身
体
限
被
仰
付
候
間
、
請
取
候
様
被
仰
渡
、
退
出
、
夫
ゟ
当
（
大
坂
町
奉
行
所
）

番
所
へ
御
呼
、
追
而
惣
代
可
被
遣
間
、
立
会
請
取
可
申
、
就
夫
右

三
人
共
家
屋
敷
家
質
差
入
在
之
由
、
町
人
共
立
会
、
家
屋
敷
う
り
払
、
う
り
余
慶
銀
在
之
候
ハ
ヽ
三
井
組
へ
可
相
渡
旨
御
申
渡

被
告
は
京
町
堀
四
丁
目
の
赤
穂
屋
治
郎
右
衛
門
・
同
手
代
七
兵
衛
、
新
天
満
町
の
今
津
屋
彦
右
衛
門
で
あ
り
、
債
務
残
額
は
銀
七
〇
貫
目

で
あ
っ
た
。
身
代
限
り
に
至
り
、
被
告
の
家
屋
敷
は
ど
れ
も
質
権
が
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
大
坂
町
奉
行
所
は
、
町
人
立
会
の
も
と
で
被

告
の
家
屋
敷
を
売
却
し
（
家
質
債
権
の
元
利
金
を
家
質
主
に
渡
す
こ
と
）、
残
金
が
あ
れ
ば
大
坂
両
替
店
に
渡
す
こ
と
を
命
じ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
同
一
家
屋
敷
に
対
し
て
、
質
権
の
設
定
者
（
家
質
取
り
主
）
と
書
入
権
の
設
定
者
（
書
入
取
り
主
）
が
両
立
す
る
こ
と
は

あ
り
え
た
。
Ⅱ
期
Ｂ
で
示
し
た
よ
う
に
、
同
一
家
屋
敷
に
対
し
質
権
の
設
定
者
が
二
名
以
上
い
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
二
重
質
入
と
し
て
厳



102

し
く
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
質
入
と
書
入
は
共
存
が
可
能
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
添
証
文
（
史
料
5
）
の
奥
書
に
お
い
て
、
町

の
年
寄
は
、
債
務
者
の
書
入
家
屋
敷
を
家
質
に
差
し
入
れ
る
行
為
は
さ
せ
な
い
こ
と
を
約
束
し
た
の
で
あ
る
。
書
入
に
は
年
寄
ら
の
役
印
が

必
要
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
大
坂
両
替
店
が
奥
書
を
依
頼
し
た
の
は
、
書
入
家
屋
敷
に
質
権
を
設
定
さ
せ
な
い
た
め
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
年
寄
に
と
っ
て
は
監
督
の
費
用
を
要
す
る
の
で
、
奥
書
を
拒
否
す
る
年
寄
も
お
り
（

）
69

、
奥
書
が
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
年

寄
の
監
督
が
行
き
届
か
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
債
務
者
は
書
入
家
屋
敷
を
家
質
に
入
れ
て
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

Ⅲ
期
の
特
徴
　
Ⅲ
期
の
場
合
、
Ⅰ
期
ほ
ど
短
い
返
済
日
限
命
令
で
も
な
く
、
Ⅱ
期
の
よ
う
に
押
込
や
身
代
限
り
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
で

は
、
Ⅲ
期
は
相
対
的
に
債
権
保
護
が
弱
化
し
た
の
か
。
以
下
で
は
そ
れ
を
検
討
す
る
。

㈠
身
代
限
り
の
執
行
可
能
性
　
三
井
文
庫
に
は
、
お
そ
ら
く
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
江
戸
金
公
事
改
革
を
受
け
て
、
大
坂
両
替
店

が
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
の
手
続
を
説
明
し
た
で
あ
ろ
う
報
告
書
が
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
が
次
の
史
料
で
あ
る
（

）
70

。

〔
史
料
50
〕
天
保
一
四
年
「（
於
大
坂
御
為
替
銀
取
組
先
相
滞
候
節
及
出
訴
済
方
御
日
限
覚
書
）」（
続
一
四
六
五
―
六
）。

　
　
　
於
大
坂
御
為
替
銀
取
組
先
相
滞
候
節
、
及
出
訴
済
方
御
日
限
等
左
之
通

一
、
先①

年
ゟ
文
政
五
六
年
頃
迄
者
、
御
用
日
ニ
不
拘
御
月
番
目
安
方
御
役
所
江
及
出
訴
、
相
人
被
召
出
、
御
糺
之
上
、
於
御
白
砂
御
奉

行
様
ゟ
銀
高
多
少
ニ
不
拘
六
十
日
切
済
方
被
仰
付
、
右②

ニ
而
相
済
不
申
候
ハ
ヽ
三
十
日
押
込
被
仰
付
、
右
ニ
而
茂
於
不
相
済
者
身
体

限
り
被
仰
付
、
引
当
家
屋
敷
并
諸
式
請
取
候
事

一
、
右
相
人
外
ニ
預
り
銀
出
入
目
安
有
之
、
諸
御
名
目
願
有
之
候
共
、
御
為
替
銀
及
出
訴
候
ハ
ヽ
、
右
不
残
御
引
上
ケ
被
仰
付
候
事

一
、
右
之
通
御
座
候
処
、
文③

政
七
八
年
頃
ゟ
前
同
断
及
出
訴
、
翌
日
相
人
御
召
出
、
御
糺
之
上
、
御
奉
行
様
江
御
申
上
、
於
目
安
方
御

役
所
銀
高
多
少
ニ
不
拘
早
々
済
方
被
仰
付
候
間
、
日
数
十
日
位
ゟ
段
々
日
数
相
減
、
御
日
延
相
願
、
六
十
日
茂
過
候
ハ
ヽ
厳
敷
被
仰

付
、
大
体
六
七
十
日
位
ニ
而
相
済
申
候
、
若④

右
ニ
而
茂
相
済
不
申
候
ハ
ヽ
、
手
鎖
被
仰
付
候
御
様
子
ニ
付
、
相
人
ゟ
身
体
限
り
相
渡
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候
外
仕
方
無
御
座
候
段
申
上
候
ハ
ヽ
、
於
御
白
砂
御
奉
行
様
ゟ
身
体
限
被
仰
付
候
御
事

一
、
文
政
七
八
年
ゟ
右
相
人
外
預
り
銀
出
入
目
安
有
之
候
ハ
ヽ
、
不
残
御
浮
置
被
仰
付
、
且
紀
州
様
・
尾
州
様
其
外
御
名
目
金
銀
者
御

浮
置
不
相
成
、
其
侭
外
御
役
所
ニ
而
請
居
候
事
（

）
71

史
料
50
の
摘
要
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
文
政
五
、
六
年
（
一
八
二
二
、
一
八
二
三
）
頃
ま
で
は
、
大
坂
町
奉
行
所
は
債
務
銀
額
に
関

係
な
く
六
〇
日
の
日
限
返
済
を
被
告
に
命
じ
た
（
①
）。
日
限
を
過
ぎ
て
も
返
済
が
な
け
れ
ば
三
〇
日
の
押
込
を
、
そ
れ
で
も
債
務
不
履
行

の
場
合
に
は
身
代
限
り
を
執
行
し
、
大
坂
両
替
店
は
引
当
家
屋
敷
や
家
財
を
受
け
取
っ
た
（
②
）。
文
政
七
、
八
年
（
一
八
二
四
、
一
八
二

五
）
頃
か
ら
は
、
大
坂
町
奉
行
所
は
債
務
銀
額
に
関
係
な
く
早
々
に
返
済
を
命
じ
、
返
済
日
限
に
つ
い
て
は
初
回
一
〇
日
余
か
ら
段
々
日
数

を
減
ら
し
て
、
累
計
六
〇
日
も
過
ぎ
る
と
厳
し
く
（
債
務
履
行
を
）
命
じ
た
の
で
、
概
ね
六
〇
～
七
〇
日
の
間
に
解
決
し
た
（
③
）。
そ
れ

で
も
債
務
不
履
行
の
場
合
、
被
告
に
手
錠
を
執
行
す
る
「
御
様
子
」
で
あ
り
、
被
告
か
ら
の
身
代
限
り
以
外
に
は
返
済
方
法
が
な
い
こ
と
を

原
告
の
大
坂
両
替
店
が
上
申
し
た
と
き
に
は
、
大
坂
町
奉
行
所
が
身
代
限
り
を
命
じ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
（
④
）。
よ
っ
て
、
押
込

や
身
代
限
り
の
執
行
例
が
な
く
と
も
、
押
込
や
身
代
限
り
が
執
行
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

㈡
町
奉
行
所
の
積
極
的
介
入
　
大
坂
町
奉
行
所
は
、
大
坂
両
替
店
（
原
告
）
と
被
告
か
ら
申
告
さ
れ
た
返
済
日
限
を
単
に
承
認
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
延
期
を
重
ね
る
と
指
示
を
し
た
り
、
強
制
執
行
の
可
能
性
を
提
示
し
た
。
指
示
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
例
が
あ
る
。
与
力
は
、

日
延
べ
と
の
み
記
載
す
る
日
限
延
期
の
願
書
を
認
め
ず
、
日
限
延
期
願
い
を
却
下
し
た
。
こ
れ
に
対
し
大
坂
両
替
店
と
被
告
は
、
次
の
日
限

ま
で
に
是
非
と
も
返
済
す
る
と
い
う
文
言
を
書
き
加
え
た
願
書
を
提
出
し
て
、
よ
う
や
く
延
期
を
認
め
ら
れ
た
（

）
72

。「
入
銀
」（
債
務
の
一
部
返

済
）
が
な
い
ま
ま
に
日
限
延
期
願
い
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
与
力
が
激
怒
し
、
日
限
延
期
願
い
を
却
下
し
た
こ
と
も
あ
る
（

）
73

。
強
制
執
行

の
可
能
性
の
提
示
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
例
が
あ
る
。
被
告
本
人
が
出
頭
し
な
い
の
で
、
与
力
は
自
ら
が
捕
縛
し
て
で
も
呼
び
寄
せ
る
つ
も

り
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
（

）
74

。
与
力
が
押
込
や
身
代
限
り
の
執
行
可
能
性
を
提
示
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
与
力
は
、
先
訴
人
の
心
情
を
思
う
と
、
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先
訴
人
に
金
銭
が
渡
り
に
く
い
身
代
限
り
を
命
じ
る
こ
と
も
避
け
た
く
、「
定
法
通
り
」
命
じ
れ
ば
「
入
牢
等
」
ど
の
よ
う
な
懲
罰
を
被
告

に
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
も
予
想
で
き
な
い
の
で
、
示
談
を
ま
と
め
る
よ
う
指
示
し
た
（

）
75

。「
入
銀
」
の
額
が
少
な
く
、
日
限
延
期
願
い
を
重

ね
る
被
告
に
対
し
て
、
こ
れ
以
上
強
情
を
張
れ
ば
「
御
咎
」
が
あ
る
こ
と
を
与
力
が
伝
え
（

）
76

、
他
日
に
お
い
て
は
、「
既
本
（
被
告
）人
并
連
印
之
者
手

鎖
ニ
茂
可
仰
付
候
様
子
」
だ
が
、
町
年
寄
の
嘆
願
を
聞
き
入
れ
て
特
別
に
猶
予
を
認
め
る
と
申
し
渡
し
た
こ
と
も
あ
る
（

）
77

。

㈢
町
中
の
連
帯
責
任
　
大
坂
町
奉
行
所
は
、
延
期
が
続
い
た
場
合
、
被
告
居
住
の
町
中
に
対
し
て
、
次
の
日
限
ま
で
に
解
決
し
な
け
れ
ば

町
中
が
引
当
家
屋
敷
を
売
却
し
、
大
坂
両
替
店
（
原
告
）
に
返
済
す
る
と
い
う
誓
約
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
（

）
78

。
被
告
の
家
出
に
よ

り
、
被
告
の
母
親
が
家
屋
敷
を
相
続
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
家
屋
敷
が
闕
所
（
収
公
）
に
な
っ
た
場
合
も
、
前
者
に
お
い
て
は
目
安
方
部
局
、

後
者
に
お
い
て
は
地
方
部
局
が
町
中
に
対
し
、
当
該
家
屋
敷
を
売
却
し
て
大
坂
両
替
店
に
返
済
す
る
よ
う
命
じ
た
（

）
79

。
こ
れ
ら
は
、
家
屋
敷
を

売
却
で
き
な
い
と
き
に
は
町
中
が
弁
済
責
任
を
負
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
Ⅲ
期
の
特
徴
は
次
の
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

第
一
に
、
解
決
平
均
日
数
の
短
縮
で
あ
る
。
Ⅲ
期
に
は
、
た
し
か
に
押
込
や
身
代
限
り
の
実
例
は
な
か
っ
た
が
、
依
然
と
し
て
押
込
や
身

代
限
り
の
執
行
可
能
性
が
あ
っ
た
。
大
坂
町
奉
行
所
は
、
費
用
を
か
け
て
指
示
を
し
た
り
、
強
制
執
行
の
可
能
性
を
提
示
し
た
り
し
て
、
と

き
に
は
町
中
に
も
弁
済
責
任
を
負
わ
せ
て
ま
で
、
早
期
解
決
を
促
そ
う
と
し
た
。
実
際
、
拘
留
・
入
牢
・
失
踪
な
ど
で
解
決
が
大
幅
に
遅
れ

た
場
合
を
除
く
と
、
Ⅱ
期
の
解
決
平
均
日
数
は
全
体
で
八
二
・
八
日
、
完
済
に
つ
い
て
は
八
〇
・
九
日
、
取
下
に
つ
い
て
は
九
一
・
五
日
で

あ
っ
た
が
、
Ⅲ
期
の
解
決
平
均
日
数
は
全
体
で
六
五
・
五
日
、
完
済
に
つ
い
て
は
六
一
・
七
日
、
取
下
に
つ
い
て
は
七
〇
・
一
日
で
あ
り
、

Ⅲ
期
に
お
い
て
は
解
決
平
均
日
数
が
大
幅
に
短
縮
し
て
い
る
。

第
二
に
、
大
坂
法
の
京
都
法
化
で
あ
る
。
実
は
、
Ⅲ
期
の
特
徴
は
京
都
法
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
い
る
。
京
都
法
の
場
合
、
金
銀
出
入
の
訴

訟
手
続
に
つ
い
て
は
、
京
都
町
奉
行
所
は
概
ね
三
回
目
以
降
の
返
済
日
限
を
短
く
設
定
し
、
五
回
目
の
日
限
を
過
ぎ
て
も
債
務
履
行
が
ま
っ
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た
く
な
け
れ
ば
被
告
に
手
錠
を
執
行
し
た
。
京
都
法
に
お
い
て
は
、
手
錠
の
執
行
後
も
債
務
不
履
行
が
続
い
た
場
合
、
被
告
に
身
代
限
り
が

執
行
さ
れ
る
と
い
う
制
定
条
文
自
体
は
存
在
し
た
が
、
実
際
に
身
代
限
り
が
執
行
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
な
か
っ
た
と
い
う
（

）
80

。
京
都
両
替
店
の

御
為
替
債
権
に
つ
い
て
も
、
京
都
法
に
お
い
て
は
債
権
保
護
が
強
か
っ
た
。
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
改
正
以
降
の
場
合
、
三
回
の
短
い
返

済
日
限
（
七
日
切
二
回
、
五
日
切
一
回
）
を
過
ぎ
て
も
債
務
不
履
行
の
と
き
に
は
、
京
都
町
奉
行
所
は
被
告
に
手
錠
を
執
行
し
た
が
、
身
代

限
り
を
執
行
す
る
こ
と
は
な
く
、
引
当
家
屋
敷
の
売
却
先
が
見
付
か
ら
な
け
れ
ば
町
中
に
弁
済
責
任
を
負
わ
せ
た
（

）
81

。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
る
と
、

少
な
く
と
も
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
に
限
定
し
た
場
合
、
大
坂
法
に
京
都
法
が
導
入
（

）
82

さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

第
二
の
特
徴
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
大
坂
法
の
京
都
法
化
と
も
呼
び
う
る
現
象
が
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
大
坂
法
を
め
ぐ
る
神
保
文
夫
と
大
平
祐
一
の
論
争
を
取
り
上
げ
て
お
く
。
神
保
の
主
張

は
、「
大
坂
町
奉
行
所
の
金
銀
出
入
に
あ
っ
て
は
、
江
戸
の
よ
う
に
執
拗
に
内
済
を
す
す
め
る
こ
と
な
く
、
対
決
の
上
す
み
や
か
に
日
切
済

方
を
命
じ
、
切
金
弁
済
は
原
則
と
し
て
認
め
ず
、
済
方
不
埒
の
場
合
は
強
制
執
行
た
る
身
代
限
も
普
通
に
行
わ
れ
、
債
権
回
収
が
確
実
に
行

わ
れ
た
（

）
83

」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
神
保
は
「
小
林
家
文
書
」（
御
池
通
五
、
六
丁
目
）
の
訴
訟
記
録
を
分
析
し
、
一
八
一
〇
年
代
中

頃
に
お
い
て
は
出
訴
、
対
決
、
日
限
返
済
命
令
、
押
込
か
ら
身
代
限
り
に
至
る
手
続
が
速
や
か
に
実
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
解
明
し
た
（

）
84

。
こ

れ
に
対
し
大
平
の
主
張
は
、
大
坂
町
奉
行
所
の
金
銀
出
入
に
お
い
て
も
、「
当
事
者
間
の
交
渉
に
よ
る
合
意
形
成
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
進
捗

状
況
い
か
ん
が
次
の
手
続
き
で
あ
る
押
込
や
身
体
限
申
し
付
け
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
押
込
、
身
体
限
が

機
械
的
に
適
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（

）
85

」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
大
平
も
、
実
証
分
析
か
ら
こ
の
主
張
を
導
い
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

木
挽
町
南
之
丁
と
道
修
町
三
丁
目
の
訴
訟
記
録
を
分
析
し
、
一
八
五
〇
年
代
か
ら
一
八
七
〇
年
代
初
頭
で
は
、
①
大
坂
町
奉
行
所
が
返
済
日

限
の
延
長
を
柔
軟
に
認
め
た
り
、
と
き
に
は
厳
し
く
叱
責
し
た
り
し
て
強
く
示
談
を
促
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
、
②
押
込
や
身
代
限
り
に

つ
い
て
も
当
事
者
間
の
示
談
成
立
を
期
待
し
、
状
況
に
応
じ
て
執
行
時
期
を
定
め
て
い
た
こ
と
を
解
明
し
た
（

）
86

。
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こ
の
よ
う
に
、
金
銀
出
入
に
対
す
る
大
坂
法
を
め
ぐ
っ
て
は
、
早
期
解
決
を
重
視
す
る
神
保
の
主
張
と
、
柔
軟
な
解
決
を
重
視
す
る
大
平

の
主
張
は
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
の
手
続
に
着
目
し
た
い
。
御
為
替

債
権
給
付
訴
訟
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
Ⅱ
期
と
Ⅲ
期
で
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
た
。
大
坂
町
奉
行
所
は
、
Ⅱ
期
で
は
法
制
通
り
に
迅
速
か
つ

杓
子
定
規
的
（
大
平
の
い
う
「
機
械
的
」）
に
処
理
し
、
Ⅲ
期
で
は
細
か
い
指
示
や
叱
責
を
駆
使
し
な
が
ら
、
な
る
べ
く
示
談
成
立
を
促
す

方
向
で
臨
機
応
変
な
（
大
平
の
い
う
「
柔
軟
」
な
）
措
置
を
し
た
。
と
す
る
と
、
Ⅱ
期
は
神
保
の
解
明
し
た
手
続
、
Ⅲ
期
は
大
平
の
解
明
し

た
手
続
に
似
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
、
神
保
の
分
析
時
期
は
Ⅱ
期
、
大
平
の
分
析
時
期
は
Ⅲ
期
に
相
当
す
る
。

以
上
を
勘
案
す
る
と
、
大
坂
法
の
京
都
法
化
と
も
呼
び
う
る
現
象
は
、
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
だ
け
で
な
く
、
金
銀
出
入
に
も
見
ら
れ
た

可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
仮
説
が
正
し
い
場
合
、
神
保
、
大
平
の
主
張
は
ど
ち
ら
も
正
し
く
、
一
八
二
〇
年
代
頃
に
手
続
が
変
化
し
た
と
い
う

時
期
的
変
化
を
見
落
と
し
て
い
た
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（

）
87

。
今
の
と
こ
ろ
、
町
触
な
ど
の
法
令
史
料
を
見
て
も
Ⅲ
期
の
訴
訟
手
続
に
関

す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
一
八
二
〇
年
代
頃
の
変
化
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
生
じ
た
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
だ
が
、
少
な
く
と
も
本

稿
で
は
、
法
令
史
料
だ
け
を
見
て
い
て
も
判
明
し
な
い
よ
う
な
、
訴
訟
手
続
の
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
く
。

な
お
、
仮
に
金
銀
出
入
も
Ⅲ
期
の
よ
う
な
手
続
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
が
優
遇
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思

わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
Ⅲ
期
の
金
銀
出
入
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
出
訴
か
ら
約
三
〇
日
後
に
第
一
回
の
対
決
が
あ
り
、
初
回
は
大
坂
町

奉
行
所
か
ら
最
短
六
〇
日
の
日
限
返
済
命
令
が
出
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（

）
88

。
こ
れ
ら
は
、
原
則
出
訴
の
即
日
対
決
、
初
回
か
ら
「
早
々
」
の
返

済
命
令
が
出
て
い
た
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
と
は
歴
然
の
差
で
あ
っ
た
。
で
は
、
Ⅲ
期
へ
の
変
化
は
、
債
権
者
に
と
っ
て
有
益
で
あ
っ
た
の

か
。
本
章
の
最
後
に
、
身
代
限
り
の
弊
害
と
い
う
視
点
か
ら
検
証
す
る
。

身
代
限
り
は
債
権
者
に
と
っ
て
最
良
の
選
択
か
　
従
来
の
法
制
史
研
究
に
お
い
て
は
、
身
代
限
り
は
強
制
執
行
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

債
権
保
護
の
強
さ
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
債
権
額
の
回
収
率
と
い
う
面
か
ら
見
る
と
、
身
代
限
り
は
全
能
で
は
な
か
っ
た
。
享
保
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一
二
年
（
一
七
二
七
）
一
二
月
一
日
出
訴
の
場
合
、
被
告
（
債
務
者
）
の
引
当
家
屋
敷
は
家
質
に
入
っ
て
い
た
の
で
、
大
坂
両
替
店
（
原

告
）
が
身
代
限
り
で
受
け
取
っ
た
の
は
家
財
の
売
却
銀
二
三
七
・
九
匁
と
売
片
銀
九
八
三
・
五
匁
で
あ
り
、
債
権
額
の
二
四
・
四
％
し
か
回

収
で
き
な
か
っ
た
（

）
89

。
当
該
期
の
一
八
世
紀
前
半
に
つ
い
て
は
家
屋
敷
の
価
値
が
比
較
的
高
く
、
売
片
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
一
八
世
紀

後
半
に
な
る
と
家
屋
敷
の
価
値
が
低
落
し
た
の
で
売
片
も
な
く
（

）
90

、
身
代
限
り
が
執
行
さ
れ
た
場
合
、
三
井
は
数
百
匁
の
家
財
を
受
け
取
る
に

過
ぎ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
身
代
限
り
は
免
責
主
義
を
と
っ
た
の
で
（
史
料
21
）、
身
代
限
り
が
執
行
さ
れ
た
者
に
対
し
て
は
、

仮
に
当
該
者
が
経
営
を
立
て
直
し
た
と
し
て
も
、
三
井
が
債
権
残
額
の
給
付
を
求
め
る
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
身
代
限
り
に
は
詐
偽
的
行
為
が
頻
発
し
た
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
身
代
限
り
の
執
行
を
前
に
し
て
、
自

己
の
財
産
を
他
所
に
隠
匿
す
る
者
が
し
ば
し
ば
存
在
し
た
（

）
91

。
当
然
、
こ
れ
が
露
見
す
る
と
、
隠
匿
者
は
追
放
や
家
財
の
一
部
収
公
な
ど
の
刑

罰
を
受
け
た
が
（

）
92

、
大
坂
の
場
合
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
三
月
七
日
（

）
93

や
、
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
三
月
七
日
（

）
94

に
お
い
て
、
身
代
限
り
時

の
隠
匿
を
禁
止
す
る
町
触
が
繰
り
返
し
出
さ
れ
た
こ
と
も
見
て
も
、
財
産
を
隠
匿
す
る
者
は
続
発
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
保

管
家
財
の
一
部
の
す
り
替
え
（

）
95

や
、
財
産
の
他
人
名
義
化
（

）
96

な
ど
の
詐
偽
的
行
為
が
あ
っ
た
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
身
代
限
り
は
、
質
権
者
へ
の
優
先
弁
済
、
財
産
の
隠
匿
や
過
少
報
告
に
よ
り
、
債
権
者
が
債
権
額
を
ほ
と
ん
ど
回
収
で
き

な
い
可
能
性
を
常
に
有
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
坂
両
替
店
に
と
っ
て
は
、
質
権
者
に
多
く
の
金
銭
が
渡
る
可
能
性
が
高
く
、
詐
偽
的

行
為
を
誘
発
す
る
可
能
性
も
あ
り
、
な
お
か
つ
債
権
を
解
消
さ
れ
る
（
債
務
者
が
免
責
さ
れ
る
）
身
代
限
り
よ
り
も
、
示
談
で
債
務
の
一
部

で
も
返
済
を
受
け
た
ほ
う
が
好
ま
し
か
っ
た
。
こ
の
選
好
に
つ
い
て
は
、
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
を
起
こ
す
大
坂
両
替
店
に
限
ら
ず
、
一
般

的
な
金
銀
出
入
を
起
こ
す
債
権
者
も
該
当
し
た
で
あ
ろ
う
。
三
井
に
限
っ
た
場
合
、
大
坂
両
替
店
は
、「
昨
日
被
仰
渡
候
次
第
ニ
而
身
体
限

ニ
至
り
候
而
者
当
方
も
損
銀
相
立
候
哉
ニ
付
、
町
内
へ
引
当
屋
鋪
引
請
之
儀
内
々
掛
合
候
（

）
97

」
こ
と
を
し
、
大
坂
両
替
店
か
ら
相
談
を
受
け
た

京
都
両
替
店
も
、「
身
体
限
被
仰
付
候
様
相
成
候
時
者
多
分
之
損
銀
相
立
可
申
時
節
柄
、
甚
意
却
千
万
被
思
召
候
旨
被
仰
出
、
各
方
ニ
も
御
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同
様
思
召
、
何
卒
身
上
限
不
相
成
、
品
克
相
片
付
候
之
様
無
手
抜
可
及
対
談
」
と
返
答
し
て
い
た
（

）
98

。
大
坂
両
替
店
に
と
っ
て
、
身
代
限
り
の

執
行
可
能
性
の
提
示
と
い
う
「
脅
し
」
は
必
要
で
あ
っ
た
が
、
身
代
限
り
の
実
際
の
執
行
は
不
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
で
大
坂
町
奉
行
所
も
、
身
代
限
り
が
必
ず
し
も
債
権
回
収
に
有
益
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

身
代
限
り
の
執
行
に
大
坂
町
奉
行
所
は
費
用
を
要
し
な
い
の
で
（
史
料
23
）、
大
坂
町
奉
行
所
に
と
っ
て
は
杓
子
定
規
的
に
身
代
限
り
を
執

行
す
る
ほ
う
（
Ⅱ
期
）
が
費
用
を
安
く
抑
え
ら
れ
た
の
に
対
し
、
臨
機
応
変
に
示
談
を
粘
り
強
く
求
め
る
こ
と
（
Ⅲ
期
）
は
大
き
な
費
用
を

要
し
た
か
ら
で
あ
る
。
与
力
の
人
員
が
概
ね
一
定
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
（

）
99

、
大
坂
町
奉
行
所
が
省
力
化
・
節
約
化
の
方
向
で
は
な
く
、

大
き
な
費
用
を
か
け
て
給
付
訴
訟
に
処
理
に
あ
た
っ
た
こ
と
は
、
債
権
保
護
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
に

関
し
て
、
臨
機
応
変
で
柔
軟
な
Ⅲ
期
の
対
応
は
債
務
者
に
寄
り
添
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
少
な

く
と
も
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
の
場
合
、
①
訴
訟
中
に
お
い
て
は
被
告
の
行
動
は
制
限
さ
れ
た
こ
と
（

）
100

、
②
短
い
間
隔
で
被
告
は
出
頭
、
対
談

を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
、
③
町
中
も
弁
済
責
任
を
求
め
ら
れ
た
の
で
、
町
年
寄
ら
が
被
告
を
強
く
督
促
し
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
④
執
行
可
能

性
の
提
示
と
は
い
え
、
身
代
限
り
の
現
実
味
は
被
告
に
一
定
の
不
安
を
与
え
る
場
合
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
（

）
101

、
⑤
実
際
に
解
決
日
数
は

短
く
な
っ
て
い
た
こ
と
、
⑥
示
談
し
た
あ
と
に
元
被
告
が
債
務
残
額
の
一
部
を
返
済
し
た
事
例
が
あ
っ
た
こ
と
（

）
102

を
勘
案
す
る
と
、
被
告
（
債

務
者
）
に
と
っ
て
は
、
Ⅲ
期
の
手
続
は
と
て
も
煩
わ
し
く
、
債
務
の
返
済
を
一
部
で
も
早
々
に
返
済
す
る
誘
因
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
よ

っ
て
、
こ
こ
で
は
、
大
坂
町
奉
行
所
が
Ⅲ
期
に
至
っ
て
債
権
保
護
を
強
め
た
と
理
解
し
て
お
き
た
い
（

）
103

。
大
坂
町
奉
行
所
が
費
用
を
か
け
て
債

務
の
一
部
返
済
を
強
く
促
す
と
い
う
点
で
、
Ⅲ
期
の
訴
訟
手
続
は
、
延
為
替
貸
付
の
拡
大
に
有
効
に
作
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
Ⅲ
期
に
関
し
て
付
言
し
て
お
く
。
福
澤
徹
三
は
、
河
内
国
丹
南
郡
岡
村
（
現
大
阪
府
藤
井
寺
市
）
の
豪
農
岡
田
家
が
金
銀
出
入
を

提
起
し
た
と
き
の
訴
訟
記
録
を
分
析
し
た
（

）
104

。
河
内
国
は
領
主
支
配
錯
綜
地
帯
で
あ
っ
た
か
ら
、
多
く
の
場
合
、
金
銀
出
入
（
原
告
と
被
告
）

は
支
配
違
い
と
な
り
、
当
該
出
入
に
つ
い
て
は
大
坂
町
奉
行
所
管
轄
下
と
な
っ
た
（

）
105

。
福
澤
に
よ
る
と
、
訴
訟
の
結
果
が
判
明
す
る
三
三
件
の
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う
ち
、
①
身
代
限
り
が
執
行
さ
れ
た
例
は
一
件
も
な
い
こ
と
、
②
被
告
が
債
務
の
一
部
を
返
済
し
原
告
と
再
契
約
を
結
ん
だ
も
の
は
一
四
件

あ
っ
た
こ
と
、
③
元
金
と
利
子
の
全
額
を
回
収
で
き
た
も
の
は
二
件
、
元
金
と
一
部
の
利
子
を
回
収
で
き
た
も
の
は
四
件
、
元
金
の
一
部
を

回
収
で
き
た
も
の
は
三
件
あ
っ
た
こ
と
、
④
後
訴
で
あ
っ
た
た
め
に
一
旦
取
り
下
げ
た
も
の
が
一
一
件
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（

）
106

。

こ
れ
ら
を
福
澤
は
悲
観
的
に
捉
え
て
お
り
、
③
の
前
二
者
は
全
体
の
約
一
八
％
に
過
ぎ
な
い
と
評
す
る
（

）
107

。
さ
ら
に
筆
者
の
旧
著
に
対
す
る

書
評
に
お
い
て
は
、「
金
公
事
出
入
の
裁
許
事
例
を
河
内
国
の
村
で
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
大
坂
町
奉
行
所
は
身
体
限
（
破
産
措
置
）
を
発
動

せ
ず
、
内
済
で
の
解
決
を
促
し
て
お
り
、
法
と
裁
許
内
容
に
は
懸
隔
が
あ
っ
た
」
と
し
、
大
坂
法
が
在
地
で
も
効
力
を
発
揮
し
た
こ
と
を
重

視
す
る
筆
者
に
対
し
批
判
を
加
え
た
（

）
108

。
し
か
し
、
福
澤
の
分
析
対
象
時
期
は
嘉
永
期
（
一
八
四
八
～
一
八
五
四
）
で
あ
り
、
本
稿
で
指
摘
し

た
Ⅲ
期
に
相
当
す
る
。
先
述
し
た
通
り
、
金
銀
出
入
に
つ
い
て
も
大
坂
町
奉
行
所
は
京
都
法
を
取
り
入
れ
、
債
権
保
護
を
強
化
し
た
と
仮
定

し
た
場
合
、
少
な
く
と
も
①
～
③
の
事
例
は
、
大
坂
法
の
無
力
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
般
的
な
金
銀
出
入
に
お
い
て
は

債
務
者
一
人
に
債
権
者
が
多
く
競
合
し
た
と
考
え
ら
れ
る
な
か
で
、
大
坂
町
奉
行
所
の
臨
機
応
変
、
柔
軟
な
措
置
の
も
と
、
原
告
の
岡
田
家

が
債
権
の
一
部
を
回
収
で
き
て
い
た
こ
と
こ
そ
高
く
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
小
早
川
欣
吾
、
大
平
祐
一
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
当
時
の

大
坂
町
奉
行
所
に
お
い
て
は
当
事
者
の
交
渉
、
示
談
が
重
視
さ
れ
た
と
は
い
っ
て
も
、
大
坂
町
奉
行
所
が
常
に
強
制
執
行
の
可
能
性
を
保
持

し
て
お
り
、
内
済
に
は
強
制
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（

）
109

。
豪
農
岡
田
家
が
支
配
違
い
の
相
手
に
対

し
て
も
金
融
業
を
展
開
で
き
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
大
坂
法
の
効
力
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
く
（

）
110

。

（
1
）　
江
戸
法
に
お
い
て
は
、
出
入
筋
（
お
も
に
民
事
訴
訟
に
相
当
）
の
訴
訟
事
件
の
な
か
で
、
お
も
に
利
息
付
き
無
担
保
金
銭
債
権
の
給
付
訴
訟

で
あ
る
金
公
事
を
除
い
た
も
の
の
総
称
を
本
公
事
と
い
っ
た
。
金
公
事
の
場
合
、
開
廷
日
の
制
限
、
出
訴
最
低
額
の
制
限
、
相
対
済
令
の
適
用
、

執
拗
な
内
済
の
勧
奨
、
切
金
弁
済
制
（
長
期
分
割
弁
済
制
度
）
の
適
用
が
あ
り
、
裁
判
上
、
本
公
事
よ
り
も
金
公
事
の
ほ
う
が
冷
遇
さ
れ
て
い
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た
。
本
公
事
に
は
、
無
利
息
ま
た
は
物
的
担
保
を
伴
う
金
銭
債
権
や
物
の
引
き
渡
し
に
関
す
る
給
付
訴
訟
、
土
地
や
身
分
に
関
連
す
る
確
認
・

形
式
訴
訟
的
な
も
の
、
不
法
・
疵
付
・
密
通
な
ど
の
可
罰
的
事
案
が
出
入
筋
で
裁
判
さ
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
た
。
私
的
組
織
の
構
成
員
同
士
の

利
益
配
分
に
関
す
る
揉
め
ご
と
を
仲
間
事
と
い
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
公
権
力
に
よ
る
裁
定
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
訴
権
が
な
い
仲

間
事
を
出
入
筋
の
訴
訟
事
件
に
加
え
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
神
保
文
夫
『
近
世
実
務
法
の
研
究
　
上
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
、
八
頁
、

一
二
～
一
三
頁
、
三
〇
～
四
四
頁
、
三
六
八
頁
、
三
七
一
頁
）。

（
2
）　
近
世
史
料
研
究
会
編
『
江
戸
町
触
集
成
　
第
一
〇
巻
』（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）、
一
七
一
～
一
七
二
頁
。

（
3
）　
京
都
に
つ
い
て
は
、
宇
佐
美
英
機
『
近
世
京
都
の
金
銀
出
入
と
社
会
慣
習
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
三
四
～
一
三
五
頁
を
参
照
。

大
坂
に
つ
い
て
は
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
相
対
済
令
の
条
文
の
奥
書
に
「
右
者
江
戸
表
ニ
而
之
取
捌
相
改
候
儀
ニ
而
、
於
当
表
（
大
坂

表
）
者
是
迄
ニ
相
替
候
儀
無
之
候
間
、
心
得
迄
ニ
触
知
ら
セ
置
候
」
と
あ
る
（
寛
政
四
年
「
御
触
帳
」
本
三
〇
一
、
寛
政
九
年
九
月
条
）。

（
4
）　
寛
政
九
年
「
証
無
番
」（
本
一
四
五
四
─
一
）。

（
5
）　
寛
政
九
年
「
証
無
番
」（
本
一
四
五
四
─
一
）。

（
6
）　
寛
政
九
年
「
証
無
番
」（
本
一
四
五
四
─
一
）。

（
7
）　
当
該
か
条
で
は
、
大
坂
両
替
店
の
手
代
が
京
都
に
お
い
て
も
金
銀
出
入
に
よ
る
身
代
限
り
は
な
い
よ
う
に
承
っ
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
続

く
二
一
～
二
二
日
頃
の
京
都
両
替
店
宛
て
の
書
状
（
写
し
）
に
よ
る
と
、
そ
の
返
答
を
受
け
て
か
、
大
坂
両
替
店
の
手
代
の
認
識
が
変
化
し
、

「
其
御
地
金
銀
出
入
之
御
裁
許
御
名
目
之
分
御
日
限
被
仰
付
、
相
済
不
申
候
時
者
、
手
錠
・
入
牢
も
被
仰
付
候
得
共
、
名
目
ニ
寄
、
手
錠
・
入

牢
も
不
被
仰
付
候
も
有
之
候
由
、
乍
併
大
金
高
借
入
之
分
者
、
身
上
限
被
仰
付
候
も
御
座
候
得
共
、
当〻其御
地地〻

ニ
而
者
身
上
限
と
急
度
唱
不
申
候
故
、

身
上
限
と
申
儀
其
御
地
ニ
無
之
様
及〻聞
御〻及
聞〻ひ
候
儀
ニ
思
召
候
旨
、
右
御
触
之
儀
得
御
意
候
通
、
其
御
地
も
御
触
出
不
申
候
上
な
ら
て
ハ
難
相
分
り

御
座
候
旨
」
と
あ
る
（
寛
政
二
年
「
無
番
状
」
別
二
三
〇
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
九
月
二
一
～
二
二
日
条
）。
す
な
わ
ち
、
債
務
金
額
が

高
額
で
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、「
身
上
限
」（
身
代
限
り
）
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
京
都
に
お
い
て
は
そ
れ
を
「
身
上
限
」

（
身
代
限
り
）
と
は
呼
称
し
な
い
の
で
、
身
代
限
り
と
い
う
も
の
は
京
都
に
は
な
い
こ
と
を
聞
き
及
ん
だ
と
い
う
。
宇
佐
美
英
機
の
研
究
に
よ

る
と
、
た
し
か
に
制
定
文
言
上
に
は
身
代
限
り
の
執
行
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
執
行
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
そ
の
通
り
だ
が
、「
身
上
限
」
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と
い
う
呼
称
が
な
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
京
都
に
お
い
て
も
「
身
体
限
」
と
呼
称
し
、
家
産
調
査
を
「
身
上
柄
相
糺
」
す
と
い
っ
た
（
宇

佐
美
英
機
『
近
世
京
都
の
金
銀
出
入
と
社
会
慣
習
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
一
七
四
～
一
七
五
頁
）。
な
お
、
後
掲
の
史
料
が
示
す
よ

う
に
、
大
坂
で
は
身
代
限
り
の
こ
と
を
「
身
上
限
」
と
も
「
身
体
限
」
と
も
呼
称
し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
8
）　
大
坂
の
金
銀
出
入
は
、
江
戸
の
金
公
事
の
訴
訟
内
容
と
同
じ
よ
う
に
、
お
も
に
利
息
付
き
無
担
保
金
銭
債
権
の
給
付
訴
訟
を
指
す
。
た
だ
し
、

大
坂
に
お
い
て
は
、
金
銀
出
入
以
外
の
公
事
を
本
公
事
と
し
て
一
括
す
る
こ
と
は
な
く
、
金
銀
出
入
は
江
戸
の
よ
う
に
冷
遇
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
（
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
、
四
六
頁
、
一
五
〇
～
一
六
八
頁
、
五
〇
三
～
五
三
七
頁
）。
京
都

の
金
銀
出
入
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
た
（
宇
佐
美
英
機
『
近
世
京
都
の
金
銀
出
入
と
社
会
慣
習
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八

年
、
八
四
～
一
五
〇
頁
）。

（
9
）　
寛
政
四
年
「
御
触
帳
」（
本
三
〇
一
）、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
九
月
条
。『
大
阪
市
史
』
に
も
同
様
の
触
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
や
や

文
言
が
異
な
る
（
大
阪
市
参
事
会
編
『
大
阪
市
史
　
第
四
上
』
大
阪
市
参
事
会
、
一
九
一
二
年
、
三
〇
三
～
三
〇
四
頁
）。

（
10
）　
京
都
町
触
研
究
会
編
『
京
都
町
触
集
成
　
第
七
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）、
四
五
六
頁
。
京
都
の
触
れ
出
し
が
や
や
遅
れ
た
理
由
に

つ
い
て
は
、
京
都
町
奉
行
所
が
京
都
所
司
代
を
通
し
て
江
戸
評
定
所
に
問
い
合
わ
せ
た
か
ら
で
あ
る
（
宇
佐
美
英
機
『
近
世
京
都
の
金
銀
出
入

と
社
会
慣
習
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
五
頁
）。

（
11
）　
寛
政
二
年
「
無
番
控
」（
別
二
三
〇
）、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
九
月
二
四
日
条
。

（
12
）　
江
戸
法
に
お
け
る
出
訴
期
限
に
つ
い
て
は
「
質
地
田
畑
預
金
売
懸
金
等
」
に
関
す
る
二
〇
年
が
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
質
地
な
ど
に
関
す
る

も
の
は
見
ら
れ
る
が
、
金
公
事
の
場
合
に
は
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
改
正
に
よ
り
、
は
じ
め
て
売
掛
金
に
関
す
る
給
付
訴
訟
の
期
限
が

一
〇
年
間
と
な
っ
た
と
い
う
（
金
田
平
一
郎
著
・
和
仁
か
や
監
修
『
近
世
民
事
責
任
法
の
研
究
』
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
、
一
六
四

～
一
六
五
頁
、
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
、
三
七
頁
、
四
二
〇
頁
）。
史
料
16
を
ふ
ま
え
る
と
、
寛

政
九
年
（
一
七
九
七
）
当
時
に
お
い
て
は
、
金
公
事
に
関
す
る
給
付
訴
訟
の
期
限
に
は
制
限
が
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

（
13
）　
石
井
良
助
『
近
世
取
引
法
史
』（
創
文
社
、
一
九
八
二
年
）、
二
〇
一
～
二
〇
二
頁
。

（
14
）　
金
公
事
で
あ
っ
て
も
、
切
金
の
弁
済
が
滞
っ
た
場
合
に
は
、
債
務
者
に
身
代
限
り
が
命
じ
ら
れ
る
規
定
に
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
文
化
三
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年
（
一
八
〇
五
）
五
月
の
評
定
所
一
座
決
定
時
点
の
場
合
、
債
権
者
が
債
務
者
か
ら
順
調
に
返
済
を
受
け
た
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
金
二
両
か

ら
金
一
〇
〇
両
ま
で
に
つ
い
て
は
約
一
〇
年
、
金
一
〇
一
両
か
ら
一
〇
〇
〇
両
ま
で
に
つ
い
て
は
完
済
ま
で
約
一
五
年
を
要
し
た
（
石
井
良
助

『
近
世
取
引
法
史
』
創
文
社
、
一
九
八
二
年
、
三
三
三
～
三
三
六
頁
）。

（
15
）　
野
高
宏
之
「
享
保
期
の
町
触
・
組
触
―
荻
田
家
文
書
の
紹
介
―
」（『
大
阪
の
歴
史
』
第
六
五
号
、
二
〇
〇
五
年
、
九
一
～
一
一
七
頁
）、
一

〇
二
頁
。

（
16
）　
野
高
宏
之
「
享
保
期
の
町
触
・
組
触
―
荻
田
家
文
書
の
紹
介
―
」（『
大
阪
の
歴
史
』
第
六
五
号
、
二
〇
〇
五
年
、
九
一
～
一
一
七
頁
）、
一

〇
五
頁
。

（
17
）　
野
高
宏
之
「
享
保
期
の
町
触
・
組
触
―
荻
田
家
文
書
の
紹
介
―
」（『
大
阪
の
歴
史
』
第
六
五
号
、
二
〇
〇
五
年
、
九
一
～
一
一
七
頁
）、
一

一
五
頁
。

（
18
）　
写
本
と
し
て
は
、「
享
保
六
辛
丑
年
ゟ
大
坂
御
仕
置
覚
書
」（
三
井
文
庫
所
蔵
「
大
阪
御
仕
置
録
　
上
」
所
収
、
Ｈ
二
二
一
―
北
―
七
〇
）、

「
大
坂
御
仕
置
覚
書
」（
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
所
蔵
「
評
定
所
公
事
訴
訟
并
御
仕
置
大
概
」
所
収
）、「
大
坂
御
仕
置
覚
書
」（
大
坂
商
業
大

学
商
業
史
博
物
館
所
蔵
）、「
大
坂
御
仕
置
御
下
知
相
済
候
留
帳
」（
九
州
大
学
法
学
部
所
蔵
「
御
代
官
揖
斐
十
太
夫
殿
支
配
西
国
筋
之
者
江
京

大
坂
町
人
へ
懸
合
一
件
留
」
所
収
、
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
、
五
一
二
～
五
一
九
頁
）、「
金
銀
出

入
之
事
」（「
せ
ん
年
よ
り
御
ふ
れ
ふ
み
」
所
収
、
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
せ
ん
年
よ
り
御
ふ
れ
ふ

み
―
近
世
大
坂
町
触
関
係
史
料
―
』
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
四
年
）
等
が
あ
る
。

（
19
）　
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
一
〇
月
の
町
触
に
は
、
史
料
18
の
内
容
の
前
に
「
一
、
始
而
訴
出
候
節
ハ
、
相
手
之
方
江
唯
今
迄
之
通
訴
状
遣
、

裏
判
も
可
出
事
」
と
あ
る
（
野
高
宏
之
「
享
保
期
の
町
触
・
組
触
―
荻
田
家
文
書
の
紹
介
―
」（『
大
阪
の
歴
史
』
第
六
五
号
、
二
〇
〇
五
年
、

九
一
～
一
一
七
頁
、
引
用
部
分
は
一
〇
二
頁
）。
対
決
と
は
、
町
奉
行
所
で
当
事
者
間
が
口
頭
弁
論
を
す
る
こ
と
を
い
っ
た
（
小
早
川
欣
吾

『
増
補
　
近
世
民
事
訴
訟
制
度
の
研
究
』
名
著
出
版
、
一
九
八
八
年
、
三
六
三
～
三
六
八
頁
）。

（
20
）　
石
井
良
助
『
近
世
取
引
法
史
』（
創
文
社
、
一
九
八
二
年
）、
一
九
一
頁
。
な
お
、
少
な
く
と
も
金
銀
出
入
の
場
合
、
契
約
後
一
〇
年
以
内
に

出
訴
を
し
て
「
願
掛
」（
順
番
待
ち
）
の
状
態
で
一
〇
年
が
過
ぎ
た
と
き
に
は
、
訴
状
は
受
理
さ
れ
た
（
安
竹
貴
彦
・
田
中
友
恵
「
京
都
大
学
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法
学
研
究
科
・
法
学
部
小
早
川
文
庫
所
蔵
「
取
捌
題
号
」
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
四
　
其
之
肆
）」『
法
学
雑
誌
』
第
五
一
巻
第
三
号
、

二
〇
〇
五
年
、
三
三
〇
～
三
五
八
頁
）、
三
四
九
頁
。

（
21
）　「
せ
ん
年
よ
り
御
ふ
れ
ふ
み
」
で
は
「
残
銀
」
と
あ
る
（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
せ
ん
年
よ
り

御
ふ
れ
ふ
み
―
近
世
大
坂
町
触
関
係
史
料
―
』
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
四
年
、
五
一
頁
）。

（
22
）　
安
竹
貴
彦
・
田
中
友
恵
「
京
都
大
学
法
学
研
究
科
・
法
学
部
小
早
川
文
庫
所
蔵
「
取
捌
題
号
」
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
四
　
其
之

伍
・
完
）」（『
法
学
雑
誌
』
第
五
二
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
六
年
、
五
七
九
～
六
〇
六
頁
、
引
用
部
分
は
六
〇
三
頁
、
六
〇
五
頁
）。

（
23
）　
宮
本
又
次
『
近
世
大
阪
の
経
済
と
町
制
』（
文
献
出
版
、
一
九
八
五
年
）、
一
三
七
頁
。

（
24
）　
こ
れ
を
「
質
抜
」
と
い
っ
た
。「
質
抜
」
に
つ
い
て
は
、
小
早
川
欣
吾
「
近
世
に
於
け
る
身
代
限
り
及
分
散
に
つ
い
て
」（『
法
学
論
叢
』
第

四
三
巻
第
五
号
、
一
九
四
〇
年
、
二
六
二
～
二
九
二
頁
）、
二
八
六
～
二
九
〇
頁
、
小
早
川
欣
吾
「
近
世
に
於
け
る
身
代
限
り
及
分
散
続
考

（
二
）」（『
法
学
論
叢
』
第
四
四
巻
第
二
号
、
一
九
四
一
年
、
二
九
九
～
三
三
一
頁
）、
三
一
一
～
三
一
三
頁
を
参
照
。「
質
抜
」
に
関
す
る
大
坂

法
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
神
保
文
夫
の
整
理
が
あ
る
（
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
、
三
五
一
～
三
五

七
頁
）。
賀
川
隆
行
も
、
大
坂
両
替
店
の
訴
訟
記
録
か
ら
「
質
抜
」
に
相
当
す
る
裁
許
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
大
坂
法
と

照
ら
し
合
わ
せ
て
分
析
し
た
も
の
で
は
な
い
（
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
一
四
〇
～
一
四
五

頁
）。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
質
入
債
権
（
質
権
）
と
は
、
法
の
定
め
た
形
式
的
要
件
を
完
備
す
る
証
文
を
当
事
者
が
作
成
し
て
い
た
場
合
に
の

み
公
認
さ
れ
る
権
利
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
み
、
債
務
不
履
行
時
に
引
当
物
（
物
的
保
証
）
の
所
有
権
が
債
権
者
に
移
る
効
力
を
有
す
る
権
利

で
あ
る
（
小
早
川
欣
吾
『
日
本
担
保
法
史
序
説
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
九
年
、
二
九
七
～
三
二
三
頁
）。
あ
と
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、

こ
の
場
合
を
満
た
さ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
当
該
契
約
は
大
坂
町
奉
行
所
か
ら
書
入
債
権
と
し
て
扱
わ
れ
た
（
石
井
良
助
『
近
世
取
引
法
史
』

創
文
社
、
一
九
八
二
年
、
六
七
頁
、
二
九
八
頁
）。
債
務
者
の
用
益
に
つ
い
て
は
、
家
質
（
質
権
を
設
定
さ
れ
た
家
屋
敷
）
の
場
合
、
実
際
に

は
債
務
者
が
占
有
す
る
抵
当
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
質
物
（
質
権
を
設
定
さ
れ
た
動
産
）
の
場
合
に
は
、
占
有
権
が
債
権
者
に
移
転
す
る
現
行

法
上
の
「
質
」（
占
有
担
保
）
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
25
）　
安
竹
貴
彦
編
『
大
坂
堺
問
答
―
一
九
世
紀
初
頭
大
坂
・
堺
の
民
事
訴
訟
手
続
―
』（
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
九
五
年
）、
一
一
七
頁
。
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（
26
）　
安
竹
貴
彦
編
『
大
坂
堺
問
答
―
一
九
世
紀
初
頭
大
坂
・
堺
の
民
事
訴
訟
手
続
―
』（
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
九
五
年
）、
一
〇
三
頁
。

（
27
）　
原
本
（
神
宮
文
庫
所
蔵
本
）
に
は
な
く
、
異
本
（
東
京
大
学
法
制
史
資
料
室
所
蔵
本
）
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
28
）　
原
本
（
神
宮
文
庫
所
蔵
本
）
に
は
な
く
、
異
本
（
東
京
大
学
法
制
史
資
料
室
所
蔵
本
）
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
29
）　
安
竹
貴
彦
編
『
大
坂
堺
問
答
―
一
九
世
紀
初
頭
大
坂
・
堺
の
民
事
訴
訟
手
続
―
』（
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
九
五
年
）、
一
〇
四
頁
。

（
30
）　
本
来
の
主
語
は
堺
奉
行
所
だ
が
、「
当
表
（
大
坂
）
も
同
様
取
計
申
候
」
と
あ
る
の
で
、
主
語
を
大
坂
町
奉
行
所
に
置
き
換
え
た
。

（
31
）　
日
切
証
文
（
日
切
手
形
）
と
は
、
日
限
返
済
命
令
を
受
け
た
被
告
ら
が
そ
の
期
日
内
に
弁
済
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
証
書
で
あ
る
（
石
井
良

助
『
近
世
取
引
法
史
』
創
文
社
、
一
九
八
二
年
、
一
三
〇
頁
）。

（
32
）　
家
質
の
設
定
に
は
、
年
寄
と
五
人
組
の
連
判
を
要
し
た
か
ら
、
当
然
、
彼
ら
に
も
保
証
人
と
し
て
弁
済
義
務
が
あ
っ
た
（
石
井
良
助
『
近
世

取
引
法
史
』
創
文
社
、
一
九
八
二
年
、
六
七
頁
）。
と
く
に
家
質
の
場
合
に
は
、
債
務
不
履
行
時
に
は
質
権
が
設
定
さ
れ
た
家
屋
敷
の
所
有
権

を
債
権
者
に
移
転
す
れ
ば
よ
い
の
で
、
基
本
的
に
は
、
年
寄
や
五
人
組
が
弁
済
を
負
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も

家
質
契
約
の
役
印
が
取
次
や
証
明
の
た
め
の
奥
印
で
は
な
く
、
保
証
人
と
し
て
の
連
判
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
あ
る
。

（
33
）　
萬
代
悠
・
中
林
真
幸
「
近
世
の
土
地
法
制
と
地
主
経
営
」（
深
尾
京
司
・
中
村
尚
史
・
中
林
真
幸
編
『
岩
波
講
座
日
本
経
済
の
歴
史
　
第
二

巻
　
近
世
　
一
六
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
前
半
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
、
一
五
〇
～
一
七
六
頁
）、
一
五
二
～
一
五
五
頁
。

（
34
）　
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
）、
三
〇
～
三
六
頁
。

（
35
）　「
せ
ん
年
よ
り
御
ふ
れ
ふ
み
」
で
は
「
申
付
間
敷
」
と
あ
る
（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
せ
ん
年

よ
り
御
ふ
れ
ふ
み
―
近
世
大
坂
町
触
関
係
史
料
―
』
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
四
年
、
五
二

頁
）。

（
36
）　
安
竹
貴
彦
編
『
大
坂
堺
問
答
―
一
九
世
紀
初
頭
大
坂
・
堺
の
民
事
訴
訟
手
続
―
』（
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
九
五
年
）、
二
七
頁
。

（
37
）　
安
竹
貴
彦
編
『
大
坂
堺
問
答
―
一
九
世
紀
初
頭
大
坂
・
堺
の
民
事
訴
訟
手
続
―
』（
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
九
五
年
）、
五
二
頁
。

（
38
）　
金
銀
出
入
と
表
記
す
る
ほ
う
が
正
確
だ
が
、
こ
こ
で
は
質
入
債
権
給
付
訴
訟
と
区
別
す
る
た
め
に
書
入
債
権
給
付
訴
訟
と
し
た
。
も
と
よ
り

先
述
し
た
よ
う
に
、
質
権
の
設
定
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
当
該
金
銭
貸
借
契
約
は
書
入
と
し
て
処
理
さ
れ
、
金
銀
出
入
と
同
様
に
取
り
扱
わ
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れ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
金
銀
出
入
を
質
権
の
設
定
が
な
い
書
入
債
権
の
給
付
訴
訟
と
し
て
も
大
過
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
39
）　
先
訴
と
は
、
同
じ
相
手
に
対
し
て
二
つ
以
上
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
先
に
出
訴
さ
れ
た
訴
訟
の
こ
と
を
い
う
（
安
竹
貴

彦
・
田
中
友
恵
「
京
都
大
学
法
学
研
究
科
・
法
学
部
小
早
川
文
庫
所
蔵
「
取
捌
題
号
」
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
四
　
其
之
肆
）」『
法

学
雑
誌
』
第
五
一
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
五
年
、
三
三
〇
～
三
五
八
頁
、
引
用
部
分
は
三
三
二
頁
）。

（
40
）　
通
常
の
金
銀
出
入
の
場
合
、
先
訴
が
あ
っ
た
と
き
に
は
町
奉
行
所
は
後
訴
を
受
理
せ
ず
、「
願
掛
」（
順
番
待
ち
の
状
態
）
と
な
り
、
先
訴
が

解
決
に
至
っ
た
時
点
で
、
後
訴
の
債
権
者
が
「
願
掛
」
通
り
の
順
番
に
「
願
直
し
」（
出
訴
）
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
安
竹
貴
彦
・
田
中
友
恵

「
京
都
大
学
法
学
研
究
科
・
法
学
部
小
早
川
文
庫
所
蔵
「
取
捌
題
号
」
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
四
　
其
之
肆
）」『
法
学
雑
誌
』
第
五

一
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
五
年
、
三
三
〇
～
三
五
八
頁
、
引
用
部
分
は
三
四
三
～
三
五
二
頁
）。
こ
れ
に
対
し
、
質
入
債
権
給
付
訴
訟
に
つ
い
て

は
、
書
入
債
権
給
付
訴
訟
の
先
訴
が
あ
っ
た
と
し
て
も
受
理
さ
れ
た
（「
先
訴
受
候
者
相
手
取
、
先
訴
同
様
金
銀
出
入
願
出
候
節
者
拾
ヶ
条
目

下
ケ
札
（「
願
掛
」
制
度
）
之
通
取
計
、
質
物
出
入
并
有
物
取
戻
出
入
之
類
者
先
訴
後
訴
共
無
構
為
請
申
候
」
安
竹
貴
彦
編
『
大
坂
堺
問
答
―

一
九
世
紀
初
頭
大
坂
・
堺
の
民
事
訴
訟
手
続
―
』
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
九
五
年
、
五
〇
頁
）。

（
41
）　
家
質
債
権
給
付
訴
訟
の
返
済
日
限
の
ほ
う
が
書
入
債
権
給
付
訴
訟
の
そ
れ
よ
り
も
早
く
、
家
質
債
権
給
付
訴
訟
の
返
済
日
限
に
な
っ
て
も
債

務
不
履
行
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
す
ぐ
に
引
当
家
屋
敷
の
所
有
権
移
転
が
命
じ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
債
務
者
の
居
宅
が
家
質
に
入
っ
た
給
付
訴

訟
の
場
合
、
書
入
債
権
給
付
訴
訟
が
解
決
す
る
ま
で
実
際
の
移
転
は
保
留
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
書
入
債
権
給
付
訴
訟
の
解
決
ま
で
債
務
者
の
引

越
を
猶
予
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
（「
家
質
出
入
之
方
、
切
日
早
候
ハ
ヽ
、
直
ニ
帳
切
申
付
、
是
又
預
銀
出
入
落
着
迄
其
侭
可
差
置
旨
可
申
渡
候
、

且
又
懸
屋
敷
之
家
質
出
入
、
又
者
質
田
地
出
入
等
者
、
右
体
之
無
頓
着
帳
切
可
申
付
候
」
安
竹
貴
彦
編
『
大
坂
堺
問
答
―
一
九
世
紀
初
頭
大

坂
・
堺
の
民
事
訴
訟
手
続
―
』
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
九
五
年
、
一
〇
四
頁
）。

（
42
）　
安
竹
貴
彦
編
『
大
坂
堺
問
答
―
一
九
世
紀
初
頭
大
坂
・
堺
の
民
事
訴
訟
手
続
―
』（
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
九
五
年
）、
一
〇
四
頁
。

（
43
）　
安
竹
貴
彦
編
『
大
坂
堺
問
答
―
一
九
世
紀
初
頭
大
坂
・
堺
の
民
事
訴
訟
手
続
―
』（
大
阪
市
史
編
纂
所
、
一
九
九
五
年
）、
一
〇
六
頁
。

（
44
）　
し
た
が
っ
て
延
為
替
契
約
に
お
い
て
は
、
保
証
人
と
し
て
の
五
人
組
の
加
印
も
、
町
年
寄
の
加
印
も
必
要
な
い
。
史
料
５
の
町
年
寄
の
奥
印

は
、
連
帯
保
証
人
と
し
て
の
印
形
で
は
な
い
。
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（
45
）　
優
先
裁
許
、
返
済
日
限
の
最
短
固
定
、
返
済
日
限
の
即
日
命
令
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
賀
川
隆
行
が
後
掲
の
史
料
34
や
訴
訟
記
録
の
一
部
か

ら
明
ら
か
に
し
た
こ
と
だ
が
（
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
一
一
九
～
一
四
〇
頁
）、
こ
こ
で
は

よ
り
詳
細
に
検
討
し
、
次
章
に
お
い
て
は
解
決
日
数
や
訴
訟
手
続
と
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
差
別
化
を
図
っ
て
い
る
。

（
46
）　
安
竹
貴
彦
「
資
料
「
評
儀
帳
」（
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
三
　
其
之
壱
）」（『
法

学
雑
誌
』
第
四
九
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
二
年
、
二
九
五
～
三
三
一
頁
）、
二
九
八
頁
。

（
47
）　
賀
川
隆
行
も
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
（
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
一
二
〇
頁
）。

（
48
）　
安
竹
貴
彦
「
資
料
「
評
儀
帳
」（
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
三
　
其
之
参
）」（『
法

学
雑
誌
』
第
五
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
三
年
、
八
六
三
～
八
九
七
頁
）、
八
七
三
頁
。

（
49
）　
安
竹
貴
彦
「
資
料
「
評
儀
帳
」（
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
三
　
其
之
参
）」（『
法

学
雑
誌
』
第
五
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
三
年
、
八
六
三
～
八
九
七
頁
）、
八
八
二
頁
。

（
50
）　
安
竹
貴
彦
「
資
料
「
評
儀
帳
」（
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
三
　
其
之
伍
）」（『
法

学
雑
誌
』
第
五
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
三
年
、
四
八
七
～
五
二
〇
頁
）、
四
九
二
頁
。

（
51
）　
名
目
金
と
は
、
公
家
や
門
跡
・
寺
社
・
御
三
家
・
御
三
卿
が
祠
堂
金
・
修
復
料
・
遺
金
な
ど
の
名
目
を
冠
し
た
資
金
を
幕
府
の
許
可
を
得
て

利
貸
し
す
る
金
融
制
度
で
あ
る
。
名
目
金
債
権
給
付
訴
訟
の
優
遇
は
、
以
下
の
三
期
に
大
別
で
き
る
。
⑴
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
の
改
正
よ

り
前
ま
で
は
、
金
銀
出
入
の
先
訴
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
大
坂
町
奉
行
所
は
名
目
金
債
権
給
付
訴
訟
を
受
理
し
、
債
務
者
が
身
代
限
り
を
受
け

た
と
き
に
は
、
名
目
金
貸
付
の
債
権
者
は
先
訴
の
債
権
者
と
並
ん
で
家
財
な
ど
の
配
分
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
⑵
明
和
三
年
改
正
か
ら
天

明
八
年
（
一
七
八
八
）
改
正
よ
り
前
ま
で
は
、
債
務
者
に
対
す
る
債
権
者
Ａ
の
書
入
債
権
給
付
訴
訟
（
先
訴
）
の
日
限
中
に
、
当
該
債
務
者
に

対
し
債
権
者
Ｂ
が
名
目
金
債
権
給
付
訴
訟
（
後
訴
）
を
起
こ
し
た
場
合
、
大
坂
町
奉
行
所
は
先
訴
を
不
受
理
と
し
、
後
訴
の
債
務
を
履
行
す
る

よ
う
債
務
者
に
対
し
銀
高
に
応
じ
た
返
済
日
限
を
命
じ
た
。
⑶
天
明
八
年
改
正
以
降
は
、
先
訴
の
不
受
理
は
停
止
さ
れ
、
明
和
三
年
改
正
よ
り

前
の
旧
制
に
復
し
た
（
安
竹
貴
彦
・
田
中
友
恵
「
京
都
大
学
法
学
研
究
科
・
法
学
部
小
早
川
文
庫
所
蔵
「
取
捌
題
号
」
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
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文
書
―
（
四
　
其
之
伍
・
完
）」『
法
学
雑
誌
』
第
五
二
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
六
年
、
五
七
九
～
六
〇
六
頁
、
引
用
部
分
は
五
九
三
～
五
九
五

頁
）。

（
52
）　
明
和
三
年
改
正
か
ら
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
改
正
よ
り
前
ま
で
に
お
い
て
は
、
名
目
金
債
権
給
付
訴
訟
と
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
は
先

訴
・
後
訴
関
係
な
く
受
理
さ
れ
、
身
代
限
り
の
際
に
は
被
告
の
財
産
は
両
者
の
債
権
者
に
配
分
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
当
該
期
間
の
み
、
御
為
替

債
権
は
当
該
期
間
外
に
比
べ
て
や
や
冷
遇
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
。

�

　
　
一
、
御
祠
堂
銀
并
為
御
替
滞
願
出
候
節
、
相
手
先
訴

�

　
　�

　�

先
（
朱
書
）訴

引
上
、
右
之
出
入
同
士
ニ
候
ハ
ヽ
、
幾
口
ニ
而
も
先
後
無
構
済
方
、
先
之
切
日
者
後
之
切
日
迄
延
し
、
身
体
限
配
分

�

　
右
は
「
評
儀
帳
」、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
正
月
二
九
日
決
定
（
安
竹
貴
彦
「
資
料
「
評
儀
帳
」（
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
総
合
セ
ン
タ

ー
所
蔵
）
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
三
　
其
之
参
）」『
法
学
雑
誌
』
第
五
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
三
年
、
八
六
三
～
八
九
七
頁
）、
八

六
九
頁
よ
り
引
用
。

�

　
な
お
、
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
の
日
限
中
に
外
組
か
ら
同
訴
訟
が
同
じ
債
務
者
に
提
起
さ
れ
た
場
合
、
先
に
訴
え
た
ほ
う
が
優
先
さ
れ
る
。

�

　
　
一
、
為
御
替
滞
、
た
と
へ
は
三
ツ
井
組
ゟ
之
願
日
切
中
、
同
相
手
江
外
組
ゟ
之
願

�

　
　�

　�

無
（
朱
書
）構
日
切

�

　
右
は
「
評
儀
帳
」、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
八
月
二
四
日
決
定
（
安
竹
貴
彦
「
資
料
「
評
儀
帳
」（
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
総
合
セ
ン
タ

ー
所
蔵
）
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
三
　
其
之
参
）」『
法
学
雑
誌
』
第
五
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
三
年
、
八
六
三
～
八
九
七
頁
）、
八

七
二
頁
よ
り
引
用
。

（
53
）　
た
と
え
ば
、
過
去
に
幕
府
御
用
金
を
納
め
た
者
が
被
告
（
債
務
者
）
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
訳
を
も
っ
て
切
金
弁
済
を
す
る
こ
と
が
例
外
的

に
認
め
ら
れ
た
。

�

　
　
一
、
同
家
主
・
同
居
人
共
相
手
取
候
出
入
、
先
代
之
者
御
用
金
差
出
候
与
之
訳
を
以
、
両
人
と
も
之
切
金
願

�

　
　�

　
同
（
朱
書
）家

主
者
兄
之
家
を
相
続
い
た
し
候
者
ニ
而
、
右
同
居
人
を
順
養
子
ニ
可
致
訳
合
ニ
有
之
間
、
両
人
共
同
様
相
願
候
由
、
両
人
共
切
金

�

　
右
は
「
評
儀
帳
」、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
正
月
二
〇
日
決
定
（
安
竹
貴
彦
「
資
料
「
評
儀
帳
」（
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
総
合
セ
ン
タ
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ー
所
蔵
）
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
三
　
其
之
参
）」『
法
学
雑
誌
』
第
五
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
三
年
、
八
六
三
～
八
九
七
頁
）、
八

八
二
頁
よ
り
引
用
。

�
　
　
一
、
御
用
金
皆
済
御
下
有
之
候
得
共
、
一
旦
差
出
候
訳
を
以
切
金
願

�

　
　
　�
聞
（
朱
書
）届�������������������������������

　

�

　
右
は
「
評
儀
帳
」、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
四
月
二
八
日
決
定
（
安
竹
貴
彦
「
資
料
「
評
儀
帳
」（
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
総
合
セ
ン
タ

ー
所
蔵
）
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
三
　
其
之
参
）」『
法
学
雑
誌
』
第
五
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
三
年
、
八
六
三
～
八
九
七
頁
）、
八

八
二
頁
よ
り
引
用
。

�

　
　
一
、
御
買
米
ニ
付
、
御
用
金
差
出
候
者

�

　
　�

　�

切
（
朱
書
）金

�

　
右
は
「
評
儀
帳
」、
年
号
月
日
欠
（
安
竹
貴
彦
「
資
料
「
評
儀
帳
」（
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）
―
大
坂
町
奉
行
所
関

係
文
書
―
（
三
　
其
之
参
）」『
法
学
雑
誌
』
第
五
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
三
年
、
八
六
三
～
八
九
七
頁
）、
八
八
三
頁
よ
り
引
用
。
こ
の
ほ
か

の
事
例
に
つ
い
て
は
、
安
竹
貴
彦
・
田
中
友
恵
「
京
都
大
学
法
学
研
究
科
・
法
学
部
小
早
川
文
庫
所
蔵
「
取
捌
題
号
」
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係

文
書
―
（
四
　
其
之
伍
・
完
）」（『
法
学
雑
誌
』
第
五
二
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
六
年
、
五
七
九
～
六
〇
六
頁
）、
五
八
四
～
五
八
七
頁
を
参
照
。

（
54
）　
安
竹
貴
彦
「
資
料
「
評
儀
帳
」（
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
三
　
其
之
参
）」（『
法

学
雑
誌
』
第
五
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
三
年
、
八
六
三
～
八
九
七
頁
）、
八
七
〇
頁
。

（
55
）　
安
竹
貴
彦
・
上
山
卓
也
「
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー
所
蔵
「
大
坂
公
事
方
問
合
伺
留
」
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
二

　
其
之
弐
）」（『
法
学
雑
誌
』
第
四
八
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
一
年
、
八
五
七
～
八
七
九
頁
）、
八
六
二
頁
。

（
56
）　
安
竹
貴
彦
「
資
料
「
評
儀
帳
」（
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
三
　
其
之
参
）」（『
法

学
雑
誌
』
第
五
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
三
年
、
八
六
三
～
八
九
七
頁
）、
八
七
五
頁
。

（
57
）　
正
徳
四
年
「
御
用
帳
之
控
」（
別
一
七
四
三
―
七
）、
享
保
八
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
二
）、
寛
政
六
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
三
）、
天
保
六

年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
四
）。
以
下
、
と
く
に
断
り
が
な
い
限
り
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
用
い
て
い
る
。
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（
58
）　
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）、
一
一
九
～
一
四
〇
頁
。

（
59
）　
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
）、
二
七
一
～
二
七
五
頁
、
五
〇
八
頁
。

（
60
）　「
一
、
当
表
（
大
坂
）
金
銀
出
入
取
捌
之
儀
、
前
方
（
享
保
五
年
以
前
）
者
、
対
決
之
上
、
日
数
三
十
日
切
済
方
申
付
、
不
相
済
時
者
、
二

十
日
、
十
日
、
五
日
と
段
々
拾
弐
三
切
も
日
延
申
付
、
其
上
ニ
も
不
埒
ニ
候
得
者
、
手
鎖
掛
ケ
、
日
切
者
不
申
付
、
双
方
相
対
ニ
而
済
候
歟
、

亦
者
身
体
倒
候
迄
者
其
侭
ニ
而
差
置
候
ニ
付
、
年
数
延
候
金
銀
出
入
数
多
有
之
候
処
、（
後
略
）」（
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』
汲

古
書
院
、
二
〇
二
一
年
、
五
〇
八
頁
）。

（
61
）　
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
八
月
二
〇
日
出
訴
の
事
例
。
享
保
八
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
二
）、
寛
政
三
年
一
〇
月
二
一
日
条
。

（
62
）　
西
坂
靖
「
三
井
大
坂
両
替
店
の
抱
屋
敷
管
理
と
代
判
人
・
家
守
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
二
一
号
、
一
九
八
七
年
、
九
五
～
二
一
二
頁
、
引

用
部
分
は
一
〇
八
頁
）。
本
来
で
あ
れ
ば
、
引
当
家
屋
敷
の
価
値
が
高
い
場
合
に
は
大
坂
両
替
店
が
家
質
に
書
き
換
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ

の
時
点
で
は
何
ら
か
の
事
情
で
書
き
換
え
ら
れ
ず
、
懇
意
の
阿
波
屋
伊
兵
衛
を
紹
介
し
た
と
思
わ
れ
る
。

（
63
）　
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
七
月
九
日
出
訴
の
事
例
。
寛
政
六
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
三
）、
文
化
五
年
八
月
五
日
条
。

（
64
）　
た
と
え
ば
、「
何
分
御
勘
弁
被
成
下
候
様
精
々
相
頼
ニ
付
、
無
拠
趣
相
聞
得
候
付
、
相
談
之
上
、
申
達
候
者
、
外
御
一
家
衆
歟
、
手
代
衆
之

内
、
御
印
形
ニ
而
御
印（
シ十
五
貫
目

サ
〆
ゝ
取）
組
、
引
当
者
右
五
間
口
続
屋
敷
矢
張
是
迄
之
通
引
当
ニ
致
」。
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
八
月
二
〇
日
出

訴
の
事
例
。
享
保
八
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
二
）、
寛
政
三
年
一
〇
月
二
一
日
条
。

（
65
）　
出
世
証
文
と
は
、「
将
来
の
不
定
時
に
お
い
て
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
証
文
」
で
あ
る
（
宇
佐
美
英
機
『
近
世
京
都
の
金
銀
出

入
と
社
会
慣
習
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
二
五
三
頁
）。
宇
佐
美
英
機
の
整
理
に
よ
る
と
、
出
世
証
文
は
、
分
散
（
概
ね
自
己
破
産
に

相
当
）
執
行
の
際
に
お
い
て
債
権
者
が
再
請
求
権
を
留
保
す
る
た
め
に
手
交
さ
れ
た
と
す
る
中
田
薫
説
、
分
散
に
限
ら
ず
手
交
さ
れ
た
と
す
る

小
早
川
欣
吾
説
が
あ
り
、
後
者
が
実
証
的
で
あ
っ
た
が
、
前
者
が
法
制
史
の
通
説
と
し
て
定
着
し
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
宇
佐
美
は
、
小
早

川
説
が
正
し
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
と
く
に
「
出
世
」
す
る
こ
と
が
可
能
な
経
済
社
会
に
到
達
し
て
い
た
上
方
に
お
い
て
は
、
債
務
者

本
人
や
請
人
の
保
証
能
力
を
補
完
す
る
行
為
と
し
て
出
世
証
文
を
手
交
す
る
慣
行
が
成
立
、
普
及
し
て
い
た
と
す
る
（
宇
佐
美
英
機
『
近
世
京

都
の
金
銀
出
入
と
社
会
慣
習
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
二
四
七
～
二
九
七
頁
）。
そ
し
て
、
出
世
証
文
の
作
成
か
ら
は
、
家
産
の
再
興
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に
向
け
て
再
挑
戦
さ
せ
る
度
量
の
大
き
さ
、
寛
容
さ
が
債
権
者
に
あ
っ
た
こ
と
、
貧
困
に
陥
っ
た
人
々
を
一
時
的
に
救
済
す
る
た
め
の
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
一
つ
と
し
て
出
世
払
い
が
機
能
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
と
い
う
（
宇
佐
美
英
機
『
近
江
商
人
と
出
世
払
い
―
出
世
証
文
を
読

み
解
く
―
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
、
二
六
一
～
二
六
二
頁
）。

�

　
た
だ
し
、
少
な
く
と
も
大
坂
法
、
か
つ
身
代
限
り
の
場
合
、
再
請
求
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
史
料
21
で
示
し

た
よ
う
に
、
身
代
限
り
を
受
け
た
被
告
が
経
営
を
立
て
直
し
た
場
合
に
原
告
に
残
額
弁
済
す
る
と
い
う
手
形
の
手
交
は
、
法
的
効
力
を
持
た
な

か
っ
た
。
こ
の
手
形
は
、
債
権
者
が
再
請
求
権
を
留
保
す
る
と
い
う
点
で
は
出
世
証
文
に
相
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
身
代
限
り
を
執
行
す
る

前
に
出
世
証
文
を
手
交
し
た
理
由
は
、
債
権
者
が
再
請
求
権
を
留
保
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
債
権
者
の
度
量
の
大
き
さ
や
寛

容
さ
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
債
務
者
は
、
身
代
限
り
の
執
行
を
受
け
る
と
、
社
会
的
差
別
を
こ
う
む
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
借

入
の
制
限
な
ど
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
自
ら
進
ん
で
身
代
限
り
を
望
み
、
免
責
を
得
よ
う
と
す
る
債
務
者
も
い
た
の
で
あ
る
（
松
本
四
郎

『
日
本
近
世
都
市
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
一
九
〇
頁
）。
そ
う
し
た
な
か
で
、
大
坂
両
替
店
は
再
請
求
権
を
留
保
す
る
た
め
に

示
談
を
進
め
、
身
代
限
り
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
た
場
合
、
出
世
証
文
の
作
成
に
は
、
あ
く
ま
で
債
務
・
債
権
関
係
を
解
消
さ
せ
な
い

と
い
う
大
坂
両
替
店
の
冷
酷
さ
が
垣
間
見
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
分
散
（
概
ね
自
己
破
産
に
相
当
）
で
は
な
く
身
代
限
り
（
強
制
執

行
）
の
事
例
で
あ
る
こ
と
に
留
保
す
べ
き
だ
が
、
筆
者
は
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
。

（
66
）　
大
坂
町
奉
行
所
が
判
断
で
き
な
い
案
件
に
つ
い
て
、
大
坂
城
代
に
う
か
が
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
（
小
倉
宗
『
江
戸
幕
府
上
方
支
配

機
構
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
六
三
～
一
一
七
頁
）。

（
67
）　
天
保
六
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
四
）、
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
七
月
一
一
日
条
。

（
68
）　
訴
訟
ご
と
に
掛
り
（
担
当
）
の
与
力
が
違
っ
た
の
で
、
十
右
衛
門
に
下
問
す
る
ま
で
、
先
日
に
大
坂
両
替
店
と
の
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
が

あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
69
）　
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

（
70
）　
賀
川
隆
行
も
、
当
該
史
料
の
一
部
を
引
用
し
て
い
る
（
賀
川
隆
行
『
近
世
三
井
経
営
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
一
三
六
～

一
三
七
頁
）。
な
お
、
宛
名
は
不
明
で
あ
る
。
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（
71
）　
な
お
、
史
料
49
の
四
か
条
目
に
よ
る
と
、
文
政
七
、
八
年
（
一
八
二
四
、
一
八
二
五
）
か
ら
は
、
和
歌
山
藩
、
尾
張
藩
を
は
じ
め
と
す
る

「
御
名
目
金
銀
」
が
先
訴
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
御
為
替
債
権
の
優
先
裁
許
が
発
揮
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
宝
暦
五
年
（
一

七
五
五
）
時
点
の
決
定
（
史
料
33
）
に
変
更
が
加
わ
り
、
御
為
替
債
権
の
保
護
が
若
干
冷
遇
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

（
72
）　「
限
日
ニ
付
下
宿
迄
罷
越
、
掛
合
候
得
共
、
前
同
様
之
儀
ニ
付
来
ル
廿
七
日
迄
日
延
相
頼
候
ニ
付
、
承
知
之
致
奥
印
、
願
上
候
処
、
御
掛
り

杉
（
与
力
）浦
様
被
仰
候
者
、
一
通
り
日
延
与
而
已
申
上
候
而
者
難
相
成
段
厳
敷
被
仰
、
御
奉
行
様
ニ
も
今
日
御
帰
り
之
程
難
相
分
候
間
、
右
書
面
認
直

シ
、
明
日
罷
出
候
様
被
仰
渡
候
付
、
引
取
候
事
」、「
昨
日
罷
出
候
処
、
右
之
次
第
ニ
付
、
今
日
下
宿
迄
罷
越
、
掛
合
候
処
、
来
ル
廿
七
日
迄
御

日
延
被
成
下
候
ハ
ヽ
是
非
共
相
片
附
候
様
可
仕
候
間
、
右
日
延
之
儀
相
頼
候
ニ
付
、
承
知
致
奥
印
、
願
上
候
処
、
御
聞
済
御
座
候
事
」。
天
保

一
〇
年
（
一
八
三
九
）
五
月
一
九
日
出
訴
事
例
。
天
保
六
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
四
）、
天
保
一
〇
年
六
月
一
八
日
、
一
九
日
条
。

（
73
）　「
杉
（
与
力
）浦
種
治
郎
殿
御
立
腹
ニ
而
、
入
銀
茂
無
之
候
ハ
ヽ
日
延
相
成
不
申
、
明
日
本
人
九
（
被
告
）郎
右
衛
門
・
京
橋
六
丁
目
年
寄
本
人
無
相
違
罷
出
候

様
厳
敷
被
仰
付
、
書
付
納
り
不
申
候
事
」。
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
六
月
二
八
日
出
訴
の
事
例
。
天
保
六
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
四
）、
文

久
元
年
七
月
八
日
条
。

（
74
）　「
翌
九
日
銀
弐
百
目
丈
ケ
入
銀
い
た
し
、
段
々
歎
願
い
た
し
候
得
共
、
殊
之
外
御
呵
り
御
座
候
而
、
い
つ
れ
明
十
日
是
非
共
本
人
罷
出
、
夫

と
も
強
上
（
情
）ニ

申
上
候
ハ
ヽ
、
此
方
（
与
力
）
ゟ
召
捕
候
而
も
是
非
呼
寄
候
間
、
此
段
相
心
得
可
申
様
聢
与
被
仰
渡
候
事
」。
文
久
元
年
（
一
八

六
一
）
六
月
二
八
日
出
訴
の
事
例
。
天
保
六
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
四
）、
文
久
元
年
七
月
九
日
条
。

（
75
）　「
米
太
方
并
外
願
人
（
先
訴
の
原
告
）
ニ
成
替
り
候
心
得
ニ
相
成
候
ハ
ヽ
、
済
方
義
可
相
成
、
弥
済
方
不
出
来
候
ハ
ヽ
身
体
限
相
渡
候
様
難

申
付
、
定
法
通
り
被
仰
渡
候
ハ
ヽ
入
牢
等
被
仰
付
候
事
も
難
斗
、
左
様
相
成
候
而
ハ
又
済
方
も
相
成
間
敷
候
様
被
存
候
間
、
何
分
ニ
も
勘
定
い

た
し
候
様
、
尚
町
内
ゟ
も
世
話
致
遣
シ
候
旨
被
仰
渡
候
」。
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
一
一
月
一
六
日
出
訴
の
事
例
。
天
保
六
年
「
御
用

帳
」（
本
三
四
四
）、
天
保
一
二
年
一
二
月
二
四
日
条
。

（
76
）　「
又
翌
十
日
銀
五
百
目
丈
ケ
入
銀
い
た
し
、
段
々
歎
願
致
候
得
共
、
迚
茂
五
百
目
位
之
入
銀
ニ
而
聞
届
無
之
、
強
上
（
情
）申

上
候
ハ
ヽ
聢
与
御
沙
汰

有
之
へ
く
（
き
）旨
被
仰
出
候
事
」、「
翌
廿
日
銀
壱
貫
目
丈
ケ
入
銀
い
た
し
、
本
（
被
告
）人
・
年
寄
ゟ
段
々
相
歎
候
得
共
、
日
延
御
聞
入
無
之
、
定
而
御
強
上
（
情
）
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申
上
候
ハ
ヽ
、
御
咎
も
有
之
候
間
、
右
辺
相
心
得
与
厳
敷
被
仰
渡
」。
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
六
月
二
八
日
出
訴
の
事
例
。
天
保
六
年
「
御

用
帳
」（
本
三
四
四
）、
文
久
元
年
七
月
一
〇
日
、
二
〇
日
条
。

（
77
）　「
目
安
方
御
役
人
筆
頭
成
（
与
力
）瀬

捨
蔵
殿
御
調
相
成
、
最
初
六
月
廿
八
日
ゟ
御
憐
愍
を
以
御
日
延
も
被
仰
付
、
引
当
物
夫
々
売
払
才
覚
茂
可
仕
筈

之
処
、
無
其
儀
、
只
延
々
い
た
し
、
御
上
ヲ
不
恐
候
致
方
以
之
外
之
儀
、
是
迄
者
憐
愍
有
之
、
今
日
者
其
方
返
答
次
第
ニ
而
此
方
（
与
力
）
ニ

茂
取
計
か
た
有
之
、
既
本
（
被
告
）人

并
連
印
之
者
手
鎖
ニ
茂
可
被
仰
付
候
様
子
ニ
有
之
候
処
、
段
々
京
橋
六
丁
目
年
寄
ゟ
何
分
御
憐
愍
を
以
可
申
処
、

御
猶
予
奉
願
上
候
而
、
聢
与
本
（
被
告
）人
江
相
渡
候
間
、
御
聞
届
候
哉
与
段
々
歎
願
い
た
し
、
依
之
年
寄
左
様
申
候
ニ
付
、
今
日
明
日
両
日
之
内
急
度

治
（
示
）談

可
致
趣
被
仰
付
候
事
」。
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
六
月
二
八
日
出
訴
の
事
例
。
天
保
六
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
四
）、
文
久
元
年
九
月

一
九
日
条
。

（
78
）　「
何
分
十
七
日
迄
之
処
、
御
日
延
願
度
旨
呉
々
茂
相
頼
候
ニ
付
、
無
拠
致
承
知
、
双
方
罷
出
候
処
、
由
（
与
力
）比

氏
殊
之
外
厳
敷
被
仰
聞
候
上
、
御

伺
ニ
相
成
候
処
、
何
れ
十
七
日
ニ
者
本
（
被
告
）
人
ゟ
済
方
い
た
し
候
哉
、
万
一
不
相
成
時
者
町
内
江
引
当
家
屋
敷
引
請
売
払
、
済
方
い
た
し
候
旨
書
附

差
出
し
候
ハ
ヽ
御
聞
済
被
遊
候
段
被
仰
聞
候
ニ
付
、
一
統
引
取
、
又
々
下
ニ
而
段
々
掛
合
之
上
、
町
内
ゟ
致
済
方
候
趣
書
附
差
上
候
」。
天
保

六
年
（
一
八
三
五
）
六
月
一
九
日
出
訴
の
事
例
。
天
保
六
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
四
）、
天
保
六
年
七
月
八
日
条
。

（
79
）　「
双
方
何
れ
も
罷
出
候
処
、
右
家
屋
敷
跡
式
老
母
江
被
下
候
、
併
右
之
御
為
替
銀
引
当
ニ
自
分
ニ
差
入
有
之
、
連
印
致
難
儀
居
候
、
夫
ヲ
見

捨
候
儀
ニ
而
も
有
之
間
敷
、
右
家
屋
敷
売
払
候
而
成
共
、
御
為
替
銀
相
済
可
申
儀
者
丁
内
之
者
も
右
之
心
得
を
以
取
計
遣
候
様
被
仰
渡
候
」。
天

保
六
年
（
一
八
三
五
）
九
月
五
日
出
訴
の
事
例
。
天
保
六
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
四
）、
天
保
六
年
一
〇
月
二
二
日
条
。「
昨
申
（
万
延
元
年
）

年
西
　
地
方

江
御
断
申
上
置
候
堂
嶋
北
町
塩
（
被
告
）屋

利
兵
衛
家
出
跡
、（
中
略
）
右
引
当
家
屋
敷
町
内
ゟ
売
払
、
御
為
替
銀
相
済
候
様
被
仰
渡
」。
万
延
元
年
（
一

八
六
〇
）
七
月
二
七
日
出
訴
の
事
例
。
天
保
六
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
四
）、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
四
月
某
日
条
。

（
80
）　
宇
佐
美
英
機
『
近
世
京
都
の
金
銀
出
入
と
社
会
慣
習
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
六
一
～
一
七
六
頁
。

（
81
）　
宇
佐
美
英
機
『
近
世
京
都
の
金
銀
出
入
と
社
会
慣
習
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
九
一
～
一
九
八
頁
。

（
82
）　
導
入
で
は
な
く
参
照
と
し
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
坂
法
の
京
都
法
化
と
呼
び
う
る
現
象
の
経
緯
に
つ
い
て

は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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（
83
）　
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
）、
五
三
四
頁
。
こ
の
第
六
章
の
初
出
は
二
〇
〇
一
年
で
あ
る
。

（
84
）　
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
）、
五
三
四
～
五
三
五
頁
。
な
お
、
神
保
は
文
化
一
〇
年
（
一
八
一

三
）
年
代
以
降
と
す
る
が
、
実
際
に
引
用
し
て
い
る
史
料
の
時
期
は
一
八
一
〇
年
代
中
頃
で
あ
る
。

（
85
）　
大
平
祐
一
『
近
世
日
本
の
訴
訟
と
法
』（
創
文
社
、
二
〇
一
三
年
）、
二
四
九
頁
。

（
86
）　
大
平
祐
一
『
近
世
日
本
の
訴
訟
と
法
』（
創
文
社
、
二
〇
一
三
年
）、
二
三
五
～
二
五
三
頁
。
大
平
は
、
同
書
二
六
五
頁
に
お
い
て
、「
江
戸

時
代
の
大
坂
法
は
、
私
人
の
果
た
す
役
割
が
大
き
く
、「
権
利
」
実
現
の
た
め
に
奉
行
所
を
巧
み
に
活
用
す
る
庶
民
の
た
く
ま
し
さ
を
感
じ
さ

せ
る
。
大
坂
法
が
柔
軟
に
運
用
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
も
、
そ
う
し
た
庶
民
の
た
く
ま
し
さ
の
反
映
で
あ
る
の
か
も
知
れ

な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
87
）　
た
だ
し
、
大
平
祐
一
の
分
析
時
期
は
一
八
五
〇
年
代
か
ら
で
あ
る
の
で
、
一
八
二
〇
～
一
八
四
〇
年
代
に
も
金
銀
出
入
が
Ⅲ
期
の
よ
う
な
手

続
に
移
行
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
よ
り
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

（
88
）　
大
平
祐
一
『
近
世
日
本
の
訴
訟
と
法
』（
創
文
社
、
二
〇
一
三
年
）、
二
三
七
～
二
五
二
頁
。

（
89
）　
享
保
八
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
二
）、
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
三
月
二
一
日
～
四
月
某
日
条
。

（
90
）　
萬
代
悠
「
三
井
大
坂
両
替
店
の
都
市
不
動
産
経
営
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
五
三
号
、
二
〇
一
九
年
、
一
～
一
八
六
頁
）、
二
四
頁
。

（
91
）　
小
早
川
欣
吾
「
近
世
に
於
け
る
身
代
限
り
及
分
散
続
考
（
二
）」（『
法
学
論
叢
』
第
四
四
巻
第
二
号
、
二
九
九
～
三
三
一
頁
）、
三
一
九
～
三

二
一
頁
。

（
92
）　
小
早
川
欣
吾
「
近
世
に
於
け
る
身
代
限
り
及
分
散
続
考
（
二
）」（『
法
学
論
叢
』
第
四
四
巻
第
二
号
、
二
九
九
～
三
三
一
頁
）、
三
一
九
頁
。

（
93
）　
大
阪
参
事
会
編
『
大
阪
市
史
　
第
四
上
』（
大
阪
参
事
会
、
一
九
一
二
年
）、
七
～
八
頁
。

（
94
）　
大
阪
参
事
会
編
『
大
阪
市
史
　
第
四
下
』（
大
阪
参
事
会
、
一
九
一
二
年
）、
一
七
二
五
頁
。

（
95
）　
松
本
四
郎
『
日
本
近
世
都
市
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）、
一
九
二
頁
。

（
96
）　
小
早
川
欣
吾
「
近
世
に
於
け
る
身
代
限
り
及
分
散
続
考
（
二
）」（『
法
学
論
叢
』
第
四
四
巻
第
二
号
、
二
九
九
～
三
三
一
頁
）、
三
二
一
頁
。

（
97
）　
天
保
六
年
「
御
用
帳
」（
本
三
四
四
）、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
五
月
一
九
日
出
訴
の
事
例
。
七
月
二
〇
日
条
。
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（
98
）　
文
政
八
年
「
無
番
控
」（
別
二
七
九
）、
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
一
二
月
一
二
日
条
。

（
99
）　
曽
根
ひ
ろ
み
「「
与
力
・
同
心
」
論
―
一
八
世
紀
後
半
の
大
坂
町
奉
行
所
を
中
心
に
―
」（『
神
戸
大
学
教
養
部
紀
要
　
論
集
』
第
四
〇
号
、

一
九
八
七
年
、
五
一
～
八
〇
頁
）、
五
六
頁
。

（
100
）　
前
節
の
Ⅲ
期
Ａ
の
事
例
を
参
照
。
こ
れ
は
金
銀
出
入
で
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
安
竹
貴
彦
・
田
中
友
恵
「
京
都
大
学
法
学

研
究
科
・
法
学
部
小
早
川
文
庫
所
蔵
「
取
捌
題
号
」
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
四
　
其
之
肆
）」『
法
学
雑
誌
』
第
五
一
巻
第
三
号
、
二

〇
〇
五
年
、
三
三
〇
～
三
五
八
頁
、
引
用
部
分
は
三
四
二
頁
）。

（
101
）　
た
と
え
ば
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
五
月
に
大
坂
町
奉
行
所
は
、
身
代
限
り
を
執
行
さ
れ
た
者
が
家
名
を
再
興
す
る
ま
で
は
、
男
女
と

も
に
藁
草
履
以
外
の
履
き
物
の
着
用
禁
止
、
傘
や
下
駄
な
ど
の
雨
具
の
使
用
・
着
用
禁
止
、
吉
凶
行
事
へ
の
参
加
禁
止
と
い
っ
た
差
別
を
当
該

者
に
与
え
る
よ
う
命
じ
た
（
大
阪
参
事
会
編
『
大
阪
市
史
　
第
四
下
』
大
阪
参
事
会
、
一
九
一
二
年
、
一
五
三
六
頁
、
小
早
川
欣
吾
「
近
世
に

於
け
る
身
代
限
り
及
分
散
続
考
（
二
）」『
法
学
論
叢
』
第
四
四
巻
第
二
号
、
二
九
九
～
三
三
一
頁
、
引
用
部
分
は
三
二
九
～
三
三
〇
頁
）。
ほ

か
に
も
同
年
八
月
に
大
坂
町
奉
行
所
は
、
わ
ざ
と
身
代
限
り
に
な
っ
た
と
い
っ
て
家
請
人
小
屋
（
難
渋
の
借
家
人
引
き
受
け
場
）
に
入
り
、
返

済
義
務
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
者
た
ち
を
警
戒
し
、
小
屋
入
に
は
履
き
物
や
雨
具
の
使
用
・
着
用
制
限
、
吉
凶
行
事
へ
の
参
加
禁
止
と
い
っ
た

差
別
を
強
化
し
た
（
大
坂
参
事
会
編
『
大
阪
市
史
　
第
四
下
』
大
阪
参
事
会
、
一
九
一
二
年
、
一
五
九
五
～
一
九
五
七
頁
、
松
本
四
郎
『
日
本

近
世
都
市
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
一
九
〇
頁
）。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
差
別
が
程
度
の
差
は
あ
れ
天
保
一
三
年
以
前
に
も
見

ら
れ
た
と
仮
定
し
た
場
合
、
下
層
町
人
な
ら
ば
受
容
も
苦
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
く
に
そ
れ
な
り
の
旧
家
や
名
家
に
と
っ
て
は
耐
え

が
た
い
恥
辱
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
当
代
家
長
が
身
代
限
り
を
執
行
さ
れ
て
家
族
・
親
類
に
「
家
」
の
汚
名
と
認
識
さ
れ
れ

ば
、
当
該
家
長
は
家
族
・
親
類
か
ら
強
制
的
に
隠
居
さ
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
（
萬
代
悠
「
畿
内
豪
農
の
「
家
」
経
営
と
政
治
的
役
割
」『
歴
史

学
研
究
』
第
一
〇
〇
七
号
、
二
〇
二
一
年
、
七
二
～
八
四
頁
）。

（
102
）　
た
と
え
ば
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
六
月
二
九
日
に
訴
訟
取
下
（
残
銀
一
四
貫
五
〇
匁
に
つ
い
て
は
延
為
替
再
契
約
）
と
な
っ
た
池
田
屋

次
兵
衛
・
同
手
代
芳
兵
衛
は
、
示
談
後
に
銀
三
五
〇
匁
を
返
済
し
た
（
弘
化
三
年
五
月
一
九
日
出
訴
の
事
例
、
出
訴
時
の
債
務
残
額
は
銀
一
六

貫
三
五
〇
匁
、
天
保
六
年
「
御
用
帳
」
本
三
四
四
）。
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
六
月
二
九
日
に
訴
訟
取
下
（
残
銀
五
〇
貫
目
に
つ
い
て
は
延
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為
替
再
契
約
）
と
な
っ
た
加
嶋
屋
幸
七
・
別
家
手
代
加
嶋
屋
良
助
は
、
示
談
後
に
銀
二
七
貫
目
を
返
済
し
た
（
弘
化
四
年
三
月
二
八
日
出
訴
の

事
例
、
出
訴
時
の
債
務
残
額
は
銀
五
五
貫
目
、
天
保
六
年
「
御
用
帳
」
本
三
四
四
）。

（
103
）　
儒
学
者
の
中
井
竹
山
は
、
身
代
限
り
が
執
行
さ
れ
な
い
京
都
法
を
、
弊
害
が
少
な
く
優
れ
て
い
る
も
の
と
評
価
し
た
と
い
う
（
宇
佐
美
英
機

『
近
世
京
都
の
金
銀
出
入
と
社
会
慣
習
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
一
五
三
～
一
五
四
頁
）。
そ
れ
を
仁
・
義
を
見
た
竹
山
の
見
解
に
つ
い

て
は
留
保
し
て
お
く
が
、
少
な
く
と
も
大
坂
の
場
合
、
京
都
法
の
よ
う
な
手
続
は
と
く
に
債
権
者
に
と
っ
て
優
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す

る
こ
と
も
で
き
る
。

（
104
）　
福
澤
徹
三
『
一
九
世
紀
の
豪
農
・
名
望
家
と
地
域
社
会
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
）、
六
二
～
七
〇
頁
。

（
105
）　
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
）、
一
六
九
～
一
九
五
頁
。

（
106
）　
福
澤
徹
三
『
一
九
世
紀
の
豪
農
・
名
望
家
と
地
域
社
会
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
）、
六
六
～
六
七
頁
。
な
お
、
総
数
が
合
わ
な
い
。

す
べ
て
が
金
銀
出
入
か
は
不
明
だ
が
、
さ
し
あ
た
り
金
銀
出
入
と
考
え
た
。
岡
田
家
が
取
り
下
げ
た
あ
と
の
願
い
直
し
の
経
緯
に
つ
い
て
も
不

明
で
あ
る
。

（
107
）　
福
澤
徹
三
『
一
九
世
紀
の
豪
農
・
名
望
家
と
地
域
社
会
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
）、
六
七
頁
。

（
108
）　
福
澤
徹
三
「
書
評
　
萬
代
悠
著
『
近
世
畿
内
の
豪
農
経
営
と
藩
政
』」（『
歴
史
学
研
究
』
第
一
〇
〇
一
号
、
二
〇
二
一
年
、
五
一
～
五
三
頁
）、

五
二
頁
。
も
と
よ
り
、
大
坂
町
奉
行
所
の
裁
判
で
は
金
公
事
と
は
呼
称
し
な
い
。

（
109
）　
小
早
川
欣
吾
「
近
世
に
於
け
る
身
代
限
り
及
分
散
続
考
（
一
）」（『
法
学
論
叢
』
第
四
四
巻
第
一
号
、
一
九
四
一
年
、
一
三
三
～
一
六
八
頁
）、

一
六
三
頁
、
大
平
祐
一
『
近
世
日
本
の
訴
訟
と
法
』（
創
文
社
、
二
〇
一
三
年
）、
二
六
五
頁
。
神
保
文
夫
も
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
そ
も
そ
も
出
入
筋
の
手
続
に
よ
っ
て
奉
行
所
に
訴
出
る
こ
と
の
目
的
が
、
勝
訴
判
決
を
得
て
最
終
的
に
は
強
制
執
行
（
身
代
限
）
に
よ
る
救

済
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
訴
状
に
奉
行
所
の
裏
書
（
裏
判
）
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
威
を
背
景
と
し
、
あ
る

い
は
相
手
方
が
奉
行
所
へ
の
出
廷
を
厭
う
こ
と
を
見
越
し
て
、
有
利
な
条
件
で
の
内
済
を
は
か
ろ
う
と
す
る
者
が
相
当
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
」
と
し
（
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
、
三
一
八
～
三
一
九
頁
）、
こ
れ
に
筆
者
も
賛
同

す
る
。
実
際
、
大
坂
両
替
店
の
出
訴
後
、
す
ぐ
に
解
決
に
至
る
事
例
も
あ
っ
た
（
第
8
図
）。
Ⅱ
期
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
元
文
四
年
（
一
七
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三
九
）
に
三
井
組
が
京
都
町
奉
行
所
に
大
坂
御
金
蔵
御
為
替
御
用
の
勤
務
内
容
を
報
告
し
た
上
申
書
の
写
し
に
は
、「
定
式
為
御
替
、
臨
時
為

御
替
金
銀
追
々
奉
請
取
、
江
戸
江
仕
送
り
申
儀
大
分
之
儀
ニ
御
座
候
得
共
、
先
キ
々
吟
味
仕
相
渡
し
申
ニ
付
、
滞
申
儀
者
稀
成
儀
ニ
御
座
候
、

若
相
滞
申
節
御
願
申
上
候
得
者
、
格
別
被
　
仰
付
被
下
、
或
者
分
散
、
亦
者
御
闕
所
ニ
相
成
候
も
、
有
高
之
内
、
為
御
替
銀
分
者
引
抜
、
御
渡

シ
被
下
候
付
、
下
タ
為
替
請
取
候
町
人
も
太
（
大
）切
ニ
奉
存
、
自
然
と
滞
方
無
数
（
数
な
く
）
御
座
候
、
其
上
下
タ
ニ
而
対
談
仕
可
相
済
儀
者
了
簡

を
以
相
済
候
様
ニ
仕
、
御
威
光
ヲ
申
立
候
様
成
儀
聊
以
無
御
座
、
相
慎
御
太
（
大
）切

ニ
奉
相
務
申
候
御
事
」
と
あ
り
（
享
保
八
年
「
御
用
帳
」
本
三

四
二
）、
三
井
組
は
、
大
坂
町
奉
行
所
が
御
為
替
債
権
を
強
く
保
護
し
て
く
れ
た
の
で
、
債
務
者
も
そ
れ
を
理
解
し
、
自
然
と
滞
納
も
少
な
い

こ
と
を
報
告
し
て
い
た
。

（
110
）　
な
お
、
こ
の
点
で
、
大
坂
法
適
用
地
域
の
場
合
に
は
、
こ
と
さ
ら
に
無
担
保
貸
付
を
「
信
用
」
貸
付
と
強
調
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。
た
と
え
ば
、
福
澤
徹
三
は
、
無
担
保
の
金
銭
貸
借
契
約
を
基
本
的
に
は
「
信
用
」
に
よ
る
金
融
関
係
と
す
る
（
福
澤
徹
三
『
一
九
世
紀
の

豪
農
・
名
望
家
と
地
域
社
会
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
四
四
頁
）。
し
か
し
、
法
制
史
研
究
が
解
明
し
て
き
た
よ
う
に
、
無
担
保
で
あ

っ
て
も
、
大
坂
法
の
場
合
、
給
付
訴
訟
に
な
っ
た
と
き
に
は
無
担
保
の
金
銭
貸
借
契
約
は
金
銀
出
入
一
般
と
し
て
処
理
さ
れ
た
（
神
保
文
夫

『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
、
四
六
頁
、
一
五
〇
～
一
六
八
頁
、
五
〇
三
～
五
三
七
頁
）。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ま
で

も
述
べ
て
き
た
通
り
、
債
務
不
履
行
時
に
は
強
制
執
行
や
煩
雑
な
訴
訟
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
認
識
が
、
当
事
者
間
の
契
約
履
行
を

支
え
て
い
た
面
も
正
当
に
評
価
す
べ
き
で
あ
り
、「
信
用
」
だ
け
が
金
銭
貸
借
契
約
の
履
行
を
支
え
て
い
た
か
の
よ
う
な
表
現
は
避
け
る
べ
き

で
あ
ろ
う
（
こ
れ
に
は
自
戒
も
込
め
て
い
る
）。

お
わ
り
に

☆

―
―

☆

法
制
の
変
化
に
よ
る
利
子
率
変
動
の
検
証

こ
こ
ま
で
の
成
果
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
大
坂
両
替
店
は
、
幕
府
か
ら
預
か
っ
た
公
金
を
、
法
に
抵
触
し
な
い
方
法
で
公

金
為
替
（
御
為
替
）
に
擬
制
し
、
延
為
替
貸
付
と
し
て
運
用
し
た
。
公
金
為
替
に
擬
制
し
て
お
く
と
、
大
坂
両
替
店
が
給
付
訴
訟
を
起
こ
し
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た
際
、
大
坂
町
奉
行
所
（
大
坂
町
奉
行
所
管
轄
下
の
大
坂
法
）
か
ら
強
い
債
権
保
護
を
受
け
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
坂
法
は
、
遅
く
と
も

享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
令
以
降
に
優
先
裁
許
、
返
済
日
限
の
最
短
固
定
、
返
済
日
限
の
即
日
命
令
、
手
代
の
連
帯
責
任
な
ど
に
よ
っ
て
御

為
替
債
権
を
優
遇
し
、
大
名
為
替
債
権
や
名
目
金
債
権
に
対
す
る
優
位
性
も
、
そ
れ
を
認
め
る
判
例
が
蓄
積
、
引
用
さ
れ
続
け
る
こ
と
で
、

御
為
替
債
権
の
保
護
の
強
さ
が
継
続
さ
れ
た
。
一
方
で
、
宝
暦
一
二
年
（
一
七
六
二
）
以
降
分
の
延
為
替
貸
付
に
つ
い
て
は
、
大
坂
両
替
店

を
は
じ
め
と
す
る
御
為
替
組
が
大
坂
町
奉
行
所
へ
の
報
告
書
に
お
い
て
貸
付
先
の
非
公
開
化
に
成
功
し
、
こ
れ
が
延
為
替
貸
付
の
拡
大
に
寄

与
し
た
。
そ
し
て
概
ね
一
八
二
〇
年
代
以
降
の
大
坂
法
は
、
と
く
に
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
の
場
合
、
大
坂
町
奉
行
所
が
費
用
を
か
け
て
示

談
を
強
く
求
め
る
形
に
変
化
し
た
。
大
坂
両
替
店
に
と
っ
て
は
、
質
権
者
に
多
く
の
金
銭
が
渡
る
可
能
性
が
高
く
、
詐
偽
的
行
為
を
誘
発
す

る
可
能
性
も
あ
り
、
な
お
か
つ
債
権
を
解
消
さ
れ
る
身
代
限
り
よ
り
も
、
示
談
で
債
務
の
一
部
を
回
収
し
債
権
を
継
続
す
る
ほ
う
が
好
ま
し

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
法
制
の
変
化
（

）
1

は
延
為
替
貸
付
の
安
定
的
拡
大
（
第
6
図
）
に
貢
献
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
本
稿
の
課
題
に
基
づ
き
、
法
制
の
変
化
が
延
為
替
貸
付
の
利
子
率
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
検
証
す
る
。
天
明
六
年

（
一
七
八
六
）
以
降
、
大
坂
両
替
店
に
お
い
て
は
、
延
為
替
貸
付
の
抵
当
を
控
え
た
記
録
で
あ
る
「
書
入
控
」
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
明
治

四
年
（
一
八
七
一
）
ま
で
全
七
冊
が
欠
年
な
し
で
現
存
し
て
い
る
（

）
2

。「
書
入
控
」
に
は
、
契
約
年
月
日
、
債
務
者
、
引
当
物
、
三
井
の
融
資

額
、
月
利
（
概
ね
一
八
三
〇
年
代
以
降
）、
奥
印
の
有
無
、
証
人
の
有
無
、
判
見
の
手
代
名
な
ど
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
証
文
仕
替
え
（
契

約
更
新
）
の
場
合
に
は
、「
改
」
と
し
て
契
約
年
月
日
が
修
正
さ
れ
て
い
る
が
、
引
当
物
や
奥
印
、
証
人
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
新
規
の

契
約
と
し
て
別
個
に
記
録
さ
れ
た
の
で
、
以
下
で
は
証
文
仕
替
え
以
外
の
契
約
を
計
上
し
た
。
一
八
三
〇
年
代
よ
り
前
の
分
や
「
書
入
控
」

で
は
記
載
漏
れ
が
あ
る
分
の
月
利
に
関
し
て
は
、
寛
政
一
致
後
の
勘
定
目
録
に
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
照
合
し
た
。

実
は
、
延
為
替
貸
付
の
抵
当
は
家
屋
敷
だ
け
で
は
な
く
、
多
種
多
様
に
存
在
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
す
と
し
て
、

こ
こ
で
は
抵
当
の
大
多
数
を
占
め
た
家
屋
敷
の
場
合
の
み
を
検
討
す
る
。
年
間
取
引
が
概
ね
四
～
五
口
以
上
あ
る
家
屋
敷
抵
当
の
延
為
替
貸
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付
を
事
例
に
、
一
口
当
た
り
の
月
利
（
名
目
利
子
率
）
の
推
移
を
示
し
た
も

の
が
第
9
図
と
付
表
3
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
利
子
率
は
、
①
五
か
年

移
動
平
均
の
場
合
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
か
ら
文
政
八
年
（
一
八
二

五
）
ま
で
の
継
続
的
低
下
を
示
し
、
単
年
度
推
移
の
場
合
に
は
文
政
三
年
、

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
か
ら
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
低
い
数
値
を
示

し
て
い
る
こ
と
、
②
と
く
に
五
か
年
移
動
平
均
の
場
合
、
文
政
一
〇
年
（
一

八
二
七
）
か
ら
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
ま
で
一
時
的
に
上
昇
を
示
す
が
、

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
ま
で
緩
や
か
な
低
下
傾
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
第
10
図
に
は
、
鴻
池
屋
善
右
衛
門
（
鴻
善
）
を
事
例
に
、
一
口
当

た
り
の
大
名
貸
月
利
の
推
移
も
示
し
た
（

）
3

。
こ
の
場
合
、
斎
藤
修
の
分
析
に
な

ら
っ
て
月
〇
・
五
％
未
満
を
除
い
た
系
列
と
、
月
〇
・
五
％
未
満
も
含
ん
だ

系
列
を
採
用
し
た
（

）
4

。
ど
ち
ら
も
、
滞
納
に
対
す
る
措
置
と
し
て
の
性
格
が
強

い
無
利
子
の
分
を
除
い
て
あ
る
。
月
〇
・
五
％
未
満
に
つ
い
て
は
、
元
金
の

分
割
返
済
（
何
十
か
年
賦
）
契
約
に
対
す
る
利
子
率
の
場
合
が
多
い
の
で
、

月
〇
・
五
％
未
満
を
除
い
た
系
列
を
見
た
ほ
う
が
契
約
の
違
い
に
よ
る
ば
ら

つ
き
は
抑
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
月
〇
・
五
％
未
満
を
除

い
た
鴻
善
大
名
貸
の
平
均
利
子
率
と
延
為
替
貸
付
の
平
均
利
子
率
を
比
較
す

る
と
、
概
ね
大
名
貸
の
利
子
率
の
ほ
う
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、

第 9図　三井大坂両替店の家屋敷抵当延為替貸付の月利（名目利子率）　――　寛政 9
年（1797）秋季～明治 2 年（1869）の場合

出典）　付表 3と同じ。

年

％
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18
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18
21

18
31

18
41

18
51

18
61

18
69

平均 5 か年移動平均最大値 最小値
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大
坂
町
奉
行
所
の
債
権
保
護
に
つ
い
て
は
延
為
替
貸
付
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に

強
か
っ
た
か
ら
（

）
5

、
大
名
貸
利
子
率
に
は
リ
ス
ク
プ
レ
ミ
ア
ム
が
多
く
含
ま
れ

て
い
た
こ
と
を
示
す
（

）
6

。
大
坂
質
商
利
子
率
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
（

）
7

が
引
用
し
た

も
の
で
あ
り
、
あ
と
で
検
証
す
る
た
め
に
示
し
て
お
い
た
。

第
1
表
は
、
延
為
替
貸
付
、
鴻
善
大
名
貸
を
事
例
に
、
一
口
当
た
り
の
月

利
を
一
〇
年
、
二
〇
年
ご
と
に
平
均
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
一
八
〇
一
～

一
八
一
〇
年
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合
、
①
延
為
替
貸
付
の
利
子
率
は
一
八
一

一
～
二
〇
年
か
ら
低
下
傾
向
に
あ
り
、
一
八
五
一
～
六
〇
年
以
降
に
上
昇
、

一
八
六
一
～
七
〇
年
に
大
き
く
上
昇
し
た
こ
と
、
②
一
方
で
鴻
善
大
名
貸
の

利
子
率
は
、
一
八
一
一
～
二
〇
年
に
上
昇
し
、
一
八
二
一
～
三
〇
年
に
は
延

為
替
貸
付
と
同
じ
く
低
下
し
た
も
の
の
、
一
八
三
一
～
五
〇
年
に
は
持
続
的

に
上
昇
し
、
一
八
五
一
～
六
〇
年
に
ま
た
も
低
下
、
一
八
六
一
～
七
〇
年
に

大
き
く
上
昇
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鴻
善
大
名
貸
の
利
子
率
に
つ
い
て
は
取

引
口
数
が
少
な
い
の
で
、
判
断
に
は
留
保
が
必
要
と
な
る
が
、
少
な
く
と
も

一
八
二
一
～
五
〇
年
に
つ
い
て
は
延
為
替
貸
付
の
利
子
率
と
鴻
善
大
名
貸
の

利
子
率
は
概
ね
負
の
相
関
関
係
に
あ
り
、
二
〇
年
ご
と
で
示
す
と
そ
の
負
の

相
関
は
一
八
六
〇
年
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
物
価
水
準
と
の
比
較
を
試
み
る
。
宮
本
又
郎
の
推
計
に
よ
る
と
、

第 10 図　三井大坂両替店の家屋敷抵当延為替貸付，鴻池屋善右衛門の大名貸，大
坂質商の月利（名目利子率）　――　寛政 9 年（1797）秋季～明治 2 年（1869）の場合

出典）　付表 3と同じ。

年

％

17
97

18
01

18
11

18
21

18
31

18
41

18
51

18
61

18
69

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
延為替貸付平均利子率
鴻善大名貸平均利子率（月利 0.5％未満を除く）
鴻善大名貸平均利子率
大坂質商平均利子率



130

第 1表　三井大坂両替店の延為替貸付利子率（月利）と鴻池屋
善右衛門の大名貸利子率（月利）

年次

延為替貸付 大名貸

月利�
平均�

（％）
月利�
指数 口数

月利�
平均�

（％）
月利�
指数 口数

1801～1810年 0.59 100.00 59 0.74 100.00 11
（享和元～文化 7 年）
1811～1820年 0.58 97.82 79 0.81 110.34 3

（文化 8 ～文政 3 年）
1821～1830年 0.58 97.61 57 0.67 90.53 6

（文政 4 ～天保元年）
1831～1840年 0.56 95.33 50 0.71 95.84 19

（天保 2 ～天保11年）
1841～1850年 0.53 90.26 60 0.76 102.98 24

（天保12～嘉永 3 年）
1851～1860年 0.56 95.31 79 0.63 85.56 5

（嘉永 4 ～万延元年）
1861～1870年 0.65 110.14 21 0.74 100.56 21

（文久元～明治 3 年）

1801～1820年 0.58 100.00 138 0.75 100.00 14
（享和元～文政 3 年）
1821～1840年 0.57 97.77 107 0.70 92.62 25

（文政 4 ～天保11年）
1841～1860年 0.55 94.31 139 0.74 97.93 29

（天保12～万延元年）
1861～1870年 0.65 111.53 21 0.74 98.50 21

（文久元～明治 3 年）

出典）　延為替貸付については付表 3と同じ。大名貸については宮本又次責任編
集・大阪大学近世物価史研究会編『近世大阪の物価と利子―日本近世物価史
研究 3―』（宮本文次〔発行〕創文社〔発売〕、1963年），348-365頁から引用。

注�1 ）　大名貸の利子率が年利で示されている場合は月利に換算し，向こう 1 年間
で閏月がある年については13で除した。

注�2 ）　大名貸の場合，同一藩で貸付年月と利子率，貸付元金が等しい場合には，
別口とせずに集計した。斎藤修は，同じ出典から集計するにあたり，同一藩
で貸付年月と利子率が等しい場合に別口としなかったので，本表の口数と斎
藤のそれはやや異なる（斎藤修「徳川後期における利子率と貨幣供給」梅村
又次・新保博・西川俊作・速水融編『数量経済史論集 1 　日本経済の発展　
近世から近代へ』日本経済新聞社、1976年、281-297頁，引用部分は284頁）。

注 3 ）　大名貸利子率については，月利0.5％ 未満を除いた。
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物
価
は
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
頃
か
ら
上
昇
傾
向
を
示
し
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
～
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）、
嘉
永
四
年
（
一

八
五
一
）
～
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
を
除
く
と
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
ま
で
持
続
的
に
上
昇
し
た
。
と
く
に
万
延
元
年
（
一
八
六

〇
）
以
降
に
は
物
価
が
暴
騰
し
た
と
い
う
（

）
8

。
こ
の
よ
う
な
物
価
水
準
と
大
坂
質
商
利
子
率
の
相
関
を
分
析
し
た
斎
藤
修
は
、
天
保
改
革
の
利

息
制
限
令
の
影
響
を
勘
案
し
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
～
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
を
、
さ
ら
に
安
政
・
万
延
の
貨
幣
改
鋳
を
契
機
と

す
る
物
価
騰
貴
期
の
一
八
六
〇
年
代
を
外
し
た
場
合
、
物
価
が
上
昇
す
れ
ば
市
場
金
利
が
低
下
す
る
と
い
う
負
の
相
関
に
な
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
分
析
結
果
か
ら
、
当
該
期
の
大
坂
に
お
い
て
は
、
景
気
の
上
昇
局
面
で
は
物
価
も
利
子
率
も
上
昇
し
、
下
降
局

面
に
は
両
者
と
も
に
低
下
す
る
と
い
う
近
代
経
済
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
動
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
、
し
た
が
っ
て
利
子
率
が
低
位
で
あ
っ
た

の
は
金
余
り
の
状
態
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
た
（

）
9

。

た
し
か
に
、
延
為
替
貸
付
の
利
子
率
も
鴻
善
大
名
貸
の
利
子
率
も
、
一
八
六
〇
年
代
を
除
く
と
、
一
八
二
〇
年
代
以
降
に
急
激
に
上
昇
す

る
こ
と
は
な
く
、
斎
藤
の
い
う
金
余
り
状
態
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
鴻
善
大
名
貸
の
利
子
率
は
一

八
二
一
～
一
八
五
〇
年
に
上
昇
傾
向
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
延
為
替
貸
付
の
利
子
率
は
低
下
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
大
名
貸
に
つ
い

て
は
今
ま
で
通
り
債
権
保
護
が
弱
く
、
延
為
替
貸
付
に
つ
い
て
は
一
八
二
〇
年
代
か
ら
債
権
保
護
が
強
ま
っ
た
と
す
る
と
、
延
為
替
貸
付
の

利
子
率
は
法
制
の
変
化
に
影
響
を
受
け
て
低
下
し
た
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
債
権
保
護
が
強
ま
る
と
、
貸
し
手
に
と
っ
て
は

貸
し
倒
れ
リ
ス
ク
が
小
さ
く
な
り
、
借
り
手
に
と
っ
て
は
よ
り
低
利
で
な
け
れ
ば
借
り
入
れ
を
承
諾
し
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
（

）
10

。
判
例
は
基

本
的
に
部
外
秘
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
幕
府
の
裁
判
に
関
す
る
法
規
・
先
例
・
判
例
な
ど
を
含
む
各
種
の
法
律
書
が
作
成
さ
れ
、
写
本
に

よ
っ
て
流
通
し
て
い
た
か
ら
（

）
11

、
法
規
・
先
例
・
判
例
に
対
す
る
商
人
の
関
心
は
高
か
っ
た
。
御
為
替
債
権
給
付
訴
訟
で
大
坂
町
奉
行
所
の
措

置
が
変
わ
っ
た
こ
と
は
、
わ
り
に
早
く
商
人
間
で
共
有
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
と
く
に
借
り
手
に
と
っ
て
は
、
煩
雑
で
、
債
務
の
一
部
を
是
が
非
で
も
回
収
さ
れ
る
Ⅲ
期
の
訴
訟
手
続
は
、
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Ⅱ
期
の
そ
れ
よ
り
も
強
く
回
避
し
た
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
借

り
手
は
万
が
一
の
将
来
的
訴
訟
、
損
失
を
考
慮
し
て
利
子
率
の
低
減
を

求
め
た
こ
と
に
な
る
。
大
坂
法
の
Ⅱ
期
か
ら
Ⅲ
期
へ
の
変
化
こ
そ
が
、

延
為
替
貸
付
の
利
子
率
を
低
下
さ
せ
た
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え

て
お
き
た
い
。
な
お
、
一
八
六
〇
年
代
前
半
に
お
い
て
は
、
外
国
貿
易

の
開
始
に
よ
る
資
金
需
要
の
増
加
、
持
続
的
な
物
価
上
昇
に
よ
る
債
権

者
の
リ
ス
ク
増
大
（
実
質
的
な
受
け
取
り
額
の
減
少
の
可
能
性
）
が
生

じ
た
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
を
背
景
と
す
る
利
子
率
の
上
昇
が
法
制
の
変

化
に
よ
る
利
子
率
の
低
下
よ
り
も
上
回
っ
た
可
能
性
が
あ
る
（

）
12

。

斎
藤
が
引
用
し
た
大
坂
質
商
利
子
率
に
つ
い
て
も
、
付
言
し
て
お
く
。

本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
質
権
は
優
先
弁
済
を
備
え
て
お
り
、
強
制

執
行
の
面
で
は
御
為
替
債
権
よ
り
も
強
力
に
保
護
さ
れ
た
の
で
、
質
物

貸
の
利
子
率
は
延
為
替
貸
付
の
利
子
率
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
か
、
そ

れ
よ
り
も
低
位
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
（

）
13

。
出
典
の
史
料
の
作
成
者
も
詳

細
不
明
で
あ
り
、
調
査
自
体
が
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
か
ら
遡
っ

て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
（

）
14

、
大
坂
質
商
利
子
率
に
関
し
て
は
慎
重
に

検
討
し
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。

第 11 図　大坂両替店の延為替貸付年間純利益率，鴻池屋善右衛門・銭屋佐兵衛の
大名貸年間純利益率の比較　――　寛政 3 年（1791）～明治 4 年（1871）の場合

出典）　付表 2と同じ。鴻池屋善右衛門については，安岡重明『財閥形成史の研究［増補版］』（ミネルヴァ書
房，1998年），50-53頁，銭屋佐兵衛については，小林延人『明治維新期の貨幣経済』（東京大学出版会，
2015年），48-49頁から引用。

注�）　付表 4と同じ。

年

％

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
17
91

18
01

18
11

18
21

18
31

18
41

18
51

18
61

18
71

三井大坂両替店の延為替貸付年間純利益率（滞納分なし）
三井大坂両替店の延為替貸付年間純利益率
鴻池屋善右衛門の大名貸年間純利益率
銭屋佐兵衛の大名貸純利年間益率
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最
後
に
、
他
家
と
の
比
較
も
試
み
て
お
く
。
こ
こ
で
比
較
検
討
す
る
の
は
、
一
口
当
た
り
の
利
子
率
で
は
な
く
、
年
間
取
得
利
子
の
総
貸

付
金
額
に
対
す
る
比
率
（
純
利
益
率
）
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
未
収
利
子
額
（
滞
納
）
が
増
え
る
と
純
利
益
率
は
下
が
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え

て
大
坂
両
替
店
の
延
為
替
貸
付
年
間
純
利
益
率
、
鴻
善
の
大
名
貸
年
間
純
利
益
率
、
銭
屋
佐
兵
衛
の
大
名
貸
年
間
純
利
益
率
を
比
較
し
た
も

の
が
第
11
図
で
あ
る
。
実
数
に
つ
い
て
は
付
表
4
に
示
し
た
。
こ
れ
を
見
る
と
、
大
坂
両
替
店
の
延
為
替
貸
付
純
利
益
率
は
、
①
滞
納
分
の

貸
付
金
額
込
み
で
年
間
平
均
〇
・
五
五
％
、
滞
納
分
の
貸
付
金
額
な
し
で
年
間
平
均
〇
・
六
五
％
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
鴻
善
の
大
名
貸
純
利

益
率
よ
り
も
概
ね
高
か
っ
た
こ
と
（
滞
納
分
の
貸
付
金
額
込
み
だ
と
一
年
だ
け
下
回
っ
た
）、
③
多
く
の
場
合
、
一
九
世
紀
中
頃
に
大
名
貸

を
成
功
さ
せ
た
と
い
う
銭
屋
佐
兵
衛
の
大
名
貸
純
利
益
率
よ
り
も
上
回
っ
た
か
（
滞
納
分
の
貸
付
金
額
込
み
で
半
数
以
上
の
一
三
年
分
が
上

回
っ
た
）、
そ
れ
と
同
じ
水
準
を
示
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
身
も
蓋
も
な
い
こ
と
を
い
っ
て
し
ま
う
と
、
幕
府
御
用
商
の
三
井

（
大
坂
両
替
店
）
は
、
裁
判
上
の
特
権
を
有
す
る
延
為
替
貸
付
で
安
定
的
か
つ
高
水
準
の
利
回
り
を
実
現
し
た
が
、
非
特
権
的
商
人
の
銭
屋

佐
兵
衛
は
、
不
安
定
な
大
名
貸
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
三
井
の
利
回
り
に
比
肩
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

（
1
）　
こ
こ
で
、
町
触
な
ど
で
は
確
認
で
き
な
い
Ⅱ
期
か
ら
Ⅲ
期
の
変
化
を
、
法
制
の
変
化
と
す
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
る
と
い
う
意
見
も
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
法
的
問
題
を
処
理
す
る
に
あ
た
っ
て
適
用
さ
れ
る
法
規
範
と
は
、
必
ず
し
も
制
定
法
令
、
成
文
法
規
で
あ
る
必
要

は
な
く
、
先
例
、
判
例
な
ど
の
不
文
法
で
あ
っ
て
も
支
障
は
な
い
（
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
上
』
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
、
三

一
四
頁
）。
た
と
え
ば
地
方
政
権
と
中
央
政
権
と
の
間
の
問
い
合
わ
せ
と
回
答
の
蓄
積
に
よ
る
問
答
法
も
、
制
定
法
や
法
典
で
は
な
か
っ
た
が
、

法
的
問
題
の
処
理
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
（
大
平
祐
一
『
近
世
日
本
の
訴
訟
と
法
』
創
文
社
、
二
〇
一
三
年
、
八
七
頁
）。

大
坂
法
の
場
合
、
大
坂
代
官
と
大
坂
町
奉
行
所
と
の
間
の
問
い
合
わ
せ
と
回
答
の
蓄
積
な
ど
が
そ
れ
に
該
当
し
た
で
あ
ろ
う
（
安
竹
貴
彦
・
上

山
卓
也
「
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー
所
蔵
「
大
坂
公
事
方
問
合
伺
留
」
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
二
　
其
之
壱
）」『
法

学
雑
誌
』
第
四
八
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
一
年
、
六
一
八
～
六
七
〇
頁
、
安
竹
貴
彦
・
上
山
卓
也
「
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー
所
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蔵
「
大
坂
公
事
方
問
合
伺
留
」
―
大
坂
町
奉
行
所
関
係
文
書
―
（
二
　
其
之
弐
）」『
法
学
雑
誌
』
第
四
八
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
一
年
、
八
五
七

～
八
七
九
頁
）。

（
2
）　
天
明
六
年
「
書
入
控
」（
本
一
九
六
一
）、
享
和
元
年
「
書
入
控
」（
本
一
九
六
二
）、
文
化
三
年
「
書
入
控
」（
続
一
七
六
四
）、
天
保
元
年

「
書
入
控
」（
本
一
九
六
三
）、
嘉
永
元
年
「
書
入
控
」（
一
九
六
四
）、
安
政
三
年
「
書
入
控
」（
本
一
九
六
五
）、
慶
応
三
年
「
書
入
控
」（
本
一

九
六
六
）。

（
3
）　
宮
本
又
次
責
任
編
集
・
大
阪
大
学
近
世
物
価
史
研
究
会
編
『
近
世
大
阪
の
物
価
と
利
子
―
日
本
近
世
物
価
史
研
究
三
―
』（
宮
本
文
次
〔
発

行
〕、
創
文
社
〔
発
売
〕、
一
九
六
三
年
）、
三
四
八
～
三
六
五
頁
。

（
4
）　
斎
藤
修
「
徳
川
後
期
に
お
け
る
利
子
率
と
貨
幣
供
給
」（
梅
村
又
次
・
新
保
博
・
西
川
俊
作
・
速
水
融
編
『
数
量
経
済
史
論
集
一
　
日
本
経

済
の
発
展
　
近
世
か
ら
近
代
へ
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
、
二
八
一
～
二
九
七
頁
）、
二
八
四
頁
。

（
5
）　
大
名
貸
債
権
の
保
護
が
脆
弱
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
川
す
が
ね
『
大
坂
両
替
商
の
金
融
と
社
会
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）、

二
四
一
頁
、
高
槻
泰
郎
「
幕
藩
領
主
と
大
坂
金
融
市
場
」（『
歴
史
学
研
究
』
第
八
九
八
号
、
二
〇
一
二
年
、
六
八
～
七
七
頁
）、
七
一
頁
な
ど

を
参
照
。

（
6
）　
鷲
崎
俊
太
郎
は
、
鴻
善
の
大
名
貸
利
子
率
と
江
戸
築
地
の
家
質
貸
利
子
率
を
比
較
し
て
、
大
名
貸
利
子
率
の
ほ
う
が
高
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
利
子
率
の
差
は
「
幕
府
司
法
保
護
の
有
無
に
よ
る
リ
ス
ク
プ
レ
ミ
ア
ム
に
よ
っ
て
説
明
で
き
」
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
鷲
崎
の
比
較
は
大

坂
と
江
戸
で
あ
り
、
し
か
も
鴻
善
の
大
名
貸
利
子
率
に
つ
い
て
は
二
〇
年
間
ご
と
の
平
均
値
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
（
鷲

崎
俊
太
郎
「
近
世
都
市
の
土
地
市
場
と
不
動
産
経
営
」
深
尾
京
司
・
中
村
尚
史
・
中
林
真
幸
編
『
岩
波
講
座
日
本
経
済
の
歴
史
　
第
二
巻
　
近

世
　
一
六
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
前
半
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
、
一
七
六
～
一
八
七
頁
、
引
用
部
分
は
一
八
七
頁
）。
鷲
崎
の
指
摘
に
異

論
は
な
い
が
、
正
確
を
期
す
る
な
ら
ば
、
法
制
度
が
同
じ
で
あ
る
大
坂
と
大
坂
で
比
較
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
7
）　
斎
藤
修
「
徳
川
後
期
に
お
け
る
利
子
率
と
貨
幣
供
給
」（
梅
村
又
次
・
新
保
博
・
西
川
俊
作
・
速
水
融
編
『
数
量
経
済
史
論
集
一
　
日
本
経

済
の
発
展
　
近
世
か
ら
近
代
へ
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
、
二
八
一
～
二
九
七
頁
）、
二
八
三
～
二
八
七
頁
。

（
8
）　
宮
本
又
郎
「
物
価
と
マ
ク
ロ
経
済
の
変
動
」（
新
保
博
・
斎
藤
修
編
『
日
本
経
済
史
　
二
　
近
代
成
長
の
胎
動
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
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六
七
～
一
二
六
頁
）、
七
〇
～
七
三
頁
。

（
9
）　
斎
藤
修
「
徳
川
後
期
に
お
け
る
利
子
率
と
貨
幣
供
給
」（
梅
村
又
次
・
新
保
博
・
西
川
俊
作
・
速
水
融
編
『
数
量
経
済
史
論
集
一
　
日
本
経

済
の
発
展
　
近
世
か
ら
近
代
へ
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
、
二
八
一
～
二
九
七
頁
）、
二
八
三
～
二
八
七
頁
、
斎
藤
修
「
幕
末
明
治

の
利
子
率
と
資
金
市
場
」（『
経
済
集
志
』
第
八
一
巻
第
四
号
、
二
〇
一
二
年
、
一
三
～
二
八
頁
）、
二
四
頁
。

（
10
）　Yu�M

andai�and�M
asaki�N

akabayashi,� “Stabilize�the�peasant�econom
y:�G

overnance�of�foreclosure�by�the�shogunate, ”�Jour-

nal of P
olicy M

odeling,�40

（2

）,�pp.�305-327,�M
arch-A

pril�2018.

（
11
）　
神
保
文
夫
『
近
世
法
実
務
の
研
究
　
下
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
一
年
）、
七
〇
三
頁
。

（
12
）　
斎
藤
修
「
徳
川
後
期
に
お
け
る
利
子
率
と
貨
幣
供
給
」（
梅
村
又
次
・
新
保
博
・
西
川
俊
作
・
速
水
融
編
『
数
量
経
済
史
論
集
一
　
日
本
経

済
の
発
展
　
近
世
か
ら
近
代
へ
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
、
二
八
一
～
二
九
七
頁
）、
二
八
七
頁
。

（
13
）　
実
際
、
一
八
三
〇
～
一
八
五
〇
年
代
の
場
合
、
大
坂
両
替
店
の
家
質
貸
の
一
口
当
た
り
月
利
は
、
概
ね
〇
・
三
～
〇
・
四
％
で
あ
っ
た
（
文

化
五
年
「
家
質
帳
」
続
八
四
九
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

（
14
）　
宮
本
又
次
責
任
編
集
・
大
阪
大
学
近
世
物
価
史
研
究
会
編
『
近
世
大
阪
の
物
価
と
利
子
―
日
本
近
世
物
価
史
研
究
三
―
』（
宮
本
文
次
〔
発

行
〕、
創
文
社
〔
発
売
〕、
一
九
六
三
年
）、
三
四
四
頁
。
当
時
の
解
題
（
一
一
一
頁
）
に
は
、
当
該
史
料
は
「
質
商
小
畠
久
太
郎
」
と
い
う
者

が
提
出
し
た
も
の
で
あ
り
、「
質
商
カ
実
地
ニ
就
テ
調
査
シ
タ
ル
年
々
ノ
平
均
ナ
リ
」
と
あ
る
。
な
お
、
三
四
四
頁
に
は
「
一
カ
月
に
付
」
と

あ
る
が
、
宮
本
又
郎
に
よ
る
と
原
史
料
に
は
年
利
と
記
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
（
斎
藤
修
「
徳
川
後
期
に
お
け
る
利
子
率
と
貨
幣
供
給
」

（
梅
村
又
次
・
新
保
博
・
西
川
俊
作
・
速
水
融
編
『
数
量
経
済
史
論
集
一
　
日
本
経
済
の
発
展
　
近
世
か
ら
近
代
へ
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一

九
七
六
年
、
二
八
一
～
二
九
七
頁
、
引
用
部
分
は
二
八
三
頁
）。
第
10
図
で
は
、
年
利
を
月
利
に
変
換
し
、
閏
月
が
あ
る
年
に
つ
い
て
は
一
三

で
除
し
て
あ
る
。



136

付表 1　延為替契約の本手形（一部）

差出�
（振出人）

三井大坂両替店�
との契約年月

債務額�
（匁）

宛先�
（支払人） 手形末尾の記載 出典

上博労町柏屋与市郎・同手代義兵衛 享保 9 年（1724） 3 10,000.00 江戸本芝野田喜
兵衛

右之通相認候得とも，来ル五月廿五日切於当地相渡シ可申候，以上 続57 -
21-1

櫂屋町吾妻屋理右衛門・右同所同藤七 寛保 2 年（1742） 5 1,300.00 江戸茅場町野間
屋善四郎

右之通相認候得共，来十一月廿日切於当地相渡可申候，尤打銀七拾
弐匁八分只今相渡申候，已上

続390-
4-1

堂嶋新地中 2丁目津軽屋与右衛門・右同所津軽屋太右
衛門

寛延 2 年（1749） 12 8,500.00 江 戸 本 町 3丁
目酢屋久左衛門

右之通相認候得共，来午（寛延 3年）四月限於当地相渡可申候，
尤打銀五百九匁唯今相渡申候，若日限過候ハヽ打銀割を以日廻し利
足相渡可申候，以上

続57 -
2-2

河州石川郡山田村矢野喜右衛門・同手代六右衛門・喜右
衛門忰同家矢野清次郎（幼少につき代判矢野喜右衛
門）・北久太郎町 3丁目箔屋藤五郎・土佐堀 1丁目布屋
喜八

宝暦 9 年（1759） 正 55,000.00 江戸駿河町伊豆
蔵甚三郎

右之通相認候得共，来ル三月切於当地ニ相渡可申候，尤打銀九百七
匁五分只今相渡申候，若右限過候ハヽ打銀割ヲ以日廻利足相渡可申
候，以上

続390-
4-3

河州石川郡山田村矢野喜右衛門・同手代六右衛門・喜右
衛門忰同家矢野清次郎（幼少につき代判矢野喜右衛
門）・北久太郎町 3丁目箔屋藤五郎・土佐堀 1丁目布屋
喜八

宝暦 9 年（1759） 正 3,500.00 江戸駿河町伊豆
蔵甚三郎

右之通相認候得共，来二月切於当地ニ相渡可申候，尤打銀三拾八匁
五分只今相渡申候，若右限過候ハヽ打銀割ヲ以日廻シ利足相渡可申
候，以上

続57 -
2-3

順慶町 3丁目銭屋市兵衛 宝暦10年（1760） 5 2,500.00 江戸本両替町三
谷勘四郎

右之通相認候得共，来ル巳（宝暦11年）四月限於当地相渡し可申
候，尤打銀百弐拾五匁只今相渡申候，万一右限過候ハヽ打銀割を以
日廻し利足相渡し可申候，以上

続390-
4-4

斎藤町河内屋喜七郎 宝暦10年（1760） 5 4,000.00 江戸新堀大坂屋
久左衛門

右之通相認候得共，来ル十月限り於当地相渡シ可申候，尤打銀百弐
拾匁只今相渡シ申候，万一右限過候ハヽ打銀割を以日廻シ利足相渡
シ可申候，以上

続57 -
2-4

安治川上 1丁目豊後屋与三五郎・同町同らく（代判喜
兵衛）・同町豊後屋弥兵衛・古川 2丁目同伝兵衛・古川
1丁目同平兵衛・富嶋 2丁目同忠兵衛

明和 7 年（1770） 12 4,750.00 江戸大伝馬町
2丁目布屋六
郎兵衛

右之通相認候得共，来卯（明和 8年）11月限於当地相渡シ可申候，
已上

続296-
1-2

船町玉屋清蔵・大豆葉町具足屋庄右衛門（代宇右衛門） 明和 8 年（1771） 6 363,000.00 江戸神田竪大工
町江嶋屋太郎次

右之通相認候得共，来ル十一月限於当地相渡可申候，尤打銀拾三貫
六百五拾目唯今相渡申候，万一右限過候ハヽ打銀割を以日廻シ利足
相渡可申候，以上

続296-
1-3

今橋 2丁目天王寺屋十右衛門・今橋 1丁目天王寺屋伝
右衛門

明和 9 年（1772） 3 5,000.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候得共，来ル九月限於当地相渡可申候，尤打銀百五拾目
只今相渡申候，万一限過候ハヽ打銀割を以日廻シ利足相渡可申候，
以上

続296-
1-4

四軒町平野屋又四郎・同手代伊兵衛 安永 2 年（1773） 3 4,000.00 江 戸 芝 口 2丁
目海部屋与兵衛

右之通相認候へとも，来ル七月限於当地相渡可申候，已上 続301-
5-1

堺筋本靱町菱屋善次郎・同手代利助 安永 7 年（1778） 正 12,850.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候へ共，来ル十二月切於当地相渡可申候，以上 続301-
5-3

高麗橋筋四軒町河内屋伝兵衛・同手代三右衛門 安永 8 年（1779） 正 7,400.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候得共，来十二月切於当地相渡シ可申候，以上 続301-
1

北浜 2丁目桑名屋源兵衛・同手代喜兵衛 寛政 6 年（1794） 5 3,400.00 江戸堀留町升屋
源四郎

右之通相認候得共，来ル十二月廿日限於当地相渡し可申候，尤打銀
当座ニ相済申候，以上

続299-
3-2

平野町 3丁目飾屋儀作・梶木町升屋小右衛門・尼ヶ崎
町 2丁目米屋亮右衛門

天保 5 年（1834） 10 316,000.00 江 戸 室 町 3丁
目木村利右衛門

右之通相認候得共，来未（天保 6年）十月限於当地相渡可申，尤
打銀当座相済申候，已上

続448-
4-1

船町加嶋屋幸七・北江戸堀 2丁目加島屋種蔵 弘化 4 年（1847） 12 25,500.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候得共，格別之御勘弁を以無打ニ而来申年（天保 6年）
ゟ拾ヶ年割済，壱ヶ年ニ弐貫五百五拾匁宛無相違急度相納可申候，
仍奥印如件

続477-
1

天満船大工町河内屋源兵衛・同新助 弘化 5 年（1848） 2 19,000.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候得共，於御当地相渡可申候，尤無打ニ而節季毎ニ元銀
三拾目宛無相違相渡可申候，以上

続477-
5

北久太郎町 1丁目池田屋次兵衛・同手代喜兵衛 嘉永元年（1848） 5 13,700.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候得共，於御当地壱ヶ年元銀四百八拾目宛無相違返納可
仕候，若相滞候ハヽ，一時ニ御取立可被成候，其節違背仕間敷候，
以上

続477-
2
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付表 1　延為替契約の本手形（一部）

差出�
（振出人）

三井大坂両替店�
との契約年月

債務額�
（匁）

宛先�
（支払人） 手形末尾の記載 出典

上博労町柏屋与市郎・同手代義兵衛 享保 9 年（1724） 3 10,000.00 江戸本芝野田喜
兵衛

右之通相認候得とも，来ル五月廿五日切於当地相渡シ可申候，以上 続57 -
21-1

櫂屋町吾妻屋理右衛門・右同所同藤七 寛保 2 年（1742） 5 1,300.00 江戸茅場町野間
屋善四郎

右之通相認候得共，来十一月廿日切於当地相渡可申候，尤打銀七拾
弐匁八分只今相渡申候，已上

続390-
4-1

堂嶋新地中 2丁目津軽屋与右衛門・右同所津軽屋太右
衛門

寛延 2 年（1749） 12 8,500.00 江 戸 本 町 3丁
目酢屋久左衛門

右之通相認候得共，来午（寛延 3年）四月限於当地相渡可申候，
尤打銀五百九匁唯今相渡申候，若日限過候ハヽ打銀割を以日廻し利
足相渡可申候，以上

続57 -
2-2

河州石川郡山田村矢野喜右衛門・同手代六右衛門・喜右
衛門忰同家矢野清次郎（幼少につき代判矢野喜右衛
門）・北久太郎町 3丁目箔屋藤五郎・土佐堀 1丁目布屋
喜八

宝暦 9 年（1759） 正 55,000.00 江戸駿河町伊豆
蔵甚三郎

右之通相認候得共，来ル三月切於当地ニ相渡可申候，尤打銀九百七
匁五分只今相渡申候，若右限過候ハヽ打銀割ヲ以日廻利足相渡可申
候，以上

続390-
4-3

河州石川郡山田村矢野喜右衛門・同手代六右衛門・喜右
衛門忰同家矢野清次郎（幼少につき代判矢野喜右衛
門）・北久太郎町 3丁目箔屋藤五郎・土佐堀 1丁目布屋
喜八

宝暦 9 年（1759） 正 3,500.00 江戸駿河町伊豆
蔵甚三郎

右之通相認候得共，来二月切於当地ニ相渡可申候，尤打銀三拾八匁
五分只今相渡申候，若右限過候ハヽ打銀割ヲ以日廻シ利足相渡可申
候，以上

続57 -
2-3

順慶町 3丁目銭屋市兵衛 宝暦10年（1760） 5 2,500.00 江戸本両替町三
谷勘四郎

右之通相認候得共，来ル巳（宝暦11年）四月限於当地相渡し可申
候，尤打銀百弐拾五匁只今相渡申候，万一右限過候ハヽ打銀割を以
日廻し利足相渡し可申候，以上

続390-
4-4

斎藤町河内屋喜七郎 宝暦10年（1760） 5 4,000.00 江戸新堀大坂屋
久左衛門

右之通相認候得共，来ル十月限り於当地相渡シ可申候，尤打銀百弐
拾匁只今相渡シ申候，万一右限過候ハヽ打銀割を以日廻シ利足相渡
シ可申候，以上

続57 -
2-4

安治川上 1丁目豊後屋与三五郎・同町同らく（代判喜
兵衛）・同町豊後屋弥兵衛・古川 2丁目同伝兵衛・古川
1丁目同平兵衛・富嶋 2丁目同忠兵衛

明和 7 年（1770） 12 4,750.00 江戸大伝馬町
2丁目布屋六
郎兵衛

右之通相認候得共，来卯（明和 8年）11月限於当地相渡シ可申候，
已上

続296-
1-2

船町玉屋清蔵・大豆葉町具足屋庄右衛門（代宇右衛門） 明和 8 年（1771） 6 363,000.00 江戸神田竪大工
町江嶋屋太郎次

右之通相認候得共，来ル十一月限於当地相渡可申候，尤打銀拾三貫
六百五拾目唯今相渡申候，万一右限過候ハヽ打銀割を以日廻シ利足
相渡可申候，以上

続296-
1-3

今橋 2丁目天王寺屋十右衛門・今橋 1丁目天王寺屋伝
右衛門

明和 9 年（1772） 3 5,000.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候得共，来ル九月限於当地相渡可申候，尤打銀百五拾目
只今相渡申候，万一限過候ハヽ打銀割を以日廻シ利足相渡可申候，
以上

続296-
1-4

四軒町平野屋又四郎・同手代伊兵衛 安永 2 年（1773） 3 4,000.00 江 戸 芝 口 2丁
目海部屋与兵衛

右之通相認候へとも，来ル七月限於当地相渡可申候，已上 続301-
5-1

堺筋本靱町菱屋善次郎・同手代利助 安永 7 年（1778） 正 12,850.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候へ共，来ル十二月切於当地相渡可申候，以上 続301-
5-3

高麗橋筋四軒町河内屋伝兵衛・同手代三右衛門 安永 8 年（1779） 正 7,400.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候得共，来十二月切於当地相渡シ可申候，以上 続301-
1

北浜 2丁目桑名屋源兵衛・同手代喜兵衛 寛政 6 年（1794） 5 3,400.00 江戸堀留町升屋
源四郎

右之通相認候得共，来ル十二月廿日限於当地相渡し可申候，尤打銀
当座ニ相済申候，以上

続299-
3-2

平野町 3丁目飾屋儀作・梶木町升屋小右衛門・尼ヶ崎
町 2丁目米屋亮右衛門

天保 5 年（1834） 10 316,000.00 江 戸 室 町 3丁
目木村利右衛門

右之通相認候得共，来未（天保 6年）十月限於当地相渡可申，尤
打銀当座相済申候，已上

続448-
4-1

船町加嶋屋幸七・北江戸堀 2丁目加島屋種蔵 弘化 4 年（1847） 12 25,500.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候得共，格別之御勘弁を以無打ニ而来申年（天保 6年）
ゟ拾ヶ年割済，壱ヶ年ニ弐貫五百五拾匁宛無相違急度相納可申候，
仍奥印如件

続477-
1

天満船大工町河内屋源兵衛・同新助 弘化 5 年（1848） 2 19,000.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候得共，於御当地相渡可申候，尤無打ニ而節季毎ニ元銀
三拾目宛無相違相渡可申候，以上

続477-
5

北久太郎町 1丁目池田屋次兵衛・同手代喜兵衛 嘉永元年（1848） 5 13,700.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候得共，於御当地壱ヶ年元銀四百八拾目宛無相違返納可
仕候，若相滞候ハヽ，一時ニ御取立可被成候，其節違背仕間敷候，
以上

続477-
2
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（振出人）

三井大坂両替店�
との契約年月

債務額�
（匁）
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京町堀 2丁目藤屋佐兵衛・右同居加賀屋久兵衛・北堀
江 1丁目松屋彦三郎

嘉永元年（1848） 10 2,400.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候得共，元銀之内江節季毎ニ銀拾六匁宛無相違返納可仕
候，若相滞候ハヽ，一時ニ御取立可被成候，其節違背仕間敷候，以
上

続477-
4

谷町 1丁目平野屋治郎助・同町平野屋市太郎（幼少に
つき代判治郎助）・同町平野屋逸郎助・摂州莵原郡横屋
村与左衛門

嘉永元年（1848） 12 30,000.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候得共，来酉（嘉永 2年）二月限於御当地相渡可申候，
尤打銀五百四拾匁当座ニ相渡相済申候，以上

続477-
3

摂州嶋下郡味舌上村為右衛門・伴助，同州同郡同郷坪井
村貞松・清右衛門，同州同郡同郷下村竹五郎・東三郎，
谷町 2丁目豊嶋屋門蔵・備後町 3丁目明石屋弥三郎

嘉永 4 年（1851） 9 80,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来子（嘉永 5年）二月限於御当地相渡可申候，
尤打銀弐貫八百八拾目当座へ相渡申候，且元銀之内江壱ヶ年ニ銀八
貫目宛相渡可申候，以上

続477-
7

天満伊勢町茶屋吉右衛門・堺大小路北向井領町大和屋次
兵衛（代判伝兵衛）・右同町大和屋善作

嘉永 5 年（1852） 6 20,000.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候得共，来ル十一月限於御当地相渡可申候，尤打銀六百
目当座ニ相渡相済申候，以上

続477-
8

北浜 2丁目葉守屋新右衛門・大川町備中屋安之助（代
判治郎右衛門）・七郎右衛門町土屋作右衛門・船町淡路
屋正右衛門・土佐堀 2丁目野田屋伊兵衛・立売堀 2丁
目平松屋作兵衛・宗右衛門町明石屋佐兵衛・土佐堀 2
丁目尼崎屋市兵衛

安政 3 年（1856） 2 20,500.00 江戸金吹町中井
新右衛門

右之通相認候得共，来ル十二月限於御当地相渡可申候，尤打銀月四
朱之積りヲ以，節季毎ニ相渡可申候，且毎暮元銀之内江壱貫目ツヽ
相渡し可申候，以上

続73-2

天満伊勢町塩屋平兵衛・内骨屋町塩屋惣兵衛・平野屋
1丁目松屋巳之助（代判惣兵衛）

安政 6 年（1859） 2 3,990.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，於御当地節季毎ニ元銀之内江五拾目宛并打銀月
弐朱半之積を以其節一緒ニ相渡可申候，若一ヶ度ニ而茂相滞候ハヽ，
御定法之通一時ニ御取立相成候而も其節違背仕間敷候，已上

続479-
1-4

摂州莵原郡御影村弓場町増屋清兵衛・堂嶋弥左衛門町斎
藤時助

安政 6 年（1859） 2 5,500.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来ル七月限於御当地相渡可申候，尤打銀弐百拾
四匁五分当座ニ相渡相済申候，已上

続479-
1-8

四軒町平野屋仁兵衛・同手代小右衛門 安政 6 年（1859） 4 120,000.00 江戸日本橋桧物
町山本正三郎・
真三郎

右之通相認候得共，来ル十二月於御当地相渡可申候，尤打銀其節相
渡可申候，以上

続479-
1-1

堂嶋新地中 2丁目古林屋章太郎（代判門蔵）・高麗橋 3
丁目秋田屋周助・谷町 2丁目豊嶋屋門蔵

安政 6 年（1859） 9 35,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来申（万延元年）二月限於御当地相渡可申候，
尤打銀節季毎ニ相渡可申候，已上

続479-
1-9

四軒町平野屋仁兵衛・同手代小右衛門 安政 6 年（1859） 10 35,000.00 江戸日本橋桧物
町山本正三郎・
真三郎

右之通相認候共，打銀元銀返済之砌相渡可申候，以上 続56 -
14

四軒町平野屋仁兵衛・同手代小右衛門 安政 7 年（1860） 2 95,000.00 江戸日本橋桧物
町山本正三郎・
真三郎

前書相認候得共，来十二月限り於当地相渡可申候，尤打銀六朱之割
合ヲ以其節相渡可申候，以上

続56 -
14

江戸堀 5丁目油屋馬之助（代判伊勢屋利兵衛）・右同町
太原屋万右衛門

文久元年（1861） 3 3,230.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来ル十二月限於御当地相渡可申候，尤打銀年四
朱之積りを以，相渡可申候，已上

続72 -
14

錺屋町平野屋八郎兵衛・江戸堀 3丁目平野屋定次郎・
善左衛門町百足屋平次郎

文久元年（1861） 4 1,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，於御当地相渡可申候，尤限月毎ニ五百目宛相渡
可申候，万一致違約候ハヽ，御定法之通一時御取立相成候共，一言
之申分無御座候，右打銀来戌（文久 2年）三月迄四拾八匁当座相
渡相済申候，已上

続473-
9

安堂寺町 1丁目金田屋徳兵衛・徳兵衛方同居金田屋徳
右衛門・右同町金田屋貞七

文久元年（1861） 9 25,000.00 江戸金吹町中井
新右衛門

右之通相認候得共，来戌（文久 2年）二月廿日限於御当地相渡可
申候，尤打銀三貫五拾目当座相渡相済申候，已上

続473-
4

四軒町平野屋仁兵衛・江戸堀 3丁目平野屋小右衛門 文久元年（1861） 10 240,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，於御当地毎暮元打銀之内江八貫目宛相渡可申候，
尤打銀四朱之積りを以，御勘定可致候，已上

続293-
17-3

尼ヶ崎町 1丁目高池屋清之助・同手代平助，道修町 1
丁目薩摩屋季六

文久元年（1861） 11 61,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来ル戌（文久 2年）四月限於御当地相渡可申
候，尤打銀弐貫七拾九匁当座ニ相渡相済申候，已上

続473-
6

（堺大小路北向井領町）大和屋善作（代判与兵衛）・大和
屋善作・天満伊勢町茶屋吉右衛門・天満猶村屋敷住吉屋
佐太郎

文久 3 年（1863） 正 160,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来ル十二月廿日限於大坂相渡可申候，尤打銀壱
貫目ニ付一ヶ月分銀五匁五分宛之積を以，来十二月迄之分当坐相渡
相済申候，以上

続473-
11

天満伊勢町茶屋吉右衛門・天満猶村屋敷住吉屋佐太郎・
堺大小路北向井領町大和屋善作

文久 3 年（1863） 正 16,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来ル十二月廿日限於大坂相渡可申候，尤打銀壱
貫目ニ付一ヶ月分銀六匁宛之積を以，来ル十二月迄之分当坐相渡相
済申候，以上

続473-
12
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京町堀 2丁目藤屋佐兵衛・右同居加賀屋久兵衛・北堀
江 1丁目松屋彦三郎

嘉永元年（1848） 10 2,400.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候得共，元銀之内江節季毎ニ銀拾六匁宛無相違返納可仕
候，若相滞候ハヽ，一時ニ御取立可被成候，其節違背仕間敷候，以
上

続477-
4

谷町 1丁目平野屋治郎助・同町平野屋市太郎（幼少に
つき代判治郎助）・同町平野屋逸郎助・摂州莵原郡横屋
村与左衛門

嘉永元年（1848） 12 30,000.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候得共，来酉（嘉永 2年）二月限於御当地相渡可申候，
尤打銀五百四拾匁当座ニ相渡相済申候，以上

続477-
3

摂州嶋下郡味舌上村為右衛門・伴助，同州同郡同郷坪井
村貞松・清右衛門，同州同郡同郷下村竹五郎・東三郎，
谷町 2丁目豊嶋屋門蔵・備後町 3丁目明石屋弥三郎

嘉永 4 年（1851） 9 80,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来子（嘉永 5年）二月限於御当地相渡可申候，
尤打銀弐貫八百八拾目当座へ相渡申候，且元銀之内江壱ヶ年ニ銀八
貫目宛相渡可申候，以上

続477-
7

天満伊勢町茶屋吉右衛門・堺大小路北向井領町大和屋次
兵衛（代判伝兵衛）・右同町大和屋善作

嘉永 5 年（1852） 6 20,000.00 江戸金吹町播磨
屋新右衛門

右之通相認候得共，来ル十一月限於御当地相渡可申候，尤打銀六百
目当座ニ相渡相済申候，以上

続477-
8

北浜 2丁目葉守屋新右衛門・大川町備中屋安之助（代
判治郎右衛門）・七郎右衛門町土屋作右衛門・船町淡路
屋正右衛門・土佐堀 2丁目野田屋伊兵衛・立売堀 2丁
目平松屋作兵衛・宗右衛門町明石屋佐兵衛・土佐堀 2
丁目尼崎屋市兵衛

安政 3 年（1856） 2 20,500.00 江戸金吹町中井
新右衛門

右之通相認候得共，来ル十二月限於御当地相渡可申候，尤打銀月四
朱之積りヲ以，節季毎ニ相渡可申候，且毎暮元銀之内江壱貫目ツヽ
相渡し可申候，以上

続73-2

天満伊勢町塩屋平兵衛・内骨屋町塩屋惣兵衛・平野屋
1丁目松屋巳之助（代判惣兵衛）

安政 6 年（1859） 2 3,990.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，於御当地節季毎ニ元銀之内江五拾目宛并打銀月
弐朱半之積を以其節一緒ニ相渡可申候，若一ヶ度ニ而茂相滞候ハヽ，
御定法之通一時ニ御取立相成候而も其節違背仕間敷候，已上

続479-
1-4

摂州莵原郡御影村弓場町増屋清兵衛・堂嶋弥左衛門町斎
藤時助

安政 6 年（1859） 2 5,500.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来ル七月限於御当地相渡可申候，尤打銀弐百拾
四匁五分当座ニ相渡相済申候，已上

続479-
1-8

四軒町平野屋仁兵衛・同手代小右衛門 安政 6 年（1859） 4 120,000.00 江戸日本橋桧物
町山本正三郎・
真三郎

右之通相認候得共，来ル十二月於御当地相渡可申候，尤打銀其節相
渡可申候，以上

続479-
1-1

堂嶋新地中 2丁目古林屋章太郎（代判門蔵）・高麗橋 3
丁目秋田屋周助・谷町 2丁目豊嶋屋門蔵

安政 6 年（1859） 9 35,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来申（万延元年）二月限於御当地相渡可申候，
尤打銀節季毎ニ相渡可申候，已上

続479-
1-9

四軒町平野屋仁兵衛・同手代小右衛門 安政 6 年（1859） 10 35,000.00 江戸日本橋桧物
町山本正三郎・
真三郎

右之通相認候共，打銀元銀返済之砌相渡可申候，以上 続56 -
14

四軒町平野屋仁兵衛・同手代小右衛門 安政 7 年（1860） 2 95,000.00 江戸日本橋桧物
町山本正三郎・
真三郎

前書相認候得共，来十二月限り於当地相渡可申候，尤打銀六朱之割
合ヲ以其節相渡可申候，以上

続56 -
14

江戸堀 5丁目油屋馬之助（代判伊勢屋利兵衛）・右同町
太原屋万右衛門

文久元年（1861） 3 3,230.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来ル十二月限於御当地相渡可申候，尤打銀年四
朱之積りを以，相渡可申候，已上

続72 -
14

錺屋町平野屋八郎兵衛・江戸堀 3丁目平野屋定次郎・
善左衛門町百足屋平次郎

文久元年（1861） 4 1,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，於御当地相渡可申候，尤限月毎ニ五百目宛相渡
可申候，万一致違約候ハヽ，御定法之通一時御取立相成候共，一言
之申分無御座候，右打銀来戌（文久 2年）三月迄四拾八匁当座相
渡相済申候，已上

続473-
9

安堂寺町 1丁目金田屋徳兵衛・徳兵衛方同居金田屋徳
右衛門・右同町金田屋貞七

文久元年（1861） 9 25,000.00 江戸金吹町中井
新右衛門

右之通相認候得共，来戌（文久 2年）二月廿日限於御当地相渡可
申候，尤打銀三貫五拾目当座相渡相済申候，已上

続473-
4

四軒町平野屋仁兵衛・江戸堀 3丁目平野屋小右衛門 文久元年（1861） 10 240,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，於御当地毎暮元打銀之内江八貫目宛相渡可申候，
尤打銀四朱之積りを以，御勘定可致候，已上

続293-
17-3

尼ヶ崎町 1丁目高池屋清之助・同手代平助，道修町 1
丁目薩摩屋季六

文久元年（1861） 11 61,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来ル戌（文久 2年）四月限於御当地相渡可申
候，尤打銀弐貫七拾九匁当座ニ相渡相済申候，已上

続473-
6

（堺大小路北向井領町）大和屋善作（代判与兵衛）・大和
屋善作・天満伊勢町茶屋吉右衛門・天満猶村屋敷住吉屋
佐太郎

文久 3 年（1863） 正 160,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来ル十二月廿日限於大坂相渡可申候，尤打銀壱
貫目ニ付一ヶ月分銀五匁五分宛之積を以，来十二月迄之分当坐相渡
相済申候，以上

続473-
11

天満伊勢町茶屋吉右衛門・天満猶村屋敷住吉屋佐太郎・
堺大小路北向井領町大和屋善作

文久 3 年（1863） 正 16,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来ル十二月廿日限於大坂相渡可申候，尤打銀壱
貫目ニ付一ヶ月分銀六匁宛之積を以，来ル十二月迄之分当坐相渡相
済申候，以上

続473-
12



140

差出�
（振出人）

三井大坂両替店�
との契約年月

債務額�
（匁）

宛先�
（支払人） 手形末尾の記載 出典

（堺大小路北向井領町）大和屋善作（代判与兵衛）・大和
屋善作・天満伊勢町茶屋吉右衛門・天満猶村屋敷住吉屋
佐太郎

文久 3 年（1863） 正 70,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来ル十二月廿日限於大坂相渡可申候，尤打銀壱
貫目ニ付一ヶ月分銀六匁宛之積を以，来ル十二月迄之分当坐相渡相
済申候，以上

続473-
13

摂州莵原郡御影村弓場町増屋清兵衛・同州同郡同村増屋
清七・嶋町 2丁目浅田屋清蔵

慶応元年（1865） 閏 5 3,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来ル十月廿日限於大坂相渡可申候，尤打銀壱貫
目ニ付壱ヶ月分銀六匁五分宛積を以，来ル十月迄之分当坐相渡相済
申候，以上

続293-
7-7

南本町 3丁目泉屋惣右衛門・北鍋屋町清水玄達 慶応元年（1865） 9 3,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来寅（慶応 2年）二月廿日限於大坂相渡可申
候，尤打銀壱貫目ニ付一ヶ月分銀七匁宛之積を以，当座ニ相渡相済
申候，以上

続293-
17-9

摂州莵原郡御影村弓場町増屋清兵衛・同州同郡同村増屋
清七・嶋町 2丁目浅田屋清蔵

慶応 2 年（1866） 4 3,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来ル九月廿日限於大坂相渡可申候，尤打銀壱貫
目ニ付一ヶ月分銀六匁五分宛之積を以，来ル九月迄之分当坐相渡相
済申候，以上

続293-
17-11

布屋町伊勢屋豊太郎・右豊太郎方同居伊勢屋忠次郎 慶応 3 年（1867） 正 3,500.00 江戸築地町広嶋
屋清吉

右之通相認候得共，来ル十二月廿日限於大坂相渡可申候，尤打銀壱
貫目ニ付一ヶ月分銀三匁宛之積を以，来ル十二月迄之分当坐相渡相
済申候，以上

続470-
2

高麗橋 1丁目和泉屋五郎兵衛・折屋町小川屋喜太郎 慶応 3 年（1867） 9 40,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来辰（慶応 4年）二月廿日限於大坂相渡可申
候，尤打銀壱貫目ニ付一ヶ月分銀八匁宛之積を以，来辰二月迄之分
当座相渡相済申候，以上

続299-
3-3
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（堺大小路北向井領町）大和屋善作（代判与兵衛）・大和
屋善作・天満伊勢町茶屋吉右衛門・天満猶村屋敷住吉屋
佐太郎

文久 3 年（1863） 正 70,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来ル十二月廿日限於大坂相渡可申候，尤打銀壱
貫目ニ付一ヶ月分銀六匁宛之積を以，来ル十二月迄之分当坐相渡相
済申候，以上

続473-
13

摂州莵原郡御影村弓場町増屋清兵衛・同州同郡同村増屋
清七・嶋町 2丁目浅田屋清蔵

慶応元年（1865） 閏 5 3,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来ル十月廿日限於大坂相渡可申候，尤打銀壱貫
目ニ付壱ヶ月分銀六匁五分宛積を以，来ル十月迄之分当坐相渡相済
申候，以上

続293-
7-7

南本町 3丁目泉屋惣右衛門・北鍋屋町清水玄達 慶応元年（1865） 9 3,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来寅（慶応 2年）二月廿日限於大坂相渡可申
候，尤打銀壱貫目ニ付一ヶ月分銀七匁宛之積を以，当座ニ相渡相済
申候，以上

続293-
17-9

摂州莵原郡御影村弓場町増屋清兵衛・同州同郡同村増屋
清七・嶋町 2丁目浅田屋清蔵

慶応 2 年（1866） 4 3,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来ル九月廿日限於大坂相渡可申候，尤打銀壱貫
目ニ付一ヶ月分銀六匁五分宛之積を以，来ル九月迄之分当坐相渡相
済申候，以上

続293-
17-11

布屋町伊勢屋豊太郎・右豊太郎方同居伊勢屋忠次郎 慶応 3 年（1867） 正 3,500.00 江戸築地町広嶋
屋清吉

右之通相認候得共，来ル十二月廿日限於大坂相渡可申候，尤打銀壱
貫目ニ付一ヶ月分銀三匁宛之積を以，来ル十二月迄之分当坐相渡相
済申候，以上

続470-
2

高麗橋 1丁目和泉屋五郎兵衛・折屋町小川屋喜太郎 慶応 3 年（1867） 9 40,000.00 江 戸 室 町 3丁
目竹原文右衛門

右之通相認候得共，来辰（慶応 4年）二月廿日限於大坂相渡可申
候，尤打銀壱貫目ニ付一ヶ月分銀八匁宛之積を以，来辰二月迄之分
当座相渡相済申候，以上

続299-
3-3
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付表 2　三井大坂両替店の延為替元銀・打銀，近為替元銀・打銀，延為替滞
納分　――　寛政 9 年（1797）秋季～明治 4年（1871）の場合� 単位：匁

年次 季
延為替 近為替 延為替滞納分

元銀 打銀 元銀 打銀 元銀

寛政 9 年（1797） 秋 899,000.000 37,384.00 690,000.00 14,933.35 971,590.000
寛政10年（1798） 春 925,000.000 30,208.00 470,000.00 9,888.00 1,015,290.000

秋 1,214,500.000 37,105.40 570,000.00 9,287.03 1,070,680.000
寛政11年（1799） 春 1,232,500.000 44,458.40 350,000.00 12,754.00 1,067,080.000

秋 1,095,000.000 44,770.43 450,000.00 20,120.50 1,033,330.000
寛政12年（1800） 春 1,143,500.000 43,145.95 50,000.00 14,354.00 1,033,130.000

秋 1,310,000.000 60,803.27 200,000.00 3,114.49 993,300.000
享和元年（1801） 春 1,235,000.000 45,177.90 110,000.00 1,539.70 566,700.000

秋 1,059,500.000 46,954.92 70,000.00 2,322.89 606,200.000
享和 2 年（1802） 春 1,176,500.000 40,839.80 190,000.00 2,208.92 565,900.000

秋 1,064,000.000 45,331.84 50,000.00 2,780.50 565,500.000
享和 3 年（1803） 春 1,196,000.000 47,192.06 140,000.00 4,049.80 475,200.000

秋 1,341,000.000 42,652.05 160,000.00 3,318.00 474,800.000
文化元年（1804） 春 1,943,500.000 58,332.50 65,000.00 3,161.00 474,600.000

秋 2,132,000.000 65,744.20 430,000.00 5,395.60 444,300.000
文化 2 年（1805） 春 1,961,000.000 72,152.10 200,000.00 2,866.00 444,100.000

秋 2,100,000.000 80,655.75 360,000.00 5,263.91 445,300.000
文化 3 年（1806） 春 2,487,700.000 75,818.80 40,000.00 2,276.50 465,100.000

秋 2,409,200.000 82,967.45 60,000.00 1,860.00 464,800.000
文化 4 年（1807） 春 2,422,200.000 79,120.20 561,680.00 3,597.71 469,500.000

秋 2,247,700.000 77,982.70 700,000.00 10,028.30 466,300.000
文化 5 年（1808） 春 1,785,200.000 76,341.70 349,200.00 1,993.00 440,800.000

秋 1,686,000.000 50,245.55 100,000.00 4,317.30 440,500.000
文化 6 年（1809） 春 1,469,000.000 47,194.10 320,000.00 6,912.34 440,220.000

秋 2,122,000.000 58,722.47 200,000.00 3,293.90 439,840.000
文化 7 年（1810） 春 1,862,000.000 57,349.60 600,000.00 1,655.70 439,640.000

秋 2,090,000.000 54,847.30 140,000.00 2,461.20 439,360.000
文化 8 年（1811） 春 2,123,000.000 70,766.55 320,000.00 2,733.40 439,060.000

秋 2,495,850.000 70,606.65 80,000.00 2,900.60 438,780.000
文化 9 年（1812） 春 2,599,850.000 81,077.15 500,000.00 98.20 438,480.000

秋 2,373,350.000 90,319.75 70,000.00 854.00 438,100.000
文化10年（1813） 春 2,378,350.000 73,862.00 780,000.00 433.30 435,800.000

秋 2,492,350.000 98,147.30 100,000.00 2,063.30 435,420.000
文化11年（1814） 春 2,532,350.000 80,490.10 560,000.00 663.90 435,220.000

秋 2,352,800.000 80,626.30 310,000.00 3,797.40 434,840.000
文化12年（1815） 春 2,037,300.000 65,738.80 20,000.00 335.80 434,640.000

秋 1,898,450.000 67,033.10 270,000.00 3,577.20 434,260.000
文化13年（1816） 春 1,882,000.000 54,541.45 30,000.00 663.00 433,560.000

秋 1,872,000.000 61,028.65 90,000.00 2,242.00 513,380.000
文化14年（1817） 春 1,751,200.000 53,657.25 100,000.00 607.00 433,180.000
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年次 季
延為替 近為替 延為替滞納分

元銀 打銀 元銀 打銀 元銀

秋 1,970,850.000 53,922.45 130,000.00 2,179.00 433,180.000
文政元年（1818） 春 1,783,000.000 56,031.90 40,000.00 68.00 432,980.000

秋 1,947,650.000 56,200.70 120,000.00 690.00 432,980.000
文政 2 年（1819） 春 2,777,150.000 79,502.65 60,000.00 387.00 432,880.000

秋 3,220,650.000 100,007.80 80,000.00 647.00 546,880.000
文政 3 年（1820） 春 3,187,750.000 101,569.80 50,000.00 1,790.00 539,680.000

秋 2,826,750.000 100,380.41 90,000.00 1,245.00 474,580.000
文政 4 年（1821） 春 3,017,750.000 95,251.37 20,000.00 803.00 590,480.000

秋 3,468,750.000 104,430.73 100,000.00 2,179.00 471,480.000
文政 5 年（1822） 春 3,385,700.000 125,853.20 130,000.00 1,700.00 457,380.000

秋 3,428,200.000 110,091.89 150,000.00 3,315.00 461,280.000
文政 6 年（1823） 春 3,253,200.000 107,328.78 70,000.00 795.00 459,280.000

秋 3,456,100.000 110,705.64 320,000.00 4,440.00 459,080.000
文政 7 年（1824） 春 3,391,100.000 115,598.65 30,000.00 1,415.00 458,880.000

秋 3,016,600.000 116,629.07 90,000.00 2,715.00 461,980.000
文政 8 年（1825） 春 2,751,500.000 92,982.35 80,000.00 1,271.00 461,880.000

秋 2,950,500.000 86,198.14 110,000.00 1,083.00 461,780.000
文政 9 年（1826） 春 2,905,500.000 89,975.10 70,000.00 2,455.00 403,180.000

秋 3,042,500.000 91,558.69 90,000.00 3,243.00 403,080.000
文政10年（1827） 春 2,926,000.000 107,643.33 105,000.00 602.00 419,480.000

秋 2,948,000.000 93,196.28 330,000.00 3,726.00 419,380.000
文政11年（1828） 春 3,139,600.000 91,756.45 120,000.00 116.80 417,780.000

秋 3,540,400.000 99,908.02 90,000.00 1,397.00 417,780.000
文政12年（1829） 春 3,267,300.000 104,486.92 130,000.00 675.00 442,780.000

秋 3,426,700.000 106,898.90 200,000.00 1,785.00 442,780.000
天保元年（1830） 春 3,093,100.000 118,659.76 70,000.00 1,255.00 417,780.000

秋 3,343,300.000 96,366.76 160,000.00 1,651.22 401,280.000
天保 2 年（1831） 春 3,187,800.000 101,283.11 50,000.00 137.00 401,280.000

秋 2,786,600.000 95,513.76 150,000.00 541.00 503,780.000
天保 3 年（1832） 春 3,011,100.000 97,910.35 80,000.00 75.99 468,280.000

秋 3,283,500.000 119,066.00 160,000.00 1,245.45 424,000.000
天保 4 年（1833） 春 3,476,000.000 108,945.90 40,000.00 140.00 667,000.000

秋 3,514,000.000 121,248.85 150,000.00 0.00 807,000.000
天保 5 年（1834） 春 3,465,000.000 118,779.80 50,000.00 0.00 830,000.000

秋 3,449,000.000 120,392.75 230,000.00 175.71 827,500.000
天保 6 年（1835） 春 3,709,000.000 114,831.20 0.00 0.00 747,000.000

秋 3,984,700.000 136,534.95 60,000.00 424.64 651,160.000
天保 7 年（1836） 春 3,959,200.000 121,259.06 0.00 0.00 675,160.000

秋 4,063,200.000 129,711.27 60,000.00 630.20 679,160.000
天保 8 年（1837） 春 4,091,200.000 123,378.13 30,000.00 0.00 671,160.000

秋 4,002,450.000 126,641.27 282,360.00 518.64 730,560.000
天保 9 年（1838） 春 3,907,350.000 137,957.03 0.00 0.00 820,200.000
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年次 季
延為替 近為替 延為替滞納分

元銀 打銀 元銀 打銀 元銀

秋 3,950,050.000 122,177.12 110,000.00 2,885.90 693,800.000
天保10年（1839） 春 3,847,830.000 113,744.95 35,000.00 220.00 634,800.000

秋 3,515,800.000 116,012.86 123,440.00 11,346.30 1,057,240.000
天保11年（1840） 春 3,695,670.000 109,310.60 20,000.00 160.00 785,040.000

秋 3,509,450.000 107,960.24 183,800.00 2,314.80 763,260.000
天保12年（1841） 春 3,667,820.000 111,209.17 65,000.00 1,172.50 695,390.000

秋 3,722,500.000 109,481.65 158,860.00 1,325.90 530,530.000
天保13年（1842） 春 3,909,500.000 100,926.35 60,000.00 2,650.80 733,450.000

秋 3,825,600.000 115,534.49 0.00 0.00 550,450.000
天保14年（1843） 春 3,768,350.000 109,905.03 55,000.00 273.30 695,700.000

秋 3,999,000.000 133,578.12 0.00 0.00 535,700.000
弘化元年（1844） 春 4,007,530.000 110,328.83 65,000.00 757.37 613,200.000

秋 4,007,060.000 114,179.37 101,950.00 4,939.50 595,700.000
弘化 2 年（1845） 春 4,449,390.000 108,281.74 0.00 0.00 527,200.000

秋 4,134,320.000 122,047.80 166,440.00 3,839.50 860,500.000
弘化 3 年（1846） 春 4,102,950.000 131,811.65 65,000.00 1,075.00 825,800.000

秋 4,058,230.000 115,849.55 75,000.00 2,677.50 907,300.000
弘化 4 年（1847） 春 4,156,760.000 114,371.51 50,000.00 552.50 901,600.000

秋 3,795,840.000 112,993.10 90,000.00 1,661.00 941,400.000
嘉永元年（1848） 春 3,538,200.000 100,592.49 85,000.00 605.00 887,940.000

秋 3,364,250.000 90,007.04 110,000.00 942.50 1,033,900.000
嘉永 2 年（1849） 春 3,360,400.000 85,145.83 153,800.00 1,529.50 890,900.000

秋 4,056,200.000 82,877.86 172,870.00 1,432.80 655,700.000
嘉永 3 年（1850） 春 3,665,050.000 90,322.38 50,000.00 817.00 706,200.000

秋 3,740,010.000 86,591.77 90,000.00 667.50 693,600.000
嘉永 4 年（1851） 春 3,575,860.000 90,494.29 115,000.00 941.50 731,100.000

秋 3,858,610.000 89,649.80 35,000.00 879.00 634,600.000
嘉永 5 年（1852） 春 3,840,360.000 102,395.37 140,000.00 1,093.50 527,600.000

秋 4,447,610.000 99,146.51 70,000.00 2,088.00 477,900.000
嘉永 6 年（1853） 春 4,559,220.000 115,838.04 95,000.00 956.50 449,900.000

秋 5,184,550.000 117,414.80 80,000.00 2,102.50 488,900.000
安政元年（1854） 春 6,339,050.000 186,325.46 415,000.00 5,966.00 482,400.000

秋 6,072,640.000 205,762.74 560,000.00 5,820.00 510,200.000
安政 2 年（1855） 春 5,427,540.000 169,321.24 130,000.00 2,495.00 902,700.000

秋 6,085,390.000 172,364.29 404,900.00 3,890.00 501,000.000
安政 3 年（1856） 春 6,413,140.000 167,137.12 171,000.00 223.00 492,900.000

秋 6,069,140.000 177,732.63 140,000.00 2,634.00 374,800.000
安政 4 年（1857） 春 6,282,440.000 192,061.19 0.00 0.00 394,800.000

秋 5,762,740.000 183,428.17 121,510.00 3,962.00 394,100.000
安政 5 年（1858） 春 5,806,940.000 168,023.81 245,980.00 2,450.00 374,100.000

秋 5,539,490.000 178,393.01 0.00 0.00 373,700.000
安政 6 年（1859） 春 5,543,140.000 143,092.84 0.00 0.00 478,700.000
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年次 季
延為替 近為替 延為替滞納分

元銀 打銀 元銀 打銀 元銀

秋 5,069,030.000 165,570.85 90,890.00 3,903.00 478,000.000
万延元年（1860） 春 5,144,630.000 168,893.77 90,000.00 4,020.00 461,700.000

秋 5,547,270.000 160,019.61 260,000.00 3,690.00 467,600.000
文久元年（1861） 春 4,634,920.000 163,082.85 70,000.00 3,820.00 502,100.000

秋 4,117,500.000 143,979.24 40,000.00 2,530.00 501,300.000
文久 2 年（1862） 春 3,934,570.000 160,665.15 150,000.00 5,300.00 523,300.000

秋 4,595,070.000 165,207.77 0.00 0.00 736,400.000
文久 3 年（1863） 春 5,971,695.000 171,956.10 0.00 0.00 574,750.000

秋 7,213,050.000 229,164.10 0.00 0.00 573,650.000
元治元年（1864） 春 6,418,100.000 207,040.64 500,000.00 9,600.00 573,325.000

秋 6,846,564.000 223,986.47 0.00 0.00 623,075.000
慶応元年（1865） 春 7,072,814.000 267,933.20 0.00 0.00 596,775.000

秋 7,851,550.000 258,315.68 0.00 0.00 548,175.000
慶応 2 年（1866） 春 7,672,750.000 289,590.90 0.00 0.00 545,025.000

秋 7,807,320.000 374,602.40 0.00 0.00 542,575.000
慶応 3 年（1867） 春 7,391,420.000 320,381.05 0.00 0.00 612,575.000

秋 6,048,820.000 353,202.55 0.00 0.00 612,575.000
明治元年（1868） 春 4,996,220.000 355,048.50 0.00 0.00 612,575.000

秋 5,740,220.000 352,205.60 0.00 0.00 296,575.000
明治 2 年（1869） 春 9,287,970.000 557,175.00 0.00 0.00 297,325.000

秋 7,689,900.000 458,190.00 0.00 0.00 286,225.000
明治 3 年（1870） 春 7,404,900.000 445,785.00 0.00 0.00 286,225.000

秋 5,611,500.000 358,441.64 0.00 0.00 286,225.000
明治 4 年（1871） 春 8,271,000.000 204,916.15 0.00 0.00 286,225.000

秋 4,951,000.000 227,129.80 0.00 0.00 279,225.000

出典）　寛政 6年「目録控」（本1752），寛政12年「大坂店目録留　二番」（本1788），文化 3年「大坂店
目録留　三番」（本1789），文化 9年「大坂店目録留　四番」（本1790），文政 2年「大坂店目録留���
五番」（本1791），文政 8年「大坂店目録留　六番」（本1792），天保 5年「大坂店目録留　七番」
（本1793），天保12年「大坂店目録留　八番」（本1794），嘉永 3年「大坂店目録留　九番」（本
1795），安政 5年「大坂店目録留　十番」（本1796），慶応 2年「大坂店目録留（十一番）」（本
1797）。
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年次
月利

平均 最大�
値

最小�
値

寛政 9 年（1797） 0.65 0.75 0.50
寛政10年（1798） 0.51 0.70 0.00
寛政11年（1799） 0.63 0.70 0.50
寛政12年（1800） 0.65 0.70 0.60
享和元年（1801） 0.63 0.75 0.50
享和 2 年（1802） 0.65 0.80 0.45
享和 3 年（1803） 0.60 0.70 0.55
文化元年（1804） 0.54 0.60 0.20
文化 2 年（1805） 0.58 0.70 0.45
文化 3 年（1806） 0.64 0.75 0.50
文化 4 年（1807） 0.65 0.80 0.60
文化 5 年（1808） 0.58 0.65 0.45
文化 6 年（1809） 0.60 0.65 0.55
文化 7 年（1810） 0.47 0.60 0.20
文化 8 年（1811） 0.63 0.70 0.60
文化 9 年（1812） 0.62 0.65 0.60
文化10年（1813） 0.58 0.70 0.45
文化11年（1814） 0.63 0.65 0.60
文化12年（1815） 0.65 0.70 0.60
文化13年（1816） 0.58 0.70 0.45
文化14年（1817） 0.58 0.65 0.50
文政元年（1818） 0.55 0.70 0.20
文政 2 年（1819） 0.57 0.70 0.48
文政 3 年（1820） 0.52 0.60 0.45
文政 4 年（1821） 0.61 0.70 0.55
文政 5 年（1822） 0.61 0.65 0.50
文政 6 年（1823） 0.53 0.60 0.45
文政 7 年（1824） 0.51 0.60 0.43
文政 8 年（1825） 0.51 0.60 0.45
文政 9 年（1826） 0.54 0.65 0.25
文政10年（1827） 0.58 0.65 0.50
文政11年（1828） 0.62 0.65 0.58
文政12年（1829） 0.59 0.65 0.50
天保元年（1830） 0.62 0.65 0.58
天保 2 年（1831） 0.60 0.60 0.60
天保 3 年（1832） 0.58 0.65 0.43
天保 4 年（1833） 0.52 0.70 0.30
天保 5 年（1834） 0.59 0.60 0.55

年次
月利

平均 最大�
値

最小�
値

天保 6 年（1835） 0.58 0.65 0.50
天保 7 年（1836） 0.60 0.65 0.50
天保 8 年（1837） 0.58 0.65 0.45
天保 9 年（1838） 0.53 0.65 0.40
天保10年（1839） 0.48 0.58 0.30
天保11年（1840） 0.60 0.60 0.60
天保12年（1841） 0.54 0.60 0.40
天保13年（1842） 0.54 0.60 0.25
天保14年（1843） 0.59 0.60 0.50
弘化元年（1844） 0.50 0.60 0.38
弘化 2 年（1845） 0.57 0.60 0.55
弘化 3 年（1846） 0.55 0.65 0.40
弘化 4 年（1847） 0.52 0.60 0.40
嘉永元年（1848） 0.62 0.65 0.60
嘉永 2 年（1849） 0.46 0.60 0.00
嘉永 3 年（1850） 0.45 0.50 0.40
嘉永 4 年（1851） 0.48 0.60 0.30
嘉永 5 年（1852） 0.53 0.60 0.25
嘉永 6 年（1853） 0.57 0.80 0.40
安政元年（1854） 0.60 0.70 0.40
安政 2 年（1855） 0.55 0.70 0.20
安政 3 年（1856） 0.52 0.60 0.45
安政 4 年（1857） 0.61 0.70 0.55
安政 5 年（1858） 0.62 0.80 0.40
安政 6 年（1859） 0.62 0.70 0.40
万延元年（1860） 0.54 0.70 0.40
文久元年（1861） 0.60 0.70 0.40
文久 2 年（1862） 0.61 0.70 0.55
文久 3 年（1863） 0.75 0.80 0.70
元治元年（1864） 0.88 0.95 0.80
慶応元年（1865） 0.68 0.80 0.40
慶応 2 年（1866）
慶応 3 年（1867）
明治元年（1868）
明治 2 年（1869） 0.40 0.70 0.10
明治 3 年（1870）
明治 4 年（1871）

付表 3　三井大坂両替店の家屋敷抵当延為替貸付の月利　――　寛
政 9 年（1797）秋季～明治 4年（1871）の場合� 単位：%

出典）　天明 6年「書入控」（本1961），享和元年「書入控」（本1962），文化 3年「書
入控」（続1764），天保元年「書入控」（本1963），嘉永元年「書入控」（1964），
安政 3年「書入控」（本1965），慶応 3年「書入控」（本1966）。このほかに付表
2の出典からも引用。

注）　表中の空欄は不明であることを示す。
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付表 4　三井大坂両替店の延為替貸付年
間純利益率　――　寛政 10 年（1798）～明
治 4年（1871）の場合� 単位：%

年次
延為替貸付年
間純利益率
（滞納分なし）

延為替貸付年
間純利益率
（滞納分込み）

寛政10年（1798） 0.075 0.036
寛政11年（1799） 0.073 0.039
寛政12年（1800） 0.095 0.049
享和元年（1801） 0.070 0.042
享和 2 年（1802） 0.081 0.055
享和 3 年（1803） 0.084 0.058
文化元年（1804） 0.093 0.068
文化 2 年（1805） 0.072 0.059
文化 3 年（1806） 0.076 0.062
文化 4 年（1807） 0.065 0.055
文化 5 年（1808） 0.056 0.047
文化 6 年（1809） 0.063 0.050
文化 7 年（1810） 0.053 0.044
文化 8 年（1811） 0.068 0.056
文化 9 年（1812） 0.069 0.058
文化10年（1813） 0.072 0.061
文化11年（1814） 0.065 0.055
文化12年（1815） 0.056 0.048
文化13年（1816） 0.061 0.050
文化14年（1817） 0.057 0.045
文政元年（1818） 0.057 0.047
文政 2 年（1819） 0.092 0.075
文政 3 年（1820） 0.063 0.054
文政 4 年（1821） 0.071 0.060
文政 5 年（1822） 0.068 0.060
文政 6 年（1823） 0.064 0.056
文政 7 年（1824） 0.067 0.059
文政 8 年（1825） 0.059 0.052
文政 9 年（1826） 0.062 0.053
文政10年（1827） 0.066 0.058
文政11年（1828） 0.065 0.057
文政12年（1829） 0.060 0.053
天保元年（1830） 0.063 0.056
天保 2 年（1831） 0.059 0.053
天保 3 年（1832） 0.078 0.066
天保 4 年（1833） 0.070 0.062
天保 5 年（1834） 0.068 0.055
天保 6 年（1835） 0.073 0.059
天保 7 年（1836） 0.063 0.054
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年次
延為替貸付年
間純利益率
（滞納分なし）

延為替貸付年
間純利益率
（滞納分込み）

天保 8 年（1837） 0.062 0.053
天保 9 年（1838） 0.065 0.055
天保10年（1839） 0.058 0.049
天保11年（1840） 0.062 0.048
天保12年（1841） 0.063 0.052
天保13年（1842） 0.058 0.051
天保14年（1843） 0.064 0.056
弘化元年（1844） 0.056 0.050
弘化 2 年（1845） 0.057 0.050
弘化 3 年（1846） 0.060 0.050
弘化 4 年（1847） 0.056 0.046
嘉永元年（1848） 0.050 0.040
嘉永 2 年（1849） 0.050 0.038
嘉永 3 年（1850） 0.044 0.038
嘉永 4 年（1851） 0.048 0.041
嘉永 5 年（1852） 0.052 0.045
嘉永 6 年（1853） 0.052 0.047
安政元年（1854） 0.076 0.069
安政 2 年（1855） 0.056 0.052
安政 3 年（1856） 0.057 0.052
安政 4 年（1857） 0.062 0.058
安政 5 年（1858） 0.060 0.056
安政 6 年（1859） 0.056 0.052
万延元年（1860） 0.065 0.059
文久元年（1861） 0.055 0.051
文久 2 年（1862） 0.079 0.071
文久 3 年（1863） 0.087 0.075
元治元年（1864） 0.060 0.055
慶応元年（1865） 0.077 0.070
慶応 2 年（1866） 0.085 0.079
慶応 3 年（1867） 0.086 0.081
明治元年（1868） 0.117 0.106
明治 2 年（1869） 0.177 0.168
明治 3 年（1870） 0.105 0.101
明治 4 年（1871） 0.077 0.073

出典）　付表 2と同じ。
注）　算出方法は，小林延人のそれと同じである（小
林延人『明治維新期の貨幣経済』東京大学出版会，
2015年，51頁）。
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